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決 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２３年 ９月１２日 

                           午前 ９時００分 開会 

                           午後 ４時０５分 閉会 

                     場 所   南 あ わ じ 市 議 会 議 場 

 

Ⅰ.出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（１８名） 

    委 員 長    熊  田     司 

    副 委 員 長    出  田  裕  重 

    委 員    廣  内  孝  次 

    委 員    谷  口  博  文 

    委 員    久  米  啓  右 

    委 員    原  口  育  大 

    委 員    柏  木     剛 

    議 長    川  上     命 

    委 員    楠     和  廣 

    委 員    印  部  久  信 

    委 員    小  島     一 

    委 員    砂  田  杲  洋 

    委 員    蓮  池  洋  美 

    委 員    北  村  利  夫 

    委 員    蛭  子  智  彦 

    委 員    登  里  伸  一 

    委 員    長  船  吉  博 

    委 員    森  上  祐  治 

    議 長    阿  部  計  一 

 

  欠席委員（なし） 

 

  事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    高  川  欣  士 
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    次 長    阿  閉  裕  美 

    課 長    垣     光  弘 

    書 記    川  添  卓  也 

 

  説明のために出席した者の職氏名 

    市 長    中  田  勝  久 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    教 育 長    岡  田  昌  史 

    代 表 監 査 委 員    小  林  健  司 

    市 長 公 室 長    中  田  眞 一 郎 

    総 務 部 長    渕  本  幸  男 

    財 務 部 長    土 井 本     環 

    市 民 生 活 部 長    入  谷  修  司 

    健 康 福 祉 部 長    郷     直  也 

    産 業 振 興 部 長    水  田  泰  善 

    農 業 振 興 部 長    奥  野  満  也 

    都 市 整 備 部 長    山  田     充 

    下 水 道 部 長    道  上  光  明 

    教 育 部 長    岸  上  敏  之 

    市 長 公 室 次 長    橋  本  浩  嗣 

    総 務 部 次 長 兼 

    選挙管理委員会書記長 
林     光  一 

    緑総合窓口センター所長    長  尾  重  信 

    西淡総合窓口センター所長    前  田  和  義 

    三原総合窓口センター所長    久  田  三 枝 子 

    南淡総合窓口センター所長    山  下  達  也 

    財 務 部 次 長    細  川  貴  弘 

    市 民 生 活 部 次 長    原  口  幸  夫 

    健 康 福 祉 部 次 長    藤  本  政  春 

    産 業 振 興 部 次 長    興  津  良  祐 

    農 業 振 興 部 次 長    神  田  拓  治 

    都 市 整 備 部 次 長    山  崎  昌  広 

    下 水 道 部 次 長    松  下     修 

    教 育 部 次 長    太  田  孝  次 

    会 計 管 理 者    馬  部  総 一 郎 
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    次長兼監査委員事務局長    高  見  雅  文 

    次長兼農業委員会事務局長    竹  内  秀  次 

    市 長 公 室 課 長    田  村  愛  子 

    総 務 部 総 務 課 長    佃     信  夫 

    総 務 部 防 災 課 長    松  下  良  卓 

    総 務 部 情 報 課 長    富  永  文  博 

    ケーブルネット淡路所長    土  肥  一  二 

    財 務 部 財 政 課 長    神  代  充  広 

    財 務 部 管 財 課 長    堤     省  司 

    市民生活部市民課長    塔  下  佳  里 

    市民生活部税務課長    藤  岡  崇  文 

    市民生活部収税課長    垣  本  義  博 

    市民生活部生活環境課長    高  木  勝  啓 

    清掃センター所長兼衛生センター所長    細  川  恊  大 

    健康福祉部福祉課長    鍵  山  淳  子 

    健康福祉部長寿福祉課長    小  坂  利  夫 

    健康福祉部保険課長    川  本  眞 須 美 

    健康福祉部健康課長    小  西  正  文 

    健康福祉部少子対策課長    福  原  敬  二 

    産業振興部商工観光課長    阿  部  員  久 

    産業振興部企業誘致課長    北  川  真 由 美 

    産業振興部水産振興課長    早  川  益  弘 

    国 民 宿 舎 支 配 人    北  川  満  夫 

    農業振興部農林振興課長    松  本  安  民 

    農業振興部農地整備課長    大  瀬     久 

    農業振興部地籍調査課長    和  田  昌  治 

    農業振興部農業共済課長    宮  崎  須  次 

    都市整備部管理課長    和  田  幸  三 

    都市整備部建設課長    赤  松  啓  二 

    都市整備部都市計画課長    森  本  秀  利 

    下水道部企業経営課長    江  本  晴  己 

    下水道部下水道課長    小  谷  雅  信 

    下水道部下水道加入促進課長    喜  田  展  弘 

    教育部教育総務課長    片  山  勝  義 

    教育部学校教育課長    安  田  保  富 
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    教育部人権教育課長    大  谷  武  司 

    教 育 部 生 涯 学 習 

    文 化 振 興 課 長 
山  見  嘉  啓 

    青少年育成センター所長    高  辻  隆  雄 
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Ⅱ.会議に付した事件 

 

 付託案件 

 １．認定第１号 平成２２年度南あわじ市一般会計決算の認定について･･････････ １４ 

 （１）歳入について････････････････････････････････････････････････････････ １４ 

 （２）歳出について････････････････････････････････････････････････････････ ５０ 

   ① 議会費、総務費････････････････････････････････････････････････････ ５０ 

   ② 民生費････････････････････････････････････････････････････････････ ７５ 

 

Ⅲ.会議録 
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決算審査特別委員会        平成２３年９月１２日（月） 

                 （開会 午前 ９時００分） 

                 （閉会 午後 ４時０５分） 

 

○熊田 司委員長   それでは、定刻が参りましたので、一言開催に当たりあいさつを申

し上げます。 

  昨日の９月１１日で３月１１日の東日本大震災の発生より６カ月が過ぎました。改めて

亡くなられた皆様に心より哀悼の意を表します。 

  また、数々の困難のある中、復興に向けて力強く前進を開始された被災地の皆様の勇気

に対し、心より敬意を表します。 

  さて、本日より４日間、決算審査特別委員会を開催いたします。今回の委員会も例年と

同じように、実り多きものになりますよう、委員各位または執行部の皆様に御協力をお願

い申し上げ、あいさつとさせていただきます。 

  それでは、着席させていただきます。 

  それでは、ここで中田市長よりあいさつがございます。 

 

○市長（中田勝久）   皆さん、おはようございます。 

  今も熊田委員長さんからお話ありましたとおり、ちょうど、きのう、東日本大震災、ま

たアメリカの多発テロの根本となりましたニューヨークでの１０年目ということで、何か

しら身の引き締まる思いがいたしました。 

  きょうは決算審査特別委員会、熊田委員長を初め委員の皆さん方、本当に御苦労さんで

ございます。また、あと、いろいろ中身については、できるだけわかりやく説明なりして

まいりたいと思っておりますが、おかげさまで、２２年度、全体的な黒字から言えば１３

億円余りの黒字を出すことができました。しかし、その中身につきましては、やはり景気

の低迷、また少子・高齢化、そういうような非常にマイナス面、今後も予想される、そう

いうところが今の日本経済、また世界の経済社会情勢から見て予測をされます。２２年度

はそのようなことで黒字の要素が、市民の皆さん方の御理解なり、議員の先生方の御理解

で、そういう達成ができましたが、大変そういう不安要素もあります。この４日間は決算

ということでございますので、またその結果についても適切な効果なりも検証していただ

ければなと思う次第でございます。 

  どうぞよろしく御審議のほどお願い申し上げまして、決算の初日に当たっての私からの

一言ごあいさつにかえたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○熊田 司委員長   それでは、ただいまから決算審査特別委員会を開催します。 

  第３９回定例会において付託されました平成２２年度各決算について、審査を行います。 
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  審査に入る前に、本特別委員会の運営について確認をいたします。 

  審査は次第の順序により行いますが、特別会計については関係部ごとに区切り審査を行

います。発言については、委員は自席で着席のまま行うこととします。なお、説明員につ

いては、挙手をして「委員長」と発言し、起立をして答弁するようお願いいたします。 

  質疑を行うに当たっては、最初に決算書の該当するページを発言した後、質疑に入るも

のとします。なお、答弁は丁寧かつ簡潔に要領よくお願いいたします。 

  また、歳出の審査時に歳入の質疑を許可する場合もあります。資料提出要求は委員会で

決定後、委員長より行うこととします。 

  傍聴は認めますが、傍聴される方は傍聴規則に準じて傍聴されるようお願いいたします。 

  お諮りします。 

  以上の確認事項について御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   異議がありませんので、ただいま申し上げました要領で審査を行い

ます。 

  次に、提案理由の説明についてお諮りします。 

  各決算については、本会議において説明を受けておりますので、本特別委員会は質疑か

ら行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   異議がございませんので、提案理由の説明は省略します。 

  なお、ここで印部委員から、少しおくれるとの連絡が入っておりますので、御紹介させ

ていただきます。 

  なお、本日は小林健司代表監査委員に説明員として出席を要請しておりますので、平成

２２年度南あわじ市における一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見書についての質

疑を最初に行いたいと思います。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   おはようございます。 

  ページ数といいますか、いろいろと詳しく決算をいただきまして、ありがとうございま

す。監査いただきまして、ありがとうございます。 

  その中で、滞納に関する指摘というのがされております。これは質問の通告ということ
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でさせていただきました。滞納については、やはり公平性を保つために、それの収納対策

をとると、これは必要であるということであったかと思います。悪質な滞納という場合と、

それから企業倒産あるいは経営不振などに基づく滞納ということを比べました場合、支払

い能力がある場合とない場合とある。特に業績不振、倒産ということになった場合の収納

対策というのはどのようなものが適切というふうに考えられますでしょうか。その点、も

し御説明いただけたらと思います。 

 

○熊田 司委員長   小林代表監査委員。 

 

○代表監査委員（小林健司）   代表監査委員の小林健司でございます。よろしくお願い

します。 

  今、どのような収納対策が必要かというふうな御質問であったかと思うんですけども、

決算審査というものは、数字、その他が適正あるいはその行為が適正に行われているかと

いうものを主に審査するわけでございまして、質問の何からいいますと、定期監査ではこ

ういった質問がいいんかなという気は多少あるんですけども、せっかくの御質問でござい

ますので、お答えをいたします。 

  監査委員とすれば、滞納に至った理由、悪質なのか、倒産でやむないことなのか、そう

いうことは実はあんまり考えないんですね。何を考えるか。これは端的に言いますと、た

だ１つ、法令に準拠して粛々と滞納処分がなされているか。この基本法は、国税通則法、

さらに国税徴収法であります。地方税法は右へ倣えですので、地方税法の一部に滞納処分

に関する規定があるかと思います。 

  滞納処分といいますのは、税の滞納があってから、まず督促状を出す。次に、財産調査

をする。さらに差し押さえ、あるいは交付要求並び参加差し押さえ、そして、換価手続、

さらにそれが配当という非常に時間もかかるし、複雑なものであります。こういったもの

は、滞納がどんな理由によってなされたかということもあるでしょうけども、やっぱりそ

ういうもの、さらに市の滞納に関する条例があります。あるいは減免規則があったり、い

ろいろあるんですけども、また、こういったことに関する国の考え方、県の考え方、そう

いうものがいろいろと出ております。そういうものに従って粛々とやっていますかという

ことを監査します。 

  ちょうど昨年の定期監査におきまして、昨年１０月でしたけども、滞納処分、こういう

ものがどんなふうにできているんだということを昨年の１０月に監査をさせていただきま

した。ちょうど昨年でしたか一昨年、ちょっとごめんなさい、忘れたんですけども、不納

欠損というものが非常にばんと大きく出た年がありました。なぜ、ことしこれだけ出たん

ですかということも含めて、いろいろとそこに集中して定期監査をさせていただきました。

そのときの私の質問並びにその質問に対する市側のお答えというものがちょっと記録に残
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っておりますので、それをちょっと発表させていただいて、お答えにかえたいと思います。 

  まず、滞納処分について、瑕疵はないですか。これは、つまり法に従って、先ほどいろ

んな法を申し上げました。基本は国税徴収法でございます。これに従って粛々とされてい

ますかということを質問させていただきました。いろんなお答えがあったんですけども、

数年前といいますか、もっと言えば、合併前といいますか、そういうころに比べて非常に

システム化してきてるなということをまず感じました。 

  それから、税の納期限後、まず、督促状の送付、ここから始まるんですけども、これが

何日ぐらいでされていますか。国税徴収法は１０日と書いています。１０日無理です。地

方税法は２０日ですけども、２０日を超えても別に効力はあります。国税徴収法の１０日

というのは、あくまでも訓示規定だというふうに、今、国も県も考えておるんですね。南

あわじ市の場合、何日ですか、４０日までにまず督促状は１００％出します。５０日を超

えることはありませんか。１件もありませんという回答ですね。まず、出発のほうは、ち

ゃんとできております。 

  それから、税の滞納があってから滞納処分あるいは不納欠損、そういうものに至るまで

の記録は全部残っていますか。コンピュータの滞納システムというものを何年か前に導入

しておりまして、その記録はすべて残っております。昨年の１０月の定期監査ですので、

年度がちょっと１年下がっておるんですけども、２１年度の差し押さえ件数は何件ありま

すか。８３件ですね。このうち１０件が参加差し押さえです。参加差し押さえというのは、

例えば、国とか県が先に差し押さえしているんですね。それにつれて、そこに参加すると

いうことですけども。８３件のうち、参加差し押さえは１０件。残りの７３件のうち、不

動産は何件ですか。１０件ですと。ほとんどは回収できにくい状況のとこなんですね。だ

から、差し押さえの物件としては、やっぱり預金が圧倒的に多いんです。ただし金額は少

ない。不動産は１０件でした。それから、配当にまで至ったのは、配当というのは、要は

現金化して収納すると。そこまで至ったのは何件ありますか。３０件です。これも３０件

あるんですが、先ほど申しましたように、金額まことに少ないんですね。わずかな預金を

差し押さえと。金額的には換価金額が２０９万円であった。その他に５００万円ほどは差

し押さえ後の納付があったと。 

  ２１年、非常に不納欠損が多かった。この理由はといいますと、合併以前にそういった

滞納処分が粛々とされてこなかったんであろうということがわかる。その辺がまとまって

整理されたのが２１年度であった。そういうふうなことでありました。 

  滞納者について、市はどのように行動したかという全記録が残っていますか。個票とい

うのがありまして、小林なら小林が滞納した。こういういきさつで、ああなった、こうな

った。何月何日、こうしたという個票というのがあるんですけども、それがすべて作成さ

れておりますというふうなこと。今年度も、昨年度に引き続きといいますか、昨年度は市

の合併当初よりは、そういった滞納処分件数が非常に多いんです。今年度もそういうのが
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多いということは、粛々と法令に従って滞納処分がされてきたというふうなことを中村監

査委員ともに、私なり２人は認めたという記録が残っております。 

  これでお答えになるかどうかわからないんですけども、そういう収納対策、どういうの

が適切だと。法令に基づいて粛々とやってくださいね、これしか言いようがないんかなと

いうふうに思います。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   大変詳しい御説明をいただきました。今ほどの説明の中で、参加差し

押さえと単独の差し押さえがある。それから、差し押さえには、一番よいのは預金である

けれども、不動産の場合もあるということでございました。私の住んでいるところは旧西

淡地域で、瓦業界が大変業績不振というのがありまして、倒産があって、これも配当まで

至らない、管財が手を挙げてしまって前へ進まないというような、こういうような事例も

発生しておると。 

  そんな中で、例えば、こうした企業の場合、詳しくちょっと教えてほしいんですが、倒

産になって、しかし、その物件が管財の処分にまだ至らない状態であれば、固定資産税あ

るいは法人事業税、法人事業税もなくなるのかわからないんですけれども、固定資産税に

ついては、引き続き滞納事案として継続されていくのではないか。そうした場合、滞納す

るなどの拡大をしていくということが１点と、仮にそういう業績悪化の場合の企業に対し

て不動産の差し押さえした場合、その不動産に対する管理責任というものがどこに発生を

していくのか。仮に市に発生をするとした場合、安易に差し押さえをするという選択をし

た場合に、管理上の責任を問われたりするようなケースも発生するのではないか。そんな

ようなことを思ったりするわけですが、その点、どのように考えればいいのかということ

について、もし御教示いただければと思います。 

 

○熊田 司委員長   小林代表監査委員。 

 

○代表監査委員（小林健司）   倒産なんかの場合で、もう既にどこかが差し押さえてる

と。例えば、ほとんど銀行だと思うんですけどね、その場合は。国税優先の原則というの

がありまして、国税は他の債権に優先するというのが基本的にあるんですけども、これは

一般債権について言うてるんですね。銀行が差し押さえしている。つまり担保何人もして

る。これは別除権といいまして、銀行優先なんです。したがって、倒産なんかの場合は、

まず９９％以上はそうだと思うんですけども、市が差し押さえをしようと思っても差し押

さえるべき不動産がない。仮に銀行でなくて、一般債権の何でどこかが抑えている。これ
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について行くときは、優先にはなるんですが、それが、もし一般会社が差し押さえをして

いるなんてという場合は、担保にとっておって、そちら優先なんですね。やっぱり別除権

に入っちゃうんですね。 

  したがって、そういう中で、現実的に市がどの程度差し押さえできるんだというものに

ついて、私は皆無に等しい。私の過去何十年か知ってる中で、そういうのに当たったケー

スは１件もございません。したがって、管理はどうなるんだというところまでは、ごめん

なさい、ちょっときょうはお答えしかねます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   もう１点、国保に関しての質問を出しておったわけですが、これにつ

いては、やはり監査委員さんの事務の中には入らないのかなと思いますので、その点につ

いては、ちょっと取り下げておきます。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   まず、委員長、遅刻するという失態を起こしまして、まことに申しわ

けありませんでした。 

  監査委員さんに特に聞きたいと思って、私から質問の趣旨を出してあったんですが、ち

ょっと蛭子委員の質問、全部聞いていませんので、重複するかと思うんですが、よろしく

お願いしたいと思うんです。 

  監査委員さんにお聞きしたいんですが、まず最初に、極めて愚問だと思うんですが、監

査委員さんというのは、１年間にどれぐらい、この監査業務に携わるようになってますか。

どれぐらい出ていますか。 

 

○熊田 司委員長   小林代表監査委員。 

 

○代表監査委員（小林健司）   原則的に月に１回、例月検査というのを行います。これ

は１カ月間の現金といいますか、預金、どんな入りがあって、どんな出があった、これを

検査するものです。原則的に月１回と申しましたけども、ちょっと物理的にできないとき

もありまして、大体１０回で１２カ月間をしておる。さらに、今回の決算審査、これが数

日間。みずからテーマを設けて、あそこを見るよというふうな定期監査、これがやっぱり

数日間、さらに、市の監査委員という役職にひっついてくる、自動的にひっついてくる、

例えば、農業公園であるとか、風力発電であるとか、あるいは洲本市、淡路市の監査委員
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さんと同時に広域の関係、消防であるとか、行政何とかであるとか、教育何とかであると

か、そういうものにも出向きます。したがって、合計すると何十日ですか、ちょっと記録

をしておりませんけども、そこそこの仕事がございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   私ども、例月検査の報告書とか、いろいろ見たり、今回の決算報告に

おける審査意見書等も膨大な資料を見て、監査委員さんの御苦労というのを常々察してお

るんです。私がここでこういうことを言うのをおかしな話なんですが、監査委員さんの報

酬とか、いろいろな役職の一覧表を見ましても、金額は言いませんが、極めて低くて、あ

っ、こんなんでいいんかなと。私としたら、こういうことで、この人らの報酬、これでい

いんかなという個人的な気持ちはそれぞれ持っておるんですが、これは私の意見です。 

  ちょっと１件、質問書に書いてあったと思うんですが、決算の審査意見について、最後

にこういうふうなことを書かれておるんですね。サンライズ淡路施設使用料及びサイクリ

ングターミナル施設使用料については、収入未済額が２件分で１,７３８万８,０００円と

なっておると。これ、未済分を収納するのはもちろんのこと、平成２３年度分においても

未収とならないよう対策を講じられるよう強く望むものであるということで、監査委員さ

んの意見が結ばれておるわけですが、小林監査委員におきましては、これを監査するに当

たりまして、担当部長より、この点について、どういうような説明がありましたですか。 

 

○熊田 司委員長   小林代表監査委員。 

 

○代表監査委員（小林健司）   この件に関しまして、当日の議事録等が残っておりまし

て、それをちょっとまとめたんですけども、ポイントは４つほどですね。市側が私の質問

に回答してくれたこと、まず１つは、金額なんです。印部委員がもう既におっしゃられて

おりますけども、サンライズ、年間１,２０６万１,０００円、ちょっと端数切りますけど

も、そのうち１,００６万１,０００円が未収額、２００万円しか入ってない。さらに、サ

イクリングのほうは、年額丸々７３２万六千何がしというようなことで、合計しますと１,

７３８万８,０００円、端数までいきますと１,７３８万８,００６円だと。こういう金額

が残っております。これがまず第１点です。 

  それから、２番目、じゃあ、それをどうするんだと。営業改善計画書なるものを提出し

てもらっております。払えないということは、ちょっとしんどいんですね、相手の会社が。

したがって、それ自体をやっぱり変革していかないけないだろうというふうなことで、営

業改善計画書というのを提出してもらっております。 

  ３番目、返済計画書を提出してもらっております。これは決算審査の日では、よう確認
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せなんだんですけども、後日確認をさせていただきました。経営改善の計画書、これ一々

申し上げませんけども、あれをこうします、これをこうします、これはこういうふうに変

えていきますというふうなことが、かなり書かれておりました。それから、返済計画書、

これは８月末に６７０万円を払いますと。１２月末に、同じく６７０万円を払います。３

月末に６７０万円を払いますと、こういうものでございました。 

  さらに、現年分どうするの。過去の分は当然のことながら、現年分どうするの。これは

監査委員のほうでも意見をつけさせてもうてますけども、年額まとめてというのは、あん

まり民間ではないですよ。賃料であるならば、一月に１回とか、あるいはもっと短期間の

間にやるべきでしょうということも申し上げさせてもうてますけども、市側は既に現年度

分については、１カ月から３カ月、まだ決めてませんけど、そういう分納という形で話を

現在進めていっております。こういうことが決まりましたという御返事、まだいただいて

ないんですけども、分納という形で進めていっております。これが当日の市側の回答、私

の質問、それに対する回答、そういうものでありました。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、監査委員から言われたとおりなんですが、今後、監査委員さんの

場合は、毎月、例月監査で、これらのことをチェックされていかれるであろうと思うんで

すね。私ども議会としても、執行部に対してチェックをやっていきたいと、こういうふう

に思っておりますので、ひとつその辺も含めて、監査委員さんも、今後ともそのチェック

のほうをよろしくお願いしたいと、こういうふうに思って、終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  楠委員。 

 

○楠 和廣委員   ページ数が、１２ページから一般会計歳入決算事項明細書の部分と、

付属資料の２ページから。 

 

○熊田 司委員長   監査委員に対しての質問です。 

 

○楠 和廣委員   通告出してないさかい結構です。 

 

○熊田 司委員長   わかりました。 

  ほかに質疑はございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   それでは、質疑はございませんので、質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

（休憩 午前 ９時３１分） 

 

（再開 午前 ９時３２分） 

 

○熊田 司委員長   それでは、再開をいたします。 

 

 付託案件 

 １．認定第１号 平成２２年度南あわじ市一般会計決算の認定について 

 （１）歳入について 

 

○熊田 司委員長   認定第１号、平成２２年度南あわじ市一般会計決算の認定について

を議題とします。 

  なお、質疑は分割して行います。 

  まず、最初に歳入について審査を行います。１２ページから６３ページまでの質疑を行

います。 

  先ほども申し上げましたが、まず最初にページ数を言っていただいてからの質疑をお願

いいたします。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   歳入、４８ページから、６０ページまで、雑入となってます。先ほど

の使用料の未収、これに関連するのかと思うんですが、５７ページには、サンライズ淡路

施設使用料２００万円が入りましたと。入りましたとはわかるんですが、何ぼ入ってない

のかというのが、これではわからないんですね。雑入の調定額のところを見ますと１２億

６,９９６万２,６９９円、収入未済が２,３０５万１,１８６円ということです。先ほどの

サンライズのほうは１,７００万円余りということですので、あと６００万円ぐらいが収

入未済ということになるんかと思うんですが、調定額に対して、どこが未済になっている

かというのは、この決算資料ではちょっとわからないんですが、どうなっているんでしょ

うか。 
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○熊田 司委員長   執行部、答弁お願いいたします。 

  財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   財政課長の神代でございます。よろしくお願いいたします。 

  この決算書の調定決算額については、目ごとに一括で記載をしておりますので、個別の

項目について、それぞれ調査をしないと、今の段階ではすぐにはお答えできません。 

  以上でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いろいろ事情があろうかと思うんですが、先ほどのサンライズ、サイ

クリングでは２,３００万円のうちの１,７００万円ですから、ほぼ、それの７割程度にな

るんでしょうか。７割というのは大きいですから、これはよくわかったと。残りのものが

一体何なのかというのが、ちょっと大事なことになるかと思うんですね。これこそ、やっ

ぱり決算の中での話になるのかと思うんですが、その点、やはりわかりやすく説明資料は

出していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   財務部長の土井本でございます。よろしくお願いします。 

  ただいまの雑入の、要は収入未済額というふうなことで、先ほどの商工観光課のサンラ

イズ、サイクリングに加えまして、なないろ館の共益費、それは商工観光課分の収入未済

額でありまして、トータルしますと１,７８１万４,４０４円になります。もう一度言いま

す。商工観光課の管轄については１,７８１万４,４０４円でございます。 

  次に、福祉課の管轄でございますが、保育所給食費負担金、これが１５万円、それから、

児童扶養手当返還金２万８０円、それから、生活保護費返還金２６７万４,７０２円、そ

れから、トータルで福祉課は２８４万４,７８２円でございます。 

  それから、もう１点、生活環境課のほうで２３９万２,０００円、収入未済額がござい

ます。資源ごみ売却料でございます。 

  もう一度言いましょうか。生活環境課は２３９万２,０００円、福祉課が２８４万４,７

８２円、それから、商工観光課が１,７８１万４,４０４円でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   わかりました。 

  非常に多項目にわたりまして、何がどうなのかというのがわからないのはよくないかと。

こう見ますと、細かい点もいろいろあるかと思うんですが、それはそれでまたもう少し調

べないというか、今初めて聞く数字ですので、ちょっとわかりませんけれども。例えば、

資源ごみの売却料ということになりますと、相手先というのはあるわけでしょうか。どう

なっているんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   生活環境課、高木でございます。 

  この資源ごみにつきましては、この該当となるのが、雑鉄等缶類の資源ごみということ

になっております。契約は６カ月単位で２回行っております。このたびの未収金につきま

しては、前期の６カ月分と契約した業者でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   どのような事情から未収になったか、説明いただけますか。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   まず、６カ月分なんですけれども、契約が完了する９月

末に３カ月分しか納入されておりませんでした。それで、そこから請求を繰り返してきた

んですけれども、年明けに、どうも経営不振というようなことで先延ばしされました。そ

ういうことが続きますと回収が難しくなるので、支払い督促申立書、これを裁判所から交

付した次第であります。そこから分割というような和解もとりまして、４月分から２４年

１月、１０回払いで債務弁済承認契約書ということで法的な契約を結んで、ただいま滞り

なく分割により支払いされております。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  楠委員。 

 

○楠 和廣委員   先ほど、聞かせてもらうのをちょっと慌てて、監査委員に質問を出し

かけたんですが、先ほど言うたように、一般会計歳入歳出決算書事項明細書の１２ページ、

１３ページと付属資料の２ページ、３ページから５ページまでの部分についてお伺いいた

します。 
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  まず、先ほども監査委員さんの説明の中で不納欠損の問題があったわけですが、ことし

不納欠損が４,５００万円、そして、前年度、２１年が１億５９８万円、そして、２１年

度不納欠損の理由は、合併による不納欠損の処理が多かったということだったんですが、

平成２０年が３,４００万円ということで、ことしが４,５００万円という不納欠損、この

明細書を見れば、固定資産税とか税的な部分がほとんどですが、その次に心配されるのが

収入未済額が年々、ことしが７,５００万円、それと年度によっては７億７,０００万円と

か、７億９,０００万円とかあるんですが、収入未済額の性質から言えば、これ発展すれ

ば滞納につながっていけへんかという心配がするんですが、そういった未済額の性質の部

分について、まずお伺いをいたします。 

 

○熊田 司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   収税課長の垣本でございます。よろしくお願いいたします。 

  一般会計の不納欠損におきましては、基本的には地方税法に基づきまして不納欠損をい

たします。地方税法第１５条の７におきまして、財産がない、あるいは生活困窮、行方不

明、この３つで、基本的には不納欠損をしていきます。あと、税には５年という時効がご

ざいます。その時効をとめるのに、基本的には承認行為ということで、今、かなり出てお

りますが、分納誓約をとって時効をとめております。 

  それと、今、委員おっしゃられた滞納の内訳なんですけども、かなり、今、地場産業を

含め、不況がずっと続いております。固定資産税におきましては、経営不振によりまして、

例えば、倒産する間に財産を競売で処分しますが、競売が２年、３年続きますと、固定資

産税はその年の１月１日に持っておる所有者に課税されますので、競売の期間、倒産した

会社の名義となり、かなりの不納欠損、固定資産税ではそれが大きな部分を占めておりま

す。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   それと、６ページ、付属資料の各種指標の年度別の推移ということで、

これらの新聞記事も載っておったんですが、実質公債費比率ということで、１８以上は県

の許可団体ということで、事業をするには県の許可が必要ということだったんですが、２

１年度は１９.８で、２２年度、今年度は１８.２ということで、実質公債費比率は、この

数字では改善されたように思うんですが、新聞記事では２０.６％、０.７％実質公債費比

率が悪化ということで、２０.６の報道がされておったんですが、市の出しておる年度別

の推移との違いというんか、実際の公債費比率についてお伺いいたします。 
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○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   実質公債費比率につきましては、６ページに載っております

とおり、２２年度で１８.２に間違いございません。 

  今、委員おっしゃいました新聞に２０.６という数字が出ておったというのは、こちら

のほうでは確認はいたしてございません。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   そういったことでゼロ、実質公債費比率の改善が２３年度には１８％

を下回る見通しということですが、財政当局は、そういった見通しについては、この２３

年度には１８％を下回る見通しという展開を持っておられるんですか。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   次年度、２３年度の決算におきましては１７％を下回る、１

６％台に入る見込みでございます。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   それと、この付属資料からの質問ですが、一般会計からの繰出金等の

状況ということで、この質問はしてよろしいでしょうか。 

  ということは、水道事業会計について、ちょっとお伺いしたいんですが。これは入のほ

うで質問してよろしいんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   それは水道のときにお願いを。 

 

○楠 和廣委員   水道は企業。 

 

○熊田 司委員長   済みません。そしたら、ここでお願いします。 

 

○楠 和廣委員   そしたら、お伺いいたします。 

  水道事業会計で、高料金対策補助金という補助金がずっとあったわけですが、これ、合

併したときに、高料金補助金を受けるべくで、市一本で受けるより、旧町４町ごとに受け
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たほうが補助金の金額が大きいということで、それから６年、７年たって、水道も企業団

になりまして、一般会計からの繰出金等の状況の中で説明がされておるんですが、年々、

高料金対策補助金というのが、数字が小さくなってきておるような感じがするんですが、

こういった料金に対する理由、建設改良費の割高のため高資本となった上水道への補助と

いうことで書いてあるんですが、こういった毎年補助金が小さくなっているというのは、

どういう背景にあるんですか。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   この高料金対策の補助金につきましては、国のほうが、要は

資本費が高い団体については、その分、国のほうが交付税に算入しましょうということで、

交付税に算入された２倍の額を補助金として支出をしておるわけなんですけども、国が決

めます基準にある資本費が年々変わりますので、それによって補助金については変動があ

るということでございます。年々下がっておるのは、資本費が前年度に比べて下がってき

ておるので、補助金も下がっておるということでございます。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   もう一度だけ確認しておきますが、今はもう市全体で補助金の申請を

しておるんですか。それとも、合併時と同じような、４町、旧町単位での補助金をいただ

いておるんですか。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   基本的には、合併時の考え方と変わりはございません。合併

特例期間中は、旧４町ごとに算出した金額でもって交付税に算入されておるということで

ございます。 

 

○熊田 司委員長   暫時休憩をいたします。 

  再開は１０時とさせていただきます。 

 

（休憩 午前 ９時５１分） 

 

（再開 午前１０時００分） 
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○熊田 司委員長   それでは、再開をいたします。 

  先ほどと同じように、歳入について審査を行います。 

  １２ページから６３ページまででございます。 

  何か質疑ございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   市税収納についての前納制度について、お伺いしたいと思います。 

  このたび議案に前納報奨金制度の廃止というのが議案に出てきておるわけなんですが、

いろいろ聞きたいことがあるんですが、まず、ちょっと先に総括的に、これ、私は前納制

度の０.３％の報奨金というのは、まさに市民の皆さん方も、これも１つの楽しみにして

おったし、市長自身の市民に対する納税者に対する温かさというか、非常に市長自身の人

柄がにじんでいたような０.３％の報奨金であるこの政策を何で、市長、これ２４年度か

ら廃止ということになったんですか。結構、市の独自の判断でできる唯一の、唯一でない

と思うんですが、数少ない政策の１つで、市長自身の政策がよくにじみ出ておる、わずか

な金額と言うたら怒られますが、こんないい制度を何で廃止をするんですか。 

 

○熊田 司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   私は、この制度そのものは非常に有効のある制度やというふうに

思ってたんですが、以前から、やはりこの制度については、少し細かく言えば、税法上、

問題がある部分があるという話も聞いておりました。十分精査したかどうかは別にして、

やはりちょっと疑いのあるというものについては、今の時代、余り関心せんのかなという

こともあったり、また、今よく言われているコンビニでの収納については、なかなかその

対応が今後しにくい。それから、さきに申し上げた、その中身については、結局、サラリ

ーマン等々の方々の納付については特別徴収というのがございまして、その辺の兼ね合い

もあるんやというふうに聞いたもんですから、できるだけよく言われる公平・公正の立場

から、少しでもそういうものがそこに指摘されるようなことがあってはならんというふう

に判断をして、２４年から廃止をするというふうに決定をいたしております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今言われたように、サラリーマンの方々との不公平も出てくるという

ようなことを言われましたけどね、これはやり方によって、この人たちにその恩恵が預か

ってないというんなら、その恩恵を預かるようなことを考えたらいいんであって、前納し

ている人のほうに合わせるか、サラリーマンのほうに合わせるか、どっちかに合わせたら
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いいんであって、私は、今回の場合は、前納報奨金をなくしていって、サラリーマンのほ

うにレベルを合わせるというように思うんですね、市長の考えは。 

  それならば、反対にサラリーマンのほうを合わせるという形の考えも、これあるわけで

して、それと、今言われたような違法の疑いがあるといえ、今までやってきたんですから、

別にそう市長自身があんまりそのことについて心配する必要はないんじゃないかと思うん

ですね。この新聞報道で、１週間ぐらい前ですかね、こういうのが出まして、私の家にも

２件ぐらい、あんないい制度やってくれたのに、市長も、市の判断でやってくれるのを残

すように、ぜひ言うてくれというような意見が２件ぐらいかかってきて、私も、それは言

うときますと。これは市の判断でできる政策の中の数少ない１つであるんで、これは、市

長も言うたら考え直してくれて、取り下げてくれるだろうと言うてあるんですけどね。 

  できるだけ市税の未収、収入未済額というのは、これだけたくさんある中において、前

納して、わずかでも０.３％でも減額して、納税をしていこうという人もおるわけですん

で、そこらをぜひぜひ考えていただきたいと思うんです。 

  このことについての詳細をちょっと聞きたいんですが、前納報奨金の０.３が８００万

円ぐらいというようなことが新聞に書いてあったわけですが、２２年度においての前納さ

れた方の人数と金額、それはどういうふうになっていますか。 

 

○熊田 司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   ２２年度の住民税が、件数で１,９８７件、割合で１７.９％

でございます。金額は２１１万円。固定資産税、件数が７,６４１件、約３割でございま

す。金額ですけども、５８７万円でございます。合計で８０１万３,０００円でございま

す。ちなみに、２３年度もほぼ、合計なんですけども、現在で８１０万円ほどの市民税、

固定資産税合わせての金額が出ております。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   市長、何回も問い返すつもりもないんですが、今言われたように、数

字、住民税で１７.９％、固定資産税で３０％の方々が前納されておるんですね。８００

万円のお金の奨励金のあれでね。市長、これ、ほんまに、市長らも常にこういうことにお

いて、市民に優しい行政、特に納税については、こういう制度があるわけですんでね。ど

ないですか、市長、これ、ほんまにこれだけ多くの人がこういうこと、前納して、これだ

けの減額されるのも楽しみにして納税しとる言うたら、またこれもおかしな言い方になる

んですが、この制度を利用しとるというんですかね、これだけ多くの方が利用してくれて、
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住民税・固定資産税を前納してくれとるんですね。今言うてどうこうでないと思うんです

が、市長、一遍これもう少し考えていただけないかということをお願いして、このことに

ついては終わっておきます。ひとつ市長よろしくお願いします。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  久米委員。 

 

○久米啓右委員   ７ページです。歳入合計の収入未済額が７億５,６００万円弱ですね。

先ほど蛭子委員の雑入の未済２,３００万円も一部質問されたんですが、前ページ、５ペ

ージへ戻りますと、３,３００万円余りの未済額があります、貸付金元利収入ですが。こ

れの詳細ページが４６ページから４７ページに記載されておるんですが、滞納貸付金元利

収入の未済が３,１３９万三千何がしということです。この３,０００万円余りの未済額の

状況、年度ごとにいろいろと積み上がってきたかと思うんですけども、それと未済の状況

等わかりましたら、お願いします。 

 

○熊田 司委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   市民課長の塔下でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  先ほどの質問の貸付金の収入未済額についてでございますが、住宅貸付金の現年度分に

つきまして、調定額が２７５万８,８８８円のうち、収入額が１１８万１５６円、滞納と

なりました収入未済額が１５７万８,７３２円、また、過年度分につきましては、調定額

３,１５７万６,４６７円のうち、収入額２６万３,１９６円、滞納繰越が３,１３１万３,

２７１円となっております。前年度におきましては、合計額が３,１５７万６,４６７円で

ありましたところ、２２年度におきましては３,２８９万２,００３円となり、未済額につ

きまして１３１万５,５３６円の増となってしまいました。 

  以上が内容でございます。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   今説明されたのは、滞納住宅資金貸付金元利収入の部分ですか。 

 

○熊田 司委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   はい、そうでございます。住宅資金の貸付金の元利収入の分
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と滞納の分、両方について、一括して説明させていただきました。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   現年分が、３つの項目トータルで１８７万２,４３２円の滞納になっ

ていますけども、滞納貸付金が３,１００万円余り、かなり高額なんですが、ほとんどが、

今聞きますと、滞納住宅資金貸付金元利収入というふうに理解したんですが、これは何年

分ぐらい積み上がったんですか。例えば、経過年数によって決算で処理したとかで、未済

額、何というんですか、上げずに決算処理した年度ですね。滞納、何年分積み上がってお

るんですか。 

 

○熊田 司委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   こちらの滞納額についてですけども、最終償還日以降１０年

以上経過したものがほとんどでございます。合併以前よりの滞納額、そちらがずっと引き

ずっているものがほとんどでございます。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   そしたら、かなり古いというふうに感じるんですけども、合併後、平

成１７年の１月以降から滞納されている分を取り出しますと、幾らになるんですかね。 

 

○熊田 司委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   申しわけございませんが、合併後の数値については算定して

おりませんが、直近の償還日を見ておりますと、現年も、かかっている方については、平

成２３年に償還いただいている方とかございますけども、それまでは滞納繰越分としまし

て、合併以降は動いておりません。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   合併以前の滞納分ということですが、納入とか収納見込みはどんなも

んですか。 

 

○熊田 司委員長   市民生活部長。 
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○市民生活部長（入谷修司）   市民生活部長、入谷でございます。 

  この部分につきましては、いわゆる部落解放関係の住宅新築、改築するための貸付金と

いうことでございまして、ほとんどが旧南淡町において、昭和の時代に貸し付けしまして、

１８年当たり、償還期限としてずっと、ほとんどの方は終わっておるわけでございますが、

それが旧町時代から未納という形の中で、新市に引き継いだものでございます。この貸付

金が１０年で時効ということになりますので、担当課としても回収に向けて、そういった

努力はしてございますが、実際はなかなか入らずに、中には家を売却された方もおられま

すし、破産というような方もおられます。そういった中で未納となっておる部分でござい

ます。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   回収が非常に困難だというようにお見受けするんですけども、法的に、

収税の場合、差し押さえとかやってますよね。この分については、そういう手続は可能な

んでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   法的な措置につきましては、弁護士等とも相談しましたが、

今の状況では難しいような状況でございます。方法としては、個々と面談して、少しずつ

でも分納いただくような、そういう方法をとるしかないというような現状でございます。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   わかりました。この件については、これで終わります。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   １２ページの入湯税についてお尋ねをします。入湯税の４,０００万

円ちょっというのは、目的税的なもんで、私は再三言うとるけど、観光施設の整備であっ

たり、消防施設の整備に充当いうか、使途を設けらないかん思うんやね。これ、２７万人

の方が市内で温泉につかっていただいて、そういうような入湯税を支払っていただいてお

ると。そのためには、私自身としては、やはり観光施設整備いうか、この辺の目的税とい

う認識は、財政部長、間違いございませんか。 
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○熊田 司委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   間違いございません。うちのほうで目的税というふうなこ

とで、２２年度の部分については環境衛生施設の整備であったり、それから消防施設等の

整備であったり、観光施設の整備であったり、観光振興であったり、そうしたところに充

当して執行しております。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そこで、観光施設のトイレの関係をちょっと懸念するわけですわ。な

ぜかと言うたら、県のほうのそういうふうな緑の道しるべであったり、角川であったりと

かいう、観光客が主として利用するようなトイレを県のほうはどうして閉鎖というか、維

持管理経費等々で閉鎖に追い込んでいきよると。これはけしからん話やと、私は。一方で

は、観光圏だというようなアドバルーンを上げながら、してることは緑地帯をコンクリー

トにしたりとか、むちゃくちゃな県のほうは、アドバルーンいうか、目的は立派なことを

言うとるけど、南あわじ市に対する施策はふざけたような、観光客が反対に不自由を感じ

て、南あわじ市へ入り込みが減少するような施策展開をしておるように思うんやね。 

  私は、南あわじ市というのは、当然そういうふうな観光客いうか、サービス業でかなり

の生計を支えられておる方がおって、どんどんどんどん市内へ入り込み客をふやす施策を

展開せないかんと思うんですわ。 

  例えば、しっかりと、その辺の施設整備をより一層、例えば、海水浴場のトイレであっ

たり、そこらを慶野なんかでも若干やっぱり入り込みが減っておる。観光客が利用するよ

うなトイレであったり、シャワーであったり、休憩所であったり、そういうようなやつを

４,０００万円何がしで順次やっていっていただきたいという、財政部長、強い思いがあ

るので、その辺どうですか。 

 

○熊田 司委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（水田泰善）   産業振興部、水田です。よろしくお願いします。 

  今おっしゃっとる施設が、どうしても県の施設ということもございますので、うちから

県のほうに働きかけをして、できるだけ維持管理をしてもらいたいという考え方で進めて

いきたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   西淡インター出たとこは県の施設やな、ジャスコのとこも。それ以外

も、丸山であるとか、慶野海水浴場であるとか、ああいうとこにも、そういうふうなすば

らしいやつをつくったらどうですかと言いよるんや。県のほうは県のほうで、当然、そん

なもん絶対、市は県のほうが切る言うたら、県に対して、あなた方は何をお考えでしょう

かと、そういうふうなことを言うてもうて、どんどんどんどんそういう経費切ってくるや

つに対して対抗してもらわなあかんねん、断固と。これだけは重々お願いしたい。私、言

いよる意図というのは、大体皆さん方御理解してくれると思うけど。その辺は市内、南あ

わじ市へ来る観光客が、心地よく帰っていただくようなおもてなしの気持ちを持っていた

だくような、トイレも、来たって、ああいうとこが肝心で、汚いトイレで帰ったら、不愉

快な思いをして帰る。やはり南あわじ市に、そういうふうなとこへもしっかりと、この４,

０００万円使こてくれよということを言いよるので、その辺はよろしくお願いいたします。

終わります。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほどの貸付金の滞納住宅資金元利収入の関係なんですが、これは貸

し付けが始まったのはいつからだったんですかね。 

 

○熊田 司委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   当制度につきましては、昭和４４年から平成８年まででござ

います。多くは昭和５０年代となっております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしましたら、これまでの間でわかる記録を置いていただいている

と思うんですが、時効になった分というのはあるんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   時効等はございません。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   そうしましたら、滞納額は随時回収、収納しているということで、請

求を起こしているので時効にならないというような考え方ですかね。それに対してはいか

がですか。不納欠損にはしないという考え方かどうかということなんですが。 

 

○熊田 司委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   不納欠損につきましては、現在まだ償還中の方もございます

ので、そういう措置については特に考えておりません。この制度につきましては、今まで

２４０件の実績がございまして、大部分の方に償還いただいたというような状況でござい

ます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   不納欠損はしてないという理解でよろしいですか。これまでもないと、

今後もないと。 

 

○熊田 司委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   ただいま申し上げましたとおり、現在まだ償還中の方がござ

いますので、その間についてはそういう措置については考えておりません。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  印部委員。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   地方消費税について伺いたいと思うんですが、この地方消費税の交付

金ということで、４億５,０００万円余りのお金が入として入っておるわけなんですが、

消費税１％というのは、全体で３兆円でしたか、２兆円でしたか、財政部長、これ、消費

税１％は３兆円でしたか。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   国全体で１％分は、大体２.５兆円ぐらいになります。 
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○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   消費税が３％から５％に上がったときがあると思うんですが、地方の

消費税交付金というのは、国の消費税に対しての何％か、正規の配分率があると思うんで

すが、これはどの配分率できとるんですか。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   ちょっと御質問の意味がよくわからないんですが。 

 

○印部久信委員   いわゆる国が、例えば、今、消費税５％で、１％が２.５兆円という

ことは、１２兆５,０００億円であると思うんですね。それに対しての各市町村に、地方

消費税交付金というのは来とるんですね、南あわじ市に４億５,０００万円余りが。これ

らの配分率というのは、これはあるんですかということです。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   決算付属資料の１２ページから１３ページにかけて、説明書

きをしてございます。この配分率については、県内の事業所統計の従業者数で按分交付と

いうことになってございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それで聞きたいんですが、消費税３％のときから、今、消費税が５％

に上がりましたね。２０１５年前後になるんですか、今から四、五年先に消費税を１０％

ぐらいに上げるというようなことが国のほうで言われておるんですが、この消費税が３％

から５％になる、５％から１０％になるということは、上がった分に比例して地方交付税

も準じてくるんですかということを聞きたいんです。３％から５％になったときはどうで

したか。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   私の記憶では３％のときは、地方消費税はなかったんじゃな

いかと思うんですけども。 

  それと、もし仮に１０％にした場合にどうなるかというのは、これからのお話かと思い
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ます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   とにかく、その配分率は、ある意味では一定してないということで、

そのときの政治の判断で、こういう地方消費税の交付金が配分というか、その時々で変わ

ってくるというふうに考えといたらいいわけですか。 

 

○熊田 司委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   全国の市町長会なんか、地方の側から言えば、フィフティ

ー・フィフティー、いわゆる五分五分でちょうだいよというふうな要求はしてますけども、

それについては四分六になるのか、三七になるのか、これは震災の復興財源の所得税、法

人税を含めた改革の中で十分議論されて、こちらのほうに示されるものというふうに思っ

ております。 

 

○印部久信委員   終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   決算の付属資料にも出てるわけですが、入湯税がふえてると。これは

３ページにも出ていますね。それから、後のほうの事項別明細書にも出ていると思うんで

すが、これを見ますと、附属資料でも、ホテルで宿泊客がふえたと、こう書かれておるわ

けですね。それで、この間、サンライズなり、サイクリングなり、また、あと例月監査報

告書なり、いろいろ見ておりますと、市関係の宿泊施設は軒並み減らしているというよう

になっとったかと思うんですが、民間のホテルでふえているというのは間違いないですか。 

 

○熊田 司委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   税務課長の藤岡でございます。よろしくお願いいたします。 

  今の御質問でございますが、確かに委員がおっしゃるとおり、島内全体を見ましても、

観光客の数字が大幅に減というような、昨年度の猛暑とか、震災の絡みも多少あるんです

けども、観光客は減っておるというような情報も私どももいただいておったわけなんです

けども、実際、入湯税の課税状況と申しますか、収納状況を見た場合に、ホテルと申しま
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しても、一部のホテルなんですが、実績として、そういう数字が上がってまいりましたの

で、そういうような報告をさせていただいております。 

  以上でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いろいろ厳しい中で、予断を持っておったわけですが、ホテルがふえ

ているというのと、南あわじ市の市営の施設が、指定管理も含めてですが、減っていると

いうこととはちょっと矛盾するんですね。これはどういうことでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   商工観光課の阿部でございます。どうぞよろしくお願い

します。 

  先ほど、入湯税がふえておるという関係で、特にホテルの宿泊客がふえたということに

よりまして、うちも調査してみました。市内の収容人員が比較的大きいホテル、この４社

につきましては、平成２１年度で２２万２,４０１人、２２年度におきましては２３万７,

２２９人と、１０６％という数字が出ております。これは、ただ大きな収容人員の４社だ

けに限って、あとの旅館、民宿等については減少しているところがほとんどでございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   大きい小さいということはあるかもわからないんですが、ふえる余地

というか、努力をされているんだろうと思うんですが、ふえていると。結果は出てるんで

すね。これをどう受けとめていくかということだと思うんですが、市長、いかがでしょう

か。 

 

○熊田 司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   やはり民間は努力をしているという結果だろうと思います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   民間が努力しているわけですから、南あわじ市も努力すると。それに

学んで努力すると。指定管理をして、民間に委託もしてるということでもあるんですが、
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そのあたり、どんな努力だったのか、しっかりつかんでおく必要があるんじゃないかと思

うんですけども。市の財産であるわけですし、喜んでもらうと、宿泊者がふえるというこ

とは、入込客がふえているということだと思うんですね。全体的に減っている中で、入込

客をふやしている、実績も上がっていると。なぜそうなっているかということについて、

もっと調べる必要があると思うんですが、その点いかがでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（水田泰善）   当然いろいろなイベント、各施設でのいろんなイベント

であるとか、いろんな工夫をしながら、先ほど市長が言いました、各民間の工夫、そうい

うことを行って、そういう結果が出ておるんかなと。大きければ大きいほど、また自分と

この系列でお客さんを回してくる。そういう部分もあって、ホテルなり行って、話をいろ

いろ聞いてみますと、聞こえてくる部分もあると思います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   よくわかったようなわからないような話なんですが、非常に今経営厳

しい未収というようなことで大きな問題に直面してるというふうに思いますので、そこの

ことだけ指摘しておきたいと思います。これについては終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   簡単な質問なんやけど、市民税と法人税、日本経済が非常に低迷して

おる中で、市内の所得税自身は減少傾向にあると。ただし、一部の業界の法人税がふえて

おるというようなことで、これはすばらしいなという思いがあるけど、一部の法人という

のは、具体的にはどういう業種なんか、お願いします。 

 

○熊田 司委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   業種別でございますが、これも一部なんですが、製造業で高

決算の法人がございます。それとあわせて業績不振の法人もおるんですけども、相殺して

製造業で、約１,０００万円程度増額しております。 

  あと、サービス業は、全体的に安定しておるんですが、これも業績がよい法人並びに不

振の法人、これも相殺しますと、今年度においては４００万円の増額。昨年度まで業績が
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悪化傾向でございました建設業におきましても、一部高決算の法人がおられまして、業績

悪化の法人との相殺によりまして約１,０００万円程度の増額、あと、もろもろあるんで

ございますが、その辺が大きかったところでございます。 

  以上でございます。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   建設業が一部持ち直しておるのと、製造業というのは、具体的に、差

しさわりなかったら、何を製造しよる業界なんか。私の知っておるんやったら、瓦の製造

業なんか非常に厳しい状況にあるし、造船業にしたって、製造業というのは、具体的に、

差しさわりなかったら、何を製造しよる製造業が業績を伸ばしておるのか。そういうとこ

はどんどんどんどん応援せないかんなと思うんで。 

 

○熊田 司委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   業者名まではちょっと差し控えたいと思いますが、今回につ

きましては、榎列の企業団地、今、誘致をしております電気関係の企業が高決算であった

というのが大きかったように思います。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   宿泊いうか、観光施設関係も、やはり市内にとっては比較的ええとこ

で推移して、横ばいでおるということで理解してよろしいんやね。観光業界も、サービス

業の中でも宿泊施設であるとか、観光もそれなりの業績はいいですか。 

 

○熊田 司委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   確かに、観光業も、先ほど申しました一部の業者で高決算を

出しているということで、先ほどの入湯税につながるかどうかというところまでは精査し

ておりませんので、よくわかりませんが。 

  以上でございます。 

 

○谷口博文委員   わかりました。 

 

○熊田 司委員長   登里委員。 
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○登里伸一委員   １点お伺いします。 

  決算審査意見書の２３ページからお聞きします。 

  市税等の収納対策につきまして、収納は好転しておるんですけども、国保税、介護保険

料、後期高齢者医療保険料並びに下水道使用料、保育料、住宅使用料、住宅貸付金等、全

庁的に連携して対策を講じなさいと、こういうふうになっておりますが、これまでは縦割

り的に個々にやっておったんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   市が集めるお金には、租税公課、それは税金と料、介護保険

料とか後期高齢者保険料、それと、公課は、ここに載っております下水道使用料、保育料、

これが公課になります。その他の債権なんですけども、先ほど御質問もありましたが、住

宅資金貸付金、住宅使用料、これについては、その他の債権になります。その他の債権に

つきましては、税金のような滞納処分ができません。今言う、差し押さえとかそういうや

つはできません。そういう区別が市の集める中にお金の区別としてはあります。 

  この中で、例えば、後期高齢、介護保険料につきましては、収税課で集めております。

全庁的な取り組みなんですけども、ほかの集めておる市のお金等との連携は、今のところ

はありません。 

 

○熊田 司委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   よくわかるんですが、結局、滞納する人というのは、同じような人の

可能性も高いだろうと、状況によってはね。それで、全庁的に対応したらどうでしょうか

ということなんですけども、これまでにそういう連携の会的なものは一度もなかったんで

しょうか、やっぱり。 

 

○熊田 司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   過去に、たしか平成２０年ぐらいに、関係課寄っていろんな

会をしております。それぞれ、例えば、水道であれば水をとめるとか、それぞれのできる

未収金に対する処理がございます。そんなふうで、例えば、税金は、基本的には差し押さ

えなんですけども、過去、旧町の時代なんですけれども、税金と住宅使用料、それと水道、

３課が一緒になって、集金とか回っておったことがあります。だけども、やっぱり税金が

一番最後になりまして、なかなか３つ一緒にもらいに行っても、納めてもらうんは、一番
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必要な、例えば、住宅の使用料とか水道代、どうしても税金が後回しになるんで、それだ

ったら各課で、ある程度、滞納者の情報交換はしますけども、それぞれの各課のできる処

分で頑張っていったほうがいいんではないかという結論ではなかったかと思っております。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   そうしますと、このように監査意見の指摘を受けて、結局これからど

う対応するんですかということを聞こうと思ったんですが、今までと変わらないやり方で

やるという結論でよろしいんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（入谷修司）   委員おっしゃられるように、関係課連携をとりながら、

情報交換をしながら進めていくということは非常に大事なことかと思います。それで、今

回こういった形で指摘を受けております。２０年に、先ほど収税課長が申し上げましたよ

うに、そういった会をやって、連絡的な会は庁内会議やっておりますが、その後、機能し

ていないというような状況の中で、やはり関係課、情報交換をしながら進めていくという

ことも大事でございますので、そこらについては、こういった意見、十分踏まえた中で、

今後対応させていただきたいと、そのように思います。 

 

○熊田 司委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   ぜひそのようにお願いして、終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  楠委員。 

 

○楠 和廣委員   ５５ページの中段の、いろいろの返還金、返納金の問題についてお伺

いいたします。 

  保育所給食滞納繰越分とか、児童手当過年度返納金、児童扶養手当返還金、生活保護返

還金等があるんですが、２１年度には、参考にしますと、生活保護の返還金が５１万何ぼ、

ことしは８７万５,０００円、それと給食のほうでは５万４,０００円が７万４,０００円

というような、もろもろが皆数字が大きくなっておるんですが、返還に至った理由と対象

者、対象人数、できればお答えいただきたいと思います。 
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○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   福祉課長の鍵山です。よろしくお願いします。 

  給食費のほうなんですけども、給食費につきましては、１５万円ということで、６件ご

ざいました。この６件につきましても６月中に５件が完納して、あと１件、分納というこ

とで、今年度中に完納する予定でございます。 

  生活保護のほうですけども、生活保護につきましては、収入未済額が２６７万４,７０

２円ということで、調定額が３５４万９,８３３円、収入済み額が８７万５,１３１円とな

っています。内訳としましては、現年分が７件ございます。過年分が７件ということです。

生活保護には、生活保護法の６３条と７８条というのがございまして、６３条というのは、

後で生命保険が入ってくるとか、家を売ったりしてお金が入ってくるとか、後々に入って

くるもので充当しております。それと、７８条ですけども、７８条につきましては、収入

があったにもかかわらず、税が確定するのが１年おくれになってきますので、本人申告が、

過少またはゼロとかで申告していた方が、実際税を調べてみたら、収入があったというこ

とで返還となっておるものでございます。 

  ７８条につきましても、今年度、１０６万１,５００円というものが１件で発生してお

ります。これも先ほど申しましたように、収入があったにもかかわらず、申告をしてなか

ったということで大幅にふえております。分納はしていただいているんですけども、何分

この方も生活保護ということなんで、なかなか追いついてはいかないだろうということで

す。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   対象者が、年々１００人ぐらいふえるという背景があるんですが、返

還金等の数字が大きくなるということは、申請された段階でのチェックというか、審査と

いうか、そういった部分で、人数はふえたといえ、やっぱり返還金そのものの数字も大き

くなっておるんで、そこらに原因があるんではないかと思うんですが、その点について、

お伺いをいたします。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   最初に生活保護申請、決定した場合、そのときにつきまして

は、本当に生活困窮ということで、収入がないということで決定しています。最初はなか
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ったんですけども、収入が少しずつ働いていたりして、発生したということでなったもの

でございます。当初から、そんなに収入があったというわけではないです。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   大勢の対象者になれば、なかなかそういった隅々までチェックできら

んという部分があろうかと思いますが、月にしても、年にしても、１００人ぐらい対象者

がふえているということは、やはりそれだけ担当課として、審査に当たっては慎重にチェ

ックする必要があるんかと思いますが、その点を申し添えて、終わります。 

  以上。 

 

○熊田 司委員長   ここで暫時休憩をいたしたいと思います。 

  開始が１１時ということでよろしくお願いいたします。 

 

（休憩 午前１０時５２分） 

 

（再開 午前１１時００分） 

 

○熊田 司委員長   それでは、再開いたします。 

  委員の各位にお願いいたしますが、決算ですので、どうか要望等はできるだけ控えてい

ただいて、全体的なことでございますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、ほかに質問ございませんか。 

  久米委員。 

 

○久米啓右委員   ページでは、２０ページないし２１ページです。教育使用料のうちの

保健体育使用料です。これは学校施設利用のスポーツ団体とスポーツ施設の利用団体で、

徴収するしないということで、文教の委員会でもいろいろ取り上げたんですが、その影響

をちょっと調べたいと思います。この年度で１,８３４万８,２３０円の収入がありますが、

このうち小・中学校のスポーツ団体使用で徴収した金額ですね、２２年度、幾らになって

いますか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   生涯学習文化振興課長の山見でございます。 

  ただいま委員から御質問の小・中学生、いわゆる社会体育に関する使用料の御質問ござ
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いましたが、厳密に、私のほう十分調べておりません。追って確認したいと思います。恐

れ入ります。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   委員会時点では、概算で１００万円ぐらいという数字を提示されてお

ったんですけども、詳細な金額、ちょっとお知らせいただいて、この使用料にどれだけ影

響があるか。特に、ちょっと興味があったんでお聞かせ願いたいです。わかり次第、また

連絡お願いします。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   関連してなんですが、２１ページの保健体育使用料ですが、おおむね

それぞれの使用料が前年よりもアップをしているというふうに調べておるんですが、その

中で、Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料と灘漁港グラウンド使用料、沼島グラウンド使用料、こ

れはそれぞれスポーツ施設、減っておるように見受けるんですが、そのあたりの事情はど

うなっておるんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   ただいまの御質問でございましたＢ＆Ｇ海洋セ

ンター使用料、ここにつきましては、当然ながらＢ＆Ｇ海洋センターの体育館、グラウン

ド、また艇庫の使用料でございます。ただ、前年度との比較で、どのように原因というふ

うなところが、十分分析は、まだ実際のところできていない状況です。ただ、ほかの施設

で、例えば、文化体育館、こちらのほうですと、１６０万円ほど上がっていると、そうい

うふうな実績がございまして、全体の中で考えるべきかなというふうなことを思っており

ます。再度、十分分析図りたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この点につきましては、また歳出、教育費の関係でまた調べていただ

いて、説明をいただきたいと思います。 

  続けてよろしいでしょうか。もしなければ。 



－ 38 － 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  なければどうぞ。 

 

○蛭子智彦委員   先ほどの法人の一部の業種の行政改革ということが、これも説明資料

には書かれています。それと同時に、説明資料で言えば、１０ページです。それから、歳

入で言えば、２ページなり、あるいは事項別で該当するページは１２ページになろうかと

思うんですが、法人市民税は増収であると。ところが、景気低迷により課税所得が低下し、

個人市民税は減収であると。個人の減収のほうが６,１４３万円減収と。増収は４７６万

円ということで、個人市民税の低下が税収の減の大きな原因になっているということです

けれども、個人の所得というのは大変厳しい状況になっているということであるんですが、

減免制度の適用というようなことであったわけですけれども、個人の暮らしというのは、

多方面に市民のものというのはわたっていくと思いますので、このあたりの対策というの

か、景気の動向なり状況なりについて、どのように評価されているかについて、少し説明

いただければと思います。 

 

○熊田 司委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   おっしゃるとおり、個人市民税につきましては、法人税のほ

うにつきましては、先ほど委員もおっしゃったとおり、景気が若干年度末にかけて回復傾

向が影響したのか、高決算の業者が一部、それも一部ですけども、あったということで、

法人税のほうは増額となっておりますが、個人市民税につきましては、引き続いて景気低

迷の影響で課税所得が低下したことにより、そこに書いてある理由のとおりかなというふ

うに思うわけなんですが、特に給与の総所得金額で見ますと、ほとんど８割程度は個人市

民税の中で割合を占めておりますので、給与所得者の給与所得で、昨年度と比較しますと、

総所得で１８億５,０００万円程度の減収となっているところが大きな一因かなというふ

うには、課税側としては理解しております。 

  それと、減免制度のほうですが、平成２２年４月から条例改正等行いまして、景気低迷

というような社会情勢の中で、失業者が多くふえたということで、これにつきましては、

国保税の軽減とかもあわせて実施したわけなんですけども、例えば、市民税で、平成２１

年度と、条例改正前と比較しましたところ、失業で見ますと、約２３件の申請が、前年度

まではゼロだったんですけども、出ているような状況、そういうような状況下にあるとい

うことで、市民税につきましては、依然として景気低迷の影響を受けているというふうに

認識しております。 

  以上でございます。 
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○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   説明いただきました。あと、これも全国的に言われていることだと思

うんですが、所得の格差の拡大というのか、１,０００万円以下あるいは５００万円以下

の減収状況に比べて、上位の所得層は、かえって減税の恩恵を受けていたり、あるいはさ

らに所得が伸びていたりというような、こんな全国的な傾向が出ているようなことも仄聞

するわけですが、そういった所得の格差の拡大というようなとらえ方は、南あわじ市の場

合はできていますか、それともそういうことはないのか、あるのかないのか、あってもと

らえ切れてないのか、そのあたり、いかがなんでしょうか。そういう部分は出てませんか。 

 

○熊田 司委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   申しわけございません。そういったデータは把握しておりま

せん。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   全般的に、市民の暮らしの厳しさの中で、これは今後の条例改正にも

関係する部分もあるとは思うんですけれども、もしそういう分析が可能であれば、一度調

べていただきたいと。所得階層ごとの格差ですね、これが拡大傾向なのか、現状維持なの

か、そういうのが見られるか見られないか、そういった点、もしわかればと思います。み

て見てください。 

 

○熊田 司委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   課税側としまして、そういうデータが必要なということにな

れば、当然、調査させてもらいます。 

  以上でございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ３１ページの離島振興補助金について伺いたいと思います。 

  この離島振興補助金二百四十数万円というのは、まず補助金の対象は何々ですか、これ

は。 
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○熊田 司委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   市長公室の橋本です。よろしくお願いをしたいと思いま

す。 

  これは沼島航路の県の補助金でございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この離島振興という補助金は、これだけなんですか、離島振興に対す

る補助というのは。 

 

○熊田 司委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   市長公室所管の補助金につきましては、これだけでござ

います。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ちょっとこれは私も勉強不足かかわりませんが、ということは、市長

公室以外、市全体に対して離島振興という補助金はどれぐらい入ってきておるんですか。 

 

○熊田 司委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（早川益弘）   水産振興課の早川です。よろしくお願いします。 

  漁業のほうで言いますと、漁業再生離島交付金事業ということで、ページ数で言います

と、３５ページに１,０００万円ほど入ってきています。これは国・県・市で３分の１ず

つの沼島集落に対しての交付金として入ってきております。５年間です。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ほかには離島振興という名のもとの補助金は、それ以外、どこかの所

管に入ってきておるんですか。入ってきとったら言うてもらったらいいんですが。 

  市長公室次長にお伺いしたいんですが、今言われた沼島汽船に対する補助金ということ

なんですが、これが年々、補助金が減額してきておるようにも思えるんですが、これが沼
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島汽船の船賃とかいうもろもろにも影響があると思うんですが、沼島汽船に対する航路の

補助金の傾向ですね、どんなようになってきておりますか。 

  たしか何年か前、市長にも伺ったときに、市長も、この予算が年々減少傾向にあるのが、

市としても苦慮しておるというようなことも言われたようにも思うんですが、この辺どう

なっていますかね。 

 

○熊田 司委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   沼島航路に対する補助金でございますが、県以外にも国

からもございます。国の補助率につきましては、平成２１年度、８０％程度、それから、

平成２０年度は８２％、２２年度については７３.６％というようなことで、若干国のほ

うは下がりつつございます。県のほうにつきましては、ちょっと今過去の補助額を持って

おりませんので、また後ほど。 

 

○熊田 司委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   県の離島航路に対する補助金、これも県の第１次の行革

のときに、従来は欠損額が１億円、国のほうで見ていただいた額、差し引きの２５％以内

を県が持つという約束でスタートしておったんですが、第１次の行革で年々減されておる

ということで、今はその差額の交付税で見てあるので、年々減していくというようなこと

が、平成２５年までの間で取り交わされておるというふうに聞いております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   中田市長は、全国の離島振興か港湾か何か全国団体の委員をしとると

思うんですが、市長も国のほうへ行って、このことについて、強く常々要望しておるとい

うふうにも聞いておるんですが、これ、どんなような状況になっていますかね。 

 

○熊田 司委員長   副市長。 

 

○副市長(川野四朗)   我々も入っているんですが、離島振興協議会というのが全国にあ

ります。今まで、うちの市長が理事をさせていただいておりましたが、ことしから姫路市

にかわっておるわけでございます。離島振興協議会の中で、いろいろと離島振興について

の補助等々、要望してまいっております。それについては、国全体でございますので、先

ほど言いましたように、少しは減少傾向、特に民主党政権になって、ごくっと下げられた
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ものを一たんまた回復というようなこともあって、例年どおりに戻っておるわけでござい

ます。 

  先ほどおっしゃっておられたように、県のほうが、以前は県も離島振興対策ということ

で、補助金を別途に出していただいていたんですが、先ほど、室長のほうからの話のよう

に、行革で離島航路で補助を出しているのは沼島航路のみだというふうなことで、特別扱

いはできないというふうなことで、離島振興対策には、特別交付税の中で、そういうもの

を別途見ていると。８割見てると、必要経費の。ですから、県はその残りの２割分は持ち

ますという話だったんですが、その２割も２分の１になってくると。２割の２分の１にな

ってくるというふうなことで、また、県にはいろいろ要望もしていかなければいけないわ

けなんですが、県のものがかなり減ってきているということで、市の持ち出し分が多くな

っておると。ですから、ここにある分は県の分でございますので、かなり減っております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   いずれにいたしましても、沼島航路を維持していくためにも、これは

航路がなくなるということは、とんでもない話で、維持せんといかんわけですが、県・国

の補助金が少なくなってきた場合、市からの一般財源からの持ち出しが、必然的にふえて

いかざるを得んということでありまして、機会がありましたら、国・県等の要望を今後と

も強く求めていってもらいたいと、そういうことで、終わります。 

 

○熊田 司委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   先ほど、国の補助の率ですが、７３.６６と申し上げま

したが、これは査定決算額に対する率でございまして、実質欠損額に対する率は６９.９

７、約７０％でございます。訂正をして、おわび申し上げます。 

 

○印部久信委員   終わります。 

 

○熊田 司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   １９ページ、商工観光使用料、観光施設使用料のなないろ館の滞納、

これ、昨年もだけども、なないろ館の滞納、何年ぐらい続いとるの。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（阿部員久）   なないろ館の使用料でございますが、現在、なないろ館

には１３店舗入っていただいております。その中で、平成２０年度から、２０年、２１年、

２２年度と滞納がございまして、使用料、それから、共益費と分けておりますが、使用料

の部分に関しては、３カ年で９２万１,４９５円ございます。それも、そのうち大きなと

ころは１社だけでございますので、その１社に関しては返済計画を出して、現在、計画ど

おり納入していただいているところでございます。 

 

○熊田 司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   やっぱりもう少し、何年も続いて滞納していくというのは、余りよく

ない話であって、実質、経営がきっちりといってないのか、もしくはある程度、採算ベー

スに乗って経営をしていった中であって、まだ滞納しておるというふうな状況か、そこら

もよく把握した中で、何年も何年も滞納が続くというのは、本当によくないことでもあり、

指導不足でもあると思うんですよね。サンライズ等については改善計画書を出せとか、そ

ういうふうな返済計画書を出せとかいうふうなことも指導しておる中であって、こういう

手だても１つは必要ではないかなと思うんですけれども、いかがでしょう。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   その分につきましては、過去の過年度分と現年と並行し

て入れていただくということで、過去の分については長期ではございますが、平成２６年

度までの返済計画ということで、月々入れていただいております。それと並行して、現年

については、その都度入れていただいておるというのが現状でございます。 

 

○熊田 司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   ほんまに滞納金がたまってきたら、より一層、支払いにくくなるんで、

そういうのはできるだけ早期のうちに解決するような計画方法を対処するべきやというふ

うに思っておりますので、その点、やはり貸してある使用料払っているところのためにも、

ある程度の厳しさをもって指導していくべきだと私は思っておりますので、その旨、お願

いして、終わっときます。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   失礼します。 
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  先ほど、久米委員さんからスポーツセンターの使用料の中で、少年少女社会体育団体の

使用料はどれぐらいかというふうな御質問がございました。確認しましたら、２２年度は

７４万円ということになっております。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   １００万円よりもかなり下回っているということで、使用料もゼロに

してくれというような委員会からのあれもありましたんで、特に大きな影響がないという

判断を２３年度以降もさせていただきます。ありがとうございました。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   地方交付税に関連してなんですが、歳入で言えば、事項別明細書の１

３ページ、それから、一般会計の決算付属資料、ここもちょっと見とってですけども、基

準財政需要額に関連してなんですが、ことしは基準財政需要額が増加したというような話

です。これはそれぞれ社会福祉にかかわる扶助費の経費の増加とか、その理由が書かれて

おるわけですが、これについては、こういう基準財政需要額の算定というのは年々変わっ

てくるということで、政策について変わってくるのか、それとも、年度当初の地方財政の

予算の編成方針の中で、数字の変更されてくるのか、そのあたりはどんなような仕組みに

なっておるんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   基本的には、１２月、年末に発表されます地方財政計画がも

とになってございます。具体的な計算方法は、翌年度の地方交付税が算定されるまでに、

当然法律改正等もございますけども、その中で決定されるということでございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それで、ことしの場合は、たまたまというような、そういうニュアン

スも少し見受けられるんですけども、最終的に、監査委員の意見の中に出ておったわけで

すが、形式的な収支と実質的な収支ということを見たときに、地方交付税が与える影響と

いうのか、結構大きいのかなと。ここの説明を見ておりますと、基準財政需要額がふえて、

そして、基準財政収入額が減ったことで、交付税がふえたというような説明であるわけで

すけども、これを見ておると、税収とかが一定減っても、それを見合わせるだけの交付税
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措置がとられるというふうにも読めるわけなんですけども、そのあたり、いかがなんでし

ょうか。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   基準財政収入額につきましては、税収の７５％が交付税に算

入をされるということになっておりますので、１億円の税収が減れば、７,５００万円ま

では交付税で措置されるというのが基本になります。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それはわかるんですけども、収入額が基準財政収入、収入が減ってる

と。かなり減ったというふうに書いていますわね。これは税収が減ったということが原因

やと。それだけ地域の経済が落ち込んでいく、影響だということは出てると思うんです。

それを補うような地方交付税があったと。増額もあったと。交付税の増額があったという

ふうに書いてあると思うんですね。ですから、先ほどの実質収支としては、６億円ほどの

黒字になっているということであったかと思うんですけれども、地方の経済が一定冷え込

んで、収入が減っているけれども、地方に対して、国からの手当がそれを補う分プラス、

自治体の努力ということも、人件費を大幅に削ったりとか、投資的経費をできる範囲で削

減したりとか、相乗効果も含めてなんですけれども、黒字になったというような評価にな

っとると思うんですが、一定、今年度については、地方経済に対する交付金は削ったけれ

ども、交付税措置はあったというような、こんな記述になっておると思うんですけども、

そのあたりの評価をちょっと教えてほしいと思ったんですが。分析どうなっているかとい

うことなんですけども。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   税収については、決算を見る限りでは、数千万円、前年度と

比較しまして減になっておったというふうに思います。ただ、交付税については、減収に

なった分を計算上補てんするというような措置のない税収もございます。交付税のほうで

理論的に計算をして、おたくの市については、これぐらいの税収、当該年度はこれぐらい

税収が減になりますよというような、市民税の関係なんですけども、国ベースで算定をし

て、歳入をしてくるものが、算定をするものがありますので、実際、市民税については、

決算での減額よりも理論的に計算した減額幅がかなり大きくなっています。これは２１年

度の所得税が落ち込んだ。それにつれまして、住民税が２２年度減ったということで、全
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国的にかなり大きく落ち込んでますので、その影響がありまして、収入額については、決

算よりもかなり大きな落ち込みの見込みとなっています。 

  交付税全般についてお話をさせていただきますと、２２年度の交付税につきましては、

前年度と比較して、トータルで、国のほうが最終的に１兆１,０００億円特例加算という

形で措置をしてきました。交付税総額が１６兆円余りでございますので、１.１兆円とい

うことになると、６％か７％の大幅な伸びというふうになってございます。 

  本市においても、前年度よりも６億８,０００万円増額になっておりますのは、主には、

トータルで見ますと、この影響かと思います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いろいろ矛盾、問題点はあるけれども、一定の国による措置もあって、

全般的に多くの自治体で決算状況、改善されているというふうな傾向も出ているように思

いましたので、そうした国と地方の努力の相乗作用の中で、財政の改善というのは見られ

るのかなと。その財源はどうなるかというと、国債とか、別の大きな問題もあるわけです

けども、そんな評価をしておりましたもので、少し意見を聞きたかったということなんで

す。終わります。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これね、私、どこに歳入として入っとるのか、広告掲載料というか、

５１ページなんかどうかようわからんねんけど、市内、オニオンタワーで、広告であった

りとか、市のホームページでああいう広告であったりとか、広報紙で広告していますわね、

これは情報課の雑収入に入っているのか、これ、今言った広告掲載料、これはどの部分に。 

 

○熊田 司委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   決算書の５１ページ、下から４行目の産業振興協賛金１

１１万８,０００円でございますが、これについては市長公室のほうで所管しております

オニオンタワーの広告の収入でございます。 

 

○熊田 司委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   情報課長の富永でございます。よろしくお願いいたします。 

  ホームページ、それから、広報紙への掲載につきましては、決算書につきましては５１
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ページの一番上から２段目のところ、広告掲載費１５２万６,０００円でございます。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   広告で１５０万円と、片一方、オニオンがかなりの広告掲載というか、

そういうふうな料金を取ってやっていただいておるんやね。この辺の市内業者の広告代と

いうのは、これ、大体ホームページのとこへ掲載するには１枠何ぼで、オニオンタワーで

くるくる回転、うちの家からよう見えるけど、あれは年間何ぼとかいう料金を若干教えて

ください。 

 

○熊田 司委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   まず、広報紙でございますけれども、広報紙につきましては、

Ａ版で発行させていただいております。それで、その１段分を使った１種と呼ぶものでご

ざいますけれども、高さ４.５センチ、幅が１８センチの分ですけれども、１回につき３

万円でございます。ただ、６回以上続けて掲載していただいた分につきましては、１回に

つき２万円というふうに設定してございます。 

  それから、２種ということで、１段の半分、高さが４.５で、幅が９センチ、この分に

つきましては、１回、１カ月について１万６,０００円でございます。６回以上掲載され

た場合には、１回について１万１,０００円というふうに設定しております。 

  それから、ホームページのバナー広告ということでございますけれども、バナー広告か

らら御本人のホームページへリンクをするという形での広告でございますけれども、これ

につきましては、１カ月につき１万円、１２カ月掲載された場合につきましては１０万円

という形で設定しております。 

  ちなみにオニオンタワーにつきましては、１０秒間、約２０文字を５分に１回掲載する

というような条件の中で、１カ月では３万円、それから３カ月では８万５,０００円、半

年では１６万円、１年では３０万円というふうに設定をしております。 

  以上でございます。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   洲本のケーブルを見ておったら、市内のケーブルで、かなり市内の広

告を打っておる。南あわじ市の場合は、今言ったオニオンと市のホームページと広報紙の

掲載以外に、ケーブルでの広告とか、その辺のお考えはあるんですか、ないんですか。 
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○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   ケーブルネットワーク淡路所長の土肥です。

どうぞよろしくお願いします。 

  ケーブルのＣＭの部分については、ケーブル特会のほうで計上しております。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ちなみにケーブル特会のほうで計上しておるけど、ちなみにどれぐら

いの収入というのはあるんですか。 

 

○熊田 司委員長   それはまた、特別会計のときにお願いします。 

 

○谷口博文委員   要は、かなり広告、さまざまな手法で歳入をしとることは、私は非常

にええやことやと。それをもっともっと、それなりの料金にしていただいて、市内の業者

の広告をさまざまなメディアを通じて、発信していっていただきたいということで、それ

だけ言いよるだけやさかいに、その辺御理解していただいて、市内業者の広告、宣伝、ど

んどんどんどんやったる場所を提供したってくださいよということをお願いしといて、終

わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   これで言うたら６ページになるんですかね。雑入、物すごい大きな金

額出てるんですけども、雑入の考え方をお聞きしたいと思うんですが。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   款で申しますと、諸収入ということになるかと思うんですけ

ども、それ以外の款の項目に該当しないものが、すべて諸収入ということになります。 

 

○熊田 司委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   本来、雑入いうたら、どこの項目にも入れへんのが雑入やという僕は
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理解するけども、これ、あとの４８ページからのやつ見ていたら、ずっと項目当てはまる

ことばっかりなんですよね。当てはまらへんやついうたら、ほんまにわずか、本来、これ

が雑収入やという理解するんですが、いかがですか。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   こちらのほうでは、他の項目に該当しないということで、雑

入のほうに計上しております。 

 

○熊田 司委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   例えば、財産貸し付け、先ほどからいろいろ問題になっているサンラ

イズ、あれは南あわじ市の財産を貸し付けているんじゃないんですか。その項目が、この

雑入に入ってきているのはおかしいと思いませんか。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   今おっしゃられてる分については、条例等に根拠のないもの

のことやと思います。 

 

○熊田 司委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   指定管理料というのは、条例で根拠はあるんでしょう。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   使用料という形で予算措置をしておりますが、使用料という

のは条例に根拠があるものが使用料でございまして、この雑入に上がっておるものについ

ては、その条例に根拠のないものになります。 

 

○熊田 司委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   指定管理というのは条例で定めているんですよね。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 
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○財政課長（神代充広）   歳入のほうは、使用料徴収条例に基づく使用料でないという

意味ですね。 

 

○熊田 司委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ああ、なるほどね。ここに上がっている雑入というのは、条例にのっ

とってないやつを全部ここに上げているということなんですか。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   そのとおりでございます。 

 

○北村利夫委員   終わっときます。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   質疑がございませんので、歳出に移ります。 

 

 （２）歳出について 

   ① 議会費、総務費 

 

○熊田 司委員長   時間的に微妙なんですが、もう少しありますんで、まず、款１議会

費及び款２総務費、ページは６４ページから１１５ページまでの質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

  柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   それでは、歳出についての、ちょっとマクロ的な話でお聞きしたいと

思うんですけど。付属資料の４ページのところで、歳出性質別経費の内訳ということであ

りまして、私、これ眺めていまして、いろいろ思うとこがあるんで、ちょっとお聞きした

いと思うんです。個別の話に入る前に、トータル的な話をお聞きしたいと思うんで、先に

手を挙げたんですけども。 

  全体的にはいい決算であると。繰り越しもしているというような話なんですけど、私、
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何点かあるんですけど、５番の維持補修費、それから、投資的経費あたりが、当初予算に

比べると大分落ちているという感じがするんです。このあたりについて、まずは、その辺

の当初予算に比べて、落ちたあたりのところについてお聞きしたいと思うんですけども、

どんな内訳であったか、ざっくりで結構ですので。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   一番大きなのは、次の年度への繰り越しがかなり生じており

ますので、予算とのかなり差が生じておるんだと思います。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   繰越明許で大分繰り越しているというのは、その話と理解しました。

私は、実は思うんですけども、義務的経費は、これはやむを得んと。これもそれなりに落

としていく必要があるんですけども、全体的に、まだ社会資本整備という要請というのは、

結構あるんですよ、住民生活につながるような。例えば、道であるとか、排水であるとか、

排水路であるとか、いろんなことでの話が来るときに、たちまち解決したいというときに

は、うまくできないという、いなりこ予算では、とてもできないような話が結構あって、

何となくその辺のところへの配分というのは、もう少し余裕というんですか、弾力性とい

うんですか、そういう財産というんですか、使い方があってもいいんじゃないかと私は思

うんです。 

  どうしても先へ先へと行ってしまうと、そんな感じがして、こういうことを市民が望ん

でいるのは、そっちの方向を期待しとるんじゃないかと。もちろん全体として、人件費を

落とし、公債費を落とし、繰り越しをふやしていくという、いい決算をするのはもちろん

必要なんですけども、そんな感じを私は持つんですけど、これは、どなたにお答えしても

らったらいいんかわかりませんけども、その辺についてはどんな感じでしょうか、全体的

な決算としては。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   合併当初は、かなり財政が厳しいということで、要求があっ

ても優先順位をつけてくれというようなことで、かなり予算を削減したようなことはあっ

たと思います。 

  ただ、２２年度あたりからは、財政のほうで出てきた要求を、それ、すべてうのみでは

ございませんけども、ある程度査定をして、必要なものについては極力予算づけをしてお
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るふうに、財政のほうとしては思っております。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   そういうことだと思うんです。当然、選択と集中というのが最初に来

るような話ですんで、それなりに重点的にやっていく話だと思うんですけど、やはり国の

補助、県の補助に頼って、市の単独事業というのは、どうしても地元負担が大きいとかい

うことで、なかなか部落で金を出し合う、権利のある人でお金を出し合うというような工

事がなかなか進まないという実態も結構多いということだけはあるんで、もう少しお金の

使い方に柔軟性を持つ、弾力性を持つという、そういう感じのこと、私はちょっと思うと

ころ、要するにもっともっと社会資本のほうへ、もっと目を向けてほしいなという感じは

するんですが、そのあたりについて、まとめで結構ですので、お答えお願いします。 

 

○熊田 司委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   今後のあり方というふうなことやと思うんです。国の施策

の状況を把握しながら、極力投資的経費、いわゆる普通建設事業の部分については配分し

たいとは思っておるんですけども、とにかく合併算定がえがありますので、終了する年度

を踏まえたときには、経常的経費については、やはり抑えていきたい。先ほどの地元負担

という部分があったと思うんですけども、これは応分の負担をしてもらうべきやというふ

うには、私どもは思っております。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   もちろん応分の負担はそのとおりです。ただ、割合を６割、４割を地

元６割でなくて、もう少し、３割にする、あるいは４割にするということで、また大分事

業もしやすくなるという、こういう面も結構あると思いますので、そういうことを私は言

ってるわけです。もちろん合併算定がえに向けて、人件費４３億円、２３年度は減ってい

ますし、公債費も３億円ほど減ってるんで、着々とそれに向かうのかなという感じはしと

るんですけども、確かにそれを達成せないかんということが大きな問題、目的ですので、

ある程度は市民生活のほうへの分を翌年度回しということはあるかと思うんですけど、ぜ

ひそんな方向にも予算の配分を考えてもらえたらいいなと。やっぱり行財政改革をもっと

もっとやって、事務的経費を減らしていくとか、こういうことを期待します。 

  特に答弁は結構です。終わります。 
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○熊田 司委員長   今、一般会計全般については、また最後に総括的な質疑等いただき

ますので、できるだけ款１、款２に沿った内容で質問のほうをお願いしたいと思います。 

  ほかに質問ございませんか。 

  出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   ７５ページの国家資格等取得補助金ですけども、付属資料は２５

ページ、６件ということで６万８,０９２円として上げられてますけど、まず、６件の内

容についてお聞きします。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   総務課長の佃でございます。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

  ただいま御指摘がございました６件につきましては、内容は産業カウンセラー、古民家

鑑定士、介護福祉士、消防設備士、あと、宅地建設取引主任、それが２件ということで、

合計６件でございます。 

  以上でございます。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   予算的には、最初、幾らぐらい計算されておったんですか。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   少々お待ちください。 

  １５万円でございます。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   これ、担当部局でこういう資格が必要やということで、多分それ

の担当の人に受けさせているような、多分、職員側からこんな資格取りたいんですいうて

やっているような予算措置じゃないと思うんですよね。何かもうちょっと能動的な、こん

なん取りたいんですというような制度かなと思っているんですけど、そうではないんです

か。 
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○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   そういったこともあると思うんですけども、私が把握してい

る範囲では、皆さん、職員の自主的なものということで、今回、この６件については、上

司からの指示とかじゃなしに、みずからの受験希望があってのことということで理解はし

ております。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   所管ではないような資格も、希望を出せば受けれるんですか。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   全般的に、市役所に関連する資格でございましたら、受けれ

るような形になっております。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   ちなみに、この６件というのはどう思いますか、年間６件という

のは。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   この制度を創設したのが平成１９年度でございます。多いか

少ないかというのは、なかなかコメントしづらいんですが、１９年度が４件、２０年度が

５件、２１年度が８件、２２年度が６件ということで推移をしております。何分強制でご

ざいませんので、できるだけ多くの方にそういった資格をとっていただくような気持ちは

ございますけども、何分自主的なということなので、この制度をもうちょっと周知しなが

ら、今後、啓発、職員の高揚を高めるような形で取り組んでいきたいと思っております。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   最後、要らんこと聞きますけど、執行部、座っている方々で、国

家資格を持たれている方は何名ぐらいおられるんですか。挙手でお願いします。 
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  委員長、こんな質問してもいいですか。こういう制度を使って、資格をこれまで役所に

来られて取られた方は何名ぐらいおられますか。 

  ゼロ。管理職以外ということで理解していいんですかね。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   ただいま申し上げました６件というのは、管理職以外の職員

でございます。 

 

○熊田 司委員長   ここで暫時休憩をいたしたいと思います。 

  再開は１３時にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（休憩 午前１１時５５分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○熊田 司委員長   それでは、再開いたします。 

  午前中に引き続き、款１議会費及び款２総務費、ページは６４ページから１１５ページ

までの質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

  森上委員。 

 

○森上祐治委員   決算書の１０２ページの戸籍住民基本台帳費のところ、それから、付

属資料では４２ページについて質問させていただきます。 

  まず、教育委員会の人権教育課長にお尋ねするんですけども、６月２７日付で、県の人

権推進課課長名で、本人通知制度に対する対応についてという通知が各市町に届いている

と思うんですけど、御存じでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   人権教育課長。 

 

○人権教育課長（大谷武司）   人権教育課の大谷と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

  ただいまの議員さんからのお尋ねの課長通知でございますが、私のところでは、まだ拝

見しておりません。 
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○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   付属資料の４２ページ、各種証明書等の交付件数のところのイで、住

民基本台帳関係、住民票のずっと下に閲覧として、５５４件の閲覧がございました。その

うちの公用が３８５件というふうになっておりますけども、この内訳、内容について、御

説明をお願いいたします。 

 

○熊田 司委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   主には国等の機関だったと思いますが、細かくは分析した資

料をただいま持ち合わせておりません。 

 

○森上祐治委員   ちょっと聞こえないんですが、済みませんが、もう一度お願いいたし

ます。 

 

○市民課長（塔下佳里）   主には国等の関係機関だったと思うんですけども、ただいま

詳細な資料を持ち合わせていませんので、数字等についての報告はできませんので、申し

わけございません。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   何でこんなことを聞くかと言いますと、実は、昨年、兵庫県下で非常

に大きな住民の戸籍謄抄本の閲覧取得に関する差別事件がございました。大きな問題にな

ったんでございますが、どういうことかと言いますと、住民基本台帳というのはだれでも

が自由に他人の住民票等、閲覧できるんではございませんで、ただ、そのとき、私、勉強

したんですけども、８士業、８つの業務で仕事をしている人、例えば、弁護士であるとか、

司法書士であるとか、弁理士であるとか、そういう８つの業種に関係した人が、その職務

上、特定の戸籍謄本とか抄本なんかを見る権利があるということなんですけども、ある悪

徳行政書士が、興信所から頼まれて、国民の、住民の戸籍謄本あるいは抄本をとって、不

正に興信所に１枚３,０００円から５,０００円で売ってたというようなことでありますけ

ども、こういう情報は御存じでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   決算に関係のある内容でお願いしたいんですが。 

 

○森上祐治委員   だから、それは５５４件のうちの公用が３８５件、そのうちの残りは
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私用というふうに私は判断したんですが、その内訳に関する質問であります。 

 

○熊田 司委員長   わかりました。質問のほう、恐れ入りますが、簡潔にお願いしたい

と思います。 

  市民生活部長。 

 

○市民生活部長（入谷修司）   森上委員言われた、そういった事象事件については、こ

ちらはちょっと聞いておりません。 

  先ほど言いました、閲覧については５５４件、おっしゃるとおり、差額についてはそう

いった職種の方々からの閲覧が多いかと思います。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   この件について、情報交換というか、質疑できるようなことではなさ

そうですんで、要するに、今、全国的にどんな動きがあって、本市でも、今後かかわって

いくべきだということで、今、全国的には登録型本人通知制度というのを各市町にやって

いただこうといういろんな形での運動、弁護士とか、運動が進んでおりますが、この件に

ついては各市町が自主的にできることであって、条例をつくらなくても、規則とか要綱レ

ベルでできることであると。やはり住民の個人情報を保護する観点から、今、非常に大き

な課題だとされている内容でございますんで、今後早急にその辺の情報を取り寄せて、前

向きに検討、努力していただくことをお願いして、この件についての質問を終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   ６６ページの総務管理費の一般管理費から、一応財産管理費まであた

りについてお聞きしようと思います。全部共通していると思うんで、このあたり、ずっと

見ますと、それなりに人件費とか大きい割合を占めてますけど、それぞれ不用額を出して、

恐らくこれは経費削減効果、努力の結果が出ているんじゃないかと私は見ているんですけ

ども、ざっと見ていきますと、一般管理費の中でも、特に需用費、市長交際費も半分なっ

てますけど、需用費が、例えば、６９ページの需用費も落ちてます。それから、文書広報

費の需用費も１４０万円と、結構大きな額が削減されています。財産管理費のほうでも、

需用費が、また、これも結構、個別の予算で見ますと、大分個別に抑えて、消耗品費とか

光熱費とか全部含むんですけど、あるいはもう１つ、７９ページの委託料でも１４６万円

という、こんなふうな格好で落とされているんです。 
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  私は、これは結果として、これだけの不用額を残すということは、経費削減効果が出て

いるんじゃないかと思うんですけども、そのあたり、もう少し、特に消耗品とか、いろい

ろの面で努力されたとか、こういうことをやって、その成果が出ているという、この辺に

ついて、総括的な格好で結構ですので、行政側の努力とか成果について説明してもらえた

らと思いますが。 

  そしたら、順番に行っていいですよ。一般管理費の中の６９ページ、需用額１,８６８

万円に対して、不用額が２３５万円出ていますね。この辺はどれが、大体予算と対比すれ

ば、それはわかるんですけど、この辺に努力しましたという、結果こうなりましたという

あたりをまずお願いします。６９ページの一般管理費の需用額。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   一般管理費については、所属課がかなりまたがっておりまし

て、総務課、市長公室、管財課、それと総合窓口センターも入っております。ですから、

それぞれの課で節約した分もございますし、少し予算が多過ぎたかなというのもあると思

います。ですから、一概に、どの項目が今不用になっておるかというのは、今現在では把

握できておりません。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   それじゃあ、成り行きでこうなったという話にしかならないんで、や

はり行政として、こういうことをやった結果、例えば、何％ダウンとか、何とかといって、

あんまり締めつけて、必要な消耗品まで買わないということはあっても、ないとは思うん

ですけど、そういうあたりの努力指導という、そういうことの答弁を私はお聞きしようと

思ったんですけど、そのあたりはどうでしょうか。何かによってこうなったというのがあ

りますか。予算が多過ぎたんですか。あとは、成り行きでいってこうなったと、そういう

話ですか。 

 

○熊田 司委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   総務部長の渕本です。どうぞよろしくお願いします。 

  一般管理の不用額につきましては、大きいものでは、いなりこ予算の関係、これ一番最

後に出てますが、市民生活応急措置費というようなことで、２２年度については補正予算

で４００万円から８００万円、その分で１００万円足らず、不用額が出ています。この件

については、増額、倍増の補正というようなことで、市民の方々の、特にそれぞれの自治
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会、そんなとこでの課題、そんなものの解決、十分図れたものと思ってます。 

  それ以外の消耗品費であったりする部分につきましては、それぞれ管財課なり総務課な

り、そういったところからの節約というか、いろんな取り組み、そんなものの周知を図っ

ている状態の中で、日々の効果が全体として積み上がったものと考えております。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   ５庁舎それぞれが経費削減に努力するかと思うんですけど、例えば、

７７ページのところでは、修繕料なんかも、当初予算では７９３万円ぐらい修繕料が上が

っておるんですけど、これが４２０万円というふうなことで、こういうのを節約というの

かどうかわからんですけどね。あるいは光熱水費でも下げている。燃料費も下がっている。

消耗品も下がっている。やっぱりここには何かの意図があって、経費が落とされたんじゃ

ないかと私は思って、そういう答弁を期待したんですけど、それはこんなことは特にやっ

てないということですか。 

 

○熊田 司委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   管財課の堤でございます。よろしくお願いいたします。 

  委員御質問の財産管理費、７７ページの修繕料でございますが、予算が７９２万５,０

００円という予算に対しまして、決算が４２０万４,３９６円というものでございます。

当然、これ５庁舎の修繕費でございまして、空調機等で２７件、修理してございます。こ

の修理につきましては、大きいものから、１件１００万円程度のものから数万円で済むも

のまで、さまざまございます。当然、新庁舎への移転ということもございますので、最低

限の修理というふうなことで行った結果でございまして、予算は組んでございますけれど

も、１件１件の修理費を最少に抑えたというふうなことで、この金額に至ってございます。 

  修繕料につきましては、以上でございまして、その１つ上の光熱水費でございますが、

予算が３,３０２万３,０００円ございますが、これに対しまして、執行額が３,０７３万

４,６１５円という金額でございます。これも５庁舎の光熱水費、大きいのは電気代でご

ざいますけれども、これも、ことしは節電の夏ということで、かなり照明を落としたりし

ておりますが、去年はそういったことはしておりませんが、なるべく節電するようにとい

うことで、経常経費の削減ということで努めた結果、予算に対してこの金額になっておる

ものでございます。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 
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○柏木 剛委員   ついでに、７９ページをお聞きします。委託料１,６１７万８,０００

円から約１割ぐらいが抑えてますけど、これは何が減ったんですか。 

 

○熊田 司委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   この減額の大きなものでございますけれども、平成２０年度

からですけれども、庁舎の維持管理費、この中で５項目ほどございます。消防施設設備の

点検並びにエレベーターの補修、電気保安業務、警備保障と、そういった業務につきまし

ては、経費削減ということで、長期継続契約というのを締結いたしまして、３年間の契約

でございますけれども、経費の削減を図ったというふうなことをやってございます。そう

いったことが大きな部分かと考えてございます。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   終わりますけども、私は、やっぱりそれなりに経費削減に努力してい

るということについては、もっと堂々と言ってもらったらというふうなこと、答弁を期待

していました。これは当然なことで、無駄なことは省いていくということは当然必要な行

政だと思いますので、もう少し、これについてはこうやったんだということをお聞きした

かったんですけど、これで終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ７１ページの委託料、顧問弁護士委託料と、訴訟弁護士委託料、これ

の内訳を説明いただけますか。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   まず、顧問弁護士委託料２２２万６,０００円につきまして

は、本市の顧問弁護士２名に対する委託料でございます。月額が８万４,０００円掛ける

１２カ月の２名でございます。 

  続いて、訴訟弁護士委託料、これは決算額が４２９万６,６００円でございます。３点、

訴訟関係ございまして、まず１点目が、過去にありましたグループホーム慶野松原荘の国

家賠償請求事件に関するもの、これが２２６万６,０００円。２点目が、戦没学徒記念若
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人の広場の財団法人の解散命令に伴う課税審査決定の取消請求事件ということで、これが

１５７万５,０００円。最後の３点目は、賀集地区における県営のほ場整備事業に係る水

路工事の請求事件でございます。これが４９万５,６００円、合計で４２９万６,６００円

でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   若人の広場については終わっているということで、あと、グループホ

ームと賀集の水道工事については、今どのようになっておるんでしょうか。判決は出てる

んですか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   長寿福祉課の小坂でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

  グループホーム慶野松原の件について、お答えいたします。 

  昨年５月、判決が出まして、原告の請求を棄却するということで、市のほうの勝訴とい

う結果で終わっております。 

 

○熊田 司委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（大瀬 久）   農地整備課の大瀬でございます。よろしくお願いします。 

  賀集地区のほ場整備の関連の訴訟につきましては、現在係争中でございまして、裁判所

と双方の弁護士等々の中で、準備書面の整理をしているというふうな段階でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この水道工事については係争中ということですが、これは原告・被告

と言えば、被告ということになるかと思うんですけれども、どれぐらいの損害賠償なり、

請求金額をされているのかというのは。 

 

○熊田 司委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（大瀬 久）   これの訴訟の始まりといいますのは、兵庫県の土地改良

事務所と原告が争っておったものでございまして、その後、換地の完了に伴いまして、関
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係する土地が市なり改良区に来たと、名義が変わったというふうなことで、念のためにと

いいますか、県の訴訟と重ねて、市のほうへも同じような訴えを起こしたというふうな状

況でございます。訴訟内容は、従前の機能の回復というふうなところが主眼となっており

まして、金額的なところは、私どものほうへは参っておりません。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  森上委員。 

 

○森上祐治委員   決算書の６９ページ、市長交際費について、付属資料は２５ページで

ございます。基本的なことを教えていただきたいんですけども、この決算書、附属資料を

読んでいて、昨年１年間の南あわじ市で死亡した方が７１９人という数値が出ております。

それがずっと頭にありまして、ずっと決算書読んでいったときに、市長交際費が１２５万

８,０００円と。当初予算が２５０万円と。えらい市長は切り詰めて、節約されて、行動

されたなというふうに思ったんですけども、附属資料を見てましたら、慶弔に係る電子郵

便料が４０万７,０００円と、その下に市長交際費が１２５万８,０００円と出てました。 

  最近は、高齢化社会で非常にお葬式が多くなっております。７１９人、昨年１年間亡く

なったということからすれば、７１９件の葬式があったということなんですけども、私も

ちょくちょく参列させていただくんですけれども、必ず南あわじ市長ということを冒頭に

名前出てきます。私も素朴に思ってたんですよね。当初、市のほうとしても、やっぱり市

長は市民の代表ですから、市民を代表して香典をされるんやなと。香典はどのぐらいされ

るのかなと勝手に解釈してて、７１９件の香典を持って行きよったら膨大な数になるなと。

１２５万円ではとても出されへんなと思って、昨晩も、実はホームページ、今まで見たこ

となかったですけども、市長交際費を見ましたら、書いてありました。 

  一般の方々については、弔電だけなんですよね。弔電だけということを私は初めて知り

ました。市長は香典は持って行ってないんやなと。そんならわかるわということなんです

けども、この慶弔に係る電子郵便料４０万７,０００円というのは、弔電の経費なんです

か。お尋ねいたします。 

 

○熊田 司委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（田村愛子）   市長公室、田村でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

  今委員さんおっしゃられたように、交際費における電子郵便料、この交際費の使用額の

中で、一応４０万７,１６０円、これはすべて弔電の経費でございます。 
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○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   ということは、４０万７,０００円割る７１９という数字が弔電の料

金ということで考えてよろしいんかな。 

 

○熊田 司委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（田村愛子）   今、委員さんおっしゃられた、７１９件ということでご

ざいますが、こちらのほうでちょっと控えておりますのが７０２件、１件、単価５８０円

の弔電ということで、トータルは先ほど申しましたように、４０万７,１６０円というこ

とで、若干合計数が違いますけれども、月平均約６０通ということで、このような数字に

なっております。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   今、弔電代が５８０円と、非常に倹約された弔電だなと、我々一般市

民が打ってたら、安くても１,５００円ぐらいかかっとるんじゃないかと思うんですけど

も、その辺、市として、いろいろ研究されて安い弔電を打たれているということでありま

す。とすれば、１２５万円、当初予算の半額で抑えられとるんですけども、これも一般市

民の素朴な疑問として、答えられるんだったらお答えしていただきたいんですけどね。市

長交際費というのは、どんなことに、こういう慶弔費で弔電以外、弔電入ってないと。と

ころがホームページではいろいろなランクづけありまして、元市会議員の方であるとかだ

ったら１万円とかありますけども、大体それにほとんど１２５万円というのは使われるん

でしょうか。 

 

○熊田 司委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（田村愛子）   総額の、先ほど申しました電子郵便料を引いたものにつ

きましては、市長の交際費の中で、一応６区分に分かれて、今ホームページ等で公開させ

ていただいております。祝儀、またお見舞い、それから、いろんな会合等の会費ですね、

それから賛助、また、それに該当のないものについては、その他というような分類の中で、

一応、総額１２５万円８,０００円の支出をさせていただいております。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 
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○森上祐治委員   この付属資料の説明で、横に秘書事務ということで、行政のスムーズ

な運営に資するための秘書事務などを実施したというふうに書かれておりますけども、こ

の表現からすれば、２２年度初めて秘書事務というのを行ったということなんですか。秘

書事務というのは、昔からずっと秘書というのはおるんじゃないですか。 

 

○熊田 司委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（田村愛子）   言葉としては初めて出てきかもわかりませんけれども、

秘書事務、これは通常、秘書が行う事務全般を指しますので、改めてここで何かというよ

うな御説明は省略させていただきますが、市長の日程、また、旅費に関すること、そうい

うふうなもろもろの秘書業務は数多くございますので、トータルで秘書業務というような

言葉で表現をさせていただいております。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   冒頭申し上げたように、当初予算が２５０万円置いてといて、半額の

１２５万円の交際費で１年間、市長は活動されているということで、非常に窮屈な形で動

かれているんじゃないかと思われるんですけども、市長交際費の一端についても、我々、

市民もどんなふうに使われるのかなというふうに、全くわからない面が多かったもんです

から、あえて質問させていただきました。非常に倹約をして、かっちりと使われていると

いうふうに認識させていただいて、質問を終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   ７３ページの第１９節の負担金補助及び交付金のところですが、互助

会の負担金につきまして、お聞きします。２２年度は６８６万７,４４１円となっており

ますが、職員１人当たりに直しますと幾らぐらいでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   互助会の負担金でございますけども、個人、市とも給料の１,

０００分の３.５を負担するものでございまして、この額から、平成２２年度の職員数５

９５で割りますと、１万１,５００円程度ということでございます。 
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○熊田 司委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   それで、半年ほど前になりますが、報道で県下の状況が出ておりまし

て、多くの自治体がこれをやめたと、神戸市を初め。そういうのがたくさんあったのは御

存じでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   減額する方向で、やはり職員といえども、職員というか、地

方自治法上で職員に対する福利厚生事業は認められておりますので、その範囲も大分狭ま

ってまいりまして、必要最小限の経費に抑えるということでの縮減ということで理解をし

ております。 

 

○熊田 司委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   おっしゃるとおり、全廃したという市町と、南あわじ市は減額したと

いうふうに載っておりまして、小さい町の単位のところでは継続しておるというようなこ

とでありました。ただいまも同僚議員から、市長の交際費を頑張って少なく使って苦労し

ていると。また、市長初め特別職は１割カットしましたし、議員も１割カットしました。

職員の間でもなるべく、財政は好転しておりますけども、そういう声を上げていただいて、

福利厚生に使うものは少なくしてほしいなと。小さい金額かもしれませんが、できるだけ

そういうふうな心がけを、先ほどもだれか言っていましたが、お願いしたいと思います。

どうでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   ただいま平成２２年度の実績を申し上げましたが、２３年度

におきましては、個人負担をふやしまして、今載っているのは市のほうの負担であります

けども、平成２２年度は１,０００分の３.５と申し上げましたが、２３年度は１,０００

分の２ということで縮減をしております。ただし、全体事業を行うために、個人負担分を

３.５から１,０００分の４に若干引き上げて対応しております。 

 

○熊田 司委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   そういうのを聞いて、心の内では大変喜ばしく思います。やはり大変
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なときはともに頑張るというのが筋だと思います。この資料の２３ページのラスパイレス

指数につきましても、平成１７年度からずっと上昇しておるという傾向にあります。市長

自身は職員の給料に関しては、よっぽどのときでなかったらさわらないというふうにおっ

しゃってましたので、それは私もわかっておるんですが、今後ともの御貢献をお願いした

いということで、終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ８１ページの負担金、企画費負担金の紀淡連絡道路実現期成同盟負担

金３万円、これは紀淡連絡道路ということですけれども、これの効果といいますか、会を

やってきたときの効果について、少しお伺いしたいんですが。 

 

○熊田 司委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（田村愛子）   効果ですか。期成同盟負担金につきましては、数年前か

ら減額ということで、当時５万円から３万円に減額されまして、平成２３年度からは繰越

金を活用した中で負担金がなしで、粛々と要望活動、また研修会等の活動をしていくとい

う中で、先般の３月にありました震災の関係で、やはり紀淡のほうの防災に関する道路、

それも必要であるということを十分認識された状況もありまして、これから、また要望活

動並びにそういう活動をやっていく中で、視点を長期に見据えてやっていくということで、

効果というほどの結果は今出ておりませんけども、長期的に活動することによって、何ら

かの方向性が見えるのかなというふうな形で思っております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これはいつから活動を始めて、どれぐらいの今基金といいますか、財

政を、この同盟は持っているんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（田村愛子）   一応、活動は平成４年からということです。活動資金に

つきましては、今、構成市が２３市町ございます。この２２年度末におきまして、約３０

０万円弱の繰越金がありますので、それを今後、平成３０年までの２９年度まで、それを

活用して要望活動をやっていこうという、そういう流れで今進んでおります。 
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○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは紀淡連絡道路というのは、そんなに必要なものかどうかという

ことが、これからもさらに問われると思いますし、こういうことに使うよりは、今の本四

連絡道の無料化の継続であったりとか、利用料金の引き下げとか、そういうことにお金を

使ってもらうことのほうが経済効果があるのではないかというふうなことを思っておるわ

けですけども、その点いかがでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   この紀淡道路の期成同盟会の負担金につきましては、毎

回の決算審査で委員のほうから御指摘があるわけなんですが、今、課長のほうからも答弁

させていただいたとおり、現在、２３市町で組織されておるというようなことで、当然、

目的の達成のためにという部分もありますが、最近では関西連合等、近隣の市町との協調

というようなところも加味して、現在もこの期成同盟に加入しておるわけでございます。

また、活動としましては、要望以外にもいろいろな研修会等も２３市町の間でやっておら

れるようなんで、結果は目に見えてないんですが、目的達成に向けて、徐々に効果を上げ

ていくというところで御理解をいただきたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この目的は、やはり淡路地域が元気になるということだろうと思うん

ですね。今、問われているのは、新しい道路をつくり、大規模なプロジェクトをして、大

きな借金を抱えるよりは、現状あるものを活用して、経済の活性化を図るというシフトは、

やはり必要であると思っておるわけです。ただ、橋をつくり、また道をつくり、つくりっ

放しのそういうお金の使い方ではなくて、やはり地域経済に本当に役立てるためには、こ

の紀淡連絡道路の考え方よりも、むしろ本四連絡道の活用ということのほうにウエートを

置くべきではないかと。淡路島の市長会としても、そういう要望も随分出していると思う

んですけども、そういう点では、少し矛盾をしていくのではないかなというふうに思って

おるわけですが、市長、いかがでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   今もお話あるとおり、やはり主体は、今現在、本四道路が主体で
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ございますし、紀淡海峡のそういう具体的な話は完全に後退しています。しかし、淡路の

中でも、洲本市なんかは、やはり全体的な構想の中に紀淡海峡が、今、名前自身が消える

ということは、ちょっと洲本市の立場からすると、残念やと。だから、何とか一応本土の

ほうは、まだ結構そういう取り組みが積極的ではないですが、もう少し前向きな考えを持

っております。 

  ですから、私どもも、今現在、それが望み薄やいうことで、完全に今の負担金３万円を

やめるんか、やはり将来的にこの紀淡海峡という橋だけのことでなくして、地域の大阪湾

ベイエリアのそういう構想も、やはり将来的には持っておく必要もあるんかなということ

から、今現在、私どももその同盟の中に入っているわけで、近い将来にすぐできるという

ようなものではないという認識は私もいたしております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今の活用、国の財政状況なり、また、近隣周辺の自治体でもいろいろ

考え方も変わってきている部分もあろうかと思いますし、やはりこれは活動の意味を、目

的を失っているように思いますので、そういった点、また考慮して、いろいろと議論も深

めていただきたいというふうに思います。 

  終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  森上委員。 

 

○森上祐治委員   ７３ページの淡路公平委員会について質問いたします。 

  淡路公平委員会負担金２６万２,０００円ということなんですけども、まず、淡路公平

委員会の設置目的について、わかりやすく御説明をお願いしたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   遅くなり申しわけございません。 

  市町の中では、人事に関することについては、県なんかは人事委員会を設置しておりま

すけども、当市については、淡路３市で共同で公平委員会を設置して、それらの業務に当

たっているということでございます。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 
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○森上祐治委員   ということは、県の職員といいますか、県費負担の職員については、

県の人事委員会というのがあって、市町に来るとないということは、対象は公務員という

ことなんですか。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   ３市の自治体の職員が対象でございます。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   ２６万２,０００円の負担金というのは、多分各市町から出された公

平委員さんの手当とか中心になろうと思うんですけども、その辺、例年、何かそういう公

平委員会に提訴されるような事案というのは、淡路島内ではあるんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   平成２２年度に限っては、提訴された案件はなかったと聞い

ております。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   ということは、２１年とか２０年とか１９年、合併以降は、特に市町

関係で合併というのがあって、職員の待遇とか、いろいろ問題があったんではないかと思

うんですけども、その辺の公平委員会に上げられた事案というのはございましたか。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   平成１７年度以降の実績でございますけども、平成１８年度

においては、淡路市のほうから職員の懲戒処分の不服申し立てに関する案件１件、それと、

本市から管理職の範囲に対する確認の要請が１件ございました。１９年度はなしでござい

ます。２０年度は、管理職の範囲、措置要求、委員長の選挙等で４回あったということで、

あと、２１年度も管理職の範囲についての確認、これは３市の組織が変わりましたら、当

然、管理職の範囲について、公平委員会で定めるということになっておりますので、それ

に関する討議というか、協議でございます。 
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○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   公平委員会も立派に機能しているということで、質問を終わります。 

 

○熊田 司委員長   ここで暫時休憩をいたしたいと思います。 

  再開は１４時からといたします。 

 

（休憩 午後 １時４８分） 

 

（再開 午後 ２時００分） 

 

○熊田 司委員長   それでは、再開をいたします。 

  委員の皆様におきましては、できるだけ質問のほうも簡潔で質問いただけますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

  先ほどに続きまして、何か質問ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   努めて簡潔にやっております。 

  徴税費で、９９ページです。住民税支援対策県負担金、この内容について説明を求めま

す。 

 

○熊田 司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   県税の支援チームなんですけども、当市におきましては、初

めて受け入れしたのが平成１９年、２１、２２と連続で受け入れをしております。この役

割なんですけども、今、全国的に差し押さえを中心に、徴収事務が行われております。そ

れにはいろんな高度な知識が必要となっております。それと、差し押さえするに当たって、

今現在、預貯金が中心ですけども、過去は不動産が中心でございました。不動産はなかな

か公売が難しいということで、最近は預貯金を中心に差し押さえをしております。その預

貯金なんですけれども、ほかに給料の差し押さえ、あるいは生命保険を解約して、その部

分の差し押さえ、建更、火災保険を解約して、その部分を差し押さえするとか、いろんな

差し押さえの手段がございます。それは知識の積み上げも大事ですけども、実際、現場に

行って実施することが大切となっております。 

  それと、そのほか派遣もありまして、ネット公売を２３年から始めております。ことし

で、２３年に入りまして６件実施しております。Ｙａｈｏｏのネット公売は年間８回ある
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んですけども、今のところ毎回実施ということでございます。 

  それと、２２年度、捜索、実際現場に滞納者の家へ赴きまして、売れるもんがあれば持

って帰るということで、捜索を４件実施しております。 

  それと、２３年度の目標といたしましては、タイヤロックということで車にロックをか

けて、動産の差し押さえということで、それを実施したいと。それと、あと、２３年度の

目標といたしましては、公売、今までは不動産を抑えるだけだったんですけども、実際そ

れを差し押さえして、抵当権の入ってないもんを抑えまして、それを実際公売するという

ことを目指しております。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今の説明をお聞きしまして、大変御苦労の多いことだろうというふう

に想像いたします。 

  この預貯金を中心にというふうに、今変わっていると。それまでの間に、不動産につい

ても行っておったが、難しいというような説明であったかと思うんです。差し押さえにつ

いてですが、預貯金の差し押さえよりも、不動産のほうが難しいということであったんで

すが、これまで不動産ではどれぐらいの件数の差し押さえを通算でされてきましたか。 

 

○熊田 司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   不動産の通算は、各旧４町のときから不動産を中心にやって

おりまして、集計はしておりますが、その件数は今ちょっと持ち合わせておりません。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   なぜそれを聞いたかといいますと、不動産の差し押さえをした場合、

差し押さえをした以上、管理責任というのがつきまとってくるのではないかということを

思うんですけども、その点いかがでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   不動産を差し押さえした場合は、管理責任とかいうのはござ

いません。差し押さえを受ければ、その所有者、換価を自由にできないということは、制

限は加わりますけども、差し押さえした側は別に管理とかいうのはありません。 
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○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   例えば、工場であれば、風でスレートが飛んできて、何かが壊れたり、

あるいはけがをしたり、近隣に迷惑かかる、苦情かかるという場合、近隣の方からのクレ

ームをどう処理するかという問題ありませんか。 

 

○熊田 司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   差し押さえを受けても、その使用につきましては、所有者が

できるんで、その維持管理とかいうのは所有者の責任で行ってもらいます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   例えば、それが法人であれば、責任能力は失っているように思うんで

すけども、そういう場合でもないですか。 

 

○熊田 司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   それは法人・個人であろうと考え方は同じで、所有者はあく

までも差し押さえを受けても、その個人・法人でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしましたら、仮にそういう事例があった場合は、特定して、市が

もし差し押さえなりをした場合であっても、所有者なりがいなくなったりとかというケー

スもあるかと思うんですけども、そうした場合は、その所有者の関係者との関係なんです

けども、それをどんどんどんどんと調べていったときに、やはり差し押さえしているとい

うことでの一応の管理的な責任を代位するということはないと、そういう理解をしていい

わけですね。 

  権利者という、差し押さえするということは、結局、財産の権利を持つということにな

ると思いますので、代位をするということもあるのかなと思ったんですけども、そういう

ことはないんですね。 

 

○熊田 司委員長   市民生活部長。 
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○市民生活部長（入谷修司）   不動産の差し押さえしても、所有権はその所有権の登記

されている方にございます。もし、そこが倒産等をすれば、当然、管財人がそれにかわっ

て財産を管理するということでございますので、差し押さえの目的は、時効５年をとめる

こと、それと、状況によってはそれを競売にかけて、換価といいますが、お金にかえると

いうことが可能ということになってまいります。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   私、聞きたいなと思って、今、手を挙げたんですけど、また、総論的

な話になるんですけど。先ほど、私、コストについてのことをお聞きしましたけど、もう

ひとつこれはコントロールできるコストやと思うんですけど、補助金というのが、この中

にたくさん補助金、負担金が出てくるんです。これについて、決算ということは、いかに

コストダウンしたかというのと、コストが有効に使われているかどうか、あるいは事業を

通した場合、それが有効な成果を生んでいるかという、先ほどの離島航路の話ありました

けど、それについて補助金という、あるいはそれの見直しとか、そういったことは、決算

にふさわしいんかどうかわからないんですけど、全般的な、総論的な質問なんですけど、

補助金の見直しというのは、どんなふうな格好でされているんか、一般論で結構ですので、

ちょっとお答え願えたらと思います。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   補助金については、平成１８年度あるいは１９年度であった

かと思いますが、一度全般的に見直しをかけました。一部、補助金の削減をしたものもご

ざいますし、また、そうでなかったものもあったかと思いますが、一度実施をしておりま

す。その後は行政評価の中で、全部ではないんですけども、一部、その年度ごとに行政評

価の対象として、補助金についても実施をしてございます。 

  以上でございます。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   行政評価ということは、補助金に価するような成果を生んでいると。

市民に対して、そのプラスの分を生み出しているという、そんなことで見直しをされてい

るという、そういう解釈で、そういう場を生みながらやっているということで、そういう
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解釈でいいんですか。何かの場を踏んでいるわけですか。場というか、委員会とか審議会

とかということで。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   行政評価については、職員で構成しております評価委員会の

ほうで、１次評価はそれぞれの課のほうでやっていただくわけなんですけども、それを２

次評価ということで、その委員会のほうで効果を検証して、その結果を現課のほうに通知

をしておるというものでございます。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   終わりますが、やっぱりこれについても、コントロールできるコスト

だと私は思っています。だから、その辺は、きっちりと市民、３７億円という大きな額が、

内容的にはいろいろありますけど、積み重なって大きな額になっていますんで、ぜひこれ

はお金の使い方としては、きちっとした定期的な評価、検証をして見直していくというこ

とを、私は要望になってしまいましたけど、要望します。 

  終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   総務費の１１２ページですが、これの指定統計調査になるんでしょう

か、学校の基本調査というのをやっておると思うんですが、それらについて説明いただけ

ますか。 

 

○熊田 司委員長   学校基本調査のほうは教育費のほうに入ってくるのではないかなと

思われるんですが。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   私もそう思ったんですが、付属資料の５０ページに書いてあるんです

よ、統計調査費ということで。それで質問させてもらったんですけども。 

 

○熊田 司委員長   執行部、返答できますか。 
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○蛭子智彦委員   教育かなと思いながら、ここへ出てくるんですね。どういう性格のも

のかという説明をいただけたらと。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   私のほうの認識不足で、ここに学校基本調査が入ってい

るということを認識しておりませんでしたが、中身につきましては、すべての学校の児

童・生徒数、学級数、教職員の構成等でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは義務的なものなんでしょうか、それとも何かの目的を持ってと

いうことでやったものですか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   これにつきましては、国のほうで毎年行っている調査で

ございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この資料については公開されていますか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   公開をされています。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

   ② 民生費 

 

○熊田 司委員長   質疑がございませんので、次に、款３民生費、ページは１１４ペー
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ジから１６１ページまでの質疑を行います。 

  質疑ございませんか。ページ数は、１１４ページから１６１ページまでです。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   １５６ページの生活保護、付属資料の７８ページについて伺いたいと

思います。 

  まず、生活保護費なんですが、昨年もちょっと聞いたかと思うんですが、まず、順序と

して伺っていきたいのは、生活保護世帯数が、この資料によりますと、３月末で１９６世

帯ということなんですが、２１年度の３月の世帯数は、数は幾つでしたか。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   ２１年度３月末で１７９世帯、２２３人です。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   １年間で、この数字を見る限りにおいて、１７世帯、３月末でふえて

おるわけですね。新聞とか報道を見ておりますと、リーマンショック以来、日本の生活保

護世帯、特に若い世代で生活保護世帯がふえているというふうに聞いております。 

  特に、ことしの３月１１日の東日本大震災においては、特に、あの辺一帯においては、

若い世代の生活保護世帯がふえているとも聞くんですが、今、この南あわじ市の２２年度

３月末における１９６世帯の年齢別の分布状態というのはわかりますか。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   世帯でなしに、生活保護人員で申し上げます。２４８名中、

１０歳未満が１０人、１０代が１１人、２０代が１人、３０代が１２人、４０代が２３人、

５０代が４８人、６０代が７１人、７０代が４２人、８０代が２５人、９０代が５人とな

っています。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そこで、課長にお伺いしたいんですが、これらの方々の住居で市営住

宅を利用されておる世帯というか、人数はどれぐらいになりますか。 
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○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   これは世帯で申し上げます。市営住宅が２０世帯、県営住宅

が２世帯です。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それと、２２年度の２月、３月の表を見て、この点だけでお伺いした

いんですが、２００世帯が１９６世帯になっておるということなんですね。この４世帯が

減っているというのは、今後、生活保護をもらわなくても自立で生活できますよというこ

とで４世帯が減っているのか、あるいはほかの理由で減っているのか、この点はどうです

か。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   この４世帯が減っている分につきましては、死亡によるもの

です。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   となりますと、課長、生活保護の受給は結構ですと、私は来月から自

力で生活できますというような方は、この一覧表、１年間の数字を見ておりますと、多少

増減があるんですが、そういう世帯はゼロですか、実際何件かあったんですか。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   死亡のほかに、件数は今ちょっと覚えてないんですけども、

転出もありました。それと、収入が生活保護費の最低の生活費よりも上がってきたという

ことで、生活保護が廃止になった方もいます。そして、２３年度の４月から２世帯の方が、

このたび市の緊急雇用でやっと雇用されて、それも廃止になっております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   私が言いたいのは、高齢世帯で、７０代、８０代、９０代の世帯の生

活保護世帯が、なかなかこの生活保護世帯を辞退するというようになることはなかなか難
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しいと思うんですが、若い世代の方で、一時的に生活保護を受給すると。ただし、何カ月

後、何年かには生活保護を辞退して、自立でやっていけるというようなことの数字が出て

きてくれたら好ましいというふうに思うんですね。 

  市営住宅の入居者も、今、聞きますと、何件かあるということなんで、市営住宅と生活

保護者の関係については、ここで質疑をすることもないと思うんで、また、これは委員会

のほうでも聞きますが、こういう数字になっておるということですね。これは、また委員

会のほうで質疑させてもらいますので、これはこれで結構です。 

 

○熊田 司委員長   それでは、ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   らん・らんバスの助成事業ということであると思います。これは高齢

者、障害者、それぞれの利用人数、延べ人数というのが、３カ月間ということで出ておる

わけですが、全体利用者に対して、どれぐらいのものになっているんでしょうか。これは

民生費で１１９ページですか。 

 

○熊田 司委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   全体で５万５,０００人ほどが２２年度でございますが、

利用していただいておりまして、そのうち無料化分が７,９７９人、約８,０００人。ただ

し、始まったのが１月からでございますので、１・２・３月分でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そしたら、１・２・３カ月分ということで考えた場合は、どれぐらい

の割合になるんですかね。 

 

○熊田 司委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   すぐに計算しますので、少々お待ちください。 

  ８割る５５ですので、１割強ぐらいかなと思います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   年間の利用者は５万人と言ってました。５万人で、これは１年間、１
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２カ月分ですね。１カ月がということは、４,０００人ぐらいと。８,０００人というのが、

３カ月で８,０００人ということであると、１カ月が、どうなりますか。今のはちょっと

数字が違うように思うんですけども。 

 

○熊田 司委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   今、２２年度の分で申し上げました。数字がわかりやす

いのは、ことしの４月からそれぞれ数字を持っておりますので、例えば、この４月ですと、

５台のバスに５,８２７名の利用がございました。そのうち高齢者と障害をお持ちの方が

３,３３７人御利用いただいたということで５割以上の方、一番最近の資料で、７月です

と５,７２９名、うち無料化の方が３,３２６名ということで、５割以上の利用が無料化と

いうふうになっております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   当然と言えば当然というのか、やはり交通弱者、半分以上ということ

で、１０％ということではなくて、５割ぐらいの利用であるということであるということ

がわかりました。 

  いろいろ交通費の助成とか、障害者に対してのいろいろな外出支援の事業とかあるわけ

ですけれども、やはり高齢者、障害者を中心に置いたコミュニティバスの体系というのが

一番大事であると。加えて、高校生なりの通学助成というようなことが大きな役割になる

というようなことがよくわかったと思いますので、今後のいろんな再編も含めてですけれ

ども、こういうことを考慮して考えていただければなというふうに思います。 

  終わっときます。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   済みませんが、関連でお願いいたします。 

  非常に市民の方からも、私、最初言われたんですけど、ありがたいなということで、評

判がいいそうでございます、らん・らんバスの件でね。 

  あと、お聞きをしたいのは、７５歳から無料ということで、障害者手帳等もそうなんで

しょうけど、７５歳の誕生日を迎えた人は何か案内をもらえるとか、バスの運転手がその

場で生年月日を確認するとか、そういうやり方ですか。これから７５歳になる人にはどん

な通知をされてますか。 
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○熊田 司委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   このらん・らんバスの地図でございますが、これには７

５歳以上の方につきましては、後期高齢者医療の被保険者証を、それから、障害者の方に

つきましては障害者手帳の提示をお願いしますというような広報をさせてもらっておりま

す。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   わかりました。 

  あと、これは愚問かどうかわかりませんけども、民生費で１４０万円上がって、これが

市長公室の収入になって、市から市にお金が動いているだけに見えるんですけど、こうい

う会計手法は普通なんですか。無料なら無料でええんかなと思ったりするんですけど。 

 

○熊田 司委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   役所同士のお金の行き来ではないかというような御指摘

でございますが、当然、らん・らんバス、コミュニティバスについては、足の確保が困難

な方に御利用いただくということで、重要な、まちにとっては政策と。一方、この１月か

ら実施をさせていただいております無料化につきましては、福祉施策というような位置づ

けでございますので、会計的には当然別々が妥当ではないかというように思っております。

ちなみに、ことしに入りまして、７月までですと、４６１万円余りの運賃収入でございま

すが、そのうちの２３２万円が福祉課から市長公室のほうに納入されておるというような

現状でございます。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   財政課の方にも聞きたいんですけど、結局、らん・らんバスの運

賃収入、これ１,０００万円ぐらい上がっていますよね。それは一般会計に入るいうこと

でいいんですね。 

 

○熊田 司委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   総計予算の主義からいっても問題ないかなというふうには

思っております。 
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○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   １２７ページ、付属資料が５６ページ、南あわじ市シルバー人材セン

ター補助金９２５万円が計上されておりますが、シルバー人材センターの登録者は、大体

６００人弱ということであるんですが、就労状況をつかんでおられますか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   この就業状況としては、会員さんとしてなっておられる

方は、それぞれ就業されている方ということで会員登録されております。したがって、仕

事をされてない方については会員登録されていないというふうに、シルバー人材センター

からは聞いております。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   手続的には、シルバー人材センターに登録して、人材センターから就

労の依頼があるというように聞いておるんですが、以前、２年ほど前だったか、シルバー

人材センターの総会に出席させていただいて、そのとき５８０人か５９０人、６００人弱

の会員さんの中で登録はさせていただいておるのですが、仕事が少ないと、ないというよ

うな、６００人もおればなかなか、みんな均等に仕事がないというようなことを聞いてお

るんですが、その背景にあるのは、やっぱり就労割合、比率だと思うけど、登録された方

が就労の依頼にこたえるというような形であると思うんですが、その状況。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   登録されたら会費も要るということで、仕事のある人が

登録されているというふうに聞いております。状況ですけれども、シルバー人材センター

の平成２２年度の実績ということで、契約金額で言いますと、約４億円の契約金額がござ

いました。これ、平成２２年４月から２３年３月までの数字でございます。 

  件数といたしましては、延べ人員で言いますと、約６万５,０００日・人というふうな

ことになっております。受託件数としましては約４,２００件余りでございます。 

  以上でございます。 
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○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   もちろん市のほうもシルバー人材センターに依頼して仕事をしていた

だいている部分があると思うんですが、民間と市のほうの比率がわかりましたら。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   公共事業ということと民間事業ということで区分けをし

ております。公共事業については、ほとんどが南あわじ市からの受注と聞いておりますが、

その割合ですけれども、金額で言いますと、公共事業が１億７００万円、民間事業が２億

９,３００万円となっております。ですから、２５％ぐらいが公共事業が占めているとい

う状況でございます。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   もう１点だけ聞かせてほしいけど、この前、旧町のエリア単位で就労

の機会が多い少ないがあるように聞くんですが、そういう傾向があるんですか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   今、シルバー人材センターからいただいている資料は、

市全体の資料しか持っておりません。旧町別の資料については手元にございませんので、

一度シルバー人材センターに聞いてみます。もしあれば、また報告させていただきたいと

思います。 

 

○楠 和廣委員   よろしくお願いします。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １２３ページ、民生費の扶助費、障害者日常生活用具の給付なんです

けれども、これの財源の内訳どうなっていますか。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 
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○福祉課長（鍵山淳子）   日常生活用具ですけども、国が２分の１、県が４分の１、市

が４分の１となっています。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   日常生活用具については、それぞれの給付をする対象の用具、これは

どのような手続というか、何に支給をするかというのはどこで決められていますか、その

金額と。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   国が示された品目でもあるんですけども、市の要綱で日常生

活用具の給付事業ということで示されております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そしたら、この内容、例えば、障害者の日常生活用具であれば、２５

９件の１,１４７万３,０００円というのが、これは２１年決算になっておるようですけれ

ども、大体主なものはどんなもの、一番よく出ているのは３品目ぐらいで、どんなものが

出ていますか。よく出ているものはどんなものがあるかということですね。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   主に出ていますのが、蓄便袋、蓄尿袋ということになってい

ます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   例えば、視力障害者の方は結構数が少ないかなと思うんですけれども、

そういうものも含めて、いろいろ障害者の方の要望等、現実にされているものとのギャッ

プというのもあろうかと思うんですけれども、そういった話はございましたか。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 
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○福祉課長（鍵山淳子）   要望とギャップ。 

 

○蛭子智彦委員   実際にやれるものと要望とのギャップですね。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   視覚障害の中ですね。 

 

○蛭子智彦委員   視覚障害を含めて。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   今のところは、そんなには聞いてはないんですけども、日常

生活用具については、重度の障害の方に給付していますけども、これが日常生活用具とい

うのが、まだ浸透してないのかなというような気がします。 

  例えば、聴覚障害者の方であれば、通信装置とか、そういうのもありますし、件数も特

殊なものですので、本当に１０件以内とか、数件しか上がってはきてません。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   一般質問でも出てましたように、視力障害者の方であればＳＰコード

の読み上げ装置であるとか、こういったものも以前から給付対象にはなっているけれども、

知らない方が多いと、あるいは実際に他市町村では、そういうものを実践されているもの

で、例えば、これも以前言いましたけども、音声告知タイプの血圧計とか、いろいろある

と。そういう範囲については、市の裁量が結構あるというお話であったかと思うんですけ

れども、対象金額や対象品目やというのは、市でもある程度裁量があるというふうに理解

していいんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   地域生活支援事業と申しますのが、市の裁量でということに

なってます。日常生活用具は地域生活支援事業の中にありますので、市の裁量とは言える

んですけども、淡路３市で連絡会を持っていますので、その中で、どれを入れるとか追加

するとか、耐用年数を上げるとかについては協議はしております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   さまざまな器具というのは進歩もしておると思いますので、そういう

ものもとらまえて、日常生活用具の範囲を市の裁量の中で、いろいろ検討いただければな
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というふうに思っております。 

  今後もいろいろな技術の革新というのがあると思いますので、そういった面には着目も

していただいて、努力をしていただきたいなというようなことを思っております。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   １４４ページから保育所費について、お尋ねいたします。資料のほう

は７０ページからでございます。 

  今の南あわじ市の保育所の正規職員、人件費なんですけども、４億８,３００万と、嘱

託・臨時職員が２億５,４００万云々とあるんですけども、この人数の正規職員と嘱託・

臨時職員の人数の内訳を改めてお教えいただきたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   正規職員ですけども７１名で、嘱託及び臨時職員が１１０名

となっております。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   正規職員が７１名、嘱託・臨時職員が１１０名ということでございま

して、南あわじ市が発足依頼、正規職員というのはふえてないんですよね。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   正規職員については、ふえてはおりません。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   正規職員がずっとそのままで、その分、嘱託・臨時職員がふえていっ

ていると、過去合併以降ですね。一方、資料にも書かれているように、南あわじ市は保育

所行政に非常に力を入れていただいて、通常保育のほかに下記のサービスを実施している

というふうに書かれております。一時保育サービスであるとか、延長保育サービス、また、

障害児を積極的に受け入れ、保育を実施した云々と、非常にサービスが向上してきている

というふうに我々は認識しているんですけども、一方、こういうふうにサービスがふえて
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くると職員の負担もふえてくると。また、業務内容も障害者を積極的に受け入れたとか、

非常に低年齢の子供を受け入れるということで、業務の質も複雑になってきているという

ように思われます。 

  一方、私も、数日前に保育所の保育士さんたち数名の方とお話したんですけども、非常

に皆さん頑張っていらっしゃるんやけど、状況どうですかというようなことをお聞きした

ら、ある保育所では、子供がふえてくるという中で、部屋が足らんようになっとる。従来

の休憩室が保育室になっているんやというようなこともおっしゃっていましたけども、そ

の辺、課長はどういう現場に対する認識をお持ちでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   休憩室を使用して、２３年度におきましては休憩室は使用し

てはおりません。１つの保育所では、昨年、ちょっと休憩室を利用して、職員の休憩につ

きましては、事務室の一部でということではしておりました。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   私、１０日ほど前に、その話お聞きしたんですけどね、これは、課長、

昨年のことやと課長がおっしゃるんだったら、そのとおりやと思うんですけど、私は、現

在というふうなこともお聞きしたんで質問したわけでございますが。なかなか子供を預か

っている保育所、あるいは学校なんかも、子供のハイバックには親がおるわけです、保護

者が。保護者の声というのは、保育所でもそうだし、学校でもそうだし、なかなか正確に

把握しにくい、子供たちとうまいことかかわっていると思っていても、保護者のほうでは

非常に不満があったり、実態があります。 

  私も、市内に同世代のおじいちゃん、おばあちゃんの世代なんですけども、保育所へ送

っていっている保護者がおります。じいちゃん、ばあちゃん世代ですけどね。話聞いたら、

やっぱり不満が出ているんですよ。子供を連れていったら先生がその前におるのに、顔も

上げないで、あいさつもしてくれないと、非常に寂しい思いがするようなことから始まっ

て。 

 

○熊田 司委員長   済みません。もう少しまとめてお願いいたします。 

 

○森上祐治委員   こういう忙しなってくると、先生方も保育士さんも非常に多忙になっ

てくると。その辺の保育士の多忙感に対する認識はどのように受けとめますか。 
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○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   保育所も、先ほどおっしゃられたように、いろんなサービス

も行っており、低年齢化もしております。保育士のほうも研修も随分重ねております。大

勢の子供さんの保護者を相手にいたしますので、そういう場合が、ひょっとしたら不愉快

な思いをさせているのかもしれませんけども、こちらとしましては、そういう声が聞こえ

たら、すぐに所長なりに連絡をして、職員会議とかで話をしてもらっているようにはして

おります。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   今、課長が保育士さんたちの質の向上のために研修も鋭意行っている

と。この７１ページの資料の中にも書かれておりました。保育士職員の専門性と質の向上

を上げる研修を実施したと。私は常々、ちょっと不思議に思うんですけどね、保育所の子

供たちをのぞいたら、あれだけ忙しい、子供がいる中で、研修というのはどんな形でやっ

とるのかなと、私、常々関心というか、興味があるんですけども、課長は保育所の現場に

お勤めになったことございませんから、もうひとつわからんかもわからんけども、所長と

かに聞いて、保育行政の中で職員の研修はどのように実施されておるのか、予算も非常に

少ない感じがするんですが、お答え願います。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   月曜から土曜日まで子供たちを預かっておりますので、預か

っている時間の間については、保育に支障のない限りでしか出ていくことはできませんけ

ども、土曜日の午後からとかに研修はしております。兵庫県の保育協会の研修会、淡路地

区の保育協会、南あわじ市の保育協会、それと市の独自で研修も予算をとってしておると

ころです。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   特に、今、子供たちのニーズも多様化していると、親のニーズも多様

化しているというのも言われますので、保育士さんたちの研修も非常に大事な課題だと思

いますので、今後ともくれぐれもよろしくお願いしたいと思います。 

  終わります。 
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○熊田 司委員長   それでは、ここで暫時休憩をしたいと思います。 

  再開は１５時とさせていただきます。 

 

（休憩 午後 ２時５１分） 

 

（再開 午後 ３時００分） 

 

○熊田 司委員長   それでは再開をいたします。 

  総務課長より訂正の申し出がありましたので、これを許可いたします。 

  総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   先ほど、総務費のところで、森上委員から、公平委員会の件

で御質問ございまして、私、県では人事委員会とかいう名前を出しましたけども、人事委

員会は、申しわけございません、別組織でございまして、ちょっと言いたかったのは県と

か大きな市は単独設置をしているということで、公平委員会については地方自治法とか地

方公務員法により定められました職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に関する不

利益処分を審査して、並びにこれについて必要な措置を講ずるということを目的として設

置された行政委員会でございます。淡路３市で共同設置ということを申し上げましたが、

正確には、淡路３市と、あと淡路の一部事務組合、６事務組合がございます。３市と６事

務組合の共同設置ということでございます。 

  以上、訂正させていただきます。ありがとうございました。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   よくわかりました。 

  先ほどの質問で、保育士の研修について鋭意努力をお願いしたいということで、委員長

が早くまとめと言われて、大切な質問、１点だけ忘れておりました。職員の研修について、

正規職員と臨時職員の扱いの差ということなんですが、先ほど、課長が土曜日の昼から

云々とかおっしゃってましたけども、私が聞いている限り、事実かどうか知らんですが、

正規職員の場合は土曜日の昼からなんかというときは、ちゃんと勤務時間に入って、給料

も出るし、旅費も出ると。ところが、臨時職員の場合は、その辺は賃金も出ないし、旅費

も出ないと。その辺が研修に向かう姿勢も意欲も違うというようなことは聞いたんですが、

それは事実なんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 
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○福祉課長（鍵山淳子）   そういった事実はございません。正規職員も嘱託職員も、土

曜日とかであれば、振りかえ休日、振りかえで範囲で２時間とかであれば時間外というふ

うに出しております。嘱託も正規も何ら変わってはおりません。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   一応、今の課長の答弁を受けとめさせていただいて、質問を終わりま

す。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ちょっと緊急通報システムで、１２５ページで、このあれは５７ペー

ジやけど、この対象者１８４名ということで、在宅ひとり暮らしの高齢者等となっている

けど、「等」というこの「等」は、独居老人、ひとり以外の宅にも設置はできるのですか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   世帯の状況によって、ひとり暮らしでなくても、その必

要性があると認められれば設置をしております。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私、これはすばらしいシステムや思っとる。もうシステムができとる。

かといって、これ見よったら、あんまり利用がされてないような認識を持つわけですわね。

市内のどこまで啓蒙というか、啓発ができとるのかなというような思いがあるけど、こう

いうシステムができておるもんやさかい、もうあえて、こない大きな事業いうか、金要ら

んさかい、もっともっと普及してあげて、お年寄りのひとり住まい、高齢者だけの世帯に

対して、こういう利用をもっともっと容易にしてあげるような啓蒙していただいておるの

ですか、これは。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   民生委員さんとかに、こういう制度がありますというふ
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うな説明はさせていただいております。また、広報等でも、年に１回ぐらいはこういう制

度があるということを掲載したりもしております。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私の記憶だと、南あわじ市でも、マックスいうか、多いときやったら

２６０人から２８０人ぐらい利用されておったようなケースがあると思うんやな。これが

減少傾向にあるということは、やはりお年寄りの方は行政に迷惑かけてはいかん、隣近所

の人に迷惑かけてはいかんというような思いがあって、あえてそういうのを申請せんもん

か。かといって、お年寄り、ひとり住まいの方にとっては、いざというときに胸のペンダ

ントをぽんと押すだけで、それなりのさまざまな行政が駆けつけてきてくれた上での不安

解消というか、地域のつながりが希薄になってきとうけど、そのペンダントを通じてやれ

るのよ。ここらを、課長、わしはずっと高齢化率が進んできよるにもかかわらず、利用者、

これは日本人の美徳というか、あんまり人様に迷惑かけたらいかんという、これはすばら

しいそういう認識のもと、減りよるのだったら構まわんけど、行政のほうが、あえてそう

いう市民に啓発をせんと減少しよるのやったら、私はけしからんと思うんやけど、この辺

は課長の思いとして、実際、私としては高齢化率がどんどんどんどん行きよる、独居世帯

がふえてきよる、そんな中であって、こんだけええシステムを何で減少傾向にあるのかと

いうのが、私は１つの疑問を持つけど、その辺、課長の認識はどういう認識ですか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   まず、今現在設置している件数ですけれども、平成２０

年度末が１６１件、２１年度末が１７６件、そして２２年度末が１８４件でございました。

消防のほうがつかんでいる数字と若干乖離がございます。といいますのは、過去に亡くな

った方とかの名簿がきちんと整理されてなかったという経緯がありまして、今、実際に稼

働している数字、つまり設置している人との名簿照合を進めております。実際に稼働して

おる人数としては、年々ふえているという状況でございます。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   こら、課長、どうも済みません。私の認識の誤りやって、増加にある

ということはすばらしいことや。もっともっと、せっかくそのシステムあるのやさかい、

あんな機器、３万円か５万円かぐらいであるでしょう。それが１００人ふえようと２００

人ふえようと、もしシステム自身があるのやさかい、そんなに大きな費用負担要れへんさ
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かい、もっともっと民生委員の方々に、ほんまに利用を遠慮なく、今の日本人は自分の権

利を主張するけど、この辺の年代の方は、やはり日本人のそういうようなすばらしい道徳

というか、そういう意識を持っとるさかい、ほんまに人様に迷惑かけたらいかんので、あ

えてあんまり申請ようせえへんのかなと思う。そやけど、その辺は、こういうのが行政サ

ービスであるので、どうぞ言うて、ほんまひとりで不安やったら、つけたってよと言うぐ

らい、民生委員の方にもっとこれ周知徹底してやっていただきたいという思いがあるので、

課長、どうですか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   啓発に努めたいと思っております。 

 

○谷口博文委員   ありがとうございます。終わります。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   １５７ページの新婚世帯家賃補助金ですけども、後でまた市長に

もお聞きをしたいんで、ちょっと聞いといてほしいんですけども。まず、これ、事業始ま

って何年目になりますかね。 

 

○熊田 司委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（福原敬二）   この事業につきましては、１９年度、少子対策課できた

時点から始まっております。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   付属資料で７４ページで、新婚のどちらも市内、片方が市内、ど

ちらも市外とあるんですけど、１９年から始まっとるということなんで、大体３年間予想

されるということで、大体こういう金額が毎年出てくるんかな。最初はもっと金額少なか

ったんですけど、どんどんウナギ登りみたいに、２,０００万円近くになってきて、ちょ

っと心配をしてたんですけども、この金額は毎年安定していくという考え方でいいですか。 

 

○熊田 司委員長   少子対策課長。 
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○少子対策課長（福原敬二）   済みません。名前言うの忘れてました。少子対策課の福

原です。よろしくお願いいたします。 

  １９年度当初ですね、申し込みのほうが、年度当初でしたので４１件、それから、２０

年度に６３件、これ新規のみの申し込みになります。継続は当然ありますので、また数が

変わってきますが、２１年度は新規５５件、２２年度、昨年度は大変多くて９３件の申し

込みがありました。あと、当然その中で転出、それから、いろんな事情によりまして件数

は減ってきておりまして、ことしの現在の段階では１８５件ぐらいになってきております。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   ということは、多分、来年の決算、再来年の決算には２,０００

万円ぐらいいくんかなというような予測を勝手にしてます。市長に、また確認をしときた

いんですけども、新婚世帯を補助していくということで、すばらしいと思うんですよね。

でも一方で、どちらも市内にもともと住んでて、家を賃貸に入るのに、年間、最高で１２

万円ということで、それはそれでいいんですけども、考え方によっては、核家族化を進め

ているような意味合いもあると思うんですけども、いっそのこと、定住促進じゃなくて、

新婚世帯の支援ですというように言ってもらったほうが、こういう政策も受けとめやすい

んかなというふうに感じてるんですけども、最初、この政策を考えたときの市長の思いと

いうのは、市外から新婚さんが来てくれたらええなというような思いもあったと思うし、

どちらも市外、片方が市外、でも半分来てますから、それはそれで市長の思いも達成でき

ているのかなと思いますけども、現状、市長、この政策についてどんな思いですか。 

 

○熊田 司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   先ほど課長から説明があったとおり、年々ふえてきております。

当初は、今、委員さん言われたように、外からの人もそういう施策で新婚世帯が入ってい

ってくれると。また、逆に言えば、こういう施策がなかったら、南あわじ市の２人が、洲

本なり、またほかのとこに行く可能性があるわけで、そういう部分での１つの歯どめと、

また、逆にこの資料を見ていただいてもわかるとおり、２人ともが外からという人も結構、

２２件ということでございますので、やはりそういう面では、私は効果がどこまで期待し

ていたかは別にして、今の時代、若い人が短期間、結婚したら、ほとんどの人はどっかで

子供ができるまで別居するというような流れと言ったらおかしいですが、これは時代の流

れ、背景でございますので、いたし方ないと思いますが、やはり市内にその人たちがおっ

てくれることが、また実家とのつながりも深まるし、そういうことを考えれば、プラスア

ルファの要因があるんかなと思います。 
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  ただ、これからいろいろと財政的な問題もあります。しかし、実をとるか、そういう一

方、経済的な問題を少しでも軽くするためには、こういう制度をいつまでも続けるべきか

というとこもあるんですが、まだ当面は、この施策は続けたいなというふうには思ってお

ります。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   僕も悩ましいとこなんですよね、これは。３世帯同居も含めて、

３世帯同居をなくすようなことにはなってはいかんと思うんで、そういう思いがあって質

問をしているので。 

 

○熊田 司委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（福原敬二）   質問の関連なんですけども、お答えなんですけども、実

は資格喪失者というのが７８件ほど出てきています。それの後、資格喪失というのは、例

えば、転居を市内でしていく、そういう方々がいっしゃるわけなんですけども、７８件中

３５件が、例えば実家であったり、違う物件に変わっていったというのが３５件あります。

それから、同一物件にずっと入っている方が３０件、島外に出ていった方が８件と、市外

へ出ていった方が８件ということで、この数字からいきますと、約８０％以上の方がその

まま市内に残っているという部分が数字として、３年なりの期間終了しても出てきており

ますので、まずは効果的にはあるのかな。最低３年以上は残っていただいているのかなと

いうふうな感じでは考えております。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   決して政策を批判しているわけではございません。ただ、金額が

どこまでいくのかなという心配もしてたので、確認をさせていただいたまでです。 

  終わります。 

 

○熊田 司委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   ちょっと関連してお聞きしたいんですけども、以前に新婚世帯の家賃

補助で、これが原則、結婚して１年以内に申請しないと補助が受けられないというふうな

ことで、これを３年間という補助の期間があるんで、それをやはり結婚してから３年間、

２年目に申請した人は２年間、３年目に申請した人は１年間というふうに考えられないの
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かというふうな質問をしたと思うんですけれども、そのあたり、どういうふうな検討をさ

れたのか、お聞きします。 

 

○熊田 司委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（福原敬二）   今年４月に要綱のほうを改定させていただきまして、委

員おっしゃるように、４年間の猶予期間をつくっております。申請の延期によりまして、

申し込まれた方、要するに１年以上経過して申し込まれた方が、現時点で、２１件中、実

は１１件、本当に新婚が１０件しかないという、ことしは、新婚世帯の本当の新婚世帯と

いうのは民間のアパートの借り上げが少なくなっているのかなというような気はしており

ます。 

  先ほど言いましたように、１１件につきましては、これ以上伸びしろがないと言ったら

とおかしいんですけども、今年度初めてですので、そういう形で出てきているのかな。あ

と、若干移動してくる、帰ってくる、そういう方々が伸びてくるのかなということでは考

えておりますけども、現在１１件来ております。 

 

○熊田 司委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   早速検討していただいて、対応していただいたということで、ありが

たいと思っております。 

  質問を終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   １２９ページの繰出金のところで、後期高齢者医療についての繰り出

しが書いてありますが、私は常々言っておるんですが、後期高齢者医療は、本人負担が１

割、掛金が１割、残り８割の５０％が国、その８割の５０％が国保あるいは組合保険から

の繰出金であるというふうに理解しておるんですが、これを見ておりますと、後期高齢者

医療特別会計療養給付費繰出金５億８,０００万円というのがわかるんですが、その他の

繰出金において、これらの金額を広域連合に繰り出しておるわけですが、ここに書いてあ

るものすべてが国保会計からの、まず繰り出しなんですか。それをお聞きしたいんです。 

 

○熊田 司委員長   保険課長。 
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○保険課長（川本眞須美）   保険課、川本でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  この後期高齢者医療特別会計療養給付費繰出金と申しますのは、南あわじ市の療養給付

費の１２分の１を一般会計のほうから繰り出しております。 

  その次に、後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金と申しますのは、県費で４分の

３、市で４分の１を繰り出しております。 

  後期高齢者医療特別会計広域連合事務負担金繰出金と申しますのは、広域連合全体の経

費１０億８,８００万円ほどございますが、その分を各市町で均等割１０％、人口割４

５％、高齢者人口割４５％で繰り出しております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、課長の説明受けましたけど、私の知りたいのは、後期高齢者医療

に対して国保会計からどんだけ繰り出しておる、一般会計からどんだけ繰り出しておると

いうように言ってもらえたらわかりやすいんですがね、それちょっとトータル的に、トー

タル何ぼ、そのうちこうこう色分け何ぼと、そういうような説明いただけますか。４分の

１や１０分の１や言われても、わかりにくいんで。 

  あしたでも結構ですよ、永遠とやってますんで。 

 

○熊田 司委員長   あしたでよろしいですか。 

 

○印部久信委員   はい、結構です。 

 

○熊田 司委員長   では、あすの朝一番で。 

  印部委員、ほかに質問ございませんか。 

 

○印部久信委員   あしたやります。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   付属資料に基づいてお尋ねをいたします。７８ページのその他経費で、

過年度生活保護費国庫負担金返納金というのが８７１万３,０００円が計上されておりま

すが、これ、どういう性格のもんか、ひとつ説明していただきたいのと、これ恐らく、国

庫支出金補助事業は、やはり国庫なり県なりの支援を得て事業を展開しておると思うんで

すが、生活保護費国庫負担金返納金の性格上の説明していただきたいと思います。 
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○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   過年度生活保護費国庫負担金の返納金ですけども、これは２

１年度の国庫負担金が多過ぎたということで返納金に上がっています。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   多過ぎたということの説明ですが、それに関連したことでありますが、

いろいろの事業をする上で、民生費なら民生費、また衛生なら衛生で、国・県なりの援助

を得て事業を展開しておるんですが、そしたら、この２２年度の不用額が、民生で１億３

００万円出ておるんですが、不用金額の性格は市独自の財源という解釈でよろしいんです

か。国・県の補助のお金も入っておると思うんですが、そこらの見解を聞かせていただき

たいと思います。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   決算で、民生費におきまして、１億３００万円余りの歳出の

ほうで不用額が生じておりますが、これについては純然たる一般財源だけの不用とは限り

ません。国庫支出金、それから県支出金、特定財源が伴うものもございますので、その分

が幾らあるかというのは、ちょっと民生費の中で分析しないとわからないんですけども、

仮に２,０００万円、その特定財源があれば、一般財源は８,０００万円というようなこと

になります。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   恥ずかしい単純な質問やけど、年々４億円前後、不用額が出ておるん

ですが、この中で、やはり国なり県なりの支援、補助を受けた財源が含まれておるという

解釈でよろしいんですか。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   おっしゃるとおりでございます。歳出の不用額の総額で３億

７,０００万円程度ございます。その中には、先ほど言いましたように、国・県の補助金、
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負担金が伴うものもございます。歳入のほうで見ますと、国・県のほうで予算額より４,

０００万円ぐらい減っておりますので、その分を差し引きした額が一般財源の余った額、

不用額というふうな計算になろうかと思います。 

 

○熊田 司委員長   それでは、ほかに民生費につきまして。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   単純なことをお聞きします。障害者福祉で、きらら、ウインズの使用

料及び賃借料ですか、１２１ページ、これは面積が幾らぐらいで、借上料は幾らになるん

でしょうか。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   使用料の分でよろしいですか。 

 

○登里伸一委員   借上料。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   使用料の分につきましては、浦壁公会堂で駐車場としてお借

りしているところでございます。６区画借りているところです。 

 

○登里伸一委員   わかりました。また、面積と単価当たりのとこをお聞きますので、あ

すでも結構です。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   １区画２,５００円ということでお借りしてます。車１台置

ける１区画ということで、平米数は、今のところ、資料はないんですけども、土地の借り

上げのほうですかね、ウインズの。 

  施設ですか。済みません。施設の借上料ですけども、これはウインズの敷地をお借りし

ているところです。１,０６７.２４平米を借りているところです。 

 

○熊田 司委員長   もう一度、登里委員のほうから質問の内容をお願いいたします。 

 

○登里伸一委員   わかりました。あの辺は、農村地帯のところなもんですから、面積当

たり、単価当たりの農産物をつくった場合、米とタマネギですが、それぐらいの借上料が
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出ておるのかというものを知りたかったんです。１,６００平米あるの。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   土地のほうのウインズの敷地の分については、先ほど申しま

したように、１,０６７.２４平米でございますが、坪当たり、平米当たり６９７円という

ことになっております。 

 

○熊田 司委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   次に、老人福祉センター費の７節の賃金で、臨時職員の賃金が出てま

すが、これはどこで何名でしょうか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   湯の川荘で２名だったと思います。もう一度、詳細につ

いては確認いたします。 

 

○熊田 司委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   ２名ですと、臨時が年間２０４万円とか言ってましたから、大丈夫だ

と思います。 

  それと、先ほど同僚議員もおっしゃってましたが、新婚世帯家賃の件ですが、私自身、

島内の他の市の議員と話し合ったときに、南あわじ市では家賃まで補助してくれるぞと。

我々もそんなんしてもらわなぐあい悪いと言って、非常に突き上げられておると。という

ことは、非常に施策としていいなということだったと思っております。他市でもこういう

のを始めようとしておるんじゃないでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（福原敬二）   問い合わせは、何件か県下からもあります。赤穂だった

かな、のほうからも状態を聞かれたし、洲本のほうも聞かれてますけど、淡路市について

は昨年度から、当初申し込み２０件ほどだったと思うんですけど、そんなようなことを聞

いております。 
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○熊田 司委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   ということで、結局、他市もやらなあかんなと。ということは、恐ら

く金額的にも、みな平均して、これは私たちの市でもやめられなくなるでしょうから、先

ほどの話にもありましたが、頑張って続けたらいいんじゃないかということで、終わりま

す。 

 

○熊田 司委員長   ほかに民生費についての質疑はございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほどのきらら、ウインズの関係なんですが、１２１ページですね。

ここで業務委託ということで、幾つか訪問、入浴、それから生活支援委託、外出支援サー

ビス事業委託ということがあります。今回、きらら、ウインズの設管条例の変更というの

もあったわけですけれども、ここで就労移行支援という問題があったわけですが、これに

ついては委託料というのがないようなんですけれども、これは障害者自立支援の関係でい

くと、就労移行支援というのはどの部分に入ってくるのでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   決算書の中ででしょうか。就労移行支援は、障害者介護給付

費等の４億６,７０５万６,１７９円のところに扶助費として入っております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １２１ページに入るんですか。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   １２３ページの扶助費の障害者介護給付費等の中に就労移行

支援の分が入っております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員    そうしますと、この中で就労移行支援という部分を削除した場合は

どのようになるんでしょうか。 
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○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   ウインズの分との関連でしょうか。 

  この中には、ウインズの分だけでなしに、全部の事業所の就労移行支援の分が入ってお

りますので、就労移行支援を使っていたのは、昨年、利用者が１人であったということで

した。１人の方について、今、就労移行支援の分の単価を持ち合わせておりません。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   障害者の自立支援というのが、基本は、障害者の自立を応援すると。

年金ももらいながら就労もして、生活の糧を得ていく。これが究極の目標になるのかなと

いう思いをしているわけですが、就労移行支援というものが、利用人数は少ないというこ

とですけれども、実際には就労には至らなかったということになるんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   この１名については、ウインズも行きながらですけども、就

労には至ってはおります。ほかには、先ほど申しましたように、この方だけで、それで終

わったということです。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、就労の移行支援をサービスを受けたいと思った場合、

ウインズでは受けられないということになった場合、その方々はどんなふうに、今後なる

んでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   今、島内では新淡路病院とか、市外ではしておりますけども、

希望者がいれば、淡路島福祉会のほうでは、グループホームを円行寺のほうに今できて、

１０月から開設する予定となっております。そこのグループホームと喫茶とか、就労移行

支援、Ｂ型の事業をする予定ですけども、希望者があれば、そこで就労移行支援をすると

いうことを聞いております。 
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○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   Ｂ型というようなことですけども、せっかく施設もあり、職員もおり、

仲間もおるということであれば、やはり現状の中で受け入れ体制そのものを持っておくと

いうことが、何か障害になってくるんでしょうかね。もし障害にならなければ、そういう

部分も残しておいて、いつでも受け入れ体制があるほうがいいようにも思うわけですけれ

ども、その点、少し説明いただきたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   ウインズのほうでは、就労継続のＢ型では受け入れをしてお

ります。先ほど申しましたように、就労移行支援については１名だけでした。利用者がい

ないということで、利用者がいればということで、円行寺のほうで開設する場所で就労移

行支援をするということでは聞いてます。ウインズの中では就労移行支援のほうはしなく

なったということです。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   障害者自立支援の目標というのは、やはり就労に移行するということ

が大事だと思いますので、いろんな選択肢あるいはそういう場所、機会というものが多様

にあるほうがよいのではないかなというふうに思っております。そう思っておるというこ

とだけ申し上げて、終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   １３１ページ、臨時職員等共済費なんですけども、これはどこへ納め

るんですか。これは民生費だけに限れへんと思いますけども。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   社会保険庁でございます。 

 

○熊田 司委員長   北村委員。 
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○北村利夫委員   そして、これ、働き方によって、社会保険の労災、また雇用保険等あ

るわけなんですけども、これはどこでこういう線引きをされるんですか。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   これは先ほど委員がおっしゃった、全市的なことでございま

す。臨時職員に対する社会保険料につきましては、所定労働時間の４分の３以上の勤務、

１日６時間以上、または月１５日以上の勤務で、継続して２カ月以上雇用契約を結んでい

る者ということでございます。 

  あと、労災保険は、働いている臨時職員全員の方に掛けるものでございます。ただし、

事務職だと、賃金の１,０００分の３とか、水道事業でございましたら１,０００分の３.

５とか、清掃業務でありましたら、危険度が増すということで１,０００分の１３という

ような率でございます。 

  あと、雇用保険については、加入要件としましては週２０時間以上、これはかなり最近

雇用保険の加入要件が拡大されまして、平成２２年度だったかと思いますけども、週２０

時間以上の勤務で、１カ月以上の継続勤務の者というようなことになってございます。 

 

○熊田 司委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   職員の場合は共済組合で払うわけなんですけども、この保険、いわゆ

る共済金については社会保険庁に払うということなんですけども、同じ職員で、同じよう

に待遇して、物すごい待遇もよくなってきてるのに、何でその人たちだけ別の組織に入れ

るというふうにされたんですか。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   これは本市の事情というか、従来、臨職でも共済には入って

いけないというような決まりはないものでございますが、私どもの市のほうでは、残念な

がら正規職員は共済、臨時職員は社会保険で対応しているというような現状でございます。 

 

○北村利夫委員   終わっときます。 

 

○熊田 司委員長   ほかに民生費での質疑はございませんか。 

  蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   養護老人ホームに関連してたんですが、この養護老人ホームについて

は、付属資料では、例えば、五色園というようなことが書いてありますが、障害を持って

いる方の施設に対する措置というように理解していいんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   養護老人ホームの保護措置費の部分でしょうか。養護老

人ホームというのは、南あわじ市にはさくら苑という施設がございます。在宅での生活が

困難な低所得の人が入るというふうになっております。１２７ページで記載しております

３,５７９万３,０００円余りの金額については、市外の施設に南あわじ市が措置し、市外

の施設に入っている方の措置費ということです。 

  決算付属資料で申し上げますと、５６ページでございますが、中段４番に書いてござい

ます。市外の５施設にそれぞれ入所している人数を書いてございます。それぞれの施設へ

の措置費の金額が記載されておりませんでしたので、それについて少し申し上げたいと思

います。 

  五色園が１,６５１万１,０００円、香東園が２５万１,０００円、鳴愛荘が７７１万６,

０００円、由良荘が７８２万４,０００円、北淡荘が３４９万２,０００円、合計で３,５

７９万４,０００円でございます。 

  以上でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   五色園というのは五色にあると。香東園、鳴愛荘、鳴愛荘というのは

鳴門にある施設でしょうか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   さようでございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   香東園というのはどこにあるんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 
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○長寿福祉課長（小坂利夫）   香川県です。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   本来であれば、さくら苑というか、市内で暮らすという希望があろう

かと思うんですが、こうした市外に入所されるというには何か理由があるんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   まず、五色園、香東園については目の不自由の方を対象

とした施設になっております。あと、鳴愛荘、由良荘、北淡荘については、特にそういう

ようなものじゃないんですが、１人部屋があるというふうなことで、さくら苑は２人部屋

になっております。どうしても２人部屋になじめない方について、１人部屋を希望される

方もいらっしゃいます。 

  以上でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、さくら苑には入りたくないと、あるいは入れないとい

うことで市外に行ってるわけですか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   最初からさくら苑を希望しない方もいらっしゃいます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   私もいろいろお話を聞いてる中で、さくら苑が定員いっぱいというよ

うなお話もあったわけですけど、まだ、入所の余裕はあるんですか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   ６月１日現在ですが、９６名の方が入所しております。

定員１００名ですので、若干は余裕があるというところでございます。 
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○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、４名の方の余裕があるということです。由良荘、北淡

荘、鳴愛荘は１人部屋もあるけれども、さくら苑は１人部屋がないということですけれど

も、他人同士が相部屋で暮らすようなというのは、なかなかやはり今の時代というのは支

障もあるという部分もあるんかなというふうに思うんですけども、その点、どんなような

考えでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   相部屋と１人部屋、それぞれメリットはあるかと思いま

す。やはり話し相手が常におるというふうな相部屋のよさ、一方、プライバシーがなかな

か気になるというふうな方もおります。これは一概にどっちがええということは言いにく

いですが、ただ、養護老人ホームじゃなしに、特別養護老人ホームについては、最近、１

人部屋というふうな動きがございます。それらを考慮しますと、やはり１人部屋の需要は

あるんかなと思っておりますが、さくら苑について、どうするかということについては、

まだ考えておりません。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いろいろトラブルというのか、誤解というのか、物がなくなったとか、

少し仲がよくなくなると、その施設におれなくなるとか、人間のことですから、社会生活

をしておるということになると、いろんなことが起こるわけですけれども、そういうこと

の検討というのも、やはり個人のプライバシーの保護とか、いろいろ今の時代の流れの中

での対応というのも必要じゃないのかなというふうに思うんですけれども、大体養護老人

ホームというのは、全国的に複数部屋というのは普通多いんですか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   全国的な数字はつかんでおりません。ただ、淡路島内、

先ほど申し上げたように、北淡荘とかは１人部屋ですし、最近、新しくできたところにつ

いては１人部屋が多いように思います。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   １１９ページの福祉いきいき住宅補助金というのがあるんですが、こ

れはなかなか範囲が狭いというのか、補助金がかなりもう少しいろいろなものに使えれば

なというふうな声もあるんですけども、これの補助基準というのはどのようになっており

ますか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   補助基準については、対象者というよりも、設備の関係

で申し上げますと、段差解消、あと、手すりの設置、洋便座への取りかえ、引き戸への取

りかえ、浴槽の改修、床材の張りかえ、スロープの設置、あと、レバーの取りつけなどが

対象としてあります。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   所得制限とかいうのは特にないんですか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   対象者について申し上げます。まず、生活保護世帯、住

民税非課税世帯、住民税の均等割のみの世帯でして、あと、要介護認定を受けている者で

あったり、身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者というふうな条

件がございます。所得によって利用者負担が異なっておりまして、生活保護世帯について

は負担なし、その他の方については経費の１割を負担していただいております。事業費に

ついては１００万円まで、そのうち２０万円を介護保険等で対応しております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この実績はどうなっていますか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   平成２２年度は２件の実績でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   ここで言うところの不用額、当初予算に見たとき、当初はどの程度考

えておられたんですかね。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   もう少し件数を多く見積もっておりました。たしか６件

か７件ぐらいを見積もっておりました。平成２１年度が６件の実績でございました。それ

をもとに当初予算は編成をいたしました。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この介護器具とでもいうのですか、いろいろ展示会などを見に行くと、

本当に大小さまざまな、車いすで２階に上がれるような機械であるとか、こういうものも

あったり、それは相当金額が張ってくるというようなこともあったりするんですけども、

そういうことが１００万円までの間で、さっきの自己負担はどれぐらい要るということだ

ったんですかね。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   対象経費の１割が自己負担です。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   しかも、限度が１００万円までということですね。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   そうでございます。介護保険を受けている場合は、その

うち２０万円を介護保険で対応し、この事業では８０万円までを出しているということで

ございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは１回受けたら再び受けられないんですか。 
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○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   たしかそうだったと思いますが、もう一度確認はします。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   まだやってもいいですか。ほかのことでやってもいいですか。どない

しましょう。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質問される方があれば、先に優先したいと思いますが、ござ

いませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと飛びますが、１３７ページ、負担金で人権推進団体補助金６

０万円、人権研修参加負担金４６万９６０円となっております。この中身について説明い

ただけますでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   人権研修参加負担金につきましては、支払い先は南あわじ市

人権対策研究協議会でございます。こちらの協議会は、南あわじ市の連絡協議会、各種団

体及び南あわじ市で構成しております。２２年度におきましては、４５名参加いたしまし

て、姫路市で行われました人権啓発の研究集会に参加し、研修を受けてまいりました。研

修内容としては部落問題を初め多様化する人権問題の解決、促進を図るために、それらに

関する研究、協議及び交流を目的としております。 

  一方、人権推進団体補助金につきましては、南あわじ市連絡協議会のほうに支払ってお

ります。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   人権推進団体補助金のほうをもう一回説明いただけますか。 

 

○熊田 司委員長   市民課長。 
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○市民課長（塔下佳里）   南あわじ市連絡協議会に支払っております補助金でございま

す。南あわじ市連絡協議会は、部落の完全解放を図るために、解放運動の促進に関する連

絡、協議及び交流を目的として、市内にある部落解放同盟４支部で構成されている協議会

でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この活動状況については、毎年報告が上がっているかと思うんですけ

れども、南あわじ市連絡協議会というのは、どんなような活動をされているんでしょうか。

そしてまた、この補助金について、適正かどうかという判断はどこで検証されておられま

すか。 

 

○熊田 司委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   南あわじ市連絡協議会の活動状況といたしましては、南あわ

じ市の人権教育協議会、また、行政の関係者とともに同和行政への理解や取り組みの向上

を図るための研修を行っており、２２年度においては、先ほど出てきましたように、姫路

市で行われました人権啓発の研究集会全国大会に参加したり、また、解放同盟兵庫県連合

会との連携や各種勉強会を実施するとともに、各支部に状況に合わせた支部ごとの取り組

みを行っております。市の連絡協議会としましては、その連絡調整を図って、運営を支援

するとともに、同和問題の早期解決と人権啓発に取り組んでおります。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   中身を聞かせていただいておるわけなんですが、例えばですね、６０

万円補助金出してるということですね。例えば、性格が違うかもわからないんですけれど

も、さまざまな住民団体というのはあると思うんですよ。例えば、手をつなぐ親の会とか

いう会もあります。そこにも補助金を出していると思うんですが、例えば、そこの会だっ

たら、予算で年間活動費はこれぐらいで、市の補助金はこれぐらいでという割合があると

思うんですけどね。今の連絡協議会というのは、どんなような、例えば、会の運営をして

いるのか、活動状況はどうなのか、そういうことを教えてほしいし、ここでちょっと明ら

かにしてほしいと思っているわけですけれども。 

  あした、しましょうか。あしたで結構です。部長から答えてもらったら結構です。適切

な答えを。あした、また聞かせてもらったら。 
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○熊田 司委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（入谷修司）   活動内容につきましては、今、市民課長が申し上げたと

おりでございます。補助金につきましては、当然、正規の手続に基づいて、交付決定を打

って、実績を求めて、あと、内部監査ですが、監査もやって、きちっと運用されておりま

す。補助金としては妥当だと思います。今なお残る結婚差別を中心としたそういった差別

問題の早期解消に向け、団体ともに頑張っておるというところでございますので、何ら問

題はないかと思います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   だから、適切だと思われると。だから、その中身を示してくださいと。

さっき言いましたように、活動費、丸抱えなのか、一体自分たちはどれぐらい負担をして、

その活動をされているのか、そういったとこを聞きたいということなんですよ。言うとい

てください。どんどん言うといてもらったら結構です。 

 

○熊田 司委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   済みません。先ほどの補助金等の関係ですけども、支部の連

絡協議会の収支報告をいただきまして、その内容によりますと、決算規模は８４万４５６

円で、補助金６０万円のほかに会費１５万５,０００円、ほかに雑収入、繰越金等で運営

しております。 

  支出といたしましては、会議費が４万７,３００円、あと、事務費、備品購入等でござ

いますが、６９万９,８１０円となっております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それが適切かどうかということは、いろいろ意見の分かれるところだ

と思います。いろいろな団体への補助金というのもあるわけですけれども、例えば、そし

たら伺いますけれども、手をつなぐ親の会とかと比較してどうなんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   手をつなぐ育成会の収支という分ですか。手をつなぐ育成会
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のほうでは、収入合計が決算額では１１６万９１円あります。支出につきましては７６万

４,２６７円で、繰り越しに３９万５,８２４円を２３年度に繰り越しております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   手をつなぐ育成会のほうには、３２万円の助成金で、今、１１０万円

というような予算の規模であったかと思うんですけれども、それぐらいやったら非常に補

助金のみに依拠したような会であるというような印象があります。 

  恐らく構成員も親の会よりも多いんじゃないかなというふうに思うんですね。やはりこ

れが本当に適切な補助金の金額なのかということについては、もう一度検討してみる必要

があるというふうに指摘をしておきます。 

 

○熊田 司委員長   お諮りいたします。 

  審査の途中ですが、本日の審査はこれまでとし、次の審査はあす９月１３日、午前９時

より開催いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   御異議なしと認めます。 

  よって、本日の審査はこれで終了いたします。 

  本日はお疲れさまでした。 

 

（閉会 午後 ４時 ５分） 
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決 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２３年 ９月１３日 

                           午前 ９時００分 開会 

                           午後 ４時０３分 閉会 

                     場 所   南 あ わ じ 市 議 会 議 場 

 

Ⅰ.出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（１８名） 

    委 員 長    熊  田     司 

    副 委 員 長    出  田  裕  重 

    委 員    廣  内  孝  次 

    委 員    谷  口  博  文 

    委 員    久  米  啓  右 

    委 員    原  口  育  大 

    委 員    柏  木     剛 

    委 員    川  上     命 

    委 員    楠     和  廣 

    委 員    印  部  久  信 

    委 員    小  島     一 

    委 員    砂  田  杲  洋 

    委 員    蓮  池  洋  美 

    委 員    北  村  利  夫 

    委 員    蛭  子  智  彦 

    委 員    登  里  伸  一 

    委 員    長  船  吉  博 

    委 員    森  上  祐  治 

    議 長    阿  部  計  一 

 

  欠席委員（なし） 

 

  事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    高  川  欣  士 
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    次 長    阿  閉  裕  美 

    課 長    垣     光  弘 

    書 記    川  添  卓  也 

 

  説明のために出席した者の職氏名 

    市 長    中  田  勝  久 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    教 育 長    岡  田  昌  史 

    市 長 公 室 長    中  田  眞 一 郎 

    総 務 部 長    渕  本  幸  男 

    財 務 部 長    土 井 本     環 

    市 民 生 活 部 長    入  谷  修  司 

    健 康 福 祉 部 長    郷     直  也 

    産 業 振 興 部 長    水  田  泰  善 

    農 業 振 興 部 長    奥  野  満  也 

    都 市 整 備 部 長    山  田     充 

    上 下 水 道 部 長    道  上  光  明 

    教 育 部 長    岸  上  敏  之 

    市 長 公 室 次 長    橋  本  浩  嗣 

    総務部次長兼選挙管理委員会書記長    林     光  一 

    緑総合窓口センター所長    長  尾  重  信 

    西淡総合窓口センター所長    前  田  和  義 

    三原総合窓口センター所長    久  田  三 枝 子 

    南淡総合窓口センター所長    山  下  達  也 

    財 務 部 次 長    細  川  貴  弘 

    市 民 生 活 部 次 長    原  口  幸  夫 

    健 康 福 祉 部 次 長    藤  本  政  春 

    産 業 振 興 部 次 長    興  津  良  祐 

    農 業 振 興 部 次 長    神  田  拓  治 

    都 市 整 備 部 次 長    山  崎  昌  広 

    下 水 道 部 次 長    松  下     修 

    教 育 部 次 長    太  田  孝  次 

    会 計 管 理 者    馬  部  総 一 郎 

    次長兼監査委員事務局長    高  見  雅  文 

    次長兼農業委員会事務局長    竹  内  秀  次 
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    市 長 公 室 課 長    田  村  愛  子 

    総 務 部 総 務 課 長    佃     信  夫 

    総 務 部 防 災 課 長    松  下  良  卓 

    総 務 部 情 報 課 長    富  永  文  博 

    総務部ケーブルネットワーク淡路所長    土  肥  一  二 

    財 務 部 財 政 課 長    神  代  充  広 

    財 務 部 管 財 課 長    堤     省  司 

    市民生活部市民課長    塔  下  佳  里 

    市民生活部税務課長    藤  岡  崇  文 

    市民生活部収税課長    垣  本  義  博 

    市民生活部生活環境課長    高  木  勝  啓 

    清掃センター兼衛生センター所長    細  川  恊  大 

    健康福祉部福祉課長    鍵  山  淳  子 

    健康福祉部長寿福祉課長    小  坂  利  夫 

    健康福祉部保険課長    川  本  眞 須 美 

    健康福祉部健康課長    小  西  正  文 

    健康福祉部少子対策課長    福  原  敬  二 

    産業振興部商工観光課長    阿  部  員  久 

    産業振興部企業誘致課長    北  川  真 由 美 

    産業振興部水産振興課長    早  川  益  弘 

    国 民 宿 舎 支 配 人    北  川  満  夫 

    農業振興部農林振興課長    松  本  安  民 

    農業振興部農地整備課長    大  瀬     久 

    農業振興部地籍調査課長    和  田  昌  治 

    農業振興部農業共済課長    宮  崎  須  次 

    都市整備部管理課長    和  田  幸  三 

    都市整備部建設課長    赤  松  啓  二 

    都市整備部都市計画課長    森  本  秀  利 

    下水道部企業経営課長    江  本  晴  己 

    下水道部下水道課長    小  谷  雅  信 

    下水道部下水道加入促進課長    喜  田  展  弘 

    教育部教育総務課長    片  山  勝  義 

    教育部学校教育課長    安  田  保  富 

    教育部人権教育課長    大  谷  武  司 

    教育部生涯学習文化振興課長    山  見  嘉  啓 



 

－ 116 － 

    教育部青少年育成センター所長    高  辻  隆  雄 
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Ⅱ.会議に付した事件 

 

 付託案件 

 １．認定第１号 平成２２年度南あわじ市一般会計決定の認定について･･････････１１８ 

 （２）歳出について････････････････････････････････････････････････････････１１８ 

   ② 民生費････････････････････････････････････････････････････････････１１８ 

   ③ 衛生費････････････････････････････････････････････････････････････１３２ 

   ④ 労働費、農林水産業費･･････････････････････････････････････････････１６９ 

   ⑤ 商工費････････････････････････････････････････････････････････････２０３ 

   ⑥ 土木費････････････････････････････････････････････････････････････２１４ 

   ⑦ 消防費････････････････････････････････････････････････････････････２１９ 

 

Ⅲ.会議録 
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決算審査特別委員会        平成２３年９月１３日（火） 

                 （開会 午前 ９時００分） 

                 （閉会 午後 ４時０３分） 

 

 １．認定第１号 平成２２年度南あわじ市一般会計決算の認定について 

 

○熊田 司委員長   おはようございます。 

  それでは、昨日に引き続き決算審査特別委員会を開催します。 

  北村委員よりおくれる旨の連絡がありましたので、報告させていただきます。 

  それでは、認定第１号、平成２２年度南あわじ市一般会計決算の認定。３款民生費、１

１４ページから１６１ページまでの質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   １５７ページの、通勤通学助成補助金１,２８８万１,０００円につい

てお尋ねをしますが、この辺の具体的な、通学助成の割合であったりとか、大体対象が何

名ぐらいであったりとか、これ淡路高校というか、これ当初１,３００万円ぐらいやって、

今までは３割通学助成していただいとったようなお話があってんけど、それが今２割にな

っとるというようなことで。これ、予算の規模としては１,３００万円あって、実際に使

っとんのが１,２８０万円、これについての具体的な対象人数であるとか、そのあたりに

ついて説明をお願いします。 

 

○熊田 司委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（福原敬二）   おはようございます。少子対策課長の福原です。 

  今、御質問がありました、通勤通学助成なんですけども、助成率につきましては、島外

に通勤をされてる方は２割。それから、島外の学校なりに通学されてる方が３割。それか

ら、対象になるのは淡路高校並びに津名高校になるわけなんですけども、高速バスでなけ

れば行けない通学路に対しては２割という形になってます。 

  人数につきましては、個々でいきますと、通勤通学者のうち、通勤は２２年度は１６名

です。それから、淡路高校並びに一宮高校、津名高校と、島内の関係なんですけども、淡

路高等学校が１０４名。それから、今年度なくなったわけなんですけども、淡路高校一宮

校というのがことしでなくなったと思うんですけども、２２年度は４名。それから、津名

高校に３名。この方々が全部２割です。それから島外なんですけども、島外の例えば高校、

１７名。それから、専門学校、予備校の就労の関係での専門学校とかいうのも含めてにな
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るわけなんですけども、それが３３名。大学生なんですけども、短大生が４名と、大学が

３５名で計２１６名で、予算的に使わせていただいておるのが１,２８８万１,０００円と

いうことになっております。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ちなみに、今年度の利用者数、ちょっとお願いできます。 

 

○熊田 司委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（福原敬二）   平成２３年度、現時点での人数なんですけども、通勤者

が１０名。淡路高校が１００名。島外の高校が１３名。島外の専門学校並びに予備校が２

９名。短大が３名。それから、大学が３９名。津名高校がことしふえまして５名というこ

とで、現在申請いただいてるんが１９９名。大体予算的に、昨年度と一緒ぐらいなのかな

というぐらいの気で考えております。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これ、非常に親御さんからはありがたい助成をいただいとるというよ

うなお話があるわけですわね。この辺は、総額で予算の要求をするときには対象人数でな

しに、もうマックス１,３００万円というのは当初からこの額は決まっとるわけですか。 

 

○熊田 司委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（福原敬二）   いえ、そういうわけではありません。大体、前年度の実

績プラスアルファ。実は、淡路高校につきましては、志知高校がなくなった段階で、人数

が大体向こうへいくのが約４０人ずつぐらいふえるかなというぐらいの計算で１２０名ぐ

らいまでかなと。それから、ずっと年々別に見ますと、大体実績どおりの数字が出てきて

おるのかなということで、大体１,３００万円ぐらいの予算をおこさせていただいてます。

ただ、財政課のほうとも協議をさせていただいとるんですけども、ふえてくるようであれ

ば、当然補正対応をさせていただきたいという旨では希望を申しております。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   高校の授業料無償というか、そういう施策がどこまで続くかわからん
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ねんけど、その辺やっぱり、私自身は市内の方が勉強というか、そういうやつには本当に

ある程度の助成というのは必要であろうと。かつて３割だったやつが２割になった、その

辺のいきさつ的なもんは私自身ようわからんのやけど、３割助成しよったやつが２割にな

った主たる原因というか、その辺はどういうふうな認識をお持ちですか。 

 

○熊田 司委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（福原敬二）   この事業につきましては、合併前から各町いろいろな取

り組みがありまして、合併と同時に一律にしたという。スタートの段階では、島内の高校

３割ということでスタートしとったんですけども、本来の趣旨からいきますと、高速バス

を利用しながら南あわじ市に住んでいただく。島外を最初にはターゲットにしてたという

部分がありましたので、このまま、先ほども言いましたように、人数がどんどんどんどん

ふえてくるだろうという見込みもあって、また財政の見直しを図る中で、島内の通学者と

島外の通学者の差別化を図る。もう一度原点に戻って、定住促進という意味の差別化を図

ろうと。大変申しわけなかったんですけども、１割削減をさせていただいて２割にさせて

いただいたと。ただ、これは先ほど言いましたように、定住促進事業と同時に、高速バス

での利用でなければ学校へ行けない。例えば淡路高校だと、昔は郡家経由でバスがあった

んですけども、今、西浦線がなくなっておりますのでやむを得ず高速バス。その昔は、例

えば向こうでアパートを借りたり、どこかで下宿してるというお子さんもいらっしゃった

と思うんですけども、これによって通学ができると、在宅からできるという意味で、その

部分での拡大解釈ということでスタートしたと思っております。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   阪神間の大学なり短大なりの通学、３割非常にありがたいというお声

があるわけですわね。この辺の３割というのは、現状では島外への短大なり大学への通学

は、３割は継続、持続可能なような財政状況なんですか。 

 

○熊田 司委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（福原敬二）   最初も言いましたとおり、継続して私どもは予算計上し

ていきたい、そのように思っております。 

 

○谷口博文委員   終わります。 
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○熊田 司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １１７ページの、戦傷没者の追悼式委託料というのがあるんですが、

これは４月に行われている式典の経費ということになっとるわけですけれども、大見山で

やっている分についてはここには入っていないんでしょうか。あの経費はどこから出てる

のか、この中に入ってるかどうか。 

 

○熊田 司委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   大見山でやっているやつといいますと、８月１５日です

か。あれは、市独自の献花式ということで、市長公室のほうの予算でやらせていただいて

おります。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それは、どこに出てくるんですか。 

 

○熊田 司委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（田村愛子）   企画のほうから、当日の飲み物代として支出してるのみ

でございます。献花につきましては、灘の方より寄贈いただいた献花で行っております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   需用費ということで出てるわけですね。 

  同様に、今後これはどうなっていくのかちょっとわからないところがあるんですが、大

見山の動員学徒の慰霊をするという事業、今後これがどんなような形になっていくかとい

うことで関心もあるわけですけども。そしたら、この大見山の部分は、事業を継続してい

くとしたときに、予算化とかいうことについては、今後どのような方向性を持っておられ

るか、ここで説明はいただけますか。 

 

○熊田 司委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   ８月１５日につきましては、今のような形をずっと継続
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していきたいなというように思っておりますんで、予算的には冷たいお茶ということで、

需用費のみの計上になるかと思います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ことし２年目をやって、参加された方、またそういう話を聞いた方の

中で、やはり招待する範囲が少ないのではないかというような声もちょっとあるんですね。

それは、事業として今のところ予算がついていないので、それについてはなかなかこの決

算の中では見ることはできないんですけれども、やはりかなり社会的な注目度も上がって

るということでありますので、検討を要するものではないかなというふうに思っとるわけ

ですけれども。それは、市民の方に声をかけるということはまだ十分やれていない。中に

は、それを聞きつけて来られる方も結構おったようですけれども、やはり大事な点だと思

いますので、検討を要するのではないかなというふうに思っとりますが、その点どんなお

考えでおられますか。 

 

○熊田 司委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   ８月１５日の献花式については、これ以降も従来どおり

進めていきたいというふうに思っております。なお、大見山の関係で、今、市の管理にな

っておる関係で、近い将来あそこを一般に開放できる見通しが何とか立ちそうでございま

すので、そういう特別な式典だけではなく、常日ごろから自由に立ち入りできるような、

そういう施設修繕、改善に持っていきたいというふうに思っております。 

 

○蛭子智彦委員   わかりました。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １３１ページですか、これは介護職員の、臨時職員の賃金ということ

であるわけですが、これは臨時の雇いということで、結構多くの方を雇ってるようです。

この方々は、臨時というのはなぜ臨時なのかということなんですけども、これはなぜでし

ょうか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 
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○長寿福祉課長（小坂利夫）   ここ、さくら苑の運営に要する職員のうちの、正職員は

さくら苑では１４名、そして臨時職員トータルで１２名で運営しておりますが、正職員だ

けでは配置基準に達しないということでこのような形になっております。正職員でなぜ対

応できないのかということについては、やはり定員適正化計画等、全職員の削減計画の中

もありますので、こういうような形になっております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   先日もお伺いしたところ、ほぼ入居者は１００人の定員の中で９６人

ということで、これは昨年と一昨年よりも入居者が多いと。それから、今後の動向を見ま

しても、ここはやはりフル稼働というような印象もあるわけですね。ですから、安定的に

処遇をしていく、今、介護職員の処遇改善ということを随分いわれてると思うんですが、

その定員適正化計画といいながらこの臨時職員で対応するということになると、大体どれ

ぐらいの賃金ベースの差が出てくるのか。むしろこれは常勤化をして、しっかりとした態

勢を組んでいくということが求められるんではないかというふうに思うわけですが、その

点いかがですか。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（渕本幸男）   これは養護老人ホームだけに限らず、全市的にいえることで

ございますけども、今いわれてる臨時職員１名雇用いたしますと、年間約二百五、六十万

円の賃金、これはきのう御質問があった社会保険料を含めてでございます。正規職員、新

人職員にちょっと変えて比較させていただきますと、共済費を含めて約４００万円という

ことなので、１４０万円ぐらいの差が出てくるものと思われます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それがむだになるんではなくて、やはり正規職員ということで、例え

ば若い方が就職をすれば、将来にわたって最高の定住促進、あるいは少子化対策、介護職

場などは特に結婚はできないというようなぐらいの低賃金であるというようなことがいわ

れるんですね。これ、さくら苑が５年で終わる、あるいは３年で終わるというような施設

であればやむを得ないものかと思うんですけれども、やはりこれは長きにわたって運営も

されていくし、また事業も拡張の可能性も大いにある施設だと思うんですが、それを臨時

職員というあてがいをしていくというのは大変間違ってると思います。これはやはり早急

な改善を求めておきたいというふうに思います。やはり、保育園のことでもあったわけで
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すけれども、若い方、女性の働き場所をつくるということは本当に大きな意味を持つと思

うんですけども、これどうお考えでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   私どもは、今の段階では今の状態で安定的な経営ができ

ると判断しております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   安定、そういうことを言ってるんじゃないんですよ。働き場所をつく

るということは大事じゃないか。政府のニューディール政策か何か知りませんけどね、い

ろいろ努力もしてると思うんですが、若い、学校を卒業してこれから結婚して出産をしよ

うというような、家庭を持とうというような方が働いていける職場として、やはりある意

味臨時であってはいけないと、雇用の不安定さはいけないというふうに思っとるわけです

ね。そういう点についてお聞きしたいわけです。このさくら苑は、やはりこれからも安定

していかなければいけない施設だし、十分にいろいろな態勢をとっていくことが求められ

ている施設だと思いますしね。それから、その１００人の入居者ということではすまない

ような今後の課題が出てくるというふうに思うんですよね。ですから、そういうことにな

っていけば、やはり安定した職場をつくるということは、結婚や出産にも必ずつながると

いうことを思うわけです。いかがですか、臨時的に雇われてるよりは、やっぱり正規雇用

でいかないとなかなか難しいんじゃないんですか。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   ただいま御指摘いただきました委員の御意見、ごもっともな

御意見でございます。ただし、自治体にも事情がございまして、先ほど長寿福祉課長が申

し上げました正規職員の定員適正化計画、また財政的な面。雇用の促進を図るという意味

では、臨時職員で雇っても雇用は図れる。ただし、臨時職員の場合は、ただいま御指摘あ

りましたような形で、正規職員よりも雇用が不安定である、継続雇用も保障されてないよ

うな状況でございます。しかしながら、今の現状を踏まえつつ、また出先機関については

今後民営化等で、また合理化も図っていくべきところでございますので、現状ではやむを

得ないような状況かと考えております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   これについては、もう平行線ということになると思います。 

  続いてよろしいですか。もう片づけてしまおうかと思うんですが。もしなければ。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員、どうぞ。 

 

○蛭子智彦委員   １３７ページです。きのうも少し、人権推進団体の補助金のことで最

後終わったわけですが、この上にあります集会所管理業務委託料ということなんですけれ

ども、集会所ということでいえば、地域地域にもさまざまな集会所があるわけですが、こ

の業務の内容について説明いただけますでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   こちらの、集会所管理業務委託料についてでございますが、

南あわじ市の地域集会施設条例第４条に基づく指管管理への委託を行ったことによる委託

料でございます。協定書によって、平成１７年４月から２７年の３月末までとなっており

ます。４つの集会所について、それぞれ指定管理を行っております。 

  また、各地区からは、収支決算また使用の状況等について、実績報告等いただいており

ます。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   地域自治会の集会所というのとは少し性格が違うんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   すいません、今、答弁いたしました集会所４カ所と申し上げ

ましたけども５カ所でございます。訂正させていただきます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員の質問に対しては。 

  市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   すみません、大変申しわけございませんが、質問をもう一度

お願いできますでしょうか。 
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○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   地域地域にはそういう自治会があって、その自治会費で集会所の管理

運営というのをやっておるわけですが、こうした指定管理をするということにつきますと、

その地域の自治会とは多少趣の違う活動もやってるということになろうかと思うんですけ

ども、その点いかがでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   現在、当集会所は南あわじ市の地域集会施設とはなっており

ますが、目的としましては、こちらの集会所につきましては、地域住民のための地域に則

する教育、及び学術、文化の振興、及び社会福祉の増進に寄与することを目的としており

ます。地域集会とは、最初の設置の条件が違っておりました。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   全体的に、いろいろ地域のバランスというのか、特別扱いというのか、

少し至れり尽くせりというようなイメージもちょっとあるわけですけれども、やはり地域

の自治振興というようなことに重きをおいたスタイルに変えていくことのほうが、この集

会所の初期の目的を達成する上で促進的効果があるように思っております。普通の地域の

自治会に対しては、指定管理ということはないと思うんですね。やはり、こういう形でち

ょっと特別扱いというようなイメージを持ってしまうので、それはかえってマイナス効果

になるんじゃないかというようなことを思っておりますので、その点は今後も検討、先ほ

どの臨時職員の問題じゃないですけれども、検討を要する課題じゃないかなというふうに

ちょっと考えておりますが、いかがでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（入谷修司）   この、地域集会所施設条例に基づく指定管理、市内地区

５カ所というところでございますが、先ほど申しましたように、それぞれ開放学級という

ような事業もやってございます。旧の地域改善対策として建てた施設ということの中で、

指定管理におきましても、平成１７年度から２６年度まで、こういった契約のもとに現在

やってるところでございます。きのうも申し上げましたが、地域における同和問題解決に

向けてもそれぞれ施設でやってるところでございますので、適当である業務委託料という
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ようなことで考えてございますが、指定管理が２６年度に切れますので、その時点でどう

するかということでございます。そのあたりで、十分に検討させていただきたいと思いま

す。 

 

○蛭子智彦委員   はい、わかりました。 

 

○熊田 司委員長   よろしいですか。 

  ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １５３ページです。ここも、放課後児童健全育成ということであるわ

けですが、同じような問題だろうと思うんですが、ここも臨時職員が多いと。特に、この

福祉、介護やらあるいは子育てやら保育やら、こういうのは非常に臨時職員が目立つと。

しかし、非常に大事な職場であるし、安定的な雇用、そして経験も蓄積もするというよう

なことも求められてると思うんですが、１年１年の臨時の対応というようなことが続いて

おるわけですが、この学童保育のことだと思うんですけども、これも年々少子化の中にあ

っても利用者はふえているという傾向が出てるかに思うんですけども、この学童保育とい

うのは、私は年々ふえてると思うんですが、いかがですか。利用者は。 

 

○熊田 司委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（福原敬二）   学童保育の臨時職員なんですけども、基本的に時間的に

短時間であるということで、臨時の雇用とさせていただいております。時間的には、１時

から１８時まで、６時までですね。の時間帯での雇用をさせていただいております。ただ

夏休み、それから夏休みの期間中の土曜日につきましては、朝の８時から夕方６時までの

そのときだけ長時間になります。そのときにつきましては、今、雇用している臨時職員の

上に、ヘルプ制度というんですけども、登録をしていただいて、お手伝いしていただく方

にどんどん入っていただいて、できるだけ労働時間を短縮しながら負担をかけないような

やり方をさせていただいておりますので、時間雇用というような形での雇用の仕方になっ

ております。 

  それから、子供の登録状況なんですけども、やはり年々ふえてきつつあります。パーセ

ンテージでいきますと、大体それぞれの学校の２５％が学童保育を利用されているという

現状です。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   その、業務形態という中での制約ということの説明でありました。そ

れも運営のありようにもよってくるんではないか。その、放課後児童健全ということです

ので、児童の育成活動もいろいろ考えれば取り組みもできるのではないかというふうに思

います。特に、小学校周辺というのも、教育環境もいろいろ変わっていく中で、その準備

というんですかね、放課後健全育成をしていく上での子供たちを迎える準備、こういった

こともその活動の中には入ってくるとすれば、ただ子供がきている時間だけがこの方々の

仕事ではなくなるんではないかというふうなことも思います。ですから、それもありよう

だと思いますし、またここも結構若い方の働き場所としてあるのではないかというふうに

思いますので、子育てのありようというのも年々変化していると思いますし、また学童保

育の役割というのも広がってると思いますので、子供がいる間だけじゃない、迎えたり帰

ったあとの管理であったり準備であったり、こういったことも大事になってくると思いま

すので、臨時的なその場だけの時間ではないというふうに思いますので、これはやはり今

後も大いに考えていただきたいというふうに思います。 

  この点についてはこれで終わりますが、あと開設数ですが、ちょっとふえてるように思

うんですが、開設数、どういう状況でしょうか。 

 

○熊田 司委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（福原敬二）   現在、２２年度で９カ所、２３年度に阿万を実施しまし

て１０カ所になっております。ただ、今後は小学校等の統合問題等もありますので、ちょ

っと慎重にやらざるを得んのかなというような感じでおります。というのは、子供がやっ

ぱり減ってきている。先ほど言いましたとおり、平均でいきますと、１年生、２年生、３

年生の生徒数の２５％。そうなりますと、やっぱり小さい学校がどうしても補助金の対象

外の形になって、一般財源で全部賄わなければならないような形になってくる。そうなる

と、どのような運営の仕方があるのか。また設置場所につきましても、今年度２月に少子

対策推進本部、庁舎内の関係の会なんですけども、学童保育につきましては学校施設を、

できるだけ学校内、子供の安全とかいう部分で、学校でできるだけ開設していきたいとい

うようなこともあり、小規模校につきますと、利用できるような、占有できるようなスペ

ースがない。そういう問題もあります。 

  それから、先ほど議員がおっしゃられた勤務態勢の問題なんですけども、子供を迎えに

いくようなことはありません。通所というようなやり方ですので、子供は学校が終わると、

自主的に学校からその学童保育へ行く。ですから、そういう意味でもできるだけ近くで建

てていきたいというのが本音です。それから、お迎えにつきましても、必ずこれは保護者

に手渡しという形ですので、保護者の方もしくは親族の方にお迎えに来ていただいている
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というようなやり方です。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   子供を迎える準備ということを言ったんで、送迎をせえということを

言ったんじゃないんですね。 

 

○熊田 司委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（福原敬二）   子供は、大体５時間目６時間目が終わりますので、大体

２時半ごろから来ます。ですから、１時間半もしくは１時間前に先生方が集まってミーテ

ィングをして、きょうどういうふうにやっていくかという、また欠席等の連絡があるか等

をミーティングを実施している。その段階が１時間から１時間半ございますので、大体１

時から６時までの時間帯で大丈夫かというふうに考えております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そのありようということで、子供を迎えるということは、結局おやつ

の準備をしたりとか、あるいはそこで学ぶ場もあれば学ぶ教材の準備をしたりとか、いろ

いろ考えようによってはすることもたくさんあるのじゃないか。あるいは、安全確保のた

めの周辺の掃除であったり、学校との協力ということもあろうかと思うんですけれども、

いろいろ考えればすることはあるのではないかということを思ったところなんです。 

  それともう一つ、学童保育の中で少し定員オーバーしてるというようなところもあるわ

けですが、その点はどんな対策をとられたんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（福原敬二）   実際、定員オーバーという考え方、これは難しいところ

があるんですけども、私どもが考える、子供が指導員の数から見て管理しやすいという言

い方はおかしいんですが、安全に日常業務をこなせるというのが私どもの定員という考え

方です。ただし、オーバーという考え方は、これ児童福祉の施設になりますので、１.６

５平米が一人当たりの子供の面積というふうに考えると、例えば大きい広田などであれば

まだまだ余力がある。ただ、指導員が現在の人数でいくと、これぐらいの人数が適性だと

いうことで配置をさせていただきますが、ただ申し込みが多い場合は、それも財政課にお

願いしとるんですけども、やはり子供を安全に見守るための指導員の増、もしくはヘルプ
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の方にできるだけ入っていただいて子供を安全に見守る。そういう態勢で臨んでおります

ので、これ便利上、逆にいうたら設けている、私どもがこれぐらいの数字であれば指導員

が楽に見ていただけるような人数かなというのが定員で、現実お預かりしているのはそれ

より多くなり、そこの部分についてはいつも加配という形での対応をさせていただいてる

ということです。ですから、本来の定員でいきますと、お借りしている場所の平米数割る

１.６５平米が本来の定員だというふうに御理解いただければいいのかなと思っておりま

す。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   説明資料の７３ページによりますと、榎列の学童では、定員が３０人

で登録者４０人ということになっておるということで、松帆でも以前あったわけですが、

希望者が抽選で入らなあかんというような中で、いろいろ努力していただいてその施設拡

充、これは財政にも非常に頑張っていただいて開設ができた、希望者全員入れたというよ

うなこともあったと思うんですけども、希望者が多すぎて抽選というようなことがないよ

うに今後もお願いをしたいなと。これ、委員長からかたくとめられてる要望なんですけれ

ども、そういう配慮は必要ではないかというふうに思っております。 

  それから新規で、２３年度新規は北阿万とおっしゃってました、阿万だけですか。それ

から、要望の出てるところでは西淡でも湊地域なんかも出てるようなんですけれども、こ

のあたりどんな状況になっていますでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（福原敬二）   先ほどもあれしました、松帆の場合なんですけども、ど

うしてもあそこの場合は本来お借りしている面積が狭かったと。これ以上子供を詰めると、

ストレスがたまるというような現状もありましたので、幸い大規模改修というか改修をし

ましたので、現在は定員をできるだけ多く取っていただきたいということでみかり会さん

のほうにお願いをし、前のときは２０人だったところ２５人。現実お預かりしていただい

てるのが、２９名のときが一番多かったと思うんですけども、当然毎月増減が、子供が来

たい、やめたいとかいう場合がありますので、増減が微動しているというのがございます。 

  それから、先ほどありました郡家から先の話と、それから希望の話なんですけども、こ

れはどこの学校であろうが、例えば多かれ少なかれやはりお母さんお父さんが働く環境を

整えていく、またそういう希望があるというのはこちらのほうも十分承知をしております。

今後も、できるだけ小規模校についても開設をしていきたいというふうに思ってるんです

けども、１カ所やはり建てますと、人件費がほとんどになってしまうんですけども、１カ



 

－ 131 － 

所約４００万円の経費がかかってきます。それに対して、補助金が本当に１０人を切りま

すとゼロ。それを、あと未設置校区をすべて解消していくになると、すごくこれだったら

一般会計の見出しが多くなる。できるだけ、やはり私どもとしましては、補助メニューに

乗れるような範囲内で実施をしていきたいというふうには考えております。ただ今後、こ

れは県下あっちこっちに今の状況も情報を得とるわけなんですけども、例えば広域入所、

どうしても場所が設置できない場合ですね。例えば、議員も御承知だと思うんですけど、

湊小学校の場合は大規模改修によって教室の数が減ってきております。それから同時に、

例えば建物を建てようとしても、学校の敷地内の面積が少ない。そういう場合、どうした

らいいだろうか。どこかで広域的にできないだろうかとかいうのを考えておりますが、や

はり駐車場とか送迎の場所、そういう部分を考えながら今後も計画をしていきたい。これ

は、辰美のほうからも要望がありますし、西淡、志知、三原志知の方々も要望はあります。

その辺については、状況を見ながら、判断しながら順次に設置していきたい、そのように

思っております。 

 

○熊田 司委員長   それではほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほど、谷口委員のほうからも出ておりましたので、おおよそのこと

はわかったんですが、高校への通学の助成ということで、高速バス、これはもう定住化と

いうような意図の、政策的意図のもとでということであったわけです。これは、後ほど教

育の関係もあるんですけれども、その高速バスだけではない在来線の問題というものもや

はり残ってるのかなと。特に淡路の場合は、非常にこの通学区域が広いということで、洲

本市に対してやっぱり通学せなあかんと。それで、そこはやはり非常にバス運賃も高いと

いうことで、定期代もなかなか高いというような話もあるわけですが、ちなみに湊から洲

本市まで通った場合の、バス定期料金というのはどれぐらいかというのは御存じでしょう

か。 

 

○熊田 司委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（福原敬二）   存じておりません。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   一応調べていただいて、確認もしていただきたいと思うんですが、淡

路高校に行くにも匹敵するような通学費になってるということになろうかと思います。こ
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れは、少子対策という課題ではない部分になってくるんですけれども、やはり子育て、あ

るいは教育の経済状況などを見たときに、通学費が大変でということは非常に負担になっ

てくる、今後もこういう状態が続けば、やはり南あわじの高校に行ける子供たちが限られ

てくるわけですので、その点も今後の課題として十分に検討していただきたいなというふ

うに思っております。 

  終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

   ③ 衛生費 

 

○熊田 司委員長   それでは、質疑がございませんので、次に款４衛生費、ページは１

６０ページから１９３ページまでの質疑を行います。 

  この衛生費について、質疑ございませんか。 

  森上委員。 

 

○森上祐治委員   決算書の１６２ページ。資料では８２ページから３ページ、４ページ

のあたりの健康づくり推進事業費の町ぐるみ健診について質問いたします。 

  この町ぐるみ健診につきましては、その報償費として１２２万円、それから委託料とし

て６,５９５万円と非常に大きな予算をおいて、南あわじ市民の健康づくりに関して非常

に重要な事業をされていると私自身認識しているんですけども、まず担当部のほうにお聞

きしたいんですけども、この事業についての事業評価ですか、端的にどのように評価され

ておりますか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   健康課の小西といいます、どうぞよろしくお願いいたします。 

  先ほどの質問ですが、２２年度につきましては、厚生連と健康財団というのがありまし

て、そちらのほうへ健診のほうを委託しております。それで、もちろん負担金等をいただ

いての話になるわけですが、一応受診者率等につきましては、お手元の８３ページに記載

されておりますが、受診率等の向上に向けて、市民の健康づくりにつきまして増進を図っ

ているところでございます。 
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○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   最初に、非常に難しい質問をさせていただいたんですけども、私も

年々ずっと楽しみにといいますか、自分の健康管理に対して一番大事なものの一つとして

受けとめて毎年受診しております。先日も、今年度の結果が送付されてきました。１９年

度からずっと５年間のデータが一目瞭然に見えるんですけども、私も近所の人と一緒に賀

集のセンターに行きますが、いろいろ評価といいますか聞いてますと、非常にいい評価ば

っかりが出てきました。というのは、具体的に言うと、待ち時間が非常に年々少なくなっ

ているというようなことであるとか、非常に応対が親切になってきて、最初のころはまご

まごしよったんが次はここですよと言うていただくとか、それから私も受けてるんですけ

ども、特別な健診、がんに関する健診ですね。受けて、精密検査要すると、再検査要する

というデータがばんと出てきます。１月ほっておいたら、市の健康福祉部のほうからだろ

うと思うんですが、もう健診に行かれましたかと、なんでそれがわかるんかというと、健

診に行ったらまた報告するようなシステムになってると思うんですよね。思うんですよね

っていうのは、私は実は数年ずぼらかまして再検査に行きなさいというのは行ってないん

ですけども、そういうアフターケアも非常にかっちりとされてるというような私自身は評

価をしております。本当に、これは６,７００万円ぐらいのお金をつぎ込む非常に価値が

ある、費用対効果何重丸でもあるようなイベントだと私は思っておるんですけども、具体

的に質問させていただきますと、この８３ページの資料の中で、２８回とか１２回とか実

施というふうに書かれているんですけども、きょうも実は朝の放送で、台風で延期されて

いた住民健診が２３日に実施しますと、申し込んでくださいというような放送がございま

したけども、この２８回とか１２回というのは、どんな運営の仕方でこういう数字が出て

きとるんでしょうか、お尋ねいたします。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   ２８回と書いてありますが、２８日でございます。これにつ

きましては、２１年度は２５日でございました。それを２８日に３日ふやしております。

また、土曜日につきましても２日から５日にふやしたり、またチラシでも受診者の声とか、

市の負担割合のお得感等を入れさせていただいて、多くの方に受診していただくよう工夫

をしているところでございます。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   この、２８回とか１２回とかいうのは、全部回が日の間違いであると
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いうことなんですかね。そういうことなんですか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   すいません、そのとおりでございます。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   何のことやと思ってました。この、改めて健康診査という中身につい

てお尋ねしたいんですけれども、当日は私も毎回行くたびに、大きな総合病院が移ってき

たような非常に盛況な感じがしております。多彩な、いろいろな健診がなされてるわけな

んですけども、ここでこの括弧４の健康診査の中身をずっと見てますと、健康診査と何々

健診というような表現の違いがございますが、まずこの健康診査というのと健診の違いに

ついて教えていただきたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   一般的には、昔は法律で健康増進法のほうで定められており

ましたが、今現在保険者の責務ということで、保険者が積極的に健診をしていかなければ

いけないということになっておりまして、それで一番上の特定健康診査、これにつきまし

ては、４０歳から７４歳までの方でございます。市の国保なり、社会保険に入っている方

なりが、保険者の責務として実施していく健康検査ということでございます。 

  それで、３番目につきましては、１９歳から３９歳の方ですが、これは一般の健康診査

ということになっております。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   健診との違いはどういうことなんですか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   この違いにつきましては、健康診査というものにつきまして

は身体的な健康診査でございまして、今ちょっと手元には資料は持っておりませんけども、

尿検査なり、貧血検査なり、血液検査、身長、体重測定検査等がそれに該当します。 

  それから、下の肺がん検診等からの下につきましては、この検診につきましてはがん検
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診を主な意味としております。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   もう一つはっきりしない説明。やっぱり、担当者としては、こういう

基本的な概念規定というものは、はっきり頭にたたき込んで仕事をしていただきたいと思

います。大体そうなんだろうと思うんですが、もう少し明確な規定があると思いますよ。

この、健康診査というのは今お聞きしたと思うから、子供らが学校でやる健康診断に大体

相当するものかなと。血液検査なんか入ってきたらちょっと違うと思うんですが、この健

康診査の中にもこの中では３種類書かれてましたよね。特定健康診査の国保内のもの、国

保外のもの、それから１９歳から７４歳という３段階あるんですが、この国保内とか国保

外というのはどない違うんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   一応、市の国保につきましては、南あわじ市が保険者になっ

ておりまして、保健課と共同で健康診査のほうを実施しております。市国保以外は、その

他国保あるいは社会保険の扶養者等でございます。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   先ほど課長の御説明では、この特定健康診査については、行政の側が

責任を持って実施せないかんというようなことなんですけども、これだけを受けるとただ

なんですか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   それぞれ保険者のほうで、あと負担していただいております

が、市の国保の方につきましては、１,３００円の自己負担ということで、受診券を持っ

ていただいた方につきましては、１,３００円の負担金で受けていただいております。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   そういうことで、最低１,３００円いるということなんですよね。そ

こに、下にずっと挙がっているような特定のがん検診、これは非常に高い、私も数千円毎
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回払ってるんですけども、この人数を見てますと、一番多いのが肺がん検診で７,６００

人あると。次に多いのが大腸がん検診なんですよ。特定健康診査云々というのは、双方合

わせても５,３００人ぐらいということなんですけども、この数字から見てましたら、肺

がん検診７,６００人ということは、この住民検診に肺がん検診だけ受けに来るという人

もいるということなんですか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   肺がん検診については、利用料につきましては無料というこ

とになっております。それで、その他健診につきましては、ここに人数を書いております

が、特定健康診査、一般検査、後期高齢者の方等入れましたら、８,０００人、９,０００

人という方が受診されているということでございます。 

 

○熊田 司委員長   森上委員、まだ質問ございますか。 

  ちょっと休憩をしたいと思いますが。よろしいですか。 

  ここで休憩をいたします。 

  再開は１０時５分からということにしますので、よろしくお願いいたします。 

 

（休憩 午前 ９時５５分） 

 

（再開 午後１０時０５分） 

 

○熊田 司委員長   それでは再開いたします。 

  先ほどの続きで森上委員。 

  森上委員お待ちください、先、執行部のほうから答弁がありますんで。 

  健康課長どうぞ。 

 

○健康課長（小西正文）   失礼いたします。 

  先ほどの健康診査の回数でございますが、日ということを言いましたが、医師等の出役

の関係で回数でいっております。従来から、何回かという表示にしておりますので、訂正

させていただきます。どうもすみませんでした。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   この２８回ということは、２８日やってるということで延べですよね。
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認識させていただいてよろしいんですよね。 

  そしたら、次にちょっと質問させていただきます。受診の人数についてなんですけども、

過去ずっと最近の傾向としまして増減ですね。毎年ふえてるんか減ってるんかということ

をお聞きしたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   昨年はごらんの数字でございますが、２１年度につきまして

は、特定診査の一番上ですが、４,３１２人で若干減っております。それから、特定診査

の市国保以外につきましても、１,２２８人で若干ふえております。それから、３番目の

一般の健康診査につきましては、１,０３９人で若干減っております。後期高齢のほうで

すが、１,０５３人でしたので若干ふえております。ふえたり減ったりということで、大

体同じぐらいになってこようかと思っております。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   大体横ばいということなんですけども、この下のほうの後期高齢者の

健康診査でも１,１２４人という数字なんですけども、これについてはどういう認識をさ

れておりますか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   一応、後期高齢者につきましては、７５歳以上ということで

ございまして非常に高齢でございます。その関係で、なかなか受けに来づらい方も多くお

られるのが実情だと思います。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   受けに来づらい人もいらっしゃるということでとまられても困るんで

すよね。要は、そういう方たちに対してどういう配慮をされてるんかと。私の近所でも、

あのおじいさんだったら多分よう行かんだろうなという方がいらっしゃるんやけども、そ

ういう人に対する手立てというか配慮というか、何かされとるんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 
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○健康課長（小西正文）   遠方の人につきましては、送迎バスで送り迎えをするなり一

応しております。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   その辺も、これからますます高齢化が進んできて、受けたくても受け

に行けないと。高齢者の方いろいろな形でデイサービスとか、お医者さんに接する機会が

ふえてくることも事実なんですけども、やはり独居老人とかの方であれば、行きたくても

行けないというような方も少なからず出てくることが予想されますんで、その辺の御配慮

もよろしくお願いしたいと思います。 

  次のページの、女性特有のがん検診云々の実施状況なんですけども、子宮頸がんである

とか乳がん、これは女性にとって非常に、今、国民的な課題になっております。受診者数

が、子宮頸がんは３２６人で受診率が２３.６％。乳がんの場合は、受診率が３４.２％と

いうことなんですけども、この率について、全国的な傾向とかいろいろ県下の状況とかを

比較して、南あわじ市の女性のこの受診率というのはどういうふうに見たらええんでしょ

うか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   平成２２年度につきましては、資料のほうがまだ県のほうか

ら示されておりません。それで、平成２１年度でございますが、乳がん検診につきまして

は兵庫県下で１０位ということになっております。また、子宮がん健診は１１位でござい

まして、２１年度が乳がん検診が２３.３％。子宮がん検診が２１.４％という結果でござ

います。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   県下で１０位、１１位というのは、上のほうと見ていいんですかね。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   兵庫県では市町が４１ございますので、上位に入っていると

いうことでございます。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 
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○森上祐治委員   その辺、健康福祉部のほうの努力を評価したいと思います。この子宮

がん、乳がんについては、私も他人ごとではございませんで、私の母親も４９歳で亡くな

りました。子宮がんであったんですが、その時代はまだ住民健診がない時代で、近所の人

も「もっと早くに発見できたら助かっとんのにな」と当時言われたもんでございますけれ

ども、やはり早期発見、早期治療が、特にこういう乳がん、子宮がんについては大事やと

言われてますんで、ますます啓蒙、啓発のほうよろしくお願いしたいと思います。 

  最後に、この住民健診についての本市の実施の課題というか、焦眉の課題というのはど

のように設定されておりますか、課長にお伺いしたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   住民健診につきましては、受診率の向上が第一でございます。

早期発見、早期治療、先ほど議員さんが言われたとおりでございます。また、生活習慣病

等の改善等を図っていただきまして、市民の健康増進を図っていただきたいと思います。 

  また半日健診とか、日の設定等につきましても、これから反省会等を開きまして、より

充実した住民健診になるように努めてまいりたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（郷 直也）   健康福祉部長の郷でございます、よろしくお願いをしま

す。 

  先ほどからの森上委員からの御質問なんですけども、いわゆる健診をどのように推進し

ていくかにつきましては、これは何度も通知なり連絡なり、保健師のほうから御案内をさ

せていただいております。受診率は、分母の部分の受診者数の関係で、割と３４.６％と

か３４.９％とかいうパーセントなんですけども、受診者数につきましては県下でナンバ

ーワンでございます。受診日も２８日間やってるところはございません。ですから、それ

ほど南あわじ市では、この町ぐるみ健診につきましては、他の市町よりも大幅に力を入れ

て取り組んでいる事業であると私は自負しております。ですから、常に健診者数はトップ

であるというふうなデータもいただいております。 

  私は、今回の一般質問で、原理、原則は変わってないと思うんですけども、本来市町村

国保に入っている４０歳から７４歳までの方を特定健診それが中心で、国保に入ってる方

が受診するというふうなお答えをさせていただきましたけども、今、協会健保とかに入っ

てる方で会社で受けられていない方は、この私どもが行っている町ぐるみ健診のほうで受

診をしていただいてる方もいるそうでございます。それが、いわゆる４０歳から７４歳の
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１,２８６名というような数字になっていると。ですから、会社で当然そういう対応をし

ていただいてるところは、その会社の負担をいただきながら経費も安くやっていただいて

おるわけなんですけども、会社で本来するべき人が会社のほうの制度を使わずに私どもの

町ぐるみ健診を使った場合、自己負担金は五千数百円というふうな高い負担金で受診され

ている方もいるようでございます。いずれにいたしましても、今後もそういうふうななる

べく受診者がふえるような形での推進は、今後とも図っていくというふうな形で考えてお

りますし、７５歳以上の方については、これも以前ちょっと私も議会で答弁させていただ

いたことあるんですけども、それぞれの個人が、その医療機関でいろいろな検査をされて

る方が多うございます。やっぱり、どこか体の悪い方とかが多い関係で、医者の勧めによ

りきょうはここの健診してみようかとかそういうふうな形で、単独的にいろんな形での健

診をされてる方が多いので、どうしても私はもうええわというふうな形で町ぐるみ健診を

受けられない方、そういう方も多数ございます。ですから、その方々についても、私ども

は推進していくようにやっているわけなんですけども。それと、今、特定健診についての

受診率しか今出てないような状況でございます。なぜかといいますと、先ほどから課長も

言っておりましたように、がん検診だけ受けたいとか、そういうふうな特定の健診のみを

やられてる方が多数ございます。ですから、受診率というのは特定健診のみの受診率しか

出ていないということで、全体的な数をいえばもっともっと受診率は高いと思うんですけ

ども、やっぱり法律の関係でこれ違うわけでございます。そういうふうな形で、今後もな

るべく多くの人に受診していただくように推進していきたいなと、そういうふうに考えて

おります。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   今、部長のほうから、非常に力強い自信に満ちた答弁をしていただき

ました。私も実感として、南あわじ市の健康福祉部、きめ細かないろいろなイベントをよ

うやられてるなと認識をしております。私も、３年ほど前にメタボの教室に通いました。

何カ月間か通ったんですけども、そのときは非常にその当時の肥満の体重が６キロほどや

せとったんですよね。１年間ぐらいその状態で、サボったらまたもとに戻って、今、四苦

八苦しとるんですけども、そういう非常にきめ細かな住民のニーズを見ていろいろなイベ

ントされてると、非常に高く評価をしたいと思うんですけども、南あわじ市、今、県下で

一番やという部長の答弁ございましたけども、市民の健康増進のためにますます頑張って

いただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

  終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 
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  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ページ数１６９ページの、この環境美化臨時職員賃金同不法投棄。こ

れは、不法投棄の臨時職員賃金、これは環境美化職員、臨時職員１名で、３２５万９,０

００何ぼで、それで不法投棄のが２名で、この辺の違いというのは、これはどういうこと

なんですか。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   生活環境課、高木でございます。よろしくお願いします。 

  まず、臨時職員の賃金でございますけれども、これは旧西淡町から雇用して、継続して

２２年度まで雇用しとる分でございます。そして、不法投棄処理臨時職員２名につきまし

ては、これはニューディール事業で雇用しておる２名でございます。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この事業効果というか、私自身は不法投棄、河川への不法投棄であっ

たり、山間部への不法投棄があったりとかいうやつは、これは減少傾向にあるのかないの

か、この事業効果というか、このニューディールか何かでやっとるやつで、どれぐらいの

成果があらわれとるというようなお考えをお持ちですか。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   このニューディール事業におきましては、現場の処理が

２２年度だけで５３回出動しております。そこによって、回収された不法投棄の量なんで

すけれども、テレビが２８６台、冷蔵庫が１１１台、洗濯機７０台、乾燥機６台、エアコ

ン２２台、その他の家電が１７台、可燃、不燃、不燃物につきましては１８トン、可燃物

につきましては３７トンの回収がございます。なお、古くから不法投棄されとる現場につ

きましては一段と減少が図られております。ただ危険な場所、あるいはまた玉ネギ残渣で

古いもの、そういうのは残念ながら残っておりますけれども、今後回収したいと考えてお

ります。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   課長、具体的にこの回収場所というのは、やはり河川であったりとか、
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そういう諭鶴羽山というか、あっち側で行くところのそういう山間部のとこへ、タイヤで

あったりとか冷蔵庫であったりとか放ってあるわな。あの辺、主にこの不法投棄の多いエ

リアというのは、課長、どういうエリアですか。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   まず、不法投棄で回収できるのは、先ほど委員がおっし

ゃられましたとおり公共用地、例えば道路端であったり、河川という場所を限定に行って

おります。個人の土地は、やはりなかなか手がつけられないと。それで、不法投棄の多い

のは、やはり人目につかないところ。山間部であったり、山間部の河川、それがほとんど

と見受けられます。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   差し障りなかったら、具体的にどこの山間部とか、どこの河川のとこ

ろに多いかということを教えてほしいのよ。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   この５３カ所につきましては、まず限定というよりも、

広範囲にわたっております。量の多いのは、やはり三原川水系、成相川であったり、三原

川の上流、諭鶴羽山、そういったところが多うございました。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これは、市民のモラルというか常識なんやけど、実際に私は台風のと

きの水害のときなんかやったら、本当に河川からのごみが大量に三原川河口部分なりその

辺のエリアにどんどんどんどん来よんねんね。いまだに、私自身の感覚とすれば、やはり

不法投棄が絶滅できてないなというような認識を持っとんねんね。今後、この臨時職員で

対応されとるこの不法投棄の臨時職員というのは、事業としていつまでやっていただける

のですか。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   このニューディール事業というのが、２３年度いっぱい
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と伺っておりますけれども、やはり私どものほうで雇用しとるのが３名というようなこと

なんですけれども、やはりこの事業の継続をしていくには、最低２名が必要ではなかろう

かと考えております。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   それは、必要でなかろうかと考えとんねんけど、それを継続してやっ

ていただくという意味合いを持った今の御答弁でよろしいんですか。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   まだ決定しかねておりますので、前向きに考えたいと思

います。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   先般、市民部長のほうの答弁で、ごみが１０％ぐらい減少しとるとい

うようなお話があったんや。私は、非常にそういうようなことでは評価しとってんけど、

私は１０％反対にどこかへ不法投棄しよんの違うかなと思ったりすんねんけど、そこらが

本当に真剣に、市民に対して不法投棄というのは非常に厳しいいろいろなさまざまな規定

があるということを周知徹底していただきたいのと、やはり河川へのごみの回収というや

つは、さまざまなことで他の住民に御迷惑をかけよんのよ。そやから、この辺は本当にど

んどん回収もしてほしいし、市民一人ひとりの意識というか、その辺をもっと積極的にや

っていただきたいなというような思いがありますんで、生活環境課長、取り合えず頑張っ

てごみの回収をお願いいたしますわ。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   おっしゃるとおりでございます。不法投棄を片づけよう

と思えば、５倍の手間がかかります。やはり、少し放ってあるのを見逃せば、そこにまた

ごみがふえるというようなことなんで、積極的に取り組みたいと思っております。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   １６１ページの、小児夜間救急診療についてですが、この医療実績は

どのようになっていますか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   平成２２年度の小児夜間救急の診療業務につきましては、４

７９件が診療でございます。１日平均１.３１人ということになっております。電話対応

が４９５件で、１日平均１.３５人でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   県病でやっておったときと比べてどうなんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   平成２０年３月に、県病の小児科医の不足によりまして、一

次救急は市の責務という形で３市で小児夜間救急をしておりましたが、一応診察といいな

がらも座薬程度のものでございまして、急を要する方につきましては、即二次、三次救急

ということで県病のほうが受けていただけますので、そちらのほうへ行ってもらってます。

ですから、診療行為とはいいながらも、実際は解熱剤程度でございまして、それが段々と

また地域医療を保持していくという観点から、医師の方の協力を得ながらやっているわけ

ですが、市民の方につきましてもコンビニ受診とかいろいろありますが、平日夜間におき

まして、余り必要がないというたら語弊になるわけでございますが、本当に必要な方だけ

行ってもらうように浸透してきておる次第でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この負担金は、３市が共同で負担してるという理解でよろしいですか。

同じ金額を負担してるということでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   ３市の負担金につきましては、人口割りという形でそれぞれ

算出して、３市医師会のほうへお支払いしております。 
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○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今の説明でいきますと、小児夜間救急という対応であるけれども、休

日の応急態勢、夜間救急態勢との関係でいけば、それに置きかえられる部分があるという

ようなニュアンスに受け取ったわけですが、そう理解してよろしいでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   ３６５日小児夜間救急を実施しておりまして、晩の１０時か

ら翌朝６時まで営業という形で、それぞれ輪番医の方にお願いしているところでございま

す。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   診療そのものが軽微なものであって、座薬や検温程度の医療行為とい

うことであるというようなことであったと思うんですけども、そのあたり、小児ですから

慎重に取り扱っていかなければいけないと思いますし、今後のことになるとどうかという

ことなんですが、例えば県病が新規に開設した場合、これについてはどんな考え方になる

んでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   県立淡路病院につきましては、平成２５年に移転するという

ことで、今現在洲本港のほうで建築されておるわけでございます。それに従いまして、小

児夜間救急等につきましても、医師会のほうから今の在宅からほかの方向、あるいは医師

が高齢化してきているという事情等がありまして、現在調整中でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   是非そういう態勢を、新しい病院になるということで、研修体制やあ

るいは医療機器等々もさらに充実されると。小児医師の養成的なシステムも強く求めて、

県病での対応ということを是非実現していただきたいというふうに思います。そういった

頑張ってください。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 
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  印部委員。 

 

○印部久信委員   １６３ページの、予防接種医師委託料８,７００万円余りについて聞

きたいと思います。 

  まず、南あわじ市内において、この予防接種を委託している医師の数は何人に委託され

ておりますか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   予防接種の委託につきましては、南あわじ市の医師会のほう

と委託契約をしておりまして、そこに入っているほとんどの方が予防接種ができるような

態勢になっていると思います。 

 

○熊田 司委員長   今、人数のほうを印部委員のほうから聞かれたんですが。 

  健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   予防接種の種類によりまして若干変動がありますが、ちょっ

と、今、資料は持っておりませんが、大体の小児科医等が主でございますが、そこの医師

会等で参加医療機関を募っていただきまして実施しているところでございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ちょっと勘違いしとるのでないかな。医師会に委託しとるということ

なんですが、これ資料なんかを見ておりますと、この予防接種の医師には、学校の校医さ

んも兼務しとるようにも資料から見受けられるんですが、この先生方は予防接種について

校医さんも兼務されておるんですか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   学校の校医さんも同じような形でされておりまして、委託契

約はその単価でいかしていただいたりしております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今何か、課長、その単価というようなことを言われましたが、この予
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防接種の医師の場合は、この資料からも見ますと、校医でありますと学校へ出かけていっ

て集団で予防接種を打つと。ワクチンによったら、病院のほうへ来院されて予防接種を打

ってるというふうにも見受けられると思うんですが、これ予防接種によって学校で校医さ

んとして打つ場合と、予防接種を受ける希望の方が病院の方へ行かれて受けるというふう

にもあると思うんですが、その辺まずどうなってます。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   集団予防接種につきましては、８１ページに予防接種の種類

等を記載しておりますが、ポリオが集団予防接種になっております。あと、麻疹、風疹で

中学１年生、３期の接種でございますが、これにつきましても、学校へ赴いていきまして、

集団で接種しているところでございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   課長、校医さんとして予防接種を打っているワクチンと、病院のほう

へ受診者が赴いて打っているのと、これちょっと縦分けできます。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   まず８１ページでいきますと、集団で接種しているのがポリ

オでございまして、緑保健センターで接種しております。それから、学校で接種している

のが麻疹、風疹の３期といわれている中１生でございます。この２つでございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   先ほど課長が言っておりましたように、出役に対する費用というのは

大体どれぐらいになっとるんですか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   予防接種の種類によって違っておりまして、２,０００円台

から４、５,０００円等ということになっております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   医師の、その日校医としての出役に対する費用は幾らになっておるん

ですかということです。２,０００円や３,０００円でお医者さん１日出役してくれないと

思うんですよ。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   失礼いたしました。学校医につきましては、校医報償基本給

というのがありまして、それに基づいて支払い等しております。あとは、接種料、医療剤

等はまた別の考え方でございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ですから、その出役の費用は幾らですかということを聞いてるんです。 

 

○熊田 司委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（郷 直也）   これ、いろいろ先ほどから、３種混合、２種混合、風疹、

麻疹いろいろ予防接種あるんですけども、一回あたりの単価で契約だと、一回あたりの単

価の契約でございます。ですから、例えば３種混合ですと、１期初回で４,５００円。２

種混合ですと、４,７３０円というふうな一回あたりの単価で決定しております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、部長、当日集団に接種しに行って、例えば１００人が

来られた場合は今言われた単価かける１００、そういうことでよろしい。 

 

○熊田 司委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（郷 直也）   そういうふうに理解しております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そしたら、いわゆる通常の校医さんの単価は、接種でなしに、予防接

種とかそんなんでなしに、学校校医に行って健診するんでしょ、生徒の。そういう場合は、
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接種とかそんなん全然なしに健診する場合は、一日あたりの費用弁償の単価というのはな

いんですか、校医さんは。そのときは、接種とかそういうもろもろがついてこないでしょ。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   学校のほうの定期健診についてでございますが、学校医

につきましては、基本額が年額で１６万２,０００円。学校訪問で一回あたり３万７,００

０円ということになっております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ここに出ております、この予防接種医師委託料というのは、８,７０

０万円というのは、結局先ほど部長が言っておりましたように、接種した金額かける人数

のお金が８,７００万円で出てきてるんですか。それとも、費用弁償、出役手当も含まれ

て、これらの縦分けはどないなっとんのですか。８,７００万円という数字は。下には、

予防接種時の費用のワクチン代１８０万円何がしかというのが挙がっておるわけですから、

この８,７００万円というのは、技術料もしくは出役手当の費用弁償にあたると思うんで

すが、ここらはどういうふうになっとるんですか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   集団につきましては、学校等の関係もございますが、個別接

種につきましては、先ほど部長からお話のあったとおり、診察料、手技料を含めて幾らと

いう形でお支払いしております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ちょっとわかりにくいんで、また後刻個人的に聞きます。 

  １８１ページの、新型インフルエンザワクチン委託料なんですが、資料を見ております

と、高齢者インフルエンザ接種事業ということで、対象者が１万４,０００人余りの高齢

者を対象に接種したんが９,０００人ということなんですが、この新型インフルエンザワ

クチンについての補助の場合は、高齢者だけでなしに一般人も対象であったと思うんです

が、その辺はどういうふうになっておりますか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 
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○健康課長（小西正文）   新型インフルエンザにつきましては、平成２２年の１０月１

日より補助事業という形で、新型インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業として実

施しております。これにつきましては、高齢者と高齢者以外で生活保護、非課税世帯の方

が実施対象者になっております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、ここへ出てきてる数字はいわゆる補助対象者だけの数

字が挙がってきて、通常の高齢以外の人の数字は、あれは全額自費でやってたわけですか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   非課税者以外につきましては、高齢者インフルエンザという

事業がありまして、１,０００円の負担金をしていただきまして、あと残りにつきまして

は、市のほうの負担ということで実施いたしております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   残りが市のほうの負担ということになりますと、市のほうの負担の費

用は、この決算書のどこに挙がってきとるんですか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   ここに挙げております数字につきましては、高齢者インフル

エンザと新型インフルエンザ両方を挙げさせていただいております。なお、高齢者のイン

フルエンザにつきましては、別のカウント補助対象外等が非課税でない方でございますが

ありますので、その方についてもおおむね１００万円ほどになってくるということで、歳

入決算書にもありますが補助金が１４６万９,０００円、これは国が２分の１、県が４分

の１ということになっておりまして、これプラス４分の１が市の負担でございますので、

それから差し引きいたしますと、高齢者インフルエンザは約１００万円ぐらいの支払いに

なってくるということでございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   いろいろな経費も使いながら、新型インフルエンザワクチンの接種を

打って予防にあたっとるわけですが、課長、これ課長に聞いてなかなか答えられるもんで

ないと思うんですが、この効果というものはなかなかとてもじゃないけど判定できるもん

ではないと思うんですが、やっておる実施者として、ワクチン接種を打った効果というの

は課長自身どんなように思っておりますか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   ことしに入りまして、新型インフルエンザが季節風のインフ

ルエンザに変更になっております。ですから、重篤にはもう至らなくなってきてるという

ことで、国、県のほうで季節性インフルエンザに移行されたということでございます。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   ページ数は、１８５ページのごみ処理費の中の大阪湾臨界環境整備セ

ンター廃棄物埋立処分委託料。これは、委託料ということだけの９２万９,０００円何が

しだけですか。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   この、大阪湾フェニックスにつきましては、この歳出の

ほうで予算書に３つ挙がっております。まず１つが、先ほど御質問があった埋め立ての委

託料でございますけれども、この分につきましては、実際に埋め立てするのは不燃等焼却

灰なんですけれども、私どもの大阪湾で手数料が発生したのが、５７９トン分に対しての

委託料でございます。 

  それと、１８１ページに広域行政事務組合負担金というのがございますけれども、これ

が奥畑の粗大ごみから不燃物を埋め立てる際に発生する分でございます。この負担金につ

きましては、３市の均等割、人口割りとなっております。 

  それとあともう１つ、清掃センターのほうで、１８９ページのフェニックス負担金とな

っておりますけれども、これは清掃センターに関する負担金でございます。もう少しわか

りやすく申し上げますと、今フェニックスというのは、平成３３年で計画終わりというよ

うなことで負担金を置いておりますけれども、それの埋め立てや焼却灰の分を減量化して

くれというようなことで承っておりますので、規定の負担金と埋め立てに関する処分費と

いうような形で負担しております。 
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○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   付属資料の９５ページでは、大阪湾フェニックス事業による神戸沖埋

め立て処分場にてというふうに書いておりますが、決算書の１８５ページの大阪湾臨海環

境整備センター、これはフェニックス事業の一つの事業所なんですか、そのセンターは。

大阪湾臨海環境整備センターというのは。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   付属資料９５ページの７５６トンというのは、これは灰

処分の分ですけれども、先ほど質問のございました分につきましては、これは奥畑の広域

粗大ごみから発生した分の負担金でございます。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   質問をフェニックス事業という事業に、今、大阪湾臨海環境整備セン

ターというのが、そういう事業のうちの一つの処理施設ということですかね。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   そうでございます。それぞれの処分場において負担金を

払って、それぞれの処分場から発生した分について委託料が発生しております。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   そうしますと、１８５ページの９２万９,２５０円の処理場は、神戸

沖ではないんですかね。別の場所ですか。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   この分につきましては、１７７トン分の処分費にあたり

ますので、申しわけございません訂正します、これは清掃センターから発生した焼却灰の

埋め立て１７７トン分でございます。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 
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○久米啓右委員   質問をちょっと変えますが、この搬入の経費としては、該当するのは

搬出して業者に委託した費用はどこに計上されてますか。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   運搬につきましては、それぞれの処分場から運搬してお

ります。清掃センターであれば清掃センターの職員、粗大ごみ処理場であれば粗大ごみ処

理場の職員が津名まで運んでおります。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   そうしますと、１８７ページの委託料の中に、灰処分委託料とありま

す。これは、それに該当はするんですか。 

 

○熊田 司委員長   清掃センター兼衛生センター所長。 

 

○清掃センター兼衛生センター所長（細川恊大）   清掃センター兼衛生センター所長の

細川でございます。 

  今、御質問のありました１８７ページの委託料、灰処分料ということですけど、ここに

計上しておりますのは、清掃センターで発生した灰と、それと煤塵の処分料ということで、

７１７万８,８５０円という金額になってます。この経費につきましては、この大阪湾の

フェニックスの管理してる施設との契約によりまして、１トン当たり５,２５０円という

単価で処理してもらっております。 

  それで、津名の集積しておる場所までの搬出につきましては、職員が直接搬出しており

ます。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   申しわけございません、数字がちょっと行ったり来たり

しておったもので、訂正させていただきたいと思います。 

  申しわけございませんでした、御質問の１８５ページの委託料につきましては、今、数

字をもう一度整理しましたところ、奥畑で５７９トンの南あわじ市から持ち込んだごみが

あります。それを、不燃であったり可燃であったり資源物で整理したところ、１７７トン

の不燃ごみが出てきます。奥畑から奥畑へ、５７９トン持ち込んで、そこから分別して埋
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め立てに要した１７７トンにつきましての委託料でございます。訂正させていただきます。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   要は、焼却場から津名の集積場までは職員に払ってるので、その給料

の中で治まってると。そこから、そのフェニックス事業とかいう埋立地までは、灰処分委

託料で搬入する費用としてこの灰処分委託料５７７万円ですか、を支出したと。それに埋

め立てていただく委託料が、各埋め立て場所に、例えばこの１８５ページのセンターの場

合は９２万９,０００円を支払ったというように理解してもいいんですかね。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   まず私どもは、そこへ持っていくだけの手間を出せば、

あとからはその負担金と手数料で処分していただけると、そのように考えております。ま

た、次の計画等もございますので、用意した中での負担金でございます。ですから、処分

する分とあとまた次の計画ということもございます。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   最後に、その埋め立ても未来永劫いつまでもということではないよう

にいわれてましたが、この埋め立て事業が将来いつまでもごみをそこへ持っていかれへん

ですわね。そういう将来の見通しはどんな具合ですか。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   実際、平成３３年で終わってしまうということなんです

けれども、リサイクル率が上がったり、あるいはまた最終処分ですね、その数量を減らさ

ないと次の事業認可が受けられないという制約がございますので、私どものほうは関係行

政機関、リサイクル率を上げたり、最終処分量を下げたりする努力がこれから必要となっ

てきております。 

 

○熊田 司委員長   ここで暫時休憩をいたします。 

  再開は１１時５分とさせていただきます。 

 

（休憩 午前１０時５５分） 
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（再開 午前１１時０５分） 

 

○熊田 司委員長   それでは、再開いたします。 

  先ほどに続きまして、款４衛生費、ページ数は１６０ページから１９３ページまでの質

疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  小島委員。 

 

○小島 一委員   ページ１７９ページの委託料、ゆーぷるの白蟻駆除工事についてです

が、このどんな内容だったんかというのと、この設計監理業務委託料出てるんですが、工

事のほうを引き続いて行われたんかどうかというのをお尋ねしたいんですけど。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   昨年、ゆーぷるのＡ浴室におきまして白蟻の巣が発見されま

して、その後工事につきましては、ことしの１０月に予定しております。それで、２２年

度は原因究明ということで、設計監理委託料おかしていただきました。 

 

○熊田 司委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   白蟻というたら、これやっぱり見つけたら、その原因究明したらすぐ

に駆除、例え補正でかかってもせんと、どんどんどんどんと進行していくもんやと思うん

ですわ。それで、この調査もその場所だけなんか、全体どこまで波及してるのかというこ

との調査をやられたんですか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   それで、調べた結果でございますが、白蟻につきましては発

見されておりません。ただ、木等が腐食している箇所がありまして、このたびの工事とい

うことになりました。 

 

○熊田 司委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   そしたら、そういう巣がどこかへ移動したのか、たまたま移ってきた
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少数のアリがやったのかというところまではまだわかっていないわけですか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   原因等ということで、昨年はこういう設計工事委託料をおか

してもらってさせていただいております。しかしながら、先ほども言いましたとおり、白

蟻はいなかったということで、木が一部腐食されている場所を部分的に新しい材料にした

り、塗装したりという形での工事を考えておりまして、白蟻については、どこへ行ったか

についてはちょっと定かではございません。 

 

○熊田 司委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   おらんということは、どこかへ移動したというふうに解釈せざるを得

ないんで、見つけたら現物がおるうちに処理するというのが基本やから、ことし設計して

来年工事という悠長なことは余りせんようにお願いしたいということで終わっときます。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  楠委員。 

 

○楠 和廣委員   決算書が１８９ページと、付属資料が９３ページと９５ページ。清掃

費の淡路広域事務組合負担金、洲本市南あわじ市衛生事務組合負担金、前年比から大幅に

軽減になっとんねんけど、この軽減になったり理由はどういう理由ですか。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   衛生事務組合の負担金の減額のことでよろしいでしょう

か。 

  この負担金の減額につきましては、やまなみ苑が平成７年度に工事をした借入金、つま

り起債の返還が大半終わったことによりますところの減額でございます。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員  淡路広域行政事務組合の負担金、やまなみ苑はこれ衛生事務組合への負

担金。 
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○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   やまなみ苑の減額につきましては、先ほど申し上げまし

た。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員  淡路広域行政事務組合負担金の減額はどないなってるんですか。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   このことにつきましても、もう起債残高がゼロになりま

した。そういうことで減額されております。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員  それでは、先ほど言いました９５ページのことで聞かせていただきます。

これは、清掃センターの施設状況についてお伺いするのと、炉の築年数何年かお伺いをい

たします。 

 

○熊田 司委員長   清掃センター兼衛生センター所長。 

 

○清掃センター兼衛生センター所長（細川恊大）   清掃センターの施設につきましては、

約２３年経過しております。それで、施設全体につきましては、毎年修繕等を行ってます

けどやはり老朽化が進んでおります。それで、毎年修繕費なりまた工事費を計上して対応

しておる現状でございます。 

  それと、今のその炉の耐用年数ですけども、炉につきましては、耐火れんが等を積んで

焼却をしておるんですけども、やはりその中で熱のぐあいとかでかなり傷みが毎年発生し

ます。そのため、炉の修繕等につきましては、１号炉、２号炉とあるんですけども、毎年

その２つの炉につきましては、期間をそれぞれ別々にしておりますけれども、炉の修繕等

は行っております。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員  毎年、炉の補修に５、６,０００万円が決済されとんのですが、それと
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この施設の中のクレーンの更新工事が２１年にしたと思いますが、またことしの２２年に

クレーンの整備工事費として決済されておりますが、このクレーンの更新は前年度で、整

備が２２年度というこの関係を説明していただきたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   清掃センター兼衛生センター所長。 

 

○清掃センター兼衛生センター所長（細川恊大）   ２１年度のクレーンの整備につきま

しては、クレーンを支えるアームというんですかね、レールなんですけども、それのひず

みが大きく生じてきたので、落下する恐れがあるので２１年度は主にその工事を行いまし

た。それで、２２年度につきましては、このクレーンの整備工事ということですけども、

これは主につり上げる巻き上げ装置の整備、それを行ってます。クレーンにつきましては、

１機しかございませんので、もしそれが停止しますと炉全体の焼却業務ができないという

ことなんで、点検整備をしながら維持しておるのが現状でございます。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員  先ほど聞かしてもうた、炉の築年数が聞かれなんだんですが、毎年毎年

これ焼却のきつい施設ですのでいたし方ない部分かと思いますが、この炉の補修の毎年の

経費に対して、更新というような計画は考えておられませんか。 

 

○熊田 司委員長   清掃センター兼衛生センター所長。 

 

○清掃センター兼衛生センター所長（細川恊大）   炉の更新といいましても、一からと

いいますと非常に経費とまた時間が必要なので、現在は点検をしながらその悪い部分だけ

の補修ということで、それも先ほど言いましたけども、１号炉と２号炉がありますので、

それを期間を、例えばごみの量の少ない毎年１１月また２月に、それぞれ１号、２号炉の

炉の中のれんがの積みかえ等を主に工事をしておるような状況でございます。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員  先ほども、ごみの減量がいわれとったんですが、減量になればそれだけ

炉の稼働も違ってくるんで、傷みも違ってくるかと思いますが、そういった点での炉のこ

れからの補修等の見通しというか、傷みというか、そういった部分でどんなように考えて

おられますか。 
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○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   お答えいたします。 

  まず、ごみの減量化から施設の経費の削減というのは、これは完全に減れば減るほど傷

みも少なくなるし、燃料費やそれの冷却水等の経費も変わってきます。それで、毎年行っ

ております炉の工事なんですけれども、一遍に張りかえておるわけではございません。や

はり熱の高いところ、あるいはまたそういう負担がかからないところ、２年に１回張りか

えるところもございますし、４年に１回張りかえるところもございます。これは、計画的

に傷んだところじゃなしに、計画的に行っておる工事でございます。 

  それともう一つ、今後の見通しということなんでございますけれども、耐用年数から申

し上げますと、ごみ焼却施設は３５年という耐用年数になっております。それと共用年数、

これは主に使われておる年数なんですけれども、２５年使いますと、段々使われておる施

設が少なくなっておるというような状況でございます。ですから、２５年たちますと、や

はりそれなりの経費が高くかかってくるというようなことで、またそういうことも勘案し

まして広域化等の協議も進めていきたいと、このように考えております。 

 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員  もう一遍だけ言いますが、共用年数になれば、もうこの施設は共用年数

済んでおると思いますが、耐用年数になればどういうことでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   共用年数というのは、耐用年数に近寄っていくという年

数でございます。２５年をやはり過ぎてきて少なくなっておるのは、やはりそこから経費

がかかりますので、建てかえか継続かという判断をされて、２５年以上の使われている施

設が段々少なくなっておるということですから、２５年たったから壊れやすいというよう

なものではございません。 

 

○熊田 司委員長   それでは、ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １８１ページですが、ゆーぷるの施設指定管理料、さんゆ～館の指定

管理料ですけれども、確か当初予算ではそれぞれ３００万円と１,６００万円になっとっ
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たかと思うんですが、違いますか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   指定管理料につきましては、平成２０年から２４年まで指定

管理をするということで基本協定を締結しております。それで、ゆーぷるにつきましては、

施設利用料という形で３００万円市のほうへ収入という形で入れてもらっておりましたけ

ども、広域水道の関係で水道料金がアップいたしまして、２２年度から逆に指定管理料と

いうことで２８０万円お支払いしてるという形になっております。 

 

○熊田 司委員長   さんゆ～館のほうはどうですか。 

  健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   さんゆ～館につきましては、お手元の資料の９０ページにな

りますが、平成２２年度は１,５５０万円の指定管理料になっております。このさんゆ～

館につきましても、指定管理が平成２０年から平成２４年という形で基本協定をしており

まして、これも同じ理由でございまして、６００万円がずっと指定管理料でありましたが、

水道料金の値上げによりまして１,５５０万円の指定管理料、平成２２年度からなってお

ります。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   当初予算の予算書、今言いましたのは、当初予算書では指定管理料が

３００万円になってると。それから、さんゆ～館は１,６００万円になってるということ

を言うたんですが、違いますか。私のこの予算書だけがちょっと間違えとるんですか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   当初予算につきましては、議員の指摘のとおりでございまし

て、若干余裕を持った形での指定管理料という形で予算のほう設定させていただいており

ました。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   当初予算の金額はわずかなんですけども、年度協定を結んでそれを決
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めるということになっておると思うんですね。ですから、そこはそんなに余裕というよう

な話ではなかったかに思うんですけれども、予算編成時には確定してなかったということ

ですか。年度協定は、これいつから始まるんですかね。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   年次協定につきましては、一応従来指定管理料というのは定

額ということでございますが、このような形で不慮の支出が発生したということで２２年

度から変更いたしておりますが、この時点では定かではございません。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   金額が、予算支出の当初予算の予算書と違うので、なぜそうなったの

かということでちょっと聞きたかったんですけれども。その次に出てきます、さんゆ～館

の温水ヒーター入れかえ工事費なども、これも補正予算でも全然出されてなかったものが

工事として決算で上がってくると。これは、予算の流用というようなことで対応がされて

るということで、補正予算なりあるいは議会の議決を経なくてもできるという範囲のもの

というふうには思うんですけども、議会に対してでも所管に対してでもちょっと説明がさ

れていなかったようにも思うんですね。先ほどの白蟻のことにつきましても、これの白蟻

工事費というのは、昨年の９月に補正予算で２００万円というのが出てるかに思うんです

けれども、こうした経緯、非常に大事な施設でそれぞれ必要な工事だとは思うんですが、

これ委員会、所管に対しての説明というのは十分できてないように思うんですけども、そ

の点いかがですか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   私どものほうで、温浴施設については所管しているわけでご

ざいますが、指定管理を受けている方に、休館等で急に閉めなくてはいけないというよう

な事態に陥っていたわけでございまして、もちろん上司等には相談しながらではございま

すけども、補正予算を組むなりして対応させていただいたところでございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   当初予算から補正予算へと、７号まで２２年度でてるかと思うんです

けども、見なれないものだったもので調べたんですけども、白蟻については２００万円と
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いうものが挙がっておったけれども、実際には工事は去年の９月の補正で白蟻の工事費と

いうのが出てるんですね。ところが決算で見たら、やってないというような話が今出たわ

けですけれども、去年の９月１日の補正予算で出されたものが、この決算まで何の報告も

ないというような印象なんですね。 

  それから、先ほどのさんゆ～館の温水ヒーターの入れかえ工事費４７２万５,０００円

というのも、補正予算の中には、見てみたんですが出てこないんですね。ですから、今私

が申し上げておるのは、大きな問題ではないかと思うんですが、これが所管委員会には説

明がされたような形跡がないもので、それがどうだったのかということをちょっとお伺い

しとるんですが、その点いかがですか。 

 

○熊田 司委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（郷 直也）   確かに、昨年の９月に白蟻による腐食があるということ

で、もう少し調査をした結果、その年に軽微な形での工事ですむというふうな判断をして、

もう少し大きい額の補正額を組ませていただいたと。ところが調べた結果、確かに白蟻に

やれらた形跡はあるんですが、その近辺を調べた、あるいはそれ以外のところでも白蟻に

食われてるという恐れがないということで、こういうふうな少額のものになったわけです

が、結果的にはその近辺の木材が腐食しておりますので欠落の恐れがあるということで、

今年度新たにその部分の工事を行うというふうにさせていただいております。その補正予

算をおくときの説明のときは、当然所管を中心に説明をさせていただいとるんですが、そ

れからの状況変化については説明がなかったかもしれません。そこら辺については今後気

をつけて対応していきたいと、そのように思っております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そういう対応をお願いしたいと思います。同時にここでいう、例えば

筒井温泉の湯を上げるポンプの修繕工事、あるいはさんゆ～館の温水ヒーター入れかえ工

事費についても、同様ちょっと説明された形跡がなかったもので、やはり大事なものだと

思いますので、今後十分注意していただきたいというふうに思います。 

  それと、先ほど水道料金との関係もあったわけですが、ですから指定管理料を払うとい

うことで３００万円おいといたけれども、２８０万円になったというその経緯をもう少し

説明いただけますでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 
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○健康課長（小西正文）   水道料金につきましては種目がありまして、公衆浴場という

種目でおいておりましたが、それにつきましては、口径が３０ミリという規定がありまし

て、現実はもっと大きな口径を使っているということで、一般という形に変更することに

なったわけでございまして、その変更によりまして水道料金がはね上がったということで

ございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それは、だからふやしたということですよね。ふやしたけれど、３０

０万円ほどはなくてもすんだと、２８０万円の指定管理料でゆーぷるはよいと。それから、

さんゆ～館については、１,６００万円まで上げなければいけないと思ったけれども、１,

５５０万円ですんだと、年度協定はこれで結びましたということ、そういう経過だろうと

思うんです。ですから、３００万円というものを思とったけれども２８０万円まで治まっ

た、１,６００万円と思とったけれども１,５５０万円に治まった、その経緯その内容につ

いて説明をしていただきたいということを今言ったんですけども。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   一応、水道料金につきましては、今までの使用料等を見なが

ら算出していたわけですが、その中でも幅が若干あったということで、必要最低限の線で

最終的には治まったということになっております。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これさんゆ～館、非常に建設当時市民の福利厚生というか市民の安ら

ぎの場で、非常に私自身も喜んどったんやの。それで、これずっと指定管理になったらも

っとサービスが向上するやいうねんけど、今の利用者の声というのを、課長、聞いたこと

ありますか。山崎支配人がしよるときと、今のこの指定管理になって、その辺の利用者の

声というのを、課長、聞いたことあります。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   一応、指定管理者であります、アクアプロのほうから毎月報

告をいただいておりますが、直接利用者のほうからは聞いておりません。 
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○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私、利用者の声ちょこちょこ聞くねんけどね、要は当然指定管理にな

ったら市民は本当にサービスというかもっとようなるように思とったら、あちこち電気消

したり、シャワーとか洗い場のところが壊れとったって改修してくれへんと。あれいうた

ら、結局その軽微な改修というのは指定管理でして、ある程度の限度額超えたら市が持っ

たんのか、その辺がどないなっとんの。その辺、利用者は本当に洗い場壊れとったって直

してくれへん、そんならこれ指定管理のほうは、自分ところの責任において軽微な工事だ

ったら自分ところがせんなんさかい、いっそ市が面倒見てもらうぐらいまで放置しとくよ

うな状況にあるさかいこんなケースになっとるん違うんかいなと私は想像するねんけど、

そこらはちょっと一遍、どこまでは指定管理の責任においてやって、どれ以上が市が助成

したんのか、その辺についてちょっと説明をお願いします。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   指定管理するにあたりまして、基本協定をしておりまして、

その中で施設改修等というのがございます。それで、１件５０万円未満のものにつきまし

ては、指定管理者のほうで修繕等を行うということで定めております。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私は、本当にサラリーマンのように、地域の人があそこで本当に福利

厚生というか健康増進よ。それで、あそこへ行くことによって、社会保障というか医療費

も削減できるぐらいの、本当に地域の人のコミュニティーの場でもあり、私はすばらしい

さんゆ～館は施設やと思うねん。あの辺の利用者見よったって、２２万人以上の人が利用

してもらいよんねん。本当に、市内の方があの場を通じてやっとんねんけど、指定管理に

なってから調子が悪いぞという声が私の耳によう聞こえんねや。指定管理になってからあ

ちこち電気も真っ暗けになってったし、そんなもん壊れとったって直せへん、その辺の指

導監督的な立場というのはだれが指導するのよ。その辺のサービスが低下しとることに対

して指定管理ではでけへんの。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   指定管理のほうにつきましては、イベント等を実施するなり、

それぞれ鋭意努力をしていただいております。しかしながら、そういう意見がありますの
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で、また管理者のほうへ注意を促していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   指導勧告というか、指定管理になっとったって、施設の適切な運用と

いうのは市のほうでだれかが是正処置を、是正命令というかそういうことはできるのでし

ょ。そんなら、利用者の声が本当に施設ができたときは本当にすばらしい、旧の三原町の

人は本当に皆喜んどった。自分ところの風呂よりかあそこの風呂へ行ったほうがええねん

いうて、家族ぐるみでこの施設へ行きよんねん。それが、指定管理になってから、洗い場

壊れとったって直してくれへんわ、本当にあちこちどうやこうやいう話をよく僕はちょこ

ちょこ聞くわけよの。そやから、そこらはその辺アクアプロけ、そこらに対してそういう

声がありますよというぐらいは。市民が言うたって聞いてくれへん。そこらやさかい、今

後とも課長よろしく、部長お願いします。 

 

○熊田 司委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（郷 直也）   委員おっしゃることよくわかります。指定管理、これは

毎年の協定で金額等も若干変わっとるようでございます。そこら辺の交渉の中でも、当然

指定管理を我々のほうからアクアプロのほうにそういうふうな協定を結ばせていただいと

るわけなんですけども、当然サービス業でございますのでやるべきことはきっちりやって

もらうということで、厳しくそこら辺の不手際については対応していきたいと、そのよう

に考えます。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私が利用させてもうとる西淡のところは、結構利用者の声を聞いてく

れるねん。それで、営業時間でも若干指定管理になって私は西淡はよかったなと思う。三

原の人の利用者は、そういう声があるということだけちょっと念頭においといてください。 

 

○熊田 司委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   １７９ページ、委託料の中で、これは前にも聞いたことですけども、

前は養護老人ホームのほうで聞きましたけども空調設備保守点検委託料、これは市の建物

ではほとんどが空調設備がされておると思うんですけども、これは必要性があるのかどう
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かお尋ねします。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   保健センターのほうの施設管理になってきますが、その中で

やはり多くの市民の方が母子健診等に訪れるということも日々続いておりますが、その

方々にも迷惑をかけないようにということで、空調設備の点検をずっと実施しております。 

 

○熊田 司委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   恐らく空調設備、最近の建物であればほとんど空冷式で、故障がある

としても大概基盤ぐらいなんですね。機械そのものは案外と故障しないと。そんな中で、

保守点検作業がいるんかなという感じがするわけです。それと、ほかの建物ではこういう

やつは、さくら苑かな、前回言うたんが老人ホーム、それもいるんかという話をさせても

らったんやけども、実際的にいらんような気がするんですけども、その点に関してどう考

えておりますか。 

 

○熊田 司委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   法定点検という形で、多分管財課といいますか、所管のほう

でこの契約を結んでいただくなりしているわけでございますので、ある程度は、ちょっと

私も勉強不足ではございますが、法律に基づいた部分的なこともあるのじゃなかろうかな

と思っております。 

 

○熊田 司委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   恐らく、法律的な規定というものはないと思います。ですから、これ

は恐らく業者さんがこういう契約させていただいたら便利ですよというような話だけで、

恐らく契約されとるんじゃないかと思うんです。空冷式の場合に関しては、基盤がいかれ

たら、どっちにしても部品ひく間１日ぐらいたてば完全に直るというような勘定でいけま

すんで、やはりこの保健センターと老人ホーム、それに関してその２件だけだったと思う

んですけども不必要なもんじゃないかと思うんで、今後検討していただきたいと思います。 

  終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑ございませんか。 
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  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   上水道費、１７２ページ１７３ページですね、幾つかあるんですが、

この高料金対策ということで、資本費に対する補てんということで年々下がっていくとい

うようなお話だったわけですが、先ほどもありましたように、大口需要者はやはり水道料

金の引き上げということで、かなり厳しい経営というような、宿泊関係施設というのが結

構観光事業をやってる南あわじ市にとってみれば大きな問題ということになってると思い

ます。非常に、南あわじ市というか淡路の水道広域企業団の水道料金というのは、やはり

県下でも高い位置にあるというように思っとるわけですが、現状はどのようになってるか

ということを説明いただけますか。 

 

○熊田 司委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   広域水道企業団の事務取扱いというようなことで、企業

団が合併して後、私どもの市長公室のほうで事務の取り扱いはさせていただいております。

ただ、水道料金が県下でどのぐらいの位置にあるかというような経営の中身につきまして

は、私どものほうでは調べておりませんので、一度水道企業団のほうに問い合わせを私ど

もがするか、議員の方からしていただくかというようなことになるかと思います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   議員のほうからしていただくというのはどういうことですか。それは

どういう意味ですか。あなた方、例えば水道企業団に理事者として出席してないんですか、

南あわじ市は。してないんですか。 

 

○熊田 司委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   出席はいたしておりません。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   市長出てないんですか。管理者としては行ってないんですか。 

 

○熊田 司委員長   市長公室長。 

 



 

－ 168 － 

○市長公室長（中田眞一郎）   市長は出席はしておりますが、担当部職員については出

ておりません。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   私は、南あわじ市は出席してないんですかと聞いたんですよ。中田公

室長が行ってるかどうか聞いたん違うんですよ。南あわじ市は出てないんですか、理事者

として出てないんですかと聞いたんです。出てるんでしょ。出てたらこれ説明できるんじ

ゃないんですか。 

 

○熊田 司委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   繰り返しになりますが、事務の取り扱い等については私

どものほうで所管をさせていただいておるというようなことで、中身の経営等につきまし

ては、一度議員の質問を聞いて、資料を取り寄せて、御説明を申し上げたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   こういう問題は、聞いていただいたらそうしてもらいたいんですが、

こういう問題は高料金対策として出してるわけですよね。だから、これ問われたら答えて

いただくということがルールじゃないかと思うんですよ。今後、やっぱりこれ改善してほ

しいと。聞かれたら答えじゃなくて、聞かれたら問い合わせをするというようなことでは

なくて、いかなる質問があってもある程度のことは答えられると。それは、細かい点まで

ということではないですけども、この水道料金がどれぐらいになってるかぐらいの基本的

なものというのは、恐らく説明資料としても出されてると思いますし、市長公室としても

保管しとったらどうですか。市長からいただいて持っとったらどうなんですか。わからな

い点は聞いたらいいん違うんですか。そういうふうに思うんですよ。そういう方向で対応

を変えていただけませんか。 

 

○熊田 司委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   資料的には、私どものほうは企業団のほうからはいただ

いておりません。しかしながら、当然、今、議員の指摘もございましたように、事務取り

扱いといえども、その辺の資料はあらかじめ取り寄せておくべきかなというふうに思って

おります。今後気をつけたいと思います。 
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○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ですから、今ちょっと答弁できる範囲というのは限られておりますの

で、今後改善していただくということでお願いしたいと思います。 

  それともう一点、これも同じようなことになるんですけども、神出浄水場との取水がで

きない今、結局淀川の水系から取水してるというようにも聞いておるわけですが、その点

まだ改善されてないかということも含めて、また調べといてください。 

  終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

   ④ 労働費、農林水産業費 

 

○熊田 司委員長   そうしましたら、質疑がございませんので、次に、款５労働費、款

６農林水産事業費。ページ数は、１９２ページから２２９ページまでの質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   １９２ページの、緊急雇用対策について伺いたいと思うんですけども、

この目的としては、やはり失業者とかの対策であって、あと就労というか、正規の職員に

どこか採用してもらえたらいいなというのを努力する期間というか、そういう対策かと思

うんですけども、南あわじ市２２年度これをやられて、そういう緊急雇用から抜け出して

といいますか、どこか正規に雇用されたりというふうなケースというのはあったんでしょ

うか。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   この緊急雇用につきましては、国の失業者対策というこ

とで、平成２１年度から始まったというふうに聞いておりますが、２２年度の事業につき

ましては、緊急雇用対策事業そのうちのふるさと雇用再生事業と、それから重点分野雇用

創出事業というのがございます。これにつきましては、産業振興協会のほうで委託を受け

て実施しております。それ以外に、直接ということで３つの事業、リサイクルセンター事
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業、それから道路維持管理事業、観光案内人整備事業ということで行っておるのがこの事

業ですが、何分期間が切られての事業でございますので、そのうち２３年度で終わる事業、

それからまた２４年度まで継続する事業というのがございますが、今後の対策につきまし

ては、国、県の動向を見ながら考えていきたいというふうに思ってます。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   その、６カ月とか１年とかの期間、臨時に雇とると思うんですけど、

その間で例えば新しい就職先を見つけたとか、そういうのでステップアップというのが正

しいかどうかわかりませんけど、ちょっと正規雇用のほうに近づいたような人というのは

いましたかという質問なんですけど。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   申しわけございません、一応は失業者対策は一年限りと

いうことで原則再雇用はしてませんが、その後どういう定職に就かれたかというところま

ではまだはっきり把握しておらないんですが、次就職できたというふうな情報は余り聞い

てないように思います。 

 

○熊田 司委員長   産業振興部次長。 

 

○産業振興部次長（興津良祐）   産業振興部の興津でございます。 

  今、原口議員さんの質問で、失業対策の中で次の正規の職員になられた方がおられるか

ということで、これは県のほうも調査をしております。若干、まだ２２年度については、

まだ正規の職に就いた方はおられません。 

 

○熊田 司委員長   ここで暫時休憩といたしたいと思います。 

  再開は１３時でやりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（休憩 午前１１時５０分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○熊田 司委員長   それでは、午前の質疑に引き続き、午後の質疑を再開いたします。 

  まず市長のほうから、所用のため午後の出席が少しおくれますとの報告をいただいてお
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ります。 

  産業振興部次長のほうからありましたので、産業振興部次長。 

 

○産業振興部次長（興津良祐）   午前中の原口議員さんの質問の中で、緊急雇用の中で

正規職員がいなかったかという御質問がございました。答弁ではないという答弁をさせて

もらったんですけども、こちらで仕事をしてる期間中、民間企業で正規職員になられた方

が２名おられました。訂正をさせていただきます。 

 

○熊田 司委員長   款５労働費、款６農林水産事業費、ページ１９２ページから２２５

ページまでの質疑を行います。午前中の質問の際ですけども、マイクが遠かったり、また

答弁の方もマイクが遠かったりいたしますので、どうかマイクの使い方に気をつけていた

だいて、声がよく聞こえるようによろしくお願いしたいと思います。それと、質問の方も

要点をまとめて質問していただくのと、説明員の方もどうか質問者の聞きたいことをよく

聞いた上で、適切な回答をお願いいたします。 

  それでは、質疑ございませんか。 

  川上委員。 

 

○川上 命委員   完璧に質問いたします。 

  最近、南あわじ市としては、活性化のために女性の進出というものを大いに期待しとる

わけですが、働く婦人の家管理費ということで、ページ数１９４と参考資料が９９ページ

でございます。その中で、人件費働く婦人の家運営委員会１０名。このどうして選んだの

か、名前とそれと実績がどのように上がっているのかお聞かせ願いたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   人権教育課長。 

 

○人権教育課長（大谷武司）   人権教育課の大谷と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

  働く婦人の家の運営委員につきましては１０名ということで、１名は教育委員会の部長

があたっております。あと地域の婦人団体とかが推薦いただきました方々９名。お名前の

ほうは、ちょっと、今、手元に資料持っておりませんので、また後ほど資料をお届けした

いと思います。 

  それから、仕事の内容でございますが、婦人の社会参加、議員さんのおっしゃるとおり

の事業に尽くしているか、推進しておりまして、家庭料理の応援であったり、またパソコ

ン等の技術の学びであったり、そういうことで女性特有の仕事の応援というようなことを

講座の中に盛り込みまして、募集し社会参加を促しているところでございます。 
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○熊田 司委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   私の聞いてるのは、その役員あとの９人というのはどういう選び方を

しとるのかそれだけ、名前はよろしいけど。 

  それと、実践的なことを聞いたわけですが、最近特に六次産業ということで、女性の進

出というもの非常に期待されとるということで、南あわじ市のほうは非常に他の地区と比

べて女性の活躍されたグループ、職でいえば職域の中で、その地域の地産地消を含めた中

でのブランド品というような開発を受けた中で、女性の収入をふやしていくと、働く場所

をふやしていくと、そういったことについての、もう少し実践的に行政があらゆる角度か

ら指導していくということが大切ではなかろうかと思う。その点について、もう一度お答

え願います。 

 

○熊田 司委員長   人権教育課長。 

 

○人権教育課長（大谷武司）   ただいまの、女性の収入増とかそういう将来的な展望で

はございますが、このあたりは念頭には置いて講座等を勧めてはおりますが、まだ何分若

い世代の参加が現実に少ないというような状況でございます。 

  それと、推薦母体なんですが、推薦母体につきましては女性団体の推薦、それからまた

企業の推薦というような中から９名を選ばせていただいております。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   私も、１９４ページの働く婦人の家について伺います。資料を見せて

もらいますと、利用者数で平成２１年の１万６,１６３人から、２２年で２万１,９０５人

ということで、約５,０００人近くもふやしておりますし、予算を見ましても２２年度で

空調関係でふえておるようですけども、２１年、２３年とそれを除いたらほとんど横ばい

でやられてますので、限られた予算の中で大変頑張っておられるなというふうにまず評価

をしております。 

  一点だけ伺います。ここの小運動場の利用料、使用料ですけども、ほかの施設に比べて

割高だったような感じを持ってたんですけども、現在そこの使用料というのはどういうふ

うになってて、ほかの施設と比べてどうかということをお伺いします。 

 

○熊田 司委員長   人権教育課長。 
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○人権教育課長（大谷武司）   ただいまの、使用料の関係の御質問についてなんですが、

同等の施設と申しますか、公民館と比較をさせていただきました。比較しておりますのは、

三原公民館、緑公民館、南淡公民館、それから西淡公民館というのはメインの公民館です

が、それで利用料を大体面積あたりの部屋の相等の部分を見ましたら若干低いぐらいで、

婦人の家の利用料は高くはございません。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   隣の健康広場の体育館を使用する感じと、あそこの小運動場を使用す

るのでは、以前はかなり差があったように思ったんですけど、そこら辺は今言うような形

で割安感があるわけですか。例えば運動に使うときに、そこが何か使いにくいと聞いたこ

とがあったんですけど、そういうことではないですか。 

 

○熊田 司委員長   人権教育課長。 

 

○人権教育課長（大谷武司）   健康広場の使用料については、しばらくちょっと調べさ

せていただきたいと思います。婦人の家の小運動場につきましては、昼間が１,２００円

ということで、できるスポーツ自体は卓球程度しかございませんが、比較的面積から考え

ますと安い状況ではないかなというふうに思っております。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そしたら勘違いかしりませんけど、いっときそこもっと使ったらいい

のにと思ったときに高いということを大分聞いてたんで、思い込みかもしれませんけども。

安いんだったらそれで結構です。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑はございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この説明資料、９８ページの説明資料についてですが、ここに事業の

目的として主に３つぐらいが考えられるかというふうに思います。１つは女性の社会進出。

２つ目は再就職の応援。そして３つ目は家庭生活の安定ということになろうかと思うんで

すが、それぞれにどのような特徴ある活動がされたかということについて説明をいただき

たいと思います。 
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○熊田 司委員長   人権教育課長。 

 

○人権教育課長（大谷武司）   ただいまの、方向性ということなんでございますが、社

会参加という部分につきましては、やはり生涯学習といいますか、公民館事業的な趣味の

講座の延長でございます。 

  それから、再就職の支援というところでは、情報関係の応援をさせていただいておりま

す。 

  それから、家庭生活というところでは、料理の献立とかいろいろな分野の指導といいま

すか、家庭における生活事業といいますか、それの応援をさせていただいているところで

す。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ３０歳未満の方が多いということで、子育て世代というようなことも

あるんかと思うんですけれども、３０歳以下で全体の利用者、講座の利用者ですけれども

約６割強。それから４０歳以下までいくと、全体の８割ぐらいというようなことになると

思うんですけれども、そういう若い方々の社会進出、再就職の応援ということで、今、説

明いただきました。具体的に、例えばこういうことで再就職につながったというような例

も生まれてるんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   人権教育課長。 

 

○人権教育課長（大谷武司）   具体的に再就職をされたという情報につきましては、調

査しておりませんので確認はしておりません。ただ、会社勤めをされている方々が、能力

を高めるために、その情報の講座であったりするのに参加されているというところは聞い

ております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   あと、やはり女性の働く条件であったりとか、地位であったりとかい

うのはやはりまだ低いというようなことがあってのこの活動であろうと思うんですけれど

も、いろいろ相談活動ということでありますが、具体的にはどのような相談活動をやって

おられるか、説明もあったかと思うんですけども、再度説明いただきたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   人権教育課長。 
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○人権教育課長（大谷武司）   誠に申しわけありません。相談内容につきましては、ち

ょっと私どももお伺いしておりませんので、また相談業務の詳細につきましては、館長に

聞きまして報告させていただきたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（福原敬二）   働く婦人の家につきましては、少子対策課のほうで子育

て学習支援センターということの併設をかねております。その中で、女性の進出、再就職

につきましては、その学習センターの中に掲示板をこしらえましてハローワークの情報を

提示したり、それから男女共同参画の意味合いを持ちまして、講師の方にというか、相談

員の方に来ていただいて、お母さん方が次に働ける方法とかいうのを相談事業として、実

際私ところのほうの事業としてさせていただいております。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ページ数が２２３ページ。この、中間育成事業１,３００万円やけど、

これ私も十分いろいろ聞いて説明を受けとんねんけど、いま一つ理解してないんやけど、

この中間育成事業１,３００万円というのは、この事業の内容についてちょっとわかりや

すく説明お願いできますか。 

 

○熊田 司委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（早川益弘）   この事業は、財団南浦という南あわじ水交会、南あわじ

市にある５漁協が、昔鳴門大橋のかかったときの保障を持ち寄ってつくった財団でありま

して、その中で、今からはつくり育てる事業を展開していかなければ魚も少なくなってき

よるというようなことで、福良漁協の前に須崎という島がございます。そこに中間育成セ

ンターという施設がございまして、そこで魚の稚魚を大きくして、南あわじ市海域に放流

しようというような取り組みを行ってまいりました。その中で、特に真鯛、真鯛に関しま

しては福良湾の中で、海上公園の中で育成する。それから、須崎の先ほどいいましたセン

ターでは、ヒラメ、鬼オコゼ等を中間育成して、大きくなったときに南あわじ市海域に放

流して、漁獲量のアップにつなげるというような取り組みをやって、南あわじ市の水交会、

漁協の漁獲量の維持、アップを図っていこうという事業が主な事業です。 
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○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   素人の質問で申しわけないねんけど、県の佐野のほうか、どっかあの

辺にも何か稚魚をこうしてしよるような、これいうたら県の事業でしよるのけ。今言った、

水交会の事業でやられとるやつに助成しとんのけ。淡路市とか漁協ありますわな、洲本市

とか。その辺と連携してやっとるもんか、そこらもうちょっと。 

 

○熊田 司委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（早川益弘）   今、委員のおっしゃった津名にあるセンター、これも兵

庫県の二見にある水産技術センターの中にある豊かな海づくり協会、津名も豊かな海づく

り協会の中にあるんですけども、そこで育てていただいた、津名ですとクルマエビ、明石

のほうですと真鯛、ヒラメ、鬼オコゼ等がふ化されて、ある程度大きくなったらそれを無

料でうちが取りにいって、いただいて、それを須崎なり海上公園のほうで育ててるという

状況でございます。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   課長、私は本当にこれ水産資源というか、その辺は必ず日本国として

は必要やというような思いがあるので積極的に、予算が少なかったらどんどんどんどん入

れてでもやってええと思うんで、その辺は頑張って、課長、やってください。 

  終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   ２０３ページの、バイオマスの関連でお伺いします。 

  まず、利用助成金８万５,７９２円ですけども、予算では１１２万５,０００円ついてた

と思うんですが、利用状況、何で予算に対してこれほど少ないのかというあたりをお伺い

します。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   農林振興課長の松本です、よろしくお願いします。 

  ２２年度のバイオマス利用施設の関係でございますが、まず利用状況を報告させていた
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だきます。２２年度は、５つの施設で約１,５３３トンの処理を行っております。バイオ

マス施設自体は、議員の方も御存じのとおり、年間２,２００トンの処理計画をしており

ますので、２２年度は約７０％の稼働ということでございます。それから、参考でもう一

つ、民間のバイオマス施設もございますが、ここは２２年度は２,７４０トン程度の処理

を行っております。 

  それから、指摘をいただきましたバイオマス利活用の助成金のことなんですが、これに

つきましては、農家の持ち込みに対する利用を促すということで助成金をおいております。

ただ、農家のほうからの持ち込みにつきましては、ＰＲもしておりますが、なかなか少な

いのが今のところの現状でございます。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員  今、各施設の全体の利用状況、稼働状況を教えていただいたんですが、

５つ施設がありますそれぞれの施設ごとの受け入れ量と、当然炭が出ると思うんですけど

も、どれぐらいそれぞれ出てるかお願いします。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   それぞれの利用実績でございますが、倭文、これは鬼皮

の処理のところでございますが約３４トン。八木につきましては１６トン。賀集につきま

しては１４６トン。神代につきましては６１７トン。北阿万につきましては７２１トン。

小数点のところは四捨五入をさせていただいております。 

  それから、炭につきましては、倭文のところで、４０リットルの袋の数でいきますと３,

２２６袋。八木につきましては、施設自体が当初思うように炭化のところが稼働すること

ができませんでしたので３５袋。賀集につきましては５３４袋。それから神代につきまし

ては２,００２袋。北阿万につきましては２,９６８袋で、合計約８,７００袋ぐらいがで

きております。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   倭文の３４トンですけども、数字が大変少ないように思うんですけれ

ども、計画に対しては倭文の稼働率というのはどれぐらいなんですか。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 
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○農林振興課長（松本安民）   倭文の施設につきましては、トン数でいきますと３３ト

ンなんですが、鬼皮でございますので鬼皮そのものが非常に軽い状況でございます。施設

の稼働率につきましては、１００％に近い稼働を行っております。ちなみに、参考なんで

すが、今年度につきましても倭文のほうは稼働率は７２％ぐらいなんですが、トン数でい

きますと２３トン、倭文の計画が大体３３トンで計画を当初からしております。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そしたら、稼働というのは、時間的なものとしてはほぼ１００％稼働

しとるというふうに考えてよろしいですか。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   稼働につきましては、当然時間的なところでございます

が、農林振興課のほうで発表しとるパーセントにつきましては、計画処理トン数分の実質

処理トン数、トン数でいっております。それでいきますと、約７０％が全体では稼働して

おりまして、そのうち１００％が倭文、それから北阿万が８５％ということで、先ほど説

明させていただいたとおり、八木のところが若干当初から機械の調子が悪くて、軌道に乗

ったのがもうほとんど後半のところなんで７％ぐらいの稼働となっております。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   ほぼ順調に、全体的には稼働しとるということですと、ＪＡはちょっ

と別やと思うんですけど、あと商協に依頼してる４機について、トン当たりの処理経費１

万５,０００円以下には抑えとると思うんですけども、実際には幾らぐらいかかってます

か。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   議員御指摘のとおり、トン１万５,０００円の当初計画

でバイオマス施設は建設をさせていただきました。当初は、なかなか１万５,０００円の

レベルになりにくくて、議会の御理解をいただきまして、施設の改良等を行わせていただ

いております。お蔭をもちまして、今年度の６月ぐらいからほぼトン１万５,０００円程

度でできるようになっております。ただ、議員の御承知のとおり、バイオマス施設は当初

から炭化施設のところにおいて、瓦のトンネルですと１日中熱をかけとるんですが、ここ
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は毎日ぬくめて冷やすぬくめて冷やすというようなところと、破砕機のところにおきまし

ても、当初からキャベツとかレタスの野菜の破砕機的なところがございまして、非常にそ

こら辺のところで、現在でも故障が多いのが若干運営に支障をきたしております。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   今、１万５,０００円かかっとるということなんですけど、順調に動

くと１万５,０００円までかからずに運営できてるというふうな感じで受けとめてたんで

すけども、やはり商協さんについては、１トンあたり１万５,０００円はもうかかってる

わけですか。 

 

○熊田 司委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（奥野満也）   今、課長が申しましたけれども、１万５,０００円とい

いますけれども、実際は１万３,０００円から１万５,０００円の中で推移しているという

ふうなことで、商協からはそういうようなことで、問題なく今やってるというふうなこと

で報告を受けております。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   平成２１年の９月議会で補正予算がありまして、間接経費と直接経費

的な表現されてましたけども、人件費なり処理費に関して１万５,０００円に抑えると。

ただ足りないので、指定管理料で９７０万おきました。補正で９７０万円をおきました。

２２年度も同じく９７０万円おいてます。この９７０万円の内訳、それぞれ何に幾らで９

７０万円になってるのか伺います。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   バイオマス施設の２２年度の収支を概略的に申し上げま

すと、先ほどのお話のございました人件費が約７３０万円。需用費につきましては、消耗

品、光熱水費、修繕費、役務費等で約２,８６０万円ぐらいが算出をしております。その

中でも主なものとしましては、修繕費として約８８０万円程度の修繕がかかっています。

その主なものとしましては、先ほども説明をさせていただきましたが、炭化炉の修繕等に

２２年度は５７０万円ぐらいがかかっておりまして、議員御指摘の９７０万円につきまし
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ては、そのほとんどを施設の修繕に使っているのが現状でございます。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   補正予算のときの審査では、ダイオキシンの調査分析費用、保守点検

委託料となってるんですけども、そのときは１機あたり、ダイオキシンですと２９万円の

４施設で１１６万円。保守点検は、１機あたり７３万５,０００円の４施設で２９４万円。

修繕費等で、１施設５０万円の４カ所等々で９７０万円という積算されてますが、それに

当てはめるとどういうふうな内訳になりますか。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   ダイオキシン等の検査につきましては約５３万円。それ

から、施設の年間の点検につきましては３０万円程度でございます。当初の補正のときに

挙げておりました数字から見ますと、ダイオキシンの検査につきましては半分程度かなと

いう印象は持っております。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   これ４施設あるので、４施設足してそれだけですか。そのダイオキシ

ンの検査料というのは。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   ４施設足しての結果でございます。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   その経費につきましては、例えば必要となったときにその都度出され

るのか、あるいは年度末で請求があって出すのか、支払い方法はどういうふうになってま

すか。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   ダイオキシンの検査につきましては、年の大体中間程度、
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ことしにつきましては１０月に予定をしております。昨年の分につきましては、若干同じ

頃にやったと思うんですが、また調べて報告させてもらいます。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   ということは、補正のおいてる９７０万円については、その都度必要

になった分だけを支払っていったというふうに考えていいんですか。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   説明がきっちりできてなくてすみませんでした。９７０

万円の支払いについては、その都度必要に応じて支払っております。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   ということは、今年度ちょっと増額されとるんですけども、この要因

というのは何になるんですか。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   ２３年度の増額につきましては、バイオマス施設の４施

設をより有効的に活用したいという観点から、４つの施設を２つのグループに分けさせて

いただいてます。それというのも、地元との事情によりまして粉砕のできない施設がござ

います。その施設に、破砕のできる施設から材料を回してそこで炭化処理を行ったりとか、

先ほど申し上げたとおり、施設の調子が悪いときに、残りの施設でその処理を賄えるよう

にということで、その２つのグループに分けて、そのグループ間の材料の運搬経費として

本年度は増額をさせていただいております。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   今、２つずつをグループ分けしてるということなんですけども、そう

すると片一方の炉は動いてないということになるんですか。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 
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○農林振興課長（松本安民）   炉につきましては、それぞれは動いております。ただ、

搾る施設につきまして、動いてない施設が若干ございます。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   その、搾った場合水が出ると思うんですけども、約３分の１ぐらいに

まで絞れるという話だったと思うんですが、そうすると１トン絞るとどれぐらいの水が出

ることになりますか。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   大体でございますが、玉ネギを破砕しましてそれから搾

り器にかけます。出てきます残渣といいますか、搾りかすにつきましては約３分の１程度

になります。皆さん御存じのとおり、玉ネギにつきましては水分と繊維がほとんどでござ

いますので、水分につきましては１トンの３分の２、約６００キログラム程度かなと思っ

ております。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そうしますと、その出てきた水というのは以前下水で処理されてると

聞いたんですけど、それは間違いないんですか。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   搾った汚泥水といいますか、搾り水につきましては、ま

ず自作のタンクで取り合えず沈殿をさせまして、上水を徐々にこすような形で処理をして

から下水のほうへ受けていただいております。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そうすると、下水道の使用料が発生してると思うんですけど、それは

幾らぐらいになるわけですか。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 
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○農林振興課長（松本安民）   下水の処理料につきましては、当初どのぐらいの量が出

るかというようなところと、下水に処理をしていくというところで、下水のほうで受ける

ところの試験的なというところで、現在は処理料についてはまだ。すみません、ちょっと

お待ちください。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   どうも失礼しました。上下水道代につきましては、８５

万３,５８４円でございます。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   下水道の利用については、そのメーターか何かつけてやってるんでし

ょうか、それとも何か計算方法があるんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（奥野満也）   これにつきましては、水道メーターを基準にやっており

ます。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そしたら、まず廃液の処理については、下水としては受け入れるとき

の基準があると思うんですけども、それは廃液を受け入れるときのＳＳであったり、ＥＣ

であったりあると思うんですけど、それはどういうふうな基準になってますか。それがク

リアできとるかどうか含めて。 

 

○熊田 司委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（小谷雅信）   下水道課長の小谷と申します、よろしくお願いします。 

  特定事業所ということにあたりまして、前処理を行っていただくということになってご

ざいます。基準については、条例等で決められております。ペーハーであったり、ＢＯＤ、

ＣＯＤといったそれぞれの項目をクリアしていただくということになろうかと思います。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 
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○原口育大委員   使用料について、そこで使う水道の量と、この残渣から出てくる廃液

の量というのは一般家庭のようなわけにはいかんと思うんですけども、それはちょっと何

か使用料の設定としては計算しにくいように思うんですけど、いかがですか。 

 

○熊田 司委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（奥野満也）   今現在は水道というようなことでいっておりますけれど

も、実際は協議して、今言いよったように、搾ったら３分の２になったりというようなこ

とで、それについて、今、協議中というようなことでございます。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   同じ場所です、２０３ページ、バイオマスの下のところの集落営農組

織育成機械等整備事業補助金６９７万２,０００円支出しておりますけども、これ２２年

度の申し込み状況はどんなんでしたか。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   申し込み状況につきましては５件でございます。場所に

つきましては、倭文、松帆、神代、それから緑、それから志知での５件でございます。な

お、導入した機械につきましては、水稲の播種機、コンバイン、それからトラクター、玉

ネギ収穫機、ロールべーラー等でございます。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   申し込み５件で、５件とも補助対象となっているふうに聞こえたんで

すけども、それでよろしいですか。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   申し込みにつきましては、前年度の１１月か１２月ぐら

いに希望を聞かせていただきまして、そのときにこの事業に乗れそうなというか、採用さ

れそうな５件をとっております。以前も、議員さんのほうから御指摘のございました、広

くＰＲをするというようなところで、今年度は広報紙等を通じて、１０月か１１月ぐらい
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にＰＲをして、そういう集落営農組織の方に対しても広くＰＲしたいと思っております。

ただ、登録のされとる集落営農組合さんには、直接郵便等でこういう事業がありますとい

うお手紙を出させていただいておりますが、なかなか事務的なこともしていただくという

ことで、相談の件数は余り多くはございません。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   ちなみに、２２年度の採択された地域は、ほ場整備が完了してる地域

ばっかりでしょうか、それともそうでない地域もありましたか。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   ５つのうち、１つだけまだほ場整備が済んでおりません。

西淡の志知のところでございます。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   その志知は、どういう機械が入ったんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   志知のところにつきましては、ロールべーラー等でござ

います。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   わかりました。あと、予算が限られておりますので、今年度の話にな

って申しわけないんですが、申し込み多数となりますとやはり選考という格好になると思

うんですけども、その辺どんなんですかね。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   最近の傾向でございますが、この事業を含めて県の補助

事業並びに国の補助事業につきましては、得点制といいますか、持ち点制といいますか、

例えば認定農家の方がいたらプラス何点、先ほど議員が御指摘をいただきました、ほ場整
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備区域でしたら何点とかいうことで、持ち点を積み重ねていって、持ち点の多いところか

ら事業採択をされるような事業になっております。もっと前のころでございますと、そう

いう制度じゃなくて、ぼやっとした感じでほ場整備区域の方とかいうようなイメージです

が、最近はそういう点数分けをしておりますので、その採択につきましては県の担当と相

談をしながら行っております。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  川上委員。 

 

○川上 命委員   問題は、メガフロートのことで聞きたいんですけど、決算書の２２３

ページと資料の１１０ページ。このメガフロートでございますが、本年の決算もかなりの

予算をつぎ込んで、昨年もかなりの予算をつぎ込んどるということで、これは公園として

の将来性、収支バランスはどないなっとるんですか。 

 

○熊田 司委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（早川益弘）   今、委員さんのおっしゃったメガフロートの工事がかな

り多いということで、これに対しての収支バランス。メガフロートの収支バランスですか。 

 

○熊田 司委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   公園としての、公園としてのメガフロートの収支バランスです。 

 

○熊田 司委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（早川益弘）   メガフロートに関しましては、この平均年間２,０００

万人ほどの入園者数等がございまして、当然これ福良漁協に指定管理をしていただいて、

入園料の１０％を市のほうへ入れてもらってるというふうな関係で、もう一つうちには丸

山海づり公園があるんですけども、そこには指定管理料として３６０万円払ってるような

関係からいいますと良好な施設じゃないかと思いますけども、ただ神奈川県から持ってき

てもう１０年。船舶として海の上に浮いている、あとの修繕料等がかなりかかってきます

ので、その点を踏まえますと、これからが厳しくなってくるだろうと思っております。 

 

○熊田 司委員長   川上委員。 
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○川上 命委員   今、課長が答えられたように、非常にものには耐用年数というものが

あるわけで、かなりつぎ込んでおりますが、将来は耐用年数でだめになるということで、

ただ心配なのは、人形会館も含めて、防災センターも含めた中で、福良湾の今後東南海・

南海地震についてのことが非常に脅威になっとるわけですが、これが果たして物体が古く

なったという時点に、そういった大きな想定外という言葉を使うたらいかんのですけど、

そういった津波が来たときに凶器になる恐れがございませんか。 

 

○熊田 司委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（早川益弘）   今現在、南あわじ市で推定してます地震が起きたときに

福良湾ですと５.３メートル。現在メガフロートが、２本のアンカーでとめておりますけ

ども、５.３メートルの津波が来た場合危ないです。ただ、今はそれしか言えないんです

けども、それが５.３メートル以上のものが来たときに、当然２本のくいでとめてますの

で、それがそのまま浮き上がって離れた場合、一番心配するのがあの横１０１メートル、

横６０メートルのものが福良の町のほうへいったときに、大被害が起きるんじゃないかと

いう心配をしております。今はそれしか言えません。申しわけございません。 

 

○熊田 司委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   本音を言われたので、よろしいと思います。私は確かに凶器になると

思うんで、そういった面今後とも気をつけた中で、公園としての一つ利用価値をふやして

いっていただきたいと、かように思って終わります。 

 

○熊田 司委員長   ここで暫時休憩をいたします。 

  再開は１４時にさせていただきます。 

 

（休憩 午後 １時５０分） 

 

（再開 午後 ２時００分） 

 

○熊田 司委員長   それでは再開いたします。 

  先ほどに続きまして、款５労働費、款６農林水産業費。ページは、１９２ページから２

２９ページまでの質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  登里委員。 
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○登里伸一委員   ちょっと一点だけお聞きします。 

  緊急雇用対策事業費の１９３ページ、７節の賃金。この、作業員賃金の１,２８１万５,

３８８円は、この資料の９７ページのリサイクルの３名。それから、道路維持管理の４名

と考えてよろしいでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   ここの賃金のところでございますが、リサイクルセンタ

ーが３名。それから、道路維持管理が４名、７名分でございます。 

 

○熊田 司委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   そうしますと、４節の共済費等含めた金額と合うんでしょうか。ちょ

っと私計算してみたんですが、２４９万６,４７７円と１,２８１万５,０００円あります

が、その合計が１,５３１万１,０００円何がし。それから、人件費の６５６万８,０００

円と８１８万円を足しますとイコールにならないんですが、そのことを教えてください。 

 

○熊田 司委員長   産業振興部次長。 

 

○産業振興部次長（興津良祐）   今、議員御質問の中で、緊急雇用の賃金の関係ですけ

ども、ちょっと訂正をさせていただきます。緊急雇用については、リサイクルセンター３

名、これは補助金ベースで６５３万９,０００円。道路維持の関係で４名で１,０１８万４,

０００円。観光施設維持管理の２名で４４２万７,０００円。計９名の２,１１５万円が補

助金の対象となっております。 

 

○熊田 司委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   臨時観光案内人賃金は別にきちっと書いてくれてありますね。ですか

ら、この上の作業員賃金とは別にきちっとあるんですから、この観光の方の２名の雇用の

社会保険もこれに入っとるということですか。とにかく５６万３,０００円ほどが差があ

るもんですから、その辺をちょっとお聞きしたいと思いまして。 

 

○熊田 司委員長   産業振興部次長。 
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○産業振興部次長（興津良祐）   計算をいたしまして、あとで報告させていただきます。 

 

○熊田 司委員長   後ほどということで。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   もう一点だけ、毎年聞かしてもらうんやけど、この松くいの対策これ

２２１ページ、この辺の松くいのいろいろなさまざまな防除をやっていただいとんやけど、

この辺の効果的なもんはどういうふうな認識をお持ちですか。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   松くい虫につきましては、議員も御存じのとおり、航空

防除、地上防除、それから松くいでやられた松を伐倒して処理する伐倒駆除と、この３本

立てでやっております。しかしながら、議員のいつもの指摘のとおり、松くいの被害につ

きましては、非常に効果が見えにくいような形で、山の松は枯れておりますのも事実でご

ざいます。特に２１年、２２年につきましては、非常に松くいの被害がよく目にあらわれ

るような形になっております。というのも、予算等のときも説明をさせていただいており

ますが、松くいの航空防除につきましては、道路から２００メーターを離して空中散布を

行うというようなことで、ヘリコプターでやる航空防除の面積が非常に縮小しております。

また、地上散布等につきましても、道路から直接地上散布をするのですが、なかなか奥の

ほうまで届きにくいのも現状でございます。 

  それと、なおかつ自然条件の、去年は非常に夏が暑くて松自体が弱っております。その

弱ったところに松くいが来て、ことしは阿那賀の伊毘地区のところにつきましては、非常

に伐倒をしなければいけない松が多いのも現実でございます。また、先週のときに、県の

森林林業課の職員と農林振興課の職員で、沼島、阿那賀、それから阿万吹上、この３つの

現場を歩いて松くいの効果等を確認しましたところ、伐倒、要するに枯れた松につきまし

ても２２年度並みにあるということで、恐らくことしも伐倒のほうが２,０００本から３,

０００本ぐらいはせんとあかんかなと思っております。立米数でいきますと、１,０００

立米から１,２００立米ぐらいでございます。そういうところで、いろいろな条件が重な

って、現在この効果はどうですかと言われると、お金をかけた効果は何か見た目にはない

ようでございますが、湊の里の方を見ていただきましたらよくわかるように、あそこは航

空防除でヘリの散布をずっとしております。当然、これは地元の理解があって行っておる

んですが、そこにいきますと非常に立派な淡路黒松が育成をしておりますので、薬という

か散布の効果は確かにあると担当課は思っております。また、淡路黒松は市の木でもござ
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いまして、守っていかなければならないというのは重々考えておりますし、県のほうも今

までは抵抗性松といいまして、赤松の抵抗性松を研究をしておりましたが、現在淡路黒松

の抵抗性松を種から去年より育てておりまして、あと３年すれば移植というか、植樹をで

きるようなところまでいけるということでございますので、今後は守らなければならない

地域を定めて、そういう航空防除等並びに植栽を行って、そういう保護に努めていきたい

なと思っております。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   課長、お願いしますわ。先般も阿那賀の人とちょっとお話しとったら、

本当に阿那賀から伊毘へ抜けていくところが本当に壊滅的にひどい状況であるというよう

なことをお聞きしたんですわね。先般も、これはちょっと余談なんやけど、中学校の運動

会へ行とったら、私も御中のところの松というのはすばらしい景観だったんやけど、一本

本当に松くいにやられたような状況下に。あれは放置してあるのかようわからんのやけど、

ああいうのほど伐倒して、早いこと近々に処分したったらええんじゃないかなと思ったり

しよるねんけど、その辺市の黒松でもあるし、我々もそうやけど、あの慶野海岸もそうや

し、本当に松の保全に対して一生懸命やっていただいとんねんさかい、これを継続して本

当にやっていただきたいという思いがあるので、課長、頑張ってください。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ２０１ページの、認定農家協議会補助金５０万円。農業研究グループ

連絡協議会事業補助金６３万円が挙がってますが、よく似たもんだと思うんですが、一つ

ずつ聞きたいんですが、まずこの南あわじ市で認定農家として認定されるための条件とい

うのはどういうことですか。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   基本的に、認定農家の採択基準といいますと、やる気の

ある農家というのが県の指針でございますが、南あわじ市におきましては、将来の農業所

得が５１０万円を超える農家というような設定をしております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、南あわじ市で認定農家の数は幾らありますか。 
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○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   現在、継続とかいろいろございますが、８２７軒程度で

ございます 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この認定農家協議会補助金５０万円ということなんですが、この補助

金は、認定農家においてどんなような使われ方をしてる補助金なんですか。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   認定農家協議会補助金の使い道でございますが、認定農

家協議会は旧４つの地区から成り立っておりまして、それぞれの地区での総会時において、

普及センターの技術員さんの講演をしていただいたりとか、新しい農業技術の研究と、並

びに視察等に使わせていただいております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それでは、その農業研究グループ連絡協議会事業補助金というのがあ

りますが、この研究グループの構成というのは、どういうようなメンバーが構成になって

るんですか。 

 

○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   農業研究グループ連絡協議会の構成員の方につきまして

は、例えば花苗をつくっている方のグループとか、野菜のグループ、それからビワ等の果

物をつくるグループとか、小さな単位のグループではございますが、大体７グループから、

出入りもありますが、７グループぐらいがございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   このグループの構成メンバーというのは、ほとんどが認定農家のメン

バーと見ていいんですか。 
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○熊田 司委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   すいません、さっき数７ではなくて１７でございました。

失礼しました。 

  それから、認定農家の方、代表の方はほとんど認定農家でございますが、構成員の方全

員が認定農家ということはございません。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   いずれにいたしましても、この認定農家、農業研究グループ連絡協議

会のメンバーというのは、とにかくこれは南あわじ市の農業の中核のメンバーであると思

うんですね。ですから、この連絡協議会が今後の南あわじ市の農業を背負っていくんだと

いうような認識で我々あっていいと思うんで、是非これは農業振興部はいろいろな機会を

通じて、このメンバーに本当にこの南あわじ市の農業というものを考えていただいて、今

後やっていただくというような気持ちを持ってやってもらいたいと思うんですね。やっぱ

り、これは市もこれらの協議会に対して積極的に関与して、南あわじ市の農業を指導して

いくようにやってもらわんと困ると思うんです。ここら、部長、どんなように考えてます

か。 

 

○熊田 司委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（奥野満也）   先生の御指摘のとおり、我々もやはりこれから農業とい

うのは大規模になったりしていくん違うかなということを思う。その中で、やっぱり技術

を持ったやる気の農家を育てていかないあかんという観点から、こういうメンバーにどん

どん市を引っ張っていってもらいたいなと、活躍していただきたいなと思っております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それと、ちょっとこの２１９ページのほうで野生のことを聞きたいん

で、関連あるんで続けてよろしい。 

 

○熊田 司委員長   はい。 

 

○印部久信委員   そしたら、２１９ページの有害鳥獣捕獲隊補助金３００万円余り。南
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あわじ市鳥獣被害防止対策協議会補助金、これも３００万円余りというのが出てるんです

が、まずこれそれぞれの補助金の出方ですね、例えば野生動物捕獲集落連絡会補助金、有

害鳥獣捕獲隊補助金と、これ一つずつちょっと縦分けの説明してくれますか。 

 

○熊田 司委員長   農業振興部次長。 

 

○農業振興部次長（神田拓治）   農業振興部の次長の神田です、よろしくお願いいたし

ます。 

  先ほど言いました、有害鳥獣捕獲隊補助金３３３万４,１８０円、これにつきましては、

有害鳥獣ということで、南あわじ市に捕獲隊が５班あります。５班が、有害につきまして、

４月１日から、有害ですので１１月１９日までの活動、シカ捕ってもうたり、イノシシ、

猿、カラスを５班で活動していただいております。その経費が２０３万５,０００円。そ

れと、先ほど一般猟期につきまして、イノシシが被害で大きいということで、１頭あたり

１,０００円、捕ったら１,０００円ということで、１,１８０頭捕っております。合計が

１１８万円。それと、その捕獲するについての事務費ということで１１万９,１８０円、

合計３３３万４,１８０円でございます。 

  もう一方の、南あわじ市鳥獣被害防止対策協議会補助金、これにつきましては、国の支

援をいただくにつきまして、協議会を設置しなければならないということで、南あわじ市

も鳥獣害防止対策協議会を設置しております。協議会が事業主体となりまして、ハード事

業ということは防護さくですね。鳥獣害の防護さく、４地区１,８９５メートルの防護さ

くを設置しております。その経費が１７５万８,５９４円。それと、ハード事業とソフト

事業がございます。ソフト事業の内容につきましては、免許取得、鳥獣の捕獲隊の免許を

取得するについて、１５人昨年度は取っていただいておりますけども、その経費の一部を

支援するということで、２７万７,８００円を支援しております。これについては、講習

会の講習料とか、試験を受けるのに神戸へ３遍行かないけませんのでその日の交通料、そ

の分を計上しております。それと、箱わな１６機分、１６機分が１２６万円。それと推進

事務費を合わせまして、合計３０３万７,４４７円というようになっております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、次長が説明された防護さくもろもろということで、防護さくがそ

ういうものですね。そしたら、その上にあります野生動物防護さく集落連携設置事業補助

金というのがほぼ似たような事業があると思うんですが、この事業はそしたら防護さくだ

けですか、これは。 
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○熊田 司委員長   農業振興部次長。 

 

○農業振興部次長（神田拓治）   基本的には、防護策については、まず国の事業と県の

事業があります。国の事業を優先しなさいということで、２２年度については先ほど説明

させてもうたように、大方２キロの分の防護さくしか国の予算がありませんでした。要望

が全部で１７キロ設置しておるんですけども、あとの１５キロの分については県の事業で

実施するということで、県の予算枠をいただきまして、１５キロ分の防護さくを設置して

おります。その経費が、補助金ベースで１,０８８万５,４４８円。防護さくを設置するに

は地元負担金１５％いりますので、事業費ベースでいきますと１,２８０万１,２１９円と

なります。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、一遍産建の所管で聞いたことがあるんですが、その聞いた当時、

今南あわじ市市内全域で、防護さくの延べキロ数が１００キロを超えるか超えないかとい

うことであったと思うんですが、２２年度末でこれらの補助金を合わせて１５キロ、７キ

ロ等々を設置して、今南あわじ市で累計何キロの防護さくができてますか。 

 

○熊田 司委員長   農業振興部次長。 

 

○農業振興部次長（神田拓治）   ２２年度で、１０７.７６５キロです。１０７キロで

す。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そこでですね、これは次長、この防護さくというのも結構事業が始ま

ってから経過も長くなってきとると思うんですが、当初設置した防護さくも、やっぱり何

年かしとる間に朽ちたりいろいろな事故があって、当初の目的を達せられないような防護

さくにもなってきとると思うんですね。そういうときに、集落から新たに補修をやり直し

というような要望が挙がった場合、補助金は新たに同じような条件で補助金が出るもんで

すか。それとも、また別枠があるんですか、その辺どうなってます。 

 

○熊田 司委員長   農業振興部次長。 

 

○農業振興部次長（神田拓治）   言われてるとおり、当初設置し始めたのが平成９年か
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らの集計が１０７キロになっております。当初設置したところに、大分朽ちている場所も

ありますので、県にも相談してもそういう事業がありませんでしたので、２３年度市単事

業で、耐用年数５年以上ということで、金網電さく等につきましては事業費の半分、５

０％を支援すると。ただし、補助の上限が５万円という事業で、このたび予算１００万円

計上しております。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   ２２４ページ、漁業集落排水、いわゆる漁集１億１,０００万円余り

の補助金出てるんですけども、対象集落の戸数は幾らぐらいありますか。 

 

○熊田 司委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（江本晴己）   企業経営課の江本です、よろしくお願いいたします。 

  漁業集落排水事業の所持区内人口は、１,９３３人です。 

 

○熊田 司委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   それで、接続率はどないなりますか。 

 

○熊田 司委員長   下水道加入促進課長 

 

○下水道加入促進課長（喜田展弘）   下水道加入促進課の喜田と申します、よろしくお

願い申し上げます。 

  平成２２年３月末現在で、漁集の接続率が８４.１％でございます。 

 

○熊田 司委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ここら非常に接続率のいいほうなんですよね、これ。ただ、今空き家

等で実際に家の数からいうたら、ほぼ１００％に近いんじゃないかなというふうに思うん

ですが、どのように受けとめておられますか。この８４％というのを。 

 

○熊田 司委員長   下水道加入促進課長。 
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○下水道加入促進課長（喜田展弘）   この接続率に関しましては、下水道加入促進課の

ほうで、接続可能ますということで更地に設置しておりますますとか、その将来性のます

は除きまして算出した数字でございます。 

 

○熊田 司委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   将来的ということなんですけども、ということはまだ勧誘の余地があ

るんやという理解でいいんですかね。 

 

○熊田 司委員長   下水道加入促進課長。 

 

○下水道加入促進課長（喜田展弘）   この将来性ますに関しては、更地とか工場とかで、

今、水道施設がない工場とか、そういうふうな場所におきまして将来的に使うというよう

なことで、公共ますを設置しておるというところを計算では除いております。 

 

○熊田 司委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   だから、今、現状認識として即使える、接続率からいうたら、今現在

住んでる人のね、ほとんど１００％に近い数字ですかっていうことなんですけども。 

 

○熊田 司委員長   下水道加入促進課長。 

 

○下水道加入促進課長（喜田展弘）   今、言ってます将来性を含めましたら、確か７２.

６％でございます。 

 

○熊田 司委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   恐らく、これ１００％近い現状やと思うんです。ということは、もう

これからここの売り上げが本当に値上げせん限りふえる見込みがないというふうに理解し

てよろしいですか。 

 

○熊田 司委員長   下水道加入促進課長。 

 

○下水道加入促進課長（喜田展弘）   そのあとの残りの１６％と１７％、それにつきま

しては、まだ戸別訪問で推進しまして接続率を伸ばしたいというふうに考えております。 
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○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２１５ページです。これは、農業公園の管理事業費ということで出て

おります。きょうの新聞には、この農業公園株式会社が訴えられたというようなことが出

ておるわけですが、この新聞記事を読む限りにおいても、裁判訴えられても負けるという

ようなことは思っていないわけですけれども、心配をする声も聞こえるわけです。その中

で見ると、幾つかあるわけですけども、１つはそのファームの持っていた車やいろいろそ

の施設をそのまま使っているというようなことの訴えがあったわけですけれども、実際は

どうなんですか。 

 

○熊田 司委員長   ２２年度の決算とは直接関係がないと思います。 

 

○蛭子智彦委員   いや、これですけどもね、結局業務を継続をしていくということでい

ろいろ議論があったわけですけれども、農業公園とファームの関係で、仮に運営上の問題

が出てくると、この決算の中でいわれてることとの関係も当然出てくるんではないかとい

うふうに思っとるわけですが、いかがでしょうか。今、非常にトピックになっております

ので、一応そういうことを心配する声があると。農業公園の中で新たな裁判になったりし

まして、それで損害賠償などが出てきた、負けることはないと思うんですが、もし仮に出

てきたとしたらどうなるんだろうかという声があるわけですね。ですから、実際に事業に

取り組んできた中で、これは平成２２年度の最終で契約を打ち切ったということになるわ

けですから、この農業公園として管理委託、いろいろ業務委託というような中でやってき

たことがあったのではないかと思うんですけれども、そういうことはやってこなかったん

ですか。ファームに対しては、この中では全然出てこない話なんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   そのことについては、今度所管の事務でお願いします。 

 

○蛭子智彦委員   所管じゃないので、産建ではないので、聞かしていただきたいという

ことです。農業公園の管理事業やっとるん違うんですか、南あわじ市は。ファームに委託

をしたわけでしょ。だから、その中身を聞いとるわけです。 

 

○熊田 司委員長   ２２年度の決算のことということで、また同じ親しい議員の方に聞

いてください。 

 

○蛭子智彦委員   親しい議員の方に聞けとはどういうことですか。 
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○熊田 司委員長   産建等で聞いていただくというわけにはいきませんか。 

 

○熊田 司委員長   それはどういうことですか、委員長。さっきの執行部が答えたこと

と一緒のこと言ってませんか。 

 

○熊田 司委員長   だから所管の事務で、内容的に言えばそういうことです。 

 

○蛭子智彦委員   答えたらいいんでしょう、委員長。答えさせてくださいよ。決算、所

管に関係あるんでしょ。農業公園株式会社がファームに委託をしとるわけでしょ。心配し

て聞きよるさかい、問題ないということがあればわかったらいいんじゃないですか。そん

なことはないと言ったらいいわけで。関係ないんやったら関係ないで答えたらどうですか。 

 

○熊田 司委員長   暫時休憩いたします。 

 

（休憩 午後 ２時３２分） 

 

（再開 午後 ２時３６分） 

 

○熊田 司委員長   裁判のこともありますんで、今ここでそれを答えてしまうと裁判に

も影響する可能性がありますんで、そのことを踏まえていただいてお願いします。 

 

○蛭子智彦委員   何でそういうことを言うの、使っとるか使ってないかということだけ

でしょ、今、農業公園を管理しとるんだから当然わかる話を聞いてるんで、そのとおり答

えたらいいんでしょ。農業公園の管理事業費を聞いとるんですよ。例えば、先ほどのサイ

クリングターミナルにしても、サンライズにしても、ゆーぷるにしてもさまざまあるわけ

ですよ。それ何で答えないんですか。またあとでおわびせんなんようなことになったら困

りますよ。さっきもちょっとおかしいこと言いましたよ、ほかの委員に聞いたらどうです

かって、そんなこと、それは違うでしょ。 

 

○熊田 司委員長   わかりました、取り合えずそれはやっぱり裁判にも影響のする発言

になりますので、その点は外していただくということでお願いします。 

 

○蛭子智彦委員   それはちょっと納得できない話やな。そういう発言を封鎖するような

ことをしたらだめですよ、議会は。しっかりやらないと。 
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○熊田 司委員長   もし、何かこちらのほうの不手際がありましたら、またあとで承り

ますんで。 

  そうしましたら、そういうことで答えられる範囲で答えていただきたいと思います。 

  副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   きょうの新聞のとおりでございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この、コアラ導入業務委託料については、新しいコアラ４頭ですか、

迎え入れたということですけれども、具体的にどこに委託をして、どのような結果になっ

てるかということについて説明いただけますか。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   このたびのコアラ導入につきましては、この３月に新し

く４頭来たわけでございますが、それに関係する経緯としまして、県のほうから１８０万

円の委託料をいただいております。その中で、コアラの導入のいろいろな経費に使ったわ

けでございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   支払先はどちらですか。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   支払い先は、南あわじ農業公園株式会社でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   淡路ファームパーク特殊動植物管理委託については、どちらに委託を

してるんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（阿部員久）   それにつきましても、三セクの農業公園でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   農業公園株式会社は、実際にこの業務を受けるだけの人材はあるんで

しょうか。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   この、今年度に入ってからは、地域密着型ということで、

新しく株式会社が進めております。２２年につきましては、業務委託契約でファームのほ

うへ委託しております。 

  それで、その能力ということでございますが、２２年度はそれでしていただきました。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ですから、農業公園株式会社はそれを受け入れる能力がないので、株

式会社ファームに業務委託をしていたということですね。違うんですか。 

 

○熊田 司委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部次長（水田泰善）   今おっしゃっとるように、２２年度はそういう形です

が、２２年度は今のとおりです。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ですから、２２年度の話をしてるんで、業務委託契約中の問題という

のが今も何か原因があって、何らかの原因があって裁判になってると。ですから、その業

務委託管理の中での問題点というのは何かあったのかということを冒頭聞かしていただき

たかったわけですけれども、新聞に書いてあるとおりということしかお答えがないわけで

すが、その中で言われてることは、争点がいろいろあるわけですけども、心配をしており

ますのは、今、無断使用というようなことで南あわじ市が訴えられてるというようなこと

一つ心配する声もありましたので確認をしたかったんですけれども、それは新聞に書いて

あるとおりということですので、争いがこれからあるという理解をしておきます。 
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○熊田 司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   鳥獣害被害の関係で詳しい説明がありましたので、少し心配というの

はあるんですが、先ほど捕獲頭数の目標が出ました。これの個体数というのはどのように

推計、現在ですね。どの山系、どの谷にどれほどの個体数、有害鳥獣がいるかということ

について、どのような推計をされているか説明いただけますでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   農業振興部次長。 

 

○農業振興部次長（神田拓治）   県の専門機関で、森林動物センターというところがあ

ります。その研究員が、シカについて諭鶴羽山系、栄養状態とかふんの状況を見ながら、

このここに今どんだけ生息しておるのかということの調査が出ております。それも毎年こ

ろころ変わるんですけども、一番新しいデータによりますと諭鶴羽山系には５,７００頭

おると。今の栄養状態であれば放置すれば１５％ずつ増加していくと。それで、県のシカ

管理計画によりますと、諭鶴羽山系ですので、南あわじ市と洲本市合計で年間１,５００

頭ずつ捕りなさいと、そうすれば減っていくというデータが出ております。昨年は、南あ

わじ市で１,１００頭近く捕っております。洲本市でも６００頭ぐらい捕っておりますの

で、この捕獲推移で２、３年いければ、ある程度減っていくんではないかなと。イノシシ

については、これは県の方に問い合わせするんですけど、なかなかイノシシにちょっとイ

ノブタかかっておりますので把握はしにくいと。もともと５、６年前はいなかったのです

ので、うちとしてはできるだけ捕獲したいなという方向で、今、計画しております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   イノシシのほうが捕らえにくいということと、それからシカについて

は諭鶴羽ということでありました。旧西淡の櫟田や慶野の周辺にもシカが出没を始めてる

と、その証拠もあるということなんですけれども、先ほどの調査員の方はどの程度この現

地に入って、回数ですね、調査をされているか、先ほどのデータはいつごろのことであっ

たのか、野生動物のほうが動きが俊敏なというか、なべかまがないのでやはり必死のこと

があったり、予想を超えるような動きをしたりというようなこともちょっと見受けられる

のかなという心配しとるわけですが、その点やはり調査ということもっと頻回にやって、

パトロールにも入るべきではないのかなというふうに思うんですけども、その点いかがで

しょうか。 
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○熊田 司委員長   農業振興部次長。 

 

○農業振興部次長（神田拓治）   シカについては今ごろ、１１月ごろふんとかＧＰＳと

かも放して、どのような活動範囲をしよるかというのをチェックかけております。シカに

ついては、結構活動範囲広いんです。イノシシについては、活動範囲がすごく狭くて、被

害を受けている被害個体をやっつけなければ到底無理かなということで、もう少し、議員

さん言われるように、頻繁に調査してもうたらうちも助かるんかなというふうに思ってお

ります。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   現場の声というのは、非常に信じられないようなこともありますので、

本当によく調査をして、網を張ったりいろいろこれも相当なお金もかかる話ですので、で

きるだけ実態を早く把握をし、また早く適性頭数に減らすということで、御努力いただき

たいなというふうに思います。この点については終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑はございませんか。 

  商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   先ほどの、登里議員からの質問の、緊急雇用の賃金のと

ころの数字の合わないというところでございますが、今ちょっと調べてみましたところ、

共済費にかかる部分の按分の関係で数字が合わなかったわけでございますが、ちょっと今

調べてみましたら、リサイクルセンターの分については５７０万２,８４７円賃金。それ

から、共済費が８６万５,１５３円で、合計６５６万８,０００円となっております。それ

から、道路維持管理につきましては、賃金が７１１万２,５４１円。共済費にかかる分が

１０６万７,４２１円、合計８１８万円でございます。 

  次に、観光案内人にかかる分につきましては、賃金が３７２万４,０９７円。共済費が

５６万３,９０３円で、４２８万８,０００円ということで、違っておったのはその共済費

にかかる部分の各事業への按分の違いということでございます。報告いたします。 

 

○熊田 司委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   わかりましたけど、私もこうして共済の関係で差があったのか、その

辺があるかなというのでずっと計算していきますと８,７００円ぐらい違うかなと思って
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きたんで、その原因は何かなというのを聞きたかったので、また後ほど今の数字を見せて

いただいて終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

   ⑤ 商工費 

 

○熊田 司委員長   質疑がございませんので、次に、款７商工費、ページは２２８ペー

ジから２４１ページまでの質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

  再開は１５時に行いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（休憩 午後 ２時４８分） 

 

（再開 午後 ３時００分） 

 

○熊田 司委員長   それでは再開いたします。 

  款７商工費、ページは、２２８ページから２４１ページまでの質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２３５ページです。これに、サンライズ淡路施設指定管理料というも

のが１,５００万円出ております。これは、指定管理の協定に基づくものということだろ

うと思います。その同じページに、工事請負費で関連施設の工事が幾つか出ておりますが、

まずこの工事の間についてどのようなものであったのか、どのような経緯でこれをやられ

るようになったのかということの説明をいただきたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   まず、最初のサンライズ淡路施設管理委託料でございま

すが、これにつきましては、ふれあい公園の公園管理、それから草刈り等の委託料として

支払っております。 
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  次に、工事請負費のほうでございますが、指定管理の基本協定の中では、修繕費が５０

万円以上になりました場合は市が持つということで、ここに記載しております施設のポン

プ工事費、それからエアコン工事、グラウンド修繕、この３つをサンライズ淡路関係で工

事を行っております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   その中身なんですけれども、それぞれ施設の老朽化によるものという

部分と、また逆にこのサンライズの利用客をふやしていくためのグラウンドの芝生化とか

そういうようなものであったのかと思うんですけども、それでよろしいでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   施設につきましては、老朽化によるものが主なものでご

ざいます。グラウンドにつきましても、その周辺のフェンス等の安全対策ということでご

ざいます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それぞれ必要なものということだろうと思うんですけれども、やはり

こういう事業の中で、平成２２年度の問題が今も出ておるわけですが、こうしたものそれ

ぞれやるにあたって、施設工事やるにあたっては、財務内容とか収支とかそういうものに

ついての点検というのはこのときにはやられていなかったんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   収支の点検についてはしておりません。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いろいろ日々の点検体制というのは、今後はしっかりやっていただき

たいなというふうに思います。この点終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  印部委員。 
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○印部久信委員   ２３３ページの商工会補助金、３,３００万円余りのことについて聞

きたいと思います。 

  何年か前に、商工会の決算書を見たときに、この市からの商工会の補助金は、私が見た

ときの感じとして、県から出とる補助金のほぼ半分ぐらいが市からの補助金かなというよ

うな印象を持ったんですが、これは、県の補助金に対して市が商工会に対する補助金は、

大体県に対して半分というような約束事か何かあるんですか。 

 

○熊田 司委員長   産業振興部次長。 

 

○産業振興部次長（興津良祐）   商工会の補助金につきましては、合併前から県の補助

金の２分の１ということで、各町のほうで支出しておりました。それで、平成１９年か２

０年、財政改善の中で２分の１の８５％ということで支出をしております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今まで県の半分であったということなんですが、今の次長の話では、

現在は２分の１に対して、２分の１を分母に対して８５％ということですか。ということ

は、ざっと計算したら県は小１億円ということでよろしい。 

 

○熊田 司委員長   産業振興部次長。 

 

○産業振興部次長（興津良祐）   私ちょっと、今、資料を持ってないんですが、大体８,

０００万円かそのあたりの金額で推移をしてたと記憶しております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、市長に聞きたいんですが、市長、こういう約束事というのは、

県と市との間でこれはずっと以前からこういう約束事があるわけですか、これは。 

 

○熊田 司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   今、次長も話したとおり、旧町で商工会に対する支援というのは

県の２分の１、５０％ということでありますし、県の商工部のほうからもそういう依頼が

毎年来ておりました。しかし、最近いろいろと私どもも補助金の見直し等もあって、商工
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会にそういう事情を話して、今、次長が言ったとおり見直しをさせていただいたというこ

とです。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この、市からの県に対する５０％の残り１５％引いての２分の１とい

う、この補助金というのは市の単費ですか、これに対する交付税算入というのはあるんで

すか。 

 

○熊田 司委員長   産業振興部次長。 

 

○産業振興部次長（興津良祐）   交付税の算入はしてないと記憶しております。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   同じページの２３３ページ、淡路瓦屋根工事補助金についてお聞

きします。 

  予算は幾らでしたか。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   予算につきましては、１,７００万円でございます。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   その減額について、どんな分析をされてますか。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   ちょっと、今、資料をめくってますので、しばらくお待

ちください。 

  瓦屋根瓦の奨励金につきまして、２１年度が１１８件、２２年度が１２２件と、件数に

してはふえておるんですけども、当初予算として見込んだのは、もっと申請してほしいと

いうプラスアルファも込めて予算算出させていただいております。 
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○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   件数は減ってないということなんですけども、１,７００万円に

満たんとすんだということで、瓦組合の方々からもいろいろ以前から要望が挙がってたと

思います。詳しくは僕も覚えてないですけども、工場、店舗とかのところでも採用してほ

しいとかいうような話もあったと思いますが、こういう予算残を今ここで見られて、部長、

どない思います。そういう協議は間でされてきたんですか。 

 

○熊田 司委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（水田泰善）   まず、民間の個人の方から最優先にという形の中で、今

までずっと進んでおります。この出てくる分だけでなしに、ほかにも例えば西路団地のよ

うなところで瓦を使ってもらう報奨金とかそういうのもあります。屋根瓦の報奨金はここ

だけではないんですが、できるだけ広く使ってもらって、それで宣伝効果も上げていって

いただければとは考えております。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   これ以上言いませんけども、補助額を調整してみるとか、そうい

う話に今現になってると思いますんで、近いうちに形に見えるようにしていただければな

と思います。終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２３７ページです。淡路島観光協会の補助金ということで１,２５０

万円支出が、これは当初予算どおりの支出ということになっておりますが、昔は、昔とい

うか２１年度は観光協会の補助金８５５万円ということで、この２２年度に非常に力入れ

てもらったということで、業界としてもありがたいというようなことだろうと思うんです

が、この増額になっての効果というのはどのように出ておりますでしょうか。また、その

増額になった経緯も含めて説明いただきたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（阿部員久）   観光協会の補助金につきましては、２２年度より島内の

５つの観光協会が合併しまして、新しく淡路島観光協会という形でスタートしております。

それについての３市の補助金が、１,２５０万円という形で定額化されております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ３市ということは、３市のものが１,２５０万円。３市の分を南あわ

じ市が全部出しとるということですか。今の説明やったらそんなふうに聞こえたんですが。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   １市で１,２５０万円、３市合わせて市の補助金として

３,７５０万円となっております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということで、そういう経過の中で増額をして、効果というのか、ど

のような結果が出たかということなんですけれども。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   淡路島の観光につきましては、島外の人からは淡路島は

一つであると、淡路島という形で見ておるというふうな観点から、今後は淡路島が一つに

なって観光のＰＲをしていかなくてはならないというふうなことで、淡路島観光協会では

観光客の誘致事業であるとか、広報宣伝事業、観光基盤の整備事業等々一本化された形で

事業を推進しております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということだろうと思うんですが、いろいろなイベントをしたり、何

か単独の取り組みを観光業者などで行うときに、補助金や支援やということを求めるとき

に、少し遠くになって支援が受けにくいというようなことはなかったですか。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（阿部員久）   そういうことはなかったと思っております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしましたら、具体的にこの増額になっての、いろいろなイベント

なり取り組みというのはふえてるという理解をしたらよろしいんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   はい、そう思っております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしましたら、その観光協会などの事業の取り組みということにつ

いて、また紹介をしていただきたいというふうに思います。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   観光協会の取り組みにつきましては、まず研修事業とし

まして総会、それから視察研修、講演等を行っております。それから、観光客の誘致事業

として、旅チャリといいまして、ＪＴＢのほうから自転車をお借りしましてそれを貸し出

すというふうな事業。それから、クイーン淡路運営事業、観光キャラバンとしましては、

それぞれのシーズンにフグとかスイセン等のキャラバンを行っております。また同じく、

御食国キャラバンとして、はも道中というふうな行事も行っております。 

  あと、広報宣伝事業としましては、観光の広報でホームページ、淡路島観光協会独自の

ホームページ、またポスター等を各施設に掲示。それから、観光新聞、ぶらっと淡路島と

いう名称の機関誌を発行しております。また、淡路一本化したパンフレットも作成してお

るというふうな事業を展開しております。 

  あと、観光基盤整備事業としまして、海ホタル・山ホタルの鑑賞会、これは宿泊した方

を限定で予約制でございますが、鑑賞会を行っております。また、観光物産展等々も行っ

ているというのが現状でございます。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑はございませんか。 

  出田副委員長。 
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○出田裕重副委員長   引き続いてすみません。しかも、蛭子議員に関連してお聞きして

すみませんが、淡路島観光協会が立ち上がっていろいろな声が聞こえて来ますけども、ぶ

っちゃけこういう意見もあって、「どんどん南あわじ市の観光課の仕事がなくなっていき

よるやないか」と。「南あわじ市としての、観光行政に対しての企画はどんなことをやっ

とるんですか」というような声も聞こえてきました。それは、淡路一本化することはええ

ことやと思うんですけども、実際淡路島観光協会もいろいろ課題も抱えてるようですけど

も、産業振興部として、今、南あわじ市の役所の中からどんなふうに見てますか。淡路島

観光協会を。 

 

○熊田 司委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（水田泰善）   今おっしゃってる観光施設としては、南あわじ市にはた

くさんあります。それでできるだけ、観光協会は確かに洲本市にメインの事務所があるん

ですが、できるだけ南あわじ市のほうに、僕はお客さんに来ていただきたいなという考え

方ではおります。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   市長はどうですか。 

 

○熊田 司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   私も、もっと本当いうたら期待しとったんです。ちょっと残念な

んですわ。やっぱり洲本市が主体になって、やっぱり３分の１ずつの負担をしてるんやか

ら、またその観光協会の役員の人に悪いけど、もうちょっとやっぱり委員が言うて、担当

部もそうですわ。同じような比率で、やっぱりこちらも努力せないかん。ただ頼みますで

はなしに、具体的にこんなことしたい、こうしてこの南あわじ市でこういうイベントをし

てほしいということが僕はちょっと足らんと思ってます。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   よくわかりました。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  印部委員。 
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○印部久信委員   ２３１ページの、企業等誘致奨励金について聞きたいと思います。 

  この決算書を見ておりますと、５,７００万円余りの報奨金が出て、不用額がゼロとい

うことですので、当初予算に対して十分当初の見込みどおりの企業誘致ができて、企業等

の誘致奨励金が出せたと。これは、この企業誘致奨励金が多く出せたということは、それ

だけ企業誘致ができたということであって非常にいいことだと思うんですが、この企業誘

致奨励金の５,７００万円の内訳についてお聞かせいただけますか。 

 

○熊田 司委員長   企業誘致課長。 

 

○企業誘致課長（北川真由美）   企業誘致課の北川です、よろしくお願いをいたします。 

  奨励金におきましては、３つの種類がございまして、まず第１に土地取得奨励金でござ

います、それが３,７５９万。続いて、新規雇用常用者奨励金でございます、それが６０

万円。最後に、新設奨励金が１,８８２万９,０００円。合わせて５,７０１万９,０００円

でございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、ちょっと私も勉強不足なんですが、当初予算に対して不用額が

ゼロということは、これは当初予算額に対してちょうどということですか。これは、ふえ

てゼロになってる、これどっちですか。 

 

○熊田 司委員長   企業誘致課長。 

 

○企業誘致課長（北川真由美）   全額が確定しましたときに、３月で補正をおいており

ます。企業団地におきましても、新しく事業を始めていただければ奨励金の対象になるん

ですが、まだ土地を購入されまして操業されてないところもありますので減額をしており

ます。３月補正で、７１５万５,０００円の減額をいたしました。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   企業誘致課というのは、企業団地への企業誘致ばかりでなしに、市の

財産、市の土地の、その辺に対しても企業を誘致した場合に、この企業誘致奨励金の補助

対象になるんですか。私が思うのには、企業団地への企業誘致に対しては、この奨励金に

対しては当然国からも交付税が入ってきとるんですね。ですから、我々の考えるのに、例
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えば志知校跡地に企業誘致をした場合に奨励金を市は出すとしても、その市が出す奨励金

に対して国から交付税算入はあるんですか。 

 

○熊田 司委員長   企業誘致課長。 

 

○企業誘致課長（北川真由美）   奨励金におきましては、条例で企業団等の条例と、そ

れ以外のところ、企業団地以外のところにも進出されましたときの優遇措置の条例をおい

ておりますので、当然企業団地以外のところでも融資をしました企業さんに対しては現在

も奨励金を出しております。ただ、企業団地と企業団地以外のところの違いが一つありま

して、土地取得奨励金は企業団地のみの優遇策でございます。交付税、先ほど議員さんお

っしゃられましたけれども、企業立地促進法の同意を得ましたのは、企業団地のみならず

南あわじ市全域が対象になっておりますので、業種が合えば７５％の交付税措置が受けら

れます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、南あわじ市全域ということは、南あわじ市の所有して

いる土地に対する企業誘致であって、南あわじ市にある私有地、私の私有地の土地に対し

ての企業誘致に対しては奨励金は対象外ということですか。 

 

○熊田 司委員長   企業誘致課長。 

 

○企業誘致課長（北川真由美）   市が所有しているものにのみかかわらず、民有地にお

いても、企業誘致した場合は優遇措置の対象となります。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   海水浴場管理費ということで、いろいろとやられておるようですけれ

ども、その管理はいいんですが、何かこの海水浴場をメインにして、海ホタルとかいろい

ろ取り組みはあるようなんですけれども、そういう事業活動というのは、ちょっとこの決

算の中ではなかなか見えにくいものがあるんですが、この海水浴場に関連するような振興

策、事業というのはどのようなものがあったのでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（阿部員久）   海水浴場については、大きなところで慶野松原、それか

ら阿万海岸、沼島、あるいは伊毘等ございますが、その中で最も使用数も多い、観光客も

多い慶野松原におきましては、市民まつりの一つ慶野松原花火大会を行いまして、そこで

海水浴場を利用した市の活性化ということで事業を展開いたしております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは市が運営というか、２５０万円ですね。これを出しておるわけ

ですけれども、事業というか、そのイベント的なものも大事なんでしょうけれども、グラ

ンドデザインとでもいうのか、阿万海水浴場にしましても、慶野松原海水浴場にしまして

も、そのイベントはどうするということではなくて、その地域に応じた未来像とでもいう

のか、振興策とでもいうのか、これグランドデザインというのが必要なんではないかなと

いう思いをしてるわけですが、そういうような考え方ではこれまで決算上では見られない

わけですけれども、そういうようなものは管理委託というようなことでもやられてるよう

なんですけれども、そういったことは取り組みとしてはなかったと理解してよろしいでし

ょうか。 

 

○熊田 司委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   取り組みとしては、特になかったというふうに思ってま

す。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほど市長おっしゃっとったように、観光協会として発足をして、し

かも補助金がかなり増額になってるという中で、いろいろやるべきことはたくさんあると

いうことであったわけですけれども、海がありということで阿万海水浴場、慶野松原海水

浴場、伊毘海水浴場、それぞれ大いに観光拠点施設として位置づけられている中で、十分

にそういうものがやれなかったということですので、やはり今後はもう少し地域のグラン

ドデザインということも含めて取り組むべきであるというふうに思っております。今後は

十分検討していただきたいなというふうに思います。終わります。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   今、課長は海水浴場に取り組みがなかったというような御答弁があっ
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てんけど、海水浴場があなたが取り組んでくれないさかい、慶野海水浴場の今回の入り込

みが少なかったんやで。課長、私はそない思うんやけんど、どうですか。 

 

○熊田 司委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（水田泰善）   慶野松原につきましては、海水浴以外にもジェットスキ

ーであるとか、いろいろな地びき網であるとか、少しずつは何ぼかをやっております。た

だ、それが全体を通して、年間を通じてというところまではまだ至っておりませんが、当

然いろいろなイベントをするにつけても、例えば業者さんがやるんであればやっぱり採算

性、また駐車場の広い駐車場とか、そういうものもいろいろの部分がありますので、今後

できるだけそういうことにも進めていきたいとは考えております。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   部長、あなたは口では言いよるけど、実際に行動というか、口で上手

なことばっかり言いよるけど、成果が上がるような施策展開やっていただきたいと。その

辺だけお願いいたしますわ。口で何ぼ言うたところで、成果を見せてください。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

   ⑥ 土木費 

 

○熊田 司委員長   質疑がございませんので、次に、款８土木費、ページ数は２４０ペ

ージから２５９までの質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  楠委員。 

 

○楠 和廣委員   ちょっと聞かせてもらいたいんやけど、決算書の２４５ページの業務

委託料橋梁点検調査委託料と橋梁の関係の決算がされておるんですが、これ当初始まった

のが南あわじ市内に７２１の橋があって、その維持管理の事業というふうに承ったんです

が、２１年は３２１橋で、ことしは１５２橋ということで、またこの点検調査委託料が出

とるということは次の残った橋の調査委託料かと思いますが、ことしが１５２カ所で、あ

との残りの分はどんな計画性でおるんですか。 
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○熊田 司委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   建設課の赤松でございます、よろしくお願いします。 

  橋梁点検につきましては、平成２０年から始めまして、平成２０年に４０橋、平成２１

年に３８４橋、平成２２年に２９３橋ということで、合計７１７橋という結果になってお

ります。当初台帳では、７２１橋あったわけですけども、点検を終了した時点で７１７橋

の数になっております。 

  それで、平成２１年に、同時に今後の修繕の策定計画というのを委託しておりまして、

平成２２年に２４９橋既に計画をたてております。残りの分については、平成２３年度に

委託をしております。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この２４９ページですか、河川維持費というふうになっておるわけで

すが、これは主に市の管理河川ということになろうかと思うんですけれども、その市の管

理河川と県の管理河川と結ぶというか、接合点というのか、こういうこともあろうかと思

うんですが、この河川維持の基本的な考え方についてちょっと、この２,３３３万４,００

０円とか出ておるようですけれども、これそれぞれについての内容について説明いただけ

ますでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   市の河川の維持管理でございますけども、環境整備工事費は

主に河川のしゅんせつを行っております。維持工事につきましては、護岸のブロック積み

とか、そういう護岸の維持管理のための工事を市のほうで、あくまで市管理の市河川につ

いて行っております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   河川というか、地域によっては、松帆地域などでは河川もあるしまた

排水路もあるというような、微妙なところがいろいろあると思うんですけれども、そうい

ったところの考え方はどうなんでしょうか。 
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○熊田 司委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   市の河川というのは、あくまで河川台帳に記載されているも

のを市の管理の河川といっております。それ以外の水路については、当然排水路、また改

良区なり、財産区なりの用水路とかあるかと思いますけども、市が管理してるのは市の河

川とそれ以外の生活排水路等の管理は市がしております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   地域によっては、そういう河川、排水路について管理が十分に、能力

的に行き届かない場合、例えばその河川そのものを市にゆだねるというようなことも今後

は考えられると思うんですけども、もしそういうようなことでの河川管理であったり維持

であったりということはこれまではなかったですか。 

 

○熊田 司委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   私の知ってる限り、新たに河川にしていただきたいというよ

うな地元からの要望はございません。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そういう、河川編入ということの何か条件というのはあるんでしょう

か。 

 

○熊田 司委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   それは特にございません。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、排水施設の重要な施設等々で、必要があれば対応が可

能であるという理解をしてよろしいでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   建設課長。 
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○建設課長（赤松啓二）   排水路で、私どもは排水路整備なり管理を行っておりますか

ら、特に排水路を河川にする必要はないんかと思います。ですから、地元からの要請とい

うか、要望で現在の排水路を河川にしてほしいというようなこともないということだと思

います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   新たな排水路整備、あるいは河川の修繕ということは、基本的にはそ

の地域の内水が十分に確保されたり、あるいは内水だけじゃなくて、それぞれの市河川の

機能向上ということでの今後の対応というのは当然されるべきだというふうに思っとるん

ですけれども、この松帆地域にあってはいろいろ県河川もあるし、また市の河川もある、

地域の排水路もある、総合的な内水対策ということが求められてるというふうに考えとる

わけですけれども、そういうことについては、今後いろいろ議論も十分検討していただく

ということはできないのでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   都市整備部次長。 

 

○都市整備部次長（山崎昌広）   都市整備部山崎でございます、どうぞよろしくお願い

します。 

  ただいま委員の御指摘の点でございますが、三原川の総合計画、この中にやはり河川の

ことがはっきり書かれております。それで、やはり県河川がメインにはなるんですけれど、

それに付随する市の河川であるとかまた排水路、これらについていろいろまた今後は県と

ともに検討はしていきたいなと、そんな思いでございます。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   市道の改良費が挙がっておりますが、２４７ページなんですが、これ

市道改良費２億３,２００万円余りとか、道路用地購入費３,０００万円余りが挙がってお

りますが、これ２２年度に着工してということだと思うんですが、これ具体的に場所は示

すことができますか。 

 

○熊田 司委員長   管理課長。 
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○管理課長（和田幸三）   管理課の和田です、よろしくお願いします。 

  御質問の具体的な箇所、３,０００万円の執行箇所につきまして、ちょっと待っていた

だけますか。 

  ちょっと順不同等になりますが、２２年度に執行した分につきまして、浦壁三條線、そ

れと緑線、広田７３号線、倭文の土井線、稲田南本線、福良２４１号線、志知奥線、徳原

中山線、鳥井馬回線、榎列５６号線、徳長國衙線等でございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   延べキロ数はどれぐらいになります。 

 

○熊田 司委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   延長で、２,５９３メーターでございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ２,５９３メーターといいますと、用地代、工事代含めて大体メータ

ーに１０万円ぐらいかかっておるというような計算になるかと思うんですが、それでよろ

しいですか。 

 

○熊田 司委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   道路の工事費というのは、幅員とか構造によってかなり増減

はありますけども、大体そういうふうな単価になろうかと思います。平均すればですね。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これは、用地買収はこれは市単での用地買収ですか、それともこの市

道といえども、国からの補助があって市がやっておるという場合とこの用地買収の価格が

違うと思うんですが、今回のこの道路用地購入費の３,０００万円というのは市単での用

地買収ですか。 

 

○熊田 司委員長   管理課長。 
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○管理課長（和田幸三）   用地買収につきましては、市のほうでは補助制度にのっとっ

た地方特定道路整備事業、並びに合併特例債の適応等の部分につきましては、鑑定評価等

を入れまして補助対象として用地購入をさせていただいております。市単の部分につきま

しては、市の事前に公有財産審査会のほうで審査で了解をいただきました市単の単価で買

収させていただいております。ちなみに、一般の田が多うございますが、市単の場合５,

０００円という単価で買収させていただいております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、毎年予算書を見ておりますと新設、市の市道の改良工事が出て

きておるわけですが、大体南あわじ市の場合は、年間それぐらいの市道を建設していこう

かというような計画的なものも持っとるんですか、これは。 

 

○熊田 司委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   はい、当然計画を持って進めております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、毎年２,０００メートルから３,０００メートルぐらい

を予定して、随時計画的に着工していっておるというようなことでよろしい。 

 

○熊田 司委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   おっしゃるとおりでございます。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

   ⑦ 消防費 

 

○熊田 司委員長   質疑がございませんので、次に、款９消防費。ページは、２５８ペ

ージから２６７ページまでの質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 
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  長船委員。 

 

○長船吉博委員   ２６５ページ。衛星携帯電話外部アンテナ設置工事、この衛星外部ア

ンテナというのはどういうものなのか、ちょっと説明願えますか。 

 

○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   防災課の松下です、よろしくお願いします。 

  衛星携帯電話の外部アンテナと申しますと、衛星テレビの外部アンテナは丸いおわんの

ような形なんですけれども、四角の平べったい部分が衛星携帯電話の外部アンテナという

ふうになっております。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   その下に、衛星携帯電話購入費というふうな７８７万円、これ衛星携

帯電話何ぼ購入したんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   合計で１５台です。ドコモの携帯を９台、それからＫＤＤＩ

の携帯を６台購入しております。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   この１５台、どういうふうなところに設置、配付してあるんでしょう

か。 

 

○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   まず、ドコモの携帯９台分につきましては、主には沿岸部の

避難所になるんですけれども、まず中央庁舎、それから各庁舎になりますけれども、南淡

の庁舎につきましては文化体育館ということで６台と、阿万小学校、灘保育所、沼島小学

校の９カ所ドコモの携帯を設置させていただいております。 



 

－ 221 － 

  それから、ＫＤＤＩのものにつきましては、市長、副市長、それから消防団の本部の団

員の方で４名の方に配付をさせていただいております。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   このたびの１２号台風で、三重県、奈良県、和歌山県、非常に大変な

災害にあったと。孤立集落がかなりできておるということの中で、孤立集落になりそうな

そういう辺地、そういうところにやはりその衛星電話が必要だというようなことを聞きま

せんでしたか。 

 

○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   ニュース等で、孤立集落については、やはり通信手段は衛星

携帯電話というような重要性が報道されておりました。私のほうも認識をしております。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   そしたら、この南あわじ市、今そういう地域はないんですか。 

 

 

○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   地域はあります。その関係で、特に津波の被害の起きるとこ

ろだけを、２２年度、阿万小学校、灘保育所、沼島小学校とそれと消防団の団員の幹部の

方々に４台を配付させていただいております。また、今回の１２号台風の影響もニュース

等で見てますと、また県のほうでいろいろ補助メニューがありましたら、追加をしていき

たいというような思いはあります。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   消防の４名というのは、地区としてはどこですか。 
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○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   地野消防団長と選任の副団長２名で３台と、あと沼島の選任

の消防団長に今現在対応をしております。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   そしたら、孤立しそうなところには、まだまだ行き届いてないという

ふうにとらえていいんですか。 

 

○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   旧西淡地域の部分については、若干今のところは手薄やとい

うようには感じております。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   孤立したら、やはり連絡とか、それから人命救助なり、そこら水とか

そういうようなこと早急にほしがる部分が多いのに、やはりそういうところに国の補助金

が出たら次買いましょうというのは、ちょっと人命にかかわることなのにそれでいいのか

なと僕はちょっと不思議に思うんですけども、課長はそれでいいと思とるんですか。 

 

○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   衛星携帯電話のみならず、今、消防団も無線を持っておりま

すので、その消防団の無線も活用させていただきながら、そういうような対応を両方でし

ていきたいというふうに思ってます。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   消防団の無線、これはどういうふうな短波ですか長波ですか。 
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○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   詳しくはよくわからないんですけども、今現在のところアナ

ログ形式の無線です。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   大体、消防団１０ワットあるかないか、多分１０ワットもないと思う、

出力が。それで、直接波なんです。前に障害物があったら通りませんよ。特に、そういう

孤立する集落というのは、どうしてもそういう前に障害物があって通じにくいところだと

僕は思いますよ。そのために、こういう衛星携帯電話を、今、購入してるんではないんで

すか。 

 

○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   委員おっしゃるとおりの部分もあります。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   市長、できるだけ本当に孤立しそうなところには、やっぱり衛星携帯

電話を僕は必要だというふうに思いますので、できる限り早急にそういうところに配付し

ていただけるようにできませんか。 

 

○熊田 司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   実は、違う機会にもいろいろと防災の関係でお話申し上げたと思

うんですが、今、先般も申し上げたとおり、国交省なり総務省、やはりそういう防災、す

なわち予防に対する予算をということでかなりお願いをしました。果たして、今度の３次

補正にどこまで取り入れてくれるか定かではないんですが、何とか避難路の関係、今、議

員言われたような同じ携帯でも衛星携帯等々、そういう一連のものを是非その中で何とか

対応できるようにお願いをしていきたいというふうに思っております。できるだけ早い機

会にそういう方向性、取り組みをしたいなと思います。 
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○熊田 司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   非常常備消防費の中のことですけれども、いろいろ装備に関する予算

執行ということもあったわけですが、消防団のユニホームがすべて新調されて、非常に操

法大会でも見た目も非常にすばらしくなってるというふうに思います。１２号の台風のと

きに、消防団の方ともちょっと一緒に見回りとかもしたんですけれども、そのときにこの

装備の中にちょっと気になったんですけど、ライフジャケットとかいうのこれ入ってるん

でしょうか。 

 

○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   ライフジャケットは、装備としては入っておりません。ただ、

ある分団については、何個かは準備をしている分団はあります。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いろいろ自主的な運営ということになっとるようですけれども、やは

りこれは自主防災組織あるいは小学校などでも、逃げおくれたりとか非常時の備えという

ことで、つけてるとつけていないとでは随分違うというふうに聞いとるんですが、そうい

うことで、今後の装備の中にこういったものが入ればいいなというふうに思っとるんです

けれども、その点いかがでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   まず団員の身を守るという部分の考え方として、それは必要

やというふうには思っております。予算の許す限りは、また要求はしていきたいというふ

うには思います。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   だから、あと災害対策の消耗品費、防災避難所用の消耗品費で、やは

り水に近いところではいると思いますし、また津波ということになると、これをつけての
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避難ということも小学生たちにとっては非常に有効なものになるというふうに思いますの

で、それは是非お願いしたいということと。 

  それから、２６５ページの、続けてよろしいですか、委員長。 

 

○熊田 司委員長   ほかにはございませんか。 

  なければ続けて。 

 

○蛭子智彦委員   ２６５ページの、この地域防災力強化訓練事業補助金、淡路地域南海

地震防災訓練補助金というのはどのようなことに使われたのでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   この、地域防災力強化訓練事業補助金と淡路地域南海地震防

災訓練補助金、これは内容は同じでして補助金の出るところが違います。内容といいます

と、小中学校において、地域の方々と一緒に防災訓練を実施した学校に対して、１校あた

り２万５,０００円ずつの補助をいただいた部分でございます。それを支出した部分です。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、２５万円ということは、１０校行ったということです

か。ちなみに、どこの学校でやられて、やられてない学校はなぜかということと、どこで

やられたかということと。 

 

○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   今、手元に開催している、実施している学校名の資料は手元

には持ち合わせておりません。また後日報告させていただきます。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは、実施した学校はすべて出るということでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   防災課長。 
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○防災課長（松下良卓）   はい、そのとおりです。ただ、上限が２万５,０００円とい

うことです。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   学校教育課にお伺いしたいんですが、今１０校ということだったんで

すけれども、全部で学校施設は何校ありましたか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   小学校が１７校、中学校が７校でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２４校ということですから、１４校は昨年度はそうしますと避難訓練

しなかったというようなことになるかと思うんですけど、学校教育課いかがですか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   避難訓練は行っておりますが、自主防災組織と連携した

訓練というのが行っていないという、補助の対象になるような訓練が行われていないとい

うふうなことでございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今後は、今、自主防災組織との連携ということが非常に強くいわれて

おりますので、それはすべての学校で実施をする方向が大事ではないかというふうに思う

んですけれども、この予算というのは２３年もついてるんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   はい、２３年度もついております。 

  以上です。 
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○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしましたら、是非各学校でも取り組んでいただきたいというふう

に思います。 

  それともう一点だけ、自主防災組織の育成事業ということで、補助金ということで８９

２万円がついてるわけですが、これは自主防災組織をつくって、いろいろな装備を行った

り訓練を行ったりということに対する各自主防災組織の補助金ということで理解してもよ

ろしいでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   そのとおりでございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは、今、条例上で騒がれた自主防災組織の訓練ということになろ

うかと思うんですけれども、各自主防災組織への補助ということも大事だと思うんですけ

れども、これもこの間思ってることなんですが、やはりそれぞれ自主防災組織によって温

度差、取り組みの差がいろいろあると。中西地域であったり、阿那賀地域であったりとい

うすぐれたというか努力している地域、こういう地域での活動の経験を各自主防災組織を

普及していくという意味で、市の取り組みとしてその能力アップというか、スキルアップ

というか、こういうことに取り組んでいくような事業というのはこれまでやられてきたん

でしょうか。 

 

○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   昨年は、９月１１日に福良にあります福良港津波防災ステー

ションの竣工式がありました。その竣工式が終わってから、河田惠昭教授とかを迎えて、

福良の公民館の３階でパネラーさんも来ていただいたりして、南海地震に対しての津波災

害に対しての取り組みとかいうのを、市内の自主防災組織または自治会の方々にも御連絡

をして参加をしていただきました。今年度も同じように行いました。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   自主防災組織によっては、災害時要援護者のリストをしっかりとつか

んで、その方を対象にした避難誘導の訓練までもできている自主防災組織もあれば、つく

ったけれども１年１回避難訓練できればいいなというぐらいの自主防災組織もあるという

ふうに聞いとるわけですけども、その点どんな実態になっておるでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   確かに、内陸部とか津波被害が想定されてない地域の方々と、

海岸沿いの部分の地域の方々との温度差はございます。また、同じ海岸部の中でも、そう

いう温度差は確かにございますけども、特に海岸部につきましては、防災課のほうで自主

防災組織の学習会とか、自治会単位で要請があればいつでも行かしていただきますという

ようなことを自治会の役員会でもお伝えはしております。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   機会のあるごとに、すぐれたところの取り組みを多くの自主防災組織

が学べるような場というか情報提供、こういったものが必要になるかと思いますので、今

後は十分に検討していただきたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   ほかに、消防費について質疑ございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   なければ、あすは款１０教育費、ページ２６６ページから３３９ペ

ージまでとして、審査の途中ですが本日の審査はこれまでとし、次の審査はあす９月１４

日午前９時より開催いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   御異議なしと認めます。 

  よって、本日の審査はこれで終了いたします。 

  本日はお疲れさまでした。 

 

（閉会 午後 ４時０３分） 
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決 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２３年 ９月１４日 

                           午前１０時００分 開会 

                           午後 ４時０３分 閉会 

                     場 所   南 あ わ じ 市 議 会 議 場 

 

Ⅰ.出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（１８名） 

    委 員 長    熊  田     司 

    副 委 員 長    出  田  裕  重 

    委 員    廣  内  孝  次 

    委 員    谷  口  博  文 

    委 員    久  米  啓  右 

    委 員    原  口  育  大 

    委 員    柏  木     剛 

    委 員    川  上     命 

    委 員    楠     和  廣 

    委 員    印  部  久  信 

    委 員    小  島     一 

    委 員    砂  田  杲  洋 

    委 員    蓮  池  洋  美 

    委 員    北  村  利  夫 

    委 員    蛭  子  智  彦 

    委 員    登  里  伸  一 

    委 員    長  船  吉  博 

    委 員    森  上  祐  治 

    議 長    阿  部  計  一 

 

  欠席委員（なし） 

 

  事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    高  川  欣  士 
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    次 長    阿  閉  裕  美 

    課 長    垣     光  弘 

    書 記    川  添  卓  也 

 

  説明のために出席した者の職氏名 

    市 長    中  田  勝  久 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    教 育 長    岡  田  昌  史 

    市 長 公 室 長    中  田  眞 一 郎 

    総 務 部 長    渕  本  幸  男 

    財 務 部 長    土 井 本     環 

    市 民 生 活 部 長    入  谷  修  司 

    健 康 福 祉 部 長    郷     直  也 

    産 業 振 興 部 長    水  田  泰  善 

    農 業 振 興 部 長    奥  野  満  也 

    都 市 整 備 部 長    山  田     充 

    上 下 水 道 部 長    道  上  光  明 

    教 育 部 長    岸  上  敏  之 

    市 長 公 室 次 長    橋  本  浩  嗣 

    総務部次長兼選挙管理委員会書記長    林     光  一 

    緑総合窓口センター所長    長  尾  重  信 

    西淡総合窓口センター所長    前  田  和  義 

    三原総合窓口センター所長    久  田  三 枝 子 

    南淡総合窓口センター所長    山  下  達  也 

    財 務 部 次 長    細  川  貴  弘 

    市 民 生 活 部 次 長    原  口  幸  夫 

    健 康 福 祉 部 次 長    藤  本  正  春 

    産 業 振 興 部 次 長    興  津  良  祐 

    農 業 振 興 部 次 長    神  田  拓  治 

    都 市 整 備 部 次 長    山  崎  昌  広 

    下 水 道 部 次 長    松  下     修 

    教 育 部 次 長    太  田  孝  次 

    会 計 管 理 者    馬  部  総 一 郎 

    次長兼監査委員事務局長    高  見  雅  文 

    次長兼農業委員会事務局長    竹  内  秀  次 
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    市 長 公 室 課 長    田  村  愛  子 

    総 務 部 総 務 課 長    佃     信  夫 

    総 務 部 防 災 課 長    松  下  良  卓 

    総 務 部 情 報 課 長    富  永  文  博 

    総務部ケーブルネットワーク淡路所長    土  肥  一  二 

    財 務 部 財 政 課 長    神  代  充  広 

    財 務 部 管 財 課 長    堤     省  司 

    市民生活部市民課長    塔  下  佳  里 

    市民生活部税務課長    藤  岡  崇  文 

    市民生活部収税課長    垣  本  義  博 

    市民生活部生活環境課長    高  木  勝  啓 

    清掃センター兼衛生センター所長    細  川  恊  大 

    健康福祉部福祉課長    鍵  山  淳  子 

    健康福祉部長寿福祉課長    小  坂  利  夫 

    健康福祉部保険課長    川  本  眞 須 美 

    健康福祉部健康課長    小  西  正  文 

    健康福祉部少子対策課長    福  原  敬  二 

    産業振興部商工観光課長    阿  部  員  久 

    産業振興部企業誘致課長    北  川  真 由 美 

    産業振興部水産振興課長    早  川  益  弘 

    国 民 宿 舎 支 配 人    北  川  満  夫 

    農業振興部農林振興課長    松  本  安  民 

    農業振興部農地整備課長    大  瀬     久 

    農業振興部地籍調査課長    和  田  昌  治 

    農業振興部農業共済課長    宮  崎  須  次 

    都市整備部管理課長    和  田  幸  三 

    都市整備部建設課長    赤  松  啓  二 

    都市整備部都市計画課長    森  本  秀  利 

    下水道部企業経営課長    江  本  晴  己 

    下水道部下水道課長    小  谷  雅  信 

    下水道部下水道加入促進課長    喜  田  展  弘 

    教育部教育総務課長    片  山  勝  義 

    教育部学校教育課長    安  田  保  富 

    教育部人権教育課長    大  谷  武  司 

    教育部生涯学習文化振興課長    山  見  嘉  啓 
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    教育部青少年育成センター所長    高  辻  隆  雄 



 

－ 233 － 

Ⅱ.会議に付した事件 

 

 付託案件 

 １．認定第 １号 平成２２年度南あわじ市一般会計の認定について････････････２３４ 

 （２）歳出について････････････････････････････････････････････････････････２３４ 

  ⑧ 教育費･･････････････････････････････････････････････････････････････２３４ 

  ⑨ 災害復旧費、公債費、諸支出金、予備費、実質収入に関する調書･･････････３０９ 

 （３）財産に関する調書････････････････････････････････････････････････････３０９ 

 ２．認定第１０号 平成２２年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計決算の認定につ 

          いて････････････････････････････････････････････････････３２１ 

 ３．認定第１１号 平成２２年度南あわじ市広田財産区管理会特別会計決算の認定につい 

          て･･････････････････････････････････････････････････････３３６ 

 ４．認定第１２号 平成２２年度南あわじ市福良財産区管理会特別会計決算の認定につい 

          て･･････････････････････････････････････････････････････３３７ 

 ５．認定第１３号 平成２２年度南あわじ市北阿万財産区管理会特別会計決算の認定につ 

          いて････････････････････････････････････････････････････３３７ 

 ６．認定第１４号 平成２２年度南あわじ市沼島財産区管理会特別会計決算の認定につい 

          て･･････････････････････････････････････････････････････３３８ 

 

Ⅲ.会議録 



 

－ 234 － 

決算審査特別委員会        平成２３年９月１４日（水） 

                 （開会 午前 ９時００分） 

                 （閉会 午後 ４時０３分） 

 

 １．認定第 １号 平成２２年度南あわじ市一般会計決算の認定について 

 

   ⑧ 教育費 

 

○熊田 司委員長   皆さんおはようございます。 

  それでは、昨日に引き続き決算審査特別委員会を開催します。 

  本日は、認定第１号、平成２２年度南あわじ市一般会計決算、１０款教育費、２６６ペ

ージから３３９ページまでの質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   おはようございます。 

  ２７３ページの、南あわじ市教育資金利子補給事業ですが、２９万４,３０７円という

ことでありました。不用額が１７０万円ほどになってるかと思うんですが、これは平成２

１年からの事業であったかに思うんですが、平成２１年の実績と比べてどうなんでしょう

か。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   利子補給事業につきましては、平成２１年度が７人の利

用。平成２２年度から１２人の利用ということになっております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは、大体何人ぐらいの利用ということを目標にしとったんでしょ

うか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   当然、約２００万円近くということでございますので、

２０人から４０人ぐらいということかと思います。 
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○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２０人から４０人。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   ちょっと計算を間違えました。約１００人ぐらいでござ

います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １００人を目標にして、実績としては１２人と。平成２１年で７人で、

２２年で１２人ということですが、この原因は何なんでしょうか。当初から、非常になか

なかその利用が難しいんではないかというようなことを思ったわけですが。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   この、限度額が２００万円でございまして、その率につ

きましては、利率の２分の１または１.５％、その低いほうということになっておりまし

て、 大で１年間で３万円程度、４年間で１２万円ということでございまして、その手続

につきましては申請等ございますので、その手続と支給額、そこを比べまして、利用者の

ほうがちょっと面倒だなというところがあるのかなというふうに感じております。 

  あと、これ４月からの募集で、約１カ月という短期に集中しておるところですが、今年

度から若干改善しまして、期間を延ばしたりもしておるところでございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今年度はどうなってますか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   今年度につきましては、今また募集をかけておりまして、

２０人以上の募集が見込まれております。 
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○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２０人ということでいきますと、大体年額どれぐらいの執行というよ

うな見通しを持っておられますか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   先ほど申しましたように、 大３万円ということでござ

いますので、６０万円程度ということかと思います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ４月から上半期過ぎたわけですが、現在の執行状況は幾らになってま

すか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   金額については、一人ひとり非常に細かく違いますので、

私も今のところ把握しておりません。また調べまして、お知らせしたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   また調べていただいて、教育の部分がまだあると思いますので、人数

が少ないので、集計はそう難しくないように思いますので、調べていただいてからまた質

問をしたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   きのうも、長船議員の質問で、衛星携帯電話の話が出て、阿万、

灘、沼島、衛星携帯電話があるというような答弁でした。一般質問でも、いろいろさわり

をお聞きをしたんですが、今回の３月１１日の当時の教育委員会のあり方というのも、そ

れぞれ考えられておったと思いますけども、各学校、教育委員会も含めてですけども、停

電したときのそういう緊急の連絡手段とかはどのように考えられてるんですか。備品とい

うことでお聞きをしたいなと思います。 
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○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   拠点避難所になっている学校等につきましては、発電機

等があるわけですが、それ以外についてはございませんので、今のところ停電をしますと、

なかなか本当に携帯電話というようなものでなければ通信ができないという状況でござい

ます。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   これも予算書には載ってないんですけども、これ比べるのはどう

かと思いますが、農業委員会さんは視察をされてると、いろいろ毎年。私は、教育委員の

方々もいろいろなところを見に行っていただいて、今回の震災を踏まえてでも結構ですし、

私から言うようなことでもないと思いますが、何かそういう目的を持って、こういうとこ

ろを変えていったろうみたいな教育委員さんがおられて、いろんな勉強をしてきて、南あ

わじ市に持ち帰っていただきたいなという思いがあるんですけども、現状はどんなふうに

教育委員会さんは運営をされてるんですか。 

 

○熊田 司委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   教育委員さんの研修、防災について特にとこういうお話でござ

いますが、今のところは県内でそういう防災関係の講演会に出るとか、あるいは今大きく

取り上げられておるんが、やっぱり小中の一貫教育等がありまして、先般もその視察を行

っております。今年度、当然３.１１以降学校におきましては、それぞれ先般の一般質問

でも申し上げましたが、今かなりの分野で見直しが進んでおります。先般も１２月ごろと

いうお話をしておりますが、できるだけ早くその３.１１を教訓にした防災の見直しとい

うところで、当然これにつきましては、また教育委員会で議論はしていきたいと。今後、

特にその辺の視察につきましても、委員会で一度議論して進めていきたいと、このように

思ってます。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   おはようございます。 

  「こどもあんしんネット」システムいうて、これ２７３ページ。これの概要について、
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ちょっと説明をお願いします。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   「こどもあんしんネット」につきましては、ラジオ関西

の提供でございまして、それぞれ各学校の保護者の方に登録をいただきまして学校からの

情報を発信する。また、教育委員会からの情報も一斉に発信ができる。また、警察のほう

の、防犯のほうのメール配信サービスもございますが、それに同時に登録をいただけるこ

とになっておりまして、警察からのいろいろな情報も同時に入るというようなシステムで

ございます。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   池田小学校の事件から、ホットラインであるとか、この「あんしんネ

ット」というか、登録者数というたら大体どれぐらい登録されておられます。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   今のところ、母数のほうは家庭数ということで計算しま

すと、９割以上の登録がございます。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そこでですね、防災ネットとの連携というか、例えば学校で不審者と

いうか、いろいろな事件、事故が起こったときに、この「こどもあんしんネット」のシス

テムで保護者の方には連絡網的にはそういうような配信ができとると。一方、市の防災の

ほうも、消防団等々の関係者に対してそういうような配信してますわね。これとの連携は

どないなっておるんですか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   学校のほうは、そこと連携ができているということでは

なしに、それぞれ市民の方がそちらのほうにも登録をしていただくということかと思いま

す。 
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○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   池田小学校で本当に悲惨な事件が発生してから、学校に対するセキュ

リティーというかさまざまな、あれボタン押したら警察へすぐに連絡いくようなあれ、名

前何でしたっけ。県警ホットラインね。県警ホットラインとかそういうようなやつも、各

学校関係にはもう設置していただいとると思うんですわね。南あわじ市内においても、こ

の安心ネットというのは、そういうふうな凶悪なやつに子供の誘拐にしたって、例えばき

のうも何か幼児連れ去りかなんかいうて、どっかの２歳児の子が行方不明になっとるとい

うような情報があったときに、瞬時に私は、これは当然捜索期間である警察とか、その辺

からの情報をいただいたときに、特徴であるとかいうやつをこの安心ネットで使うととも

に、市の防災の関係の方々にも防災課のほうでそういうふうな情報提供してますわね。そ

の辺も活用した上で、積極的にそういうふうな、もし何かあったときには瞬時に南あわじ

市民に対して周知して、そういうふうな事故防止対策的なもんを情報発信していただきた

いと思うさかい、今後その辺防災課どうですか、学校からそういう情報をもうた、そうい

う情報提供するということは、横の連絡は取るべきやと思うねんけんど。 

 

○熊田 司委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   防災課で管理をしております防災ネットにつきましては、特

に火災の関係、また市内の避難勧告とか発生する場合は、防災課職員で防災ネットに文章

を打って発信をさせていただいております。仮に、今回の大分県だったと思うんですけど

も、そういうようなことがありましたら教育部局と協議して、消防団への捜査依頼とかい

うのが、そういう事態が生じましたら、私どもの防災ネットで市の消防団に協力をお願い

するとかいう方法はできます。 

  それから、またケーブルテレビで文字放送等も協議をして、市民の方にお知らせすると

いうことができます。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   横の連絡をとっていただいて、そういうふうなシステムがせっかくあ

るんやから、お互いに相互関係協力を深めていただいて、そういうふうな体制で子供の安

心というような観点から積極的に実施していただきたいと、それで終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 
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  楠委員。 

 

○楠 和廣委員   決算書が３１７ページと、付属資料の１５６ページ。きのうも松くい

のことで質問があったんですが、きょうは教育関係のほうで、慶野松原の松くいの委託料

についてお伺いをいたします。 

  １５６ページでは、委託料として育成委託料が、調査研究のほうで２７４万８,０００

円。伐倒、防除等が６３０万７,０００円で決済されておりますが、これも毎回一般質問

等でもお聞きしておるんですが、このきのうの質問の答弁では航空防除が一番効果がある

というような検証がされとったんですが、慶野松原の場合は、民家に近い県道にも近いと

いうことで、航空防除より地上散布のほうがかなり多い面積でやっておられると思うんで

すが、松枯れの原因としてきのうも答弁しとったんですが、去年の夏の酷暑、猛暑によっ

ての影響ということであったんですが、そういった松くいの防除に対しての検証からいえ

ば、やはり地上散布より航空防除のほうが効果があるんではないかと。特に、慶野松原国

立公園でもございますし、見ていただいたら上面どおりで、大分ここ２、３年の間に赤い

松がふえてきたように思うんですが、この調査研究がどんな研究をされとるのかまずお伺

いをいたします。 

 

○熊田 司委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   教育部の太田です、どうぞよろしくお願いいたします。 

  松くい虫の、慶野松原の関係なんですが、近年松くい虫の被害ということで、きのうも

農林振興課長のほうから詳しく説明があったとおり、昨年の猛暑、気候的なもの、そして

またいろいろ考え方もあるかと思うんですが、航空防除をやっていたのを地上散布に変え

たと、これは民家が近いということで変えたわけなんですが、園芸学校のほうで研究をし

てるわけなんですが、この件に関しまして、やはり松が密集しとるとか、そうしたことが

影響しとるんではないかとか、栄養状態とかそういうったことを研究をしているわけなん

ですが、ことし４月、５月にも伐倒を７５０本したわけなんですが、例年ですと２、３０

０本と思うんですが、そうした散布の仕方、そしてまた気候の変化というようなことで大

きく影響しているんではないかなと思います。今後においては、やはり丁寧な地上散布を

続けていきたい、南あわじ市の観光資源でもございますので、保存、継承といったことで

できるだけ努力をして、丁寧な散布というような形を継続していきたいなというふうに思

っております。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 
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○楠 和廣委員   この保全林、保全松林健全化事業という事業計画があるんですが、こ

れ何年ごとにされて、先ほど景観学校の生徒さんが調査して、結果がそういったもろもろ

の要因で松枯れの要因ということですが、この防除も時期的に大体５月から６月で年に一

回かと思いますが、丁寧にすることになればやはり一番効果のある時期が５月、６月とい

うような解釈しとるんですが、ほかの時期でそういった防除で効果のある月というか時期

というのがあるんですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   松枯れの原因、松の線虫、虫なんですが、その活動時期と

いうことで、５月、６月ということで駆除しております。先ほど言いました、丁寧な散布

ということについては、やはり幹にかけるんではなしに上からかけるといった、ただそう

した散布の方法を丁寧にしていきたいなというふうに思っております。 

  それと整備計画、これについては１０年に一度やっております。２４年度から新しい計

画になるわけなんですが、今年度その件に関しましては、計画をたてている、今、 中で

ございます。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   その保全計画は、２４年度からまた１０年の計画で進むということで

すが、この保全計画の中で、今までもそうですが、ことしの 終年度の保全計画の中で、

松枯れの状況等の防止というか防御というか、旧西淡のときは航空防除でされとったんで

すが、この航空防除ができなくなってから、特にそういった松枯れの状況が顕著に見られ

るようになったと思うんですが、その地上散布での検証、防除効果は検証されております

か。きのうは、航空のほうが効果があるんだというような見解だったんですが、地上散布

での効果、検証をどのようにされておりますか。 

 

○熊田 司委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   松枯れの、地上散布と航空防除の効果ということなんです

が、やはり先ほど言いましたように、航空防除、上から全体にかけていくと、それで下の

ほうへ、幹のほうへ液が落ちていくというような、やはりそうしたほうが効果的にはある

かと思うんですが、やはり健康被害、そうした住民への被害ということを考えますと、県
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のほうから指導もありますし、そうしたことから地上散布にしてきたということで、地上

散布につきましても、スパウダーという強烈な効果のある機器を使って、できる限り上か

ら全体に液をかけていくような方法をとっておりますので、現実的にどちらが効果がある

のかといいますと、やはり上からというふうな航空防除のほうが効果があるかと思うんで

すが、やはり健康被害とかそうしたことを考えますと、できるだけ丁寧な散布を今後にお

いても続けていきたいというふうに思います。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   防除の方法として、もう一つ樹幹注入という防除の事業がされとるん

ですが、その樹幹注入による効果、航空防除は先ほどから説明されたとおり、いろいろの

環境的な問題ででけんということになれば、地上散布はケーブルテレビで地上散布の状況

が流れとったんですが、やはりそれも高い木になればなかなか届きにくいから、上からか

けるのが一番効果があるようですが、樹幹注入についてお伺いいたします。 

 

○熊田 司委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   樹幹注入については、大体４、５０本やってるかと思いま

すが、大樹木、直径７０センチ以上を主にやっております。効果的には、３年効果がある

というふうに聞いております。しかしながら、できる限り２年に一遍とかいうような形で

やっていければなというような感じを持っておりますので、樹幹注入については、防除の

一環として樹幹注入も合わせて、地上散布とやっていきたいというふうに思っております。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   もう一点聞かしていただきたいと思います。樹幹注入と地上散布でや

る場合は、この国の所管のほうからいろいろ航空防除に対しては制約があってできないと

いうことですが、これ委託料補助金として年々変化があるんですが、特にこの２３年度、

今、執行中ですが、３年も前は南あわじ市が普通は国、県、国が５０％で市と県が２５％、

２５％ぐらいの割合で補助金を出されとると思うんですが、今回はさらに南あわじ市が思

い切って２,３００万円というような事業が、今、展開されておるんですが、そういった

部分で樹幹注入の方にシフトして、地上散布のほうは国なり県なり、これ知事命令の部分

もあるんですが、そういった防除の方法を選択して、あと市の単費でやっとる、支援しと

る２,３００万円というような大きな巨額な部分の予算で樹幹注入のほうにシフトしては、

そういうシフトは考えられるのですか。 
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○熊田 司委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   きょうは２２年度の決算なんですが、２３年度につきまし

ては、先ほど楠議員さんのほうから言われましたとおり、国２分の１、県４分の１、市４

分の１でやっております。しかしながら、今回はふとんかごの関係で補助対象でなかった

ということで、その分が膨れ上がっているようになっております。今、御指摘の樹幹注入

については、３年の効果ということなんですが、２年に一度というような考えを持って、

今後予算の関係もありますが、そうしたことも十分頭に入れて考えていきたいと、そのよ

うに思っております。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   今ちょっと、ふとんかごの話が答弁の中であったんですが、ふとんか

ごはこれは松くいの防除の関係でなしに土塁のほうだと思うんですが、これ文化庁のほう

から支援がなかったんですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   ふとんかごにつきましては、砂を運んでいくと。冬場とか

の天気のときに、荒れた天気のときに砂を運んでいくということで、砂を運んでいくとい

うことは松の根元をやられるということで、そうした今までの補助対象になっていたわけ

なんですが、ちょうど今回申請する場所につきましては、松がないとこというか、ちょっ

と切れたところということで外れたというふうに聞いております。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   話がちょっと松くいと離れていくんですが、ふとんかごの場合は、あ

れは２段で 初効果を見て検証して、３段も考えていくというような当初の事業の始まり

だったように思うんですが、そうでなかったんですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   ふとんかごについては、今２段積みで今回で終了するわけ

なんですが、３段ということについては、整備委員会等でも協議をしてるところなんです
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が、でき得ればというか、こちらとしては３段にしてもらいたいという要望を出している

わけなんですが、２段で許可が出ているということで、すぐに３段をするということはや

はり難しいと。単費でお願いをしたいというような、県とか国とかの人も来てますので、

そうした整備委員会の中でも十分協議をした結果、こちらとしては要望はやっていきます

が、回答としてはそうした会議の中で２段の許可を与えたばかりでございますので、すぐ

に３段を許可を与えるというような感じではございません。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   結構です。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  川上委員。 

 

○川上 命委員   この一般会計の決算の中で、一応手数料と委託料が非常に多いわけで

すが、こういったこと一々聞きよったら時間が何ぼあっても足らんということで、しっか

りと契約をされていることと思いますが、特に今回気になったのは、教育関係にあえて余

計質問をしようという気になったのはこのエレベーターの件ですが、この教育関係の中で

ちょっと拾ったんですが、５００万円ほどの保守点検料が挙がっておるわけです。そうい

った中で、この素人目にも１機大体４、５０万円かかると、保守点検。非常に高いなとい

う、素人目ですよこれ、私は素人ですからわかりませんが、高いなという感じがするわけ

です。その契約そのものが、保守点検とまた保守点検の途中で、いろいろと備品とかいろ

いろなものが壊れた場合にはまたその上にオンをしていくのか、どういうふうな契約をさ

れているのかちょっと説明をお願いをしたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（片山勝義）   失礼します、教育総務課長の片山でございます、よろし

くお願いいたします。 

  ただいま御質問のありました、エレベーターの保守点検委託料でございますが、これ保

守点検のみでございまして、修繕が出てきましたら、その折にはまた修繕費のほうで修繕

をしていくようなことになってございます。 

 

○熊田 司委員長   川上委員。 
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○川上 命委員   説明はそれはようわかるんですけど、保守点検をしてるだけで大体１

台３５万円から５０万円の間で契約をされてると。そうして、備品が傷んだ場合、取りか

えたそれは備品修繕料として取るということは、それは確かにエレベーターの保守点検は

大事でございますがちょっと実際的に高いなと。契約そのものはどういうふうな契約を、

１社だけですかそれとも見積もり合わせとか何かそういったことをされているのか、一つ

お教え願います。 

 

○熊田 司委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（片山勝義）   契約相手でございますが、小学校につきましてはただい

まのところ４社でございます。中学校につきましては３社でございます。この契約につき

ましては、専門の業者ということで、設置した折からの経緯もございますので、その継続

した保守点検という観点もございますので、随意契約ということで進めさせていただいて

おります。 

 

○熊田 司委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   ３社、４社、これは特殊な事業でございますので、それはもうようけ

そういった会社の種類はないと思うんで、自然的に少なくなって、その中での見積もり合

わせ随意契約という形になるわけですが、担当課として非常に高いなと感じますか、どう

ですか。 

 

○熊田 司委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（片山勝義）   予算を執行しておる担当課としましては、それは１円で

も安いほうが好ましいと思うんですけども、現在のところ適切な執行であるのかなという

感じで思っております。 

 

○熊田 司委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   よくわかりました、今後ともよろしくお願いします。 

  決算書の３２５ページで、資料が１５９ページ。それと、３３３ページと、資料が１６

０ページ、体育関係でございますが、体育指導員等に報酬を払われてるんですが、それと

体育協会補助金として１,０００万円出ております。その中で、今回体育協会が合併した

ということで、非常に南あわじ市一本化されたという、これはいいことでございますが、
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しかしながら、私たちもそういったことで体育の好きなほうですから期待をしとったんで

すけど、協会が合併をしてから、旧町単位の大会が旧西淡町ではなくなってしまったとい

うことで、非常に私たちも残念だなと。ということは、旧西淡町におきましても、綱引き

とか、婦人のバレーボールとか、ソフトボール大会と１部２部に分かれて非常に旧交を温

めて、非常にすばらしい大会で楽しみにしとったわけですけど、体育協会合併し、そうい

ったことからもう全然取りやめになってしまったということは、結局は協会が合併して底

辺が崩れてしまったということで、非常に体育振興には大きなマイナスになってるんじゃ

ないかと思うし、そういったことを体育指導員とか体育関係に聞いてもいろいろなことが

わからないと、もう全然。返答が帰ってこないということです。そういったことでは、こ

れは大変なことになる。結局は、中央のほうで県大会とか淡路の大会とかいう中で、自主

的に申し込んでくださいよというような形式を取っておるのか、今までみたいな伝統ある

大会というものを、やっぱり市民の親睦と友好をかねた中でのそういったことができない

のか、一つどういうふうな状態になってるのか説明をお願いしたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   生涯学習文化振興課の山見でございます、よろ

しくお願いします。 

  体育協会につきましては、委員さんおっしゃるように、今年度から実質的にいわゆる旧

町ごとの体育協会ですね、地域体協を廃止して市一本化したと。これについては、いわゆ

る旧町ごとの垣根を取って、合併して一体感を持たせようというのが一番の目的かと思い

ます。そんな中で、実際のところ各もとの小学校区単位の地区体協、この活動を中心とし

て、その上に直接市の体育協会という中で事業を展開していこうという方向になっており

ます。 

  例えば、この８月に実施されました南あわじ市スポーツ大会、いわゆる全淡スポーツ大

会の市の予選大会ですね。これについては、直接小学校区単位から選出したチームが、直

接市全体の大会に出場してもらって、そんな中で、以前でしたら旧町ごとの地域体協で予

選して選出されたチームが大会してたんですけども、より今まで対戦してなかった地区と

の対戦等が可能になって、より交流が広がってきたかなというような一つの効果、利点が

あろうかと思います。ただ、先ほど議員さんもおっしゃいました、いわゆる旧町単位でし

っかりと大会を持っとったと、そういった底辺の広がりがなくなるんじゃないかというふ

うな御指摘。当然、その御心配よくわかります。そこで、そういった当然ながら課題がま

だ市の体育協会にもあろうかと思いますので、そのあたりをしっかりと検証しながら、今

後の体育協会の方向性を見届けたいなと。また、場合によっては一緒に協議も進めたいな

と、かように考えております。 
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○熊田 司委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   説明はよくわかったんですけど、実際上はそういった旧町単位とか小

学校単位の大会が非常に薄れてったと。やまってしまったということで、１年間何ら今日

まで全然今までのような大会が全然なかったということで、こういった大会を盛り返すに

はどうしたらええんだろうかと。これは、自主的に大会をお互いに金を出し合って、そう

いった大会と体育協会とは別の方向で、住民の盛り上がった力でやっていくんか非常に悩

んどるような次第であります。そういったことで、結局体育施設にしても偏ってしまって、

各小学校がなくなって体育館がなくなれば、それで地域の体育の親睦というものがなくな

ってしまうというような形になって、段々段々と体育協会が大きくなればなるほど底辺が

寂れていくということになる。そういったことで、もう一度今までの旧町単位の大会とい

うものを、どうすればまた市民との交流とそういった部分で盛り上がるか考えたことはあ

るんですか、この体育協会の中で。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   実際、体育協会のほうにおかれて、そういった

旧町単位の地域体協ごとの大会の復活ですね。これについては、まだそこまでは検証はさ

れてないかと思います。直接そのあたりは確認はしてないんですけども、ただ先ほども申

しましたように、そういった課題の部分をしっかり把握して、検証して今後の対策、対応

を取るべきかなとかように考えます。 

  合わせて市の体育協会のほうも、地域体協ごとの活動を地区ごとの活動にというふうな

中で、市体協のほうから地区体協の活動支援というふうな支援を、いわゆる助成金を打つ

ようなこういうふうな流れにもなってきております。そういったところも回を重ねていき

ながら、今後の効果のあたりを見ていきたいなと考えております。 

 

○熊田 司委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   ちょっと念を押しときますが、西淡町のことばっかり言ってちょっと

恐縮ですが、西淡町しか私は知りませんので、運動そういった楽しみにしとるスポーツで

すから、そういった中で、先ほど言ったみたいに、綱引きもなくなった、ソフトボールも

なくなった、せっかく楽しんだ女子婦人のバレーもなくなったと、これは確かに中央へ行

けばレベルが非常に高いと。やっぱり、レベルのある程度楽しみ、同好的にやっておるス

ポーツというのは、やっぱりそういったグループで今までやってきてそして大会そのもの
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を盛り上げてきたわけ。そして、地域もやっぱりそれに対して、練習日からずっと大会ま

での間地域こぞってそういった親睦を図っていったと。その中で、ことし体育協会が合併

した途端にもうすべてがなくなった。仮に、私ところも婦人部のバレーで常に大会では優

勝した中で、優勝旗とかそんなん預かっとるわけやな。これは突然になくなってしもうて、

どないせえというような。それで、体育協会に聞いても、全然聞いてもわからないという

ことです。そういうことでございますので、地域の今までの伝統ある大会とかそういった

こともう一回再考した中で、体育の振興をもっと図ってもらいたいなと。上の方でぱぱっ

と決められても、ぱっとやられたら我々底辺の人間は全然見失ってしまうわけですよ。一

つ、その点一つ、山見さん、よろしくお願いします。 

 

○熊田 司委員長   阿部議長。 

 

○議長（阿部計一）   川上議員の応援演説したいと思うんやけど。私も、合併して南あ

わじは一つやと。しかし、地域エゴというのがなくなったら南あわじ市は一本なんか絶対

ならない。各地域のエゴが重なって、南あわじ市というのは一本化してくと。例えば、こ

の前も観光協会も全く、出田議員が質問してましたけども、結局一本化して頭だけが大き

くなって、もう洲本市がイニシアチブを取ってやりよると。ずっと昔の南淡の観光協会の

方がよかったと。体協もまさにそのとおりであって、体協組織のないとこも一緒になって

そういう組織をこしらえて、地域の大会とかそういうことが一切ない。１,０００万円も

の予算を市が出して、やっぱりもっと地域の大会とか、この前の全淡大会も私も開会式に

行ってきましたけども、なるほど１０何チーム出てましたけども、地域の予選とかね。昔

は、皆南淡は南淡の予選、西淡は西淡の予選、そういうような形をとって代表でやってい

たわけなんですよ。ですから、そういう大きな組織になってやることはそれも一つかと思

いますけども、体協組織ができてから私も携わってますけども、そういう昔のいい例とい

うものは、やはり一つ二つは残した中でそういうことをやっていただきたい。それは、い

ろいろニュースポーツもふえてきて、体協の役員さんも大変だろうと思いますけど、やっ

ぱりそういうことを考えてこれからやってもらわなんだら、本当に１,０００万円の金ど

ないなっとんのなと、生きた金が使われてないと私はそない思います。その辺どうですか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   議員さんおっしゃるように。当然ながら旧町の

ときから各自治会ごとでソフトボール男子、バレーボール女子というふうな活動で、自治

会間同士のそういったコミュニケーション図るための大会であったかとも思います。ソフ

トボール、バレーボール、こういった自治会間の大会についても、時代を追うに連れて出
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場できる方々が少なくなってきたと。そういった懸念もございまして、どうしてもニュー

スポーツのほうへ移行してきたのかなというふうな思いもあります。確かに、議員さんお

っしゃるように、この地域これが一つにまとまってそして市やというふうなこの考え方、

当然より活動を活発化するにはそうあるべきかなというふうなところもあろうかと思うん

ですけども、現時点でその方向が一たん体育協会のほうも示された中で、おっしゃいまし

たそのあたりのマイナス部分ですね、このあたりしっかりまた我々も体育協会のほうへお

伝えしながら、課題解決に向けて一緒に考えていきたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   阿部議長。 

 

○議長（阿部計一）   我々も、体協組織ができたときから、そういう組織の中でスポー

ツの振興に携わってき、そして行政も一緒になって、特に南淡町のスポーツにはあらゆる

スポーツで先導役をとってきたと私は自負してます。そういう中で、当時は９０万円とい

うようなわずかな予算でしたけども、それが、今、合併して１,０００万円というような

とんでもないお金が市からいただいておるということで、組織は組織としてそれは大切に

していかないかんけども、補助を出している行政がそれはそういうトップに立って、そう

いうきめ細かなスポーツの指導と。 

  やはり、話は変わりますけど、婦人会の疲弊している状況もこういうことに私は原因が

一つあると。阿万でも３つ婦人会が減ってますわね。やっぱり、昔はそういう地域でいろ

いろな、青年の家も 近なくなりましたけども、もう青年の家なんか今もう完全に、昔は

地域と密着やったけど、今はもう完全に私なんかも迷惑施設やと思ってますわね。付近に

私は会社やってますんでね。昔はそういうことで、地域の青年の家の先生でもそういうス

ポーツ大会とか持って交流をやっとったんですよ。そういうことを今は全部なくして、そ

して市の体協もそういう何か段々段々寂れていく。このままやったら、恐らく南あわじ市

の体協というのは一番おくれていくと、これはもう断言しときますわ、山見課長、本当に。

本当に、もうちょっと行政がスポーツに力を入れていろいろなことに、ニュースポーツや

るんやったらそらやったらええ、何ぼでもよろしいやん。やっぱり、地域と地域の大会と

か、そういうことをもう少し考えてもらわなんだら、スポーツに対する意識が全く本当に

寂しいですわ。もう一回答弁してください。もうそれでやめます。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   今おっしゃいましたそういった御意見、しっか

りと体育協会のほうへもお伝えしていきたいと思います。 
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○熊田 司委員長   ここで暫時休憩いたします。 

  再開は１０時といたします。 

 

（休憩 午前 ９時５０分） 

 

（再開 午前１０時００分） 

 

○熊田 司委員長   それでは再開をいたします。 

  先ほど、阿部議長の発言のうち不適切と思われる部分については、後刻記録を調査の上、

委員長においてしかるべく措置することにいたします。 

  それでは、続きまして質疑を行います。 

  柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   ページは２７１ページです。参考資料は１３８、９ページです。学校

教育振興費の中で、小学校臨時教諭賃金それから学校運営支援対策員賃金のところで、ま

ずこのあたり、それぞれがどんな課題認識を持ってやってるんか、まずそこからちょっと

お聞きしたいと思います。何人ぐらいで、どんなミッションでやってるかということ。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   まず、小中学校の臨時教員でございますが８名おりまし

て、４名の者につきましては、特別支援学級の困難な指導の学級につきましての補助。そ

れから、もう４名につきましては、通常の学級に在籍します特別な支援が必要な児童への

支援ということでやっております。あと、学校運営支援対策員につきましては、住民に光

をそそぐ交付金の事業ということで、ことしの１月から実施しておりまして、昨年度につ

きましては３カ月間の活動でございますが、今、問題行動等が非常に多様化しておりまし

て、特に中学校を中心に授業に入れない生徒等への対応、学校への支援。小学校につきま

しては、先ほども申し上げました発達障害等が問題になっておりまして、それも多動な児

童等がおる学校への支援というようなことで活動をしております。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   今も早速話が出たんですけども、４名で臨機応変にその問題行動を起

こすというか、今、多動と出ましたけど、多動児なんかがあって学級崩壊につながってる

ようなところへ臨機応変に出しとると。例えば、一つの学校でも４年生がこういう状況多
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動児がおる、５年生にもおるとかそんなときに、そういう対応については間に合ってます

か。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   一応、昨年度の予算要求期に、各学校から課題があると

いうことで要求をいただきまして、その課題を精査して、その課題について必要なところ

に配置をしていると。その学校においては、本当に一つの学年、学級だけにかかわってお

るところもありますし、複数の学級に課題がある場合は時間を割ってかかわっている部分

もございます。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   それで、そういう４名の対応で実際の状況とか、あるいはそれによる

治まりぐあいとか、その辺はどんなふうに評価してますか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   学校によっては、本当にさまざまなところがございます

が、何年も続けて同じ教員が配置されておる学校におきましては非常に効果があって、非

常に多動で教室の外へ出ていたというような、４年生まではそうであったけれども、５年

生になって落ちついて学習ができるようになったというような成果が出ている学校もござ

います。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   ある特定の多動児がいて、それに数名帯同といいますか、連動して動

くという、そういうケースが結構 近よく聞くし、私なんかも相談を受けたり実態を聞い

たりしとるんですけど、その辺のところの実態とかいうのは教育委員会のほうへ大分挙が

ってますか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   その都度、校長等から報告を受けております。そういう

ところでございます。 
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○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   どの程度挙がってます。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   どの程度といいますと、ここで何校どこがどうだという

ことを具体的に申し上げるのですか。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   ざっとした件数で。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   件数ですか。発達障害といいますか、そういう児童につ

きましては、数については調査をしておりまして、すべての学校にいずれかの形では在籍

しております。それの、課題の大きいところへ配置しているという現状でございます。数

のほうは調査はしております。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   このあたりは、そういう子を持った親、あるいはそういう子供のいる

学級に子供をおいてる親、日夜、毎日毎日心配しとる話がありまして、是非そのときにや

っぱり教育委員会がそういう臨機応変な対応というやつを素早くすると、あるいはある期

間やるということはやっぱりこれは必要で、これ子を持つ親にとっては切実な問題になっ

てますんで、是非実態をよく把握してそれなりの対応。教室が、勉強したい子供が勉強で

きるという、そういう環境だけは是非うまいことこの事業、臨時職員の中でうまく対応し

てやってほしいと私は思ってます。またこのあたりは、詳しいことまた追って質問します。 

  終わります。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ２９９ページ、淡路人形会館負担金について聞きたいと思います。 
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  まず、この２２年度６,３０９万５,０００円ということなんですが、この負担金で６,

０００万円余りもの負担金をしているのに、この９万５,０００円という端数が出てます

が、これは担当者の方に聞きますが、あとでも聞きますが、洲本市、淡路市からも負担金

を出してきている関係の按分とか、何かそういう関係でこの端数が出ておるんですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   教育部の岸上でございます、よろしくお願いいたします。 

  今、印部議員おっしゃいましたように、３市から負担金をいただいてまして、その分の

端数のことでございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そこで順番に質問をしたいと思うんですが、平成２２年度は６,３０

９万５,０００円の南あわじ市からの人形会館への負担金ですが、すみませんけど、これ

２１年、２０年、１９年、３年ぐらいさかのぼってちょっと市からの負担金の金額をお願

いします。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   申しわけございません、２１年度は２,３０９万５,０００円

でございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ２０年、１９年。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   今、２０年、１９年ちょっと資料を持ち合わせておりません。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これはもう委員長、話にならんな。取りに帰ってください、そんな資

料ぐらい持っとってもらわんと決算委員会でけへん、それはあかん。待ってます。 
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○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   早速確認をさせていただきます。 

 

○熊田 司委員長   ほかの質問に移らせていただきます。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   そんなことされたら、これ今言いよるんがね、緊張が切れてしまうね

ん。継続さしてもらわんと、ほかの質問になったら、今ここで思って言いよることが緊張

切れてしもて、聞き方わからんようになる。待ってます。 

 

○熊田 司委員長   暫時休憩いたします。 

 

（休憩 午前１０時０９分） 

 

（再開 午前１０時１０分） 

 

○熊田 司委員長   再開します。 

  教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   同じく、１９年、２０年は２,３０９万５,０００円でござい

ます。この端数につきましては、若干違いがあるかもわかりません、よろしくお願いいた

します。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そこで、この淡路人形協会への負担金というのは、もう以前から何十

年前からまではわかりませんが、この淡路人形協会で人形座をやっていこうということで、

１市１０町が負担金を出しとったわけですね。今は３市になったわけですが、洲本市、淡

路市は、この２２年度、２１年、２０年、この３カ年で結構ですので、どれだけの負担金

を淡路人形協会に出してますか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 
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○教育部長（岸上敏之）   １９年度でございますが、まず洲本市１５１万円。淡路市１

４８万２,０００円。それで、南あわじ市３８６万８,０００円。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   南あわじ市が。 

 

○教育部長（岸上敏之）   はい。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ちょっと待って。この淡路人形協会負担金が、南あわじ市が６,００

０万円、２,０００万円出しとんのは、それが南あわじ市の負担であると私は思とったん

ですが、それ以外にもまだ人形協会に対する負担金を別口で出しとるわけですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   出しておりまして、先ほど言いかけました３８６万８,００

０円、合計いたしますと６８６万円なんですが、これにつきましては、財団法人淡路人形

協会の一般的な後継者養成のための、人形協会の独自の運営資金のために、先ほど言って

ました、昔から１市１０町からいただいとった分の、それが１９年度の３市からの６８６

万円でございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ちょっとこれはわかりにくいな、ちょっと待ってくださいよ。という

ことは、この南あわじ市から出しておるこの独自の６,３００万円というのは、人形協会

の運営経費の中へ入らんのですか。別口ですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   人形協会というか、人形座のほうへは入りません。その、３

市からの補助金は人形座の方には入らずに人形協会のほうへ入って、人形協会が独自に子

供たちの後継者の育成であったり、独自の人形協会の一般的な事務費であったり、そうい

ったものに使っておるところでございます。 
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○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それは、部長、ちょっと待ってよ、我々の認識と違うな。我々は、淡

路人形協会は３市からの負担金をいただいて、その３市からの負担金の中で人形協会の通

常の運営資金を出して、残りを淡路人形協会が人形座を運営しとると。それに対する補助

金を出しとるん違うんですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   まず、財団法人淡路人形協会には一般会計と特別会計がござ

いまして、それで特別会計は淡路人形座でございます。それで、一般会計は先ほど申し上

げました、３市の補助金によって運営させていただいております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、この南あわじ市からいっとる６,３００万円は人形協

会の運営経費でなしに、人形座の運営経費に使とるということですね。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   この６,３０９万５,０００円について、内訳を申し上げます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   いや、そんなことでない。この金は、人形座の運営資金に使われとる

ということですね。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   このうち、６,０００万円は人形座のほうへいっとる金額で

ございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 



 

－ 257 － 

○印部久信委員   ということは、あとの３０９万５,０００円は人形協会の運営資金に

入っとるということですね。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   さようでございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ですから、これね部長、淡路人形協会の負担金というのは、とにかく

南あわじ市の６,３００万円は一たんは淡路人形協会に入るんでしょ。その中から、人形

座の運営資金に決算上は人形座の運営資金になっとるんでしょ。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   そうなんですが、この６,０００万円のうち２,０００万円は、

一般会計から人形座のほうへ直接支援のためにいっております。それで、あとの４,００

０万円については、人形浄瑠璃館基金を取り崩させていただいて、その健全な運営のため

に人形協会の一般会計に入ってから特別会計にいってます。２,０００万円のみは、市か

ら直接一般会計から支援させていただいております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   一般会計から支援といいましても、この６,０００万円余りの金はす

べて一般会計からまず出とるんでしょ。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   そうなんですが、６,０００万円のうちの４,０００万円は、

人形浄瑠璃館基金を取り崩させていただいて、それでいってます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そうなりますと、２,０００万円が人形座の運営資金にいっておると。

４,０００万円が人形座の基金から取り崩しておるということになりますと、ここのこの
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決算書に出てくるこの６,３０９万５,０００円という数字は、この書き方はちょっとわか

りにくいですね。これは、４,０００万円は人形浄瑠璃館基金取り崩しでしょ。そういう

ことでしょ。そしたら、ここにこの人形協会負担金として６,３００万円という書き方も

おかしいん違うんですか、これは。こんな書き方されたらわからへんな、そしたら。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   それにつきましては、きちっとして報告させていただきます。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   この内容につきましては、次回のこの決算書から分けさせて

いただこうと思います。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そうしますと、この２,０００万円は人形座運営資金に使とる。４,０

００万円は基金取り崩しで、この４,０００万円は何に使とるんですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   人形座の健全な運営を図るために使っておるものでございま

す。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   人形座の健全な運営を図るために使っておるということは、結局はこ

の６,０００万円というお金は人形座の運営資金に使われておるんでしょ。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   さようでございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   そういうことになりますと、人形座を運営していくがゆえに、６,０

００万円の外からのお金がいっておるということですね。そういうことですね。ならば、

人形座の年間運営経費は幾らですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   ２２年度の決算では、１億２,５００万円でございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   人形座の運営経費が年間１億２,５００万円。逆算しますと、６,００

０万円を外からのお金で入れておるということですね。ということになりますと、入場料

収入、出前講演もろもろの収入が６,５００万円ということにざっとなるわけですね。そ

うしますと、部長、その人形浄瑠璃館基金から４,０００万円取り崩して、この市からの

２,０００万円とで６,０００万円ということなんですが、人形浄瑠璃館基金の残金は今幾

らになりますか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   ２２年度末、１億３００万円でございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   このたびの補正で何ぼ取り崩しました、この中から。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   ３,３９０万円をお願いしております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということになりますと、もうあと残りが７,０００万円ということ

になりますね。このままの運営で仮にいった場合、２年間でこれ浄瑠璃基金の残金食いつ

ぶしてしまうわけですね。それで、毎年これだけの経費がいる。３年目から今度は一体ど

うするんかというまず問題が出てくるわけなんですが、部長自身これ人形座、人形協会が
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人形座を運営している上において、毎年毎年自分の稼ぎが運営経費の半分しかないと。そ

れで、外部から、一般会計から２,０００万円。基金取り崩しから３,０００万円余り取り

崩していきよる。基金ももう既に底をついてきとるということで、この経営というか、市

がいつまでもこういうことが果たしてやっていけるもんかということも問題になってくる

ね。これ、３年先のことどんなように思とるんですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   この、淡路人形座の運営につきましては、人形協会のほうで

は淡路人形座をどう経営していくかということで、一昨年も前から検討を既にしておりま

す。それで、新会館がオープンした後には、どういった取り組みをするかというようなこ

とで、今まさに協議して取り組んでおるところでございますが、まずその経営会議なるも

ので目標を持ってやっておるところでございまして、その３つの基本方針を掲げて、具体

的な取り組みをどうするかといったようなところをやっております。その３つの取り組み

の１つは、この伝統を限りなく未来に続かすということが１つでございます。それから、

本物しか生き残れないことを胸に刻み頑張るといったようなこと。それから 後の１つで

すが、自主独立の気概を持ち、常に自助努力に努めるといったようなところがございます。 

  それで、これはやっぱり具体的に行動しないと、なかなか簡単ではないというのは承知

しておるところでございますが、今まさにそれを目指して人形協会の中では取り組んでお

るところでございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   先ほどの説明を聞いてますと、２１年度が人形協会の負担金が２,３

００万円余りであった。これが、２２年度に６,３００万円、これは４,０００万円か、４,

０００万円もこの２１年から２２年度に対してふえたと。４,０００万円もふやさんなん

というのは、何か人形座の運営に特別な事情があったんですか。１年間でこれだけふやさ

んなんような、運営経費が１億２,０００万円のうち６,０００万円出よんねんけど、とい

うことはこれまでは。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   今、一気にふえたんかという御質問でございましたが、その

前の年に資金ショートを起こしまして、人形協会のほうで借り入れを２,０００万円起こ

しました。そういったことで、急にじゃなくって、やはり平成１３年ごろからそういった
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入場者数の減少なんかが原因で、平成１３年度ごろから右肩下がりというような流れがご

ざいました。それで、 近になってさらに入場者数が減りまして、一気になったわけでは

ございません。その前の年からそういったこともございました。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   一気になったわけではないとはい言いつつ、そういう傾向にあるとい

うことは把握しとったわけであって、それまでそしたらこれ借り入れを起こしたとか何か

いうことで、何でこれをしのいでいったんですか。お金のやりくりはどないしとったんで

すか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   銀行から借り入れもしたのと、また国、県関係の補助事業な

んかを取り入れながら取り組んできたわけでございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ３市、南あわじ市、洲本市、淡路市からの負担金は、淡路人形協会の

運営経費にあてられておると。淡路人形協会は人形座を運営しておるということで。市長、

これ淡路人形協会が人形座を運営しておると。資金ショートしてきておると。運営経費が

なくなっとる。何で南あわじ市だけがこんだけの財政負担をせんといかんのですか。一応、

淡路人形協会は３市が運営しとるというふうに私は理解しとんのですけど、こんなんだっ

たら南あわじ市人形協会みたいになってしまう。 

 

○熊田 司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   まさに、南あわじ市が責任を持って運営せざるを得ない過去から

の流れがございます。１市１０町のときから、もう既に各１０町、すなわち三原郡に４町

がありましたが、もう負担率が全然違っておりまして、要は昔の津名郡はおつき合い程度

というような感覚でずっときておりました。今のお話でないですけど、私も絶えずまだそ

のときは協会の理事長でもないし、いち三原郡の人形を守り育てないかんという一人であ

りましたので、洲本は多少理解があったんですが、ほかの６町に対して非常に強い要望を

当時町長もいたしたんですが、なかなか海外公演に行くそれの支援をしてほしいと、各町

から５万円でもしてほしいという話もなかなか受け入れてくれなかった。ですから、ほか
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の当時の６町は、あくまでもこれは三原郡の淡路浄瑠璃やと、淡路人形浄瑠璃やという認

識が、非常にトップの方も関係する方も強い流れできていたわけで。ですから、この南あ

わじ市の議員さんを初め、関係する人たちがそういうリスクを背負いながらでも、５００

年の伝統を守っていくという意思決定、意思統一をしないと、私は人形会館が新しくでき

たら、何とか先ほどの話ではないですが、今、経営改革のいろいろ中身も理事の人たちが

していただいてます。しかし果たして、期待としては８万人は過去どうであってもしたい

という気持ちで、理事長という立場でもおりますが、それの１００％確約できるかどうか

はなかなか言えないところです。現実には、４万人を切った状況でございますので、これ

はもうずっと年々減っておりました。私も、何とか早くこれしなきゃいかんという気持ち

で理事会でも強く要望してたんですがこれはという対策がないと。そこにサポートクラブ

を初め、皆さん方が心配して、やはり新しい人形会館を建設すべきやという方向性を出し

ていただいてきて、現在あの地に進めているわけで、一つの大きな転換をできるそういう

新人形会館の建設であろうというふうには私は思っております。ですから、いろいろ御心

配をかけてますが、これはどうであっても皆さん方もお知恵を出してただいて、いろいろ

な施策がないとはいいませんが、それをカバーして私はほしいなと思います。それでない

と、今の状況ですと本当にもう３年ですわ、基金、補てんして。２,０００万円というの

は、もう合併前から決めた金額なんで、これは動かすことはできません。しかし、座員は

一生懸命やってるんですが、実質中身については、今申し上げたように、なかなかそう至

難のわざで改革できないというふうに私は思っております。だから、この新人形会館の建

設を一つの大きなきっかけ、契機にして、そこにいろいろと皆さん方のお知恵なり、地域

の方のお知恵を借りて、そして何とか収支バランスのとれる経営、ここに結びつけていく

と、これは私も強い信念を持って今取り組んでいるところで、いろいろと御迷惑をかけて

おりますが、もうこのチャンスを逃せば、人形座の再編等もそこまで踏み込まなければな

らないという必死感はございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、市長言われましたように、こんなことの人形座の運営がなってる

とは、私は毎年毎年決算書を見てませんので夢にも思わなかったことやって、きょう聞い

て初めて、運営経費の半分しか収入がないところにこれ毎年これだけの、どういう形であ

れ市の一般会計であれ基金であれ同じやこれは、６,０００万円も投入せんことには運営

できないやというようなことになってきますと、先行き心配というか、閉館でもせんとい

かんぐらいの状況になってくると思うんですね。それで、市長の淡路人形に対する思い入

れというのは、これは皆十分わかっておるんですよ。私は一般質問でも市長に言うたこと

あると思うんですが、市長は南あわじ市の市長の顔も持ち、淡路人形協会の理事長の顔も
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持ち、今、淡路人形協会のこんなん当然無報酬でやっとるのはようわかっとるんですが、

両方の顔を持っとんのですね。考え方によったら、自分のポケットの中でキャッチボール

しよると。それで、もっと心苦しいと思うのには、自分が協会の理事長しよるのに、自分

に市に６,０００万円もむしんにいきよるんですね。理事長の心の中では。もう、非常に

市長自身もジレンマがあると思うんですね。前にも言ったかと思うんですが、今この人形

協会の理事長やいうこと受けてくれる人は、まあよっぽどの人でないと受けてくれる人が

おらんと思うんですが。市長、機会があったらこれは人形協会の理事長や辞退して、市長

が人形協会を全面的にバックアップしていくという態勢をとったほうが自然でないかと思

うんですが、市長、どんなように思われてますか。 

 

○熊田 司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   要は、今お話があったとおり、私も以前から二足のわらじを履い

てそういうことをするというのは非常に難しいです、はっきり申し上げて。そういうふう

なお話も、副理事長さんなり一部の人にはお話したんですが、今取り合えずはここ何年か

前から新しい会館をどうでもつくらないかん、経営内容もそういう状況やから、新しい会

館ができて一つの路線ができたときに、やはりそれはそういう形をとるべきであると私自

身も思ってます。協会も、多分そのときはそういう話を聞いてくれるというふうには思っ

ております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これは、市長も南あわじ市の一般会計２５０億円もの金を動かしなが

らやっておるんですから、何も端から端まで行き届かんと思いますけれども、そのために

皆担当部長がおるんですから、あらゆる事業に対する担当部長はもうちょっと真剣にやっ

てもうて、この継ぎはぎにかかる時点でもっと執行部に物事を進言して対応してもらわん

と、これも普通に考えたらどうにもならんという状況になっておると思いますよ。担当部

長、一遍あなたの見解を聞かしてください。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   この人形座の運営につきまして、以前からこういう流れがあ

ったということを承知しておきながら、これといった特効薬といいますか、その都度その

都度人形座のほうでいろいろな取り組みをしておったのは事実なんですけれども、ここへ

きて、今まさに人形協会のほうで担当部と一緒に取り組んでおるんではございますが、若
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干その取り組みが少し遅かったというのは否めないところがあると認識しております。今

後も引き続いて十分な取り組みをやって、この機会に何とか盛り返していきたいという思

いでございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   部長、あなたの場合、この人形会館建設のときであろうが何であろう

が、今ずっと人形会館建設についても今回も補正が挙がったりしてますけど、あなたのや

っとることを見よったら、何かもう議会その日にすんだら終わってそれでええわというよ

うな感じを受けて仕方ないねんな。もっと一生懸命やって、やっぱり結果を出すようにや

ってもらわんといかんと思いますよ。それでないと、あなたのしよることは市長のやりよ

ることなんや。そういうことでやってもらわんと弱るよ、こんなことでは南あわじ市の皆

が期待しとる人形座前向いていかんように思いますよ。 

  終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   申しわけございません。先ほど、蛭子委員のほうから御

質問がありました、教育資金利子補給事業の平成２３年度の状況についてでございますが、

わかりましたのでお答えをいたします。 

  現在申請がありますのが１３人。支払いにつきましては、１月に確定いたしまして３月

支払いでございますのでまだ確定しておりませんが、約２０万円ということでございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは、１３人というのは、そのうち継続してるのは何人おられるん

ですか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   これは、継続といいますか４年間でございますので、昨

年度入学された子供につきましては４年間続きます。今年度につきましては、今年度入学

されたということで、継続というのはございません。 
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○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、先ほどの数字も４年間というか、これいっときに全部

渡すということですか。この、１３人に対して２０万円というのは、これ。２０万円とい

うのは、ことし新たにふえたということじゃないですよね。これは、ことし支出予定がざ

っと２０万円ということですか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   今年度新規に申請があった分について、２０万円今年度

に支出する予定であるということです。新たにということです。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしましたら、昨年が２９万４,０００円ですけども、この新たに

２０万円足す４９万円ぐらいになるということですか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   そのようになると思います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ですから、新たに１３人ふえて、去年１２人ですからそれを受けてる

から２５人おるということになるわけですね。 

  それにしても、全体の予算の中で、今後も募集をするということですけれども、やはり

ほかのいろいろな少子対策の関係とか見てみますと、なかなかこの予算が執行されていか

ないというか、どんだけの効果というのか、少し市民から期待感というのはちょっと乏し

いような感じもするんですけども。やはり、これもっと改善せなあかんというのか、これ

はきのうだったかオバマ大統領ですか、アメリカはもっと頑張らなあかんと、韓国は教員

をふやすとか奨学金を支給するとか将来に備えてどんどん布石を打っていっとると。アメ

リカはもっと頑張らなあかんというような、こんな大統領の施政方針演説をやったように

聞いとるわけですけども、国づくりあるいはまちづくり、これの基本の中にそういう子育

ての中でも特に教育的な環境づくり、あるいは奨学金制度というようなことで、アメリカ

大統領はそういう意識を持って韓国もやってるということですけれども、やはりせっかく
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の予算２００万円ということですけども、奨学資金利子補給というのはなかなかこれ効果

が上がらない、広がらないという印象もあるわけなんですけども、もっと子育て教育資金

という支援をするという制度について、これもっと考えていかなあかんような数字が出て

るように思うんですけども、その点いかがお考えでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   この現在の数字につきましては、今、広報またはケーブ

ルテレビ等でもずっと市民の方々にお知らせをしているところです。そして、金融機関市

内を主要な３３店の支店、支所には貸し付けの担当者がおりまして、そこへこちらから出

向きまして、この申請の資料をお渡しして、貸し付けを受けた方には必ずこの制度につい

て御紹介をお願いしますということでやっておりますので、そこで市内の金融機関で貸し

付けを受けられた保護者の方々には必ずこの案内がいっているということで、その中で御

希望される方、または所得制限もございますが、そういう方々がほぼすべて来ておるとい

うふうには認識をしております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ですから、それだけ宣伝をしても広がらない、広がってるというふう

に思えないんですよね、これ。だから、根本にやはり見込み違いがあると。奨学金とはい

え、これは新たな借金をせえというような話ですから、将来戻さなあかんお金というのが

日本の場合多いんですけどもね。自治体によっては、返還免除というようなものもあった

り、給付というようなものもあって、それが将来への投資というようなことで、かつて小

泉純一郎が米１００俵というようなことも言っとったわけですけれども、やはりこれ市長、

本当に南あわじ市の礎をつくるというようなことで、やはり少し考え方を検討していくほ

うがいいのではないかというふうに私は思うわけですけども、いかがでしょうか、市長。 

 

○熊田 司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   まずは、せんよりしたほうがこれはええんです。しかし、一気に

いきません。やはり、そういう段階を踏んでいかんと、何もかも給付、無料、これはでき

る話じゃございませんので、段階を踏んで様子を見ながらどういうふうにする、これはま

た考えていきたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   ３年間やってきた、３年間それぞれ子供たちにとっては、その毎年毎

年が返ってこないそういう大事な時間というのか、返ってこないわけですから、３年やっ

てのこの状態ですので、やはり石の上にも３年という言葉もあるんですけども、やはりこ

れ見直していく時期にきてると。かつて西淡の時代にあった滝川奨学金というのは、これ

は今はないわけですけれども、新しい南あわじ市というこの枠組みの中で、全国からのふ

るさと納税とかいうようないろいろなことを活用してやってる財源もあるだろうし、合併

特例債でも地域振興基金というようなこともあるわけですから、その２５億円もあるわけ

ですから、一定の部分は使える分があるんじゃないかなというふうには思うわけなんです。

ですから、この時期にしっかり検討、再検討、制度そのものについての見直しはやはりも

っとするべきであるというふうに、現状から見て率直にそういうふうに思いますので、そ

の点指摘しておきたいと思います。この点については終わります。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   ３１０ページから３１１ページの美術館費で、参考資料は１５４ペー

ジですけども、入館者数、平成２１年が２,８７９人で、２２年度が１,８７４人なんです

が、これそれぞれ開館日数と、一日あたりの入場者数というのはいくらになりますか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   まず開館日数ですけども、これは２１年、２２

年度も同じでございます。年末年始の休館日、それと月曜日を除いて、実数がちょっと計

算できておりません、申しわけございません。 

  あともう１点は、約７名程度になってきます。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そのうち、有料入場者というか、無料の方もあると思うんですけど、

この数字というのは両方含んでるんでしょうか、それとも有料入場者数ということなんで

すか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   有料、無料、含んでの話でございます。 
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○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そしたら、その内訳としては、有料、無料、それぞれどれぐらいにな

りますか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   すいません、もうちょっと確認させていただい

てよろしいでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   去年、多目的室を１月ですけどつくって、いろいろ入場者をふやそう

とされたと思うんですけど、その辺の利用率というか利用状況はどないですか。多目的室

をつくられて、途中１月やったですけど、そこら辺の利用者の増をねらったと思うんです

けど、実質的には１,０００人ほど減っとるわけですけど、その多目的室をつくった効果

というのはどうやったかなと。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   やはり、２２年度につきましては、おっしゃる

ように多目的室の増築を行いまして、その工事による影響で、いわゆる春、秋一回ずつ特

別展をやっておったわけなんですけども、これが開催できなかったというふうな中からの

原因というふうなところが考えられます。今年度につきましては、春のときに特別展とし

まして書の特別展を実施しております。直原先生のゆかりのある方々の書というふうなこ

とでやっております。そんな中で、また秋にも特別展を予定しておりますので、そういっ

たところで入館者数の復元、このあたりも可能やと考えております。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   人形資料館とか見てたら、もっと６,８００人とか７,０００人とか来

とるんですよね。あっちは無料ですけど。だから、これは１日５人、７人というような入

場者で運営していくんだったら、やはりもうちょっとそこら辺も含めて考えないと、ああ

いう大きな立派な建物と収蔵品があって、これだけの人しか来てくれなくて、それを運営
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していかないかんというのは大変もったいないなと。もっと、興味を引くようなものを、

本来入ってるものとはちょっと違うかもわからんですけど、多目的室とかをもっとうまい

こと活用してとにかく来てもらうというふうな企画に持っていかないと、あとで教えてほ

しいですけど、無料の人を入れてこの数ということやったら、これはちょっとやっぱりか

なり対策とか、中身を含めて大幅に変革していかないとよくなっていかないというふうに

思います。その辺いかがですか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   議員さんおっしゃるとおり、ここ数年この入館

者数、昨年は工事の関係ということもあったんですけども、減少傾向にあるというのは確

認しております。そんな中で、多目的室を造成したことによって、この多目的室でまた何

らかの絵画の教室とか、そういったことも考えるべきかなというようなところで、今、内

部のほうでも検討していっております。 

 

○熊田 司委員長   暫時休憩をいたします。 

  再開は１１時５分とさせていただきます。 

 

（休憩 午前１０時５５分） 

 

（再開 午前１１時０５分） 

 

○熊田 司委員長   それでは再開いたします。 

  休憩前と同様、款１０教育費についての質疑を行います。 

  出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   人形協会についてです。先ほど、印部議員からかなり詳しく質問

もあったところですけども、洲本市、淡路市とのかかわりも市長から答弁がありました。

昨年やったと思うんですけども、淡路市が事業仕分けの中で人形協会のことについて仕分

けをして、私もインターネットで録画放送してたので見てたんですが、若い男の人が「お

つき合いでしょ」というような突っ込みも入れてましたけども、そもそも何でおつき合い

でしょやて言われるんかなということをよく考えてみたと思うんですよね。この間も、洲

本市のある女の人に言われたんですけども、「南あわじ市は各小中学校に座員の人が出向

いて、また青年研究会の人たちも出向いていろいろな後継者育成みたいに取り組んでるけ

ど、洲本市や淡路市の学校には来てるんかな」というようなことも聞かれました。現状ど
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うなんですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   学校への、淡路人形座が出向いての取り組みは、随分長くな

るんですが、洲本市、淡路市にも、校数は、今、確認できませんが、平成１６年からだっ

たと思います。行っております。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   先週も、私、青年研究会の方が浄瑠璃をホテルで語っていろいろ

されてたんですけど、座員の人もそれは無理もあるし、いろいろな各種団体、サポートク

ラブさんもある中で、いろいろな人とスケジュールを組みながらそういうふうにして、淡

路市にも洲本市にも定期的に、マスコミに力借りるようなことはなかなかいつもは無理で

しょうけども、やっぱり淡路市の人洲本市の人は、「あんなん南あわじのもんでしょ」み

たいな意識が全くあの事業仕分け以降も抜けてないんですけども、ああいうあとでそうい

う議論はされたんですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   人形協会のほうでは、そういった中で、やはり洲本市、淡路

市で人形を見ていただく機会をつくるべしというようなことで、先般もこの夏に淡路市で

１回、洲本市のしばえもん座でも１回人形座の公演を実施しております。そういう取り組

みをしようという考え方でございます。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   何回も申し上げますけども、人形座の方が直接出向いてというの

もなかなか体も一つしかないし、座員の方も十数名でやっとるということで難しいと思う

ので、青年研究会さんだけに頼るわけでもないですけども、そういう経費も上がってます

が、その辺も含めて考えるべきかなと思います。 

  あと、先ほど協会の理事長と市長が二足のわらじという話もありました、私もこれはし

んどい話やなと思います。ただ、人形会館の建設を控えてるということで、これは僕はあ

んまり経営者じゃないですけども、いろいろな経営者の人と話をしてると、ぶっちゃけ言

いますけども、今の人形座の支配人は人形遣いさんですよね。ああいう方に人形会館を任
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せると、現場を任せてあると思うんですけども、私は現場にもそういう経営感覚をちゃん

と身につけた経営専属の人が必要やと思います。よく、今の支配人さんは現場で人形も遣

われながら、事務所に帰ったり営業したり、本当に大変な御苦労をされてると思いますが、

能力がないとかそういう話ではなしに、行政と一歩距離もおいて、人形協会の理事の方や

副理事長も二足三足のわらじを履いてると思います。私は、もう専属でそういう足の軽い

腰の軽い日本中駆け回れるような経営者を１人でも２人でもおいていただいて、中途半端

なわらじを履いてとかいうような状態じゃないというのは、今の印部委員の質問の中でも

十分皆さん共通認識を持たれたと思いますんで、以前からずっとそうでしたけども、人形

会館できてからとかそんな話じゃなくて、やっぱりそういう専属の人がいるんかなという

思いは私も以前から持ってましたけども、そういう話は協会の中ではあるんですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   先ほどお答えさせていただきましたが、人形協会の中で経営

会議たるものを粛々と進めております。さらに、この春頃から別の営業戦略ということで、

近隣の観光施設の方と人形座が、あるいは人形協会の理事さんも入った中で、目標はこの

秋から営業しようよ。それで、今おっしゃってました営業専門の方をという声はもう随分

出ておるんですが、必要経費の関係からまだそこまで至っておりませんが、その観光施設

と連携を図って何かの方法で取り組んでいこうという協議は事実しております。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   ちょっと説明しにくいですけども、今後の営業、戦略ですわね、

それと保存伝承は僕はもう別で考えてほしいと思ってます。ちゃんと経営戦略を立てられ

る人、これからも人形協会も行政もかかわっていくことやと思いますんで、こっちでは保

存伝承に力を入れて、現場では実動部隊ということで現場で経営にちゃんと携わっていた

だくと、そういう二本立てで私はやっていくべきかなと思うんですけども、この件につい

てはどうですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   人形協会の中では、そういった経営と伝統を限りなく未来へ

つなげるというようなことで、二本立てでいくというのは非常に厳しいところがあるとい

う協議はなされておりますが、今そしたらこんな方法でというところまでは至っておりま

せんのが現実でございます。行政がどんな形で取り組むか、そういった伝統芸能保存伝承
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のためにどんなふうにかかわっていくか、そういったところも十分協議して、運営面、保

存面、相反するといった言葉は違いますが、どちらも経費がいるんですけど、その辺の取

り組み方が本当に課題になっておるところでございます。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   経費の話がすごい大事やと思いますけど、 後は人やと思うんで

す。その営業マンの力、座員の力、あと人形協会さんとかサポートクラブさんの、本当に

名前のとおりサポートですよね。何とかその人形座に、これ冗談抜きで命かけられるよう

な人をもう一回経営の現場においていただいて、私は取り組んでいただきたいなと思いま

す。言いたい放題言うてますけど、市長、 後、答弁お願いします。 

 

○熊田 司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   今、議員おっしゃられたように、行政としての伝統芸能を継承し

守っていくというのが、やはり大きな行政の役割であると思っております。そこに、やは

り先ほど来ずっと話のあるように、いろいろな維持管理するのに幾らでもお金が出してい

けるんか。いかに文化伝承であってもそうはいかないと思います。ある部分は、私はこれ

は文化技芸を守るというものの、基本的な部分の出費はこれは市民も覚悟してもらわない

かんし理解をしていただけると思います。ただ、それがとめどなくということになると、

これはそこだけにそれだけのものをということにやはり 後はなってくるんで、今、議員

おっしゃられたように、そういう伝承の部分と、そういう人形座のこれからの経営という

ことはちゃんと区分けをしていかないかんというふうに認識をいたしております。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   失礼します。先ほど、原口議員さんのほうから

御質問ございました、美術館の入館者数の区分でございます。２１年度が、有料２,４４

７人、無料が４３２人、計２,８７９人。開館日が３０６日でございました。ですので、

１日９人の平均になります。２２年度が、有料が１,６９３人、無料が１８１人、計１,８

７４人。開館日が３０５日です。ですので、２２年度は１日６人という平均になります。 

  ちなみに、２３年度８月末までですけども、１,１６５人の入場者数がございました。

ですので、今のところ１日９名ということで、前々年度に戻ってるかなというところでご

ざいます。 
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○熊田 司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２９９ページです。人形会館に関連することなんですけれども、この

建設工事費３,２４４万２,９００円ということになっておりますが、一般質問の答弁の中

で、工事のおくれによって執行できなかった分、国費の返還というような説明があったわ

けですが、そのことについてもう少し説明いただけますでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   人形会館の建設につきましては、今現在は基礎工事の段階

に入っているところなんですが、３月末の時点で、基礎工事するにあたって湧水対策をす

るということで、湧水の関係で工事がおくれました。その関係で、当初見積もっていた金

額は５,３２１万４,１００円でございます。そして、未竣工ということで１,９４１万４,

１００円、この分については雨水管の移設、先行掘削ということで、２２年度中にできな

かったということでございます。そして、この工事費３,２４４万２,９００円が、差し引

きの２２年度中に行った工事でございます。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ざっと２,０００万円というようなことなんでしょう。不用額が５,３

２１万４,１００円というふうになっておるわけですが、これは不用額ではなくて、今の

説明であればこのうちの２,０００万円というのができなかった分ということで返還とい

うようなことではなかったんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   この分については、平成２１年度繰り越した金額が９,０

００万円ということで、そのうちみなと振興交付金に値する金額が先ほど言った金額でご

ざいます。５,６２０万円程度が、このみなと振興交付金に値する事業でございます。そ

のうち、１,９４１万４,１００円が未竣工ということで、当初９,０００万円繰り越した、

２１年度繰り越した金額の３,３８０万円は事業の不用額、そして未竣工１,９４１万４,

１００円足した金額が、全体の不用額５,３２１万４,１００円になります。 

  以上です。 
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○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   結局、予定工事ができなかったということで、そのうちのざっと１,

０００万円返還というようなことだろうと思うんですが、昨年の総務常任委員会で私もこ

のことがちょっと気になっておりまして、工事進捗ぐあいが大変心配やったわけなんです

ね。これ、入札はいつだったですかね。 

 

○熊田 司委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   昨年の１２月２日でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   工事の起工が。 

 

○熊田 司委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   ことしの２月３日でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２月３日ですね。入札もおくれたし、工事の着工、起工もおくれてる

と。それで、予定した工事がちゃんとできるかということを、できてますかという質問を

３月１８日の総務常任委員会で質問したんですね。そしたら、もう工程どおり進んでます

という答弁をいただいとったんです。間違いありませんと、２回ぐらい間違いないですと

いう念押しがあったわけなんですね。ということは、３月１８日の段階では工程どおり進

んどったものが、３月の末になって突然工程がおくれたということですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   ３月２５日前後から、五洋建設のほうから、湧水の関係で

事業が思うように進まないというようなことを聞いておったかと思います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   そうすると、五洋建設は３月２５日まではできるというような判断を

しとったわけですかね。議会に対してはできますと、３月１８日の段階では必ずできます

ということを言うとったわけですよ。これ、教育部長今もういないんですけども、教育部

としてどういう工程管理しとったのか、どんな考え方でおられたのかね。これ、ちょっと

本当に議会に対して、今も教育部長、印部議員の答弁に対しても何か答えはくれてるんで

すけどね、これこういうその場しのぎのようなことが残っていってるような印象がちょっ

とあるんですよね。工程管理についても大丈夫ですと、本当に大丈夫ですということを繰

り返し言とったわけなんですけども、そのあたりどんなふうな工程管理をやっとったんで

しょうか。教育部として。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   ３月の下旬に、水が出るという報告を受けたわけなんです。

それで、その後工程会議等をしながら進めていったわけでございますが、予想せぬ湧水が

多かったということで、そういった中で協議しながら管理をしていったということでござ

います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   奥村教育部長ですけども、杭打工事を含めて５,６００万円かかると、

ざっとね。５,６００万円の事業を見込んでおるということやったんです。実際できたら

３,２００万円分だったということですけども。その中には、雨水とか水道とか、底の部

分の工事も何千万円か入ってますと。その工事について、完了するということでございま

すとはっきり答えがあるんですよ。これを、突然できませんと。結局、どこに問題出てく

るかというと、これ一般財源にしわ寄せがくるわけですよね。この工程管理が大変ずさん

であったとしか言いようがないんですよね。見てないと。私はもう心配しとるわけですよ

ね、これ。３月１８日から１週間の間で、急に難しくなったという話にはちょっと考えら

れないんですけどね。本当に、これ議会に対しての説明、こんないいかげんな説明で足り

ると思ってるんですか。こんな質問でとおしてきてるわけですよ、これ。教育部は。これ

とんでもないことやと思うんですけどね。いつどんな時点でのこの管理を、２月５日から

始まって、大変難しい工事だということは予想されとったわけで。このときにも、二十何

本かくいを打つというようなことも入とったわけですけども、このあたりやはり当初から

工期も厳しいと、当然厳しいと。でも、やるという約束を五洋建設と結んだわけでしょ、

３月末までに。これは万難を排してやると。でないと、これ一般財源からも負担がくるわ
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けですから、押してくるということであれば、正月返上でも工事やるということでなかっ

たらあかんかったん違うんですかね、これは。余裕を持ちすぎた開始になってませんか、

これ。どこがこの起工式２月というのを決めたんですかね。市が決めたんですか。五洋が

決めたんですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   これは、当然協議した中で、請負業者と市が協議した中で決

めたわけでございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   難工事ということは当然予想もされとった話で、やはりこういうずさ

んな工程管理の結果が、市の財政にも大変悪い影響を与えてるというふうに思うんですね。

３月１８日に大丈夫ですと言っておいて、２５日になって突然だめですというような、そ

んなことが説明として議会にされたということは大変遺憾に思うんです。いいかげんな答

弁ですよ、これ。どう受けとめたらいいんですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   現場のほうも確認しながらですが、設計事務所とも打ち合わ

せして管理しとったんが現実でございます。そういうことでございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、これ設計業者に問題があるんですか。監理業者。それ

は、そういう適切な工程管理をできなかったということになるんじゃないですか、これ。

どうですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   ３月下旬にそういったことがあったわけなんですが、その都

度その都度鋭意努力させていただきながら進んできたわけですが、今回本当に厳しい工期

になった現実があるわけでございます。 
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○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これはね、その工程管理というのは大きな仕事であると思うんですよ。

報告も３月１８日までには何にもしてなくて、あともう３月３１日まで５日、６日しかな

い段階でだめですというてくるような、こんな工程管理はこれはずさんとしか言わないで

すよ。普通の民間の会社の中であれば、別に補助金とか関係なければこれ構わんと思いま

すけどね。これ、やはりいろいろな制度の助成をいただきながらやっとることというのは、

これ当然知っておるべきものであって、そういうものを全部理解をして工程管理の業務に

入ってもらわないといかんわけですよ。これを、なぜ市民や市に負担がくるんですか。と

ても納得できない。 

  終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑はございませんか。 

  楠委員。 

 

○楠 和廣委員   決算書２７３ページの委託料でちょっとお伺いいたします。 

  小中学校通学バス委託料が決算されておりますが、この委託は単年度委託ですか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   単年度でございます。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   これを単年度でということですが、これは運行エリアとかは年々変わ

っていくんですか。 

  それともう１点、単年度委託で、業者が直近で３年間で変わったんですか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   運行エリアにつきましては、現在のところ辰美小学校区

で４コース、灘小学校関係で２コース、南淡中学校関係で２コースでございまして、それ

ぞれの年度で業者が変わってるかどうか、昨年度把握しておるんですが、その前の年度の

業者の把握をしておりませんので、調べてまた説明をさせていただきます。 
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○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   今、直近の３年間の委託業者の変化がわからんということですか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   ２２年度につきましてはわかっておりますが、その前に

つきましては今現在把握しておりません。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   委託契約する上で、やはり運行計画というか、事業計画のもとに委託

契約がなされると思うんですが、それは運行エリアも含めた中で事業計画されて、競争入

札に付して委託業者が決まるということですが、直近の３年間はわかりませんか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   ３年間につきましては、私の把握今しておりませんが、

年度年度でそういうふうに入札しておりますので、変化があったと認識しております。 

 

○熊田 司委員長   楠委員。 

 

○楠 和廣委員   また調べといてほしいねんけんど、実はこの事業は、合併後辰美小学

校が統合になり、そしてこの事業が始まったと思うんですが、平成１７年だったと思うん

ですが、年々この委託料の数字に大きな変化があるんですが、そういった意味で業者が変

わったんかなという疑問のもとに質問させていただいたんですが、それはまた調べて聞か

せていただきたいと思います。 

  終わっときます。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  小島委員。 

 

○小島 一委員   先ほどの柏木委員の質問に関連するんですが、２７１ページの教育振

興費の中で、臨時教諭で８名ということをお聞きしたわけですが、その中で発達障害の子

供等々の話が出ました。学級崩壊の原因の一つに、ＡＤＨＤって注意欠陥多動性障害であ
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るとか、ＬＤ児、発達障害児等々あると思うんですが、発達障害の子供さんについては特

別支援学級へ入っておる子も多いと思うんですけど、この先生のほうにそういう発達障害、

またＡＤＨＤに対する知識であるとか対応というふうな勉強、研修等をきちんとされてお

りますか。それをお聞きしたいんですけど。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   発達障害、ＡＤＨＤ、ＬＤ等につきましては、特別支援

学級に入居する対象には今のところなっておりません。ただ、研修につきましては、これ

は市のほうも行っておりますが、県のほうで毎年基礎研修、専門研修というのがありまし

て、基礎研修につきましては、平成１７年あたりから毎年しておりまして、もうほぼ多分

すべての教職員がどれかの年度には参加してすべて終わっておると思います。専門研修に

つきましては、各学校に特別支援教育コーディネーターというのが、これは平成１９年度

から必ずおきなさいということでおるんですが、その教員を順次県のほうで年間５日から

８日間ぐらい研修がございまして、それに順次参加していただいとるというような現状で

ございます。 

  申しわけございません、市のほうでも、その特別支援教育コーディネーターのネットワ

ーク会議というのを学期に１回ずつ開かせていただいておりまして、そこで専門的な大学

の教授等を講師に呼んで研修をして、また各学校の状況につきまして、情報交換等を行っ

ているところでございます。 

 

○熊田 司委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   これはもう、子供さん一人ひとりの症状と言うたらいかんのですけど

も、障害の出方が違うと。１０人発達障害の子がいるから、全部同じような対応でええん

かというたらそんなわけにいかない、一人ひとりの対応が必要であるということで、なか

なか学校のほうも対応しきれるのかしきれないのか、その辺もきちんと見分けてそれに対

応していかんと、なかなか一般クラスにおくと、やはり学級崩壊の一因になったりもして

おりますし、やっぱりその勉強してきたことを踏まえて、その子供さんにきちんと対応す

るような手立てを講じて、きちんとやっていくというふうなことが大事かなというふうに

思います。今後、機会があれば、いろいろなところでそういうふうな勉強する機会が設け

られておると思いますんで、市のほうもその直接対応する先生だけでなしに、全部のいろ

いろな先生に、すべての先生にそういうことを理解してもらえるような対応をお願いした

いと思います。 

  答弁をいただいて終わります。 
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○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   各学校で、多様な発達障害を抱える児童がおりまして、

それぞれにつきまして、今のところ必ず個別の指導計画というものを作成しております。

先ほど申し上げました、特別支援教育コーディネーターのネットワーク会議というのでそ

ういうものの情報交換もしまして、いろいろな各学校で様式がございますが、一番いいよ

うな様式で個別の、それぞれの子供についてそういう個別の指導計画を立てて指導してい

くということで進めております。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   通学費の助成ということで、これは子育て支援の定住化促進とはまた

違う通学費の助成ということがあるかと思うんですが、市内の中学生に対する交通費助成、

遠距離通学費補助金というのがあると思うんですが、すみません２８９ページですか。こ

れは、中身をちょっと説明いただけますか。２８９ページの、遠距離通学費補助金。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   遠距離通学費補助金につきましては、一応通学距離が６

キロ以上の生徒につきまして、一人１万円の補助を行っているという内容でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それは中学生ですね、小学校は４キロ以上ということで、小学校はそ

ういうのはないんですか。 

 

○熊田 司委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   小学校につきましてはございません。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   ということですが、以前通学ということで、現状で遠距離通学という

ことはちょっと前のほうに戻ってしまいますので、ちょっとこのことについては少し違う

部分があるんですが、例えば高校生なんかの場合で、ちょっと委員長、聞かせていただき

たいんですけども、高校生の場合、先日の質問のときに在来線を使った場合どれぐらいの

金額がいるかということで聞いたときに、あとで調べておきますというような答弁いただ

いたかと思うんですけども、あれは調べていただけましたか。高速バスについてはこれが

金額であって、在来線を使った場合はどうだというようなこと質問したら、またあとで調

べてというような話やったかと思うんですが。 

 

○熊田 司委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（福原敬二）   大変申しわけございません、認識しておりません。まだ

調べておりません。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちなみにですけれども、湊から洲本・宇山間でいくと、定期、１学期、

２学期、３学期という学期定期というのを活用すると年額で２２万円ぐらいということで。

福良であると、２２万９,０００円、２３万円というような、学期ごとのものになるとそ

うなるというようなことです。６カ月定期でいきますと、２６万４,０００円ということ

で、陸の港西淡から、これはちょっと離れてしまって申しわけないんですけども、２７万

３,３３０円というのが通学定期の金額で、これの２割補助になると実質負担は２１万８,

０００円と。北淡インターから淡路高校駅前まで行くと、２１万８,０００円プラス淡路

高校前までが８万円と２９万円、ざっと３０万円というようなことになるんですけども、

中学生に対しては年額でこれ１万円という通学助成ということですね。ですね。中学生ま

では義務教育ということであるわけですが、在来線のほうの負担も結構多いという実態が

ありますので、高校生の分はないわけですけれども、やはり今後教育的な支援ということ

でこういう実態もよくつかんでいただいて、そういう支援をいただくというようなことを

考えておるわけなんですけれども、それについてはまた、きょうはこれ言うだけで終っと

きますが、今後よく検討して調べていただけたらなと、また確認していただければなとい

うふうに思いますので、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。調べてください。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  谷口委員。 
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○谷口博文委員   体育施設費の社協センターについてお尋ねをしたいわけですけど、こ

ちら決算書のほうの社協センターいうたら、これこの体育施設の３２９ページのまずどこ

に社協センターのやつは入っとんのかいな。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   この社会体育費ですね、３２６ページからこの

中に各スポーツセンターの維持管理費が入っております。ですから、すべて抜き出さない

とちょっと区分ができない決算になっております。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そこでですね、もういろいろな体育施設であったりとか、統廃合的な

ことが検討されとると思うねんけど、この参考資料の１５９ページの社協センターの利用

とかいう利用者数をずっと見とったら、２万５,０００人であったり、西淡グラウンドが

１万４,０００人、三原健康広場が２万７,０００人とか、そういうようなかなり私自身は

社協センターの利用者が比較的多いなというような思いがあるわけですわね。そこで、当

然統廃合的なことをこの社協センターというのは、今のお考えではいずれ廃止の方向を検

討しとるのけ。その辺は、現在のわかっとる段階で、どういうふうにこの社協センターの、

今後統廃合考えとるどうかだけちょっと教えてください。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   この教育施設再編の基本計画というところで、

４月に発表させていただきました。この中で、社会体育施設についても再編を検討すると

いう中で、各所に社会体育施設たくさんございます。体育館、運動場。このあたりで、答

えとしてはまだはっきりとは出しておりません。今後、検討したいというところでとどめ

ております。当然ながら、こういった利用状況、これも当然検討の材料として考えるべき

かなと考えております。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   当然、利用者等を十分考慮した上でやっていただきたいなというよう

な思いがあるんと、それと当然、今まさに現在において利用されとるわけですわな。その

辺、かなり老朽化しとる上で、先般も阿万のあそこでそういうような外壁が飛散して周辺
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の車両の物損事故が起こりましたわな。今、山見課長は非常に聡明な方なんやけど、あの

社協センターのそういうふうな維持管理は適切に、建物ですよ、管理はできておるという

ような御認識ですか。それとも、何か管理者から周辺の方々から、社協センターの施設の

管理が適切に管理されとるかという課長の認識はどうですか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   社協センターのいわゆる施設の状況についてで

すけども、実際先の台風１２号でしたか、このときも９月３日土曜日、各社会体育施設も

回らせていただきました。そんな中で、社協センター体育館、これについては、もうかな

り前から雨漏りがひどいというふうなところの現況も確認しております。そういったとこ

ろでの、今後のやはり施設整備、どういうふうに持っていくか、老朽化もあるんですけど

も、その構造的なところも問題があるのかなと。当然、現場上にあがって、専門家に当然

調査していただいて、改修が可能であればそれも検討するというふうなところで、今後検

証したいと考えております。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   体育館の雨漏り等々、私も聞いとんやけど、要は施設がやはり稼働と

いうか利用者がいるときは、やはり施設の管理責任というのは当然市当局にあると思うん

やね。そのあたり、いずれ統廃合で廃止に向けていくんだったら、私は西淡社協というの

はかなりの利用者が利用していただいておる、それでやっていただくような施設なんで、

私自身としてはその存続というか、残していただきたいなというような思いがあるわけで

すわね。そこで、利用するにあたって、雨漏り等々で障害があるというようなことに対し

てのそういう認知をされた段階で、その辺の改修計画というか、その辺は課長どうなんで

すか、あるんですか、ないんですか。先ほどの答弁だったら、ちょっと若干ほっとかれへ

んかいなと思ってちょっと心配しとるんですわ。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   基本計画の中でも、やはり現施設の延命を図る

というふうなところの方策を立ててございます。やはりそういった中で、必要に応じて修

繕、これは必要だと思いますので、当然ながら新年度に向けての予算要求、こういったと

ころも担当課としてはやっていきたいと考えております。 

 



 

－ 284 － 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   先ほど言うたように、延命を図ってください。お願いいたします。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  まだ質疑があるようですので、ここで暫時休憩させていただきます。 

  再開は１３時とさせていただきます。 

 

（休憩 午前１１時５０分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○熊田 司委員長   それでは再開をいたします。 

  午前中の質疑に引き続き、款１０教育費について質疑を行います。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   午前中の質疑の答弁の中で、人形協会への市からの補助金ということ

でいろいろ数字が出たんですが、結局その数字の中で、例えば南あわじ市は３８６万円を

入れてますというようなことが言われたり、６,０００万円のうちの３０９万５,０００円

が人形協会とかいうような話であったわけですが、少し数字がちょっと合わないというか

わかりにくいところがありますので、できましたらこの２２年、２１年の人形座及び人形

協会の決算資料というものを、資料としてこの決算委員会に出していただけたらなという

ふうに思うんですが、委員長、お諮りいただけませんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   お諮りします。 

  ただいま、蛭子智彦委員より資料提出要求がありましたが、平成２２年、２１年の淡路

人形協会の決算書の資料について、本委員会で資料要求を行うことに御異議ございません

か。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   御異議なしと認めます。 

  よって、平成２２年、２１年度、淡路人形協会と人形座の決算書の資料を要求いたしま

す。 

  教育部長。 
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○教育部長（岸上敏之）   すぐこちらのほうに届くように手配してます。 

 

○熊田 司委員長   では、ほかの質疑をお受けいたしますが。 

  阿部議長。 

 

○議長（阿部計一）   議長があんまり質問したらいかんという、阿閉次長のお話なんで

すが、この体協問題についてもう一度お尋ねしたいと思います。 

  これは、今、今度庁舎ができ上がるということで、理事者のほうは地域は地域でという

ことで、交流センターを中心に地域は地域の活性化を図っていくというようなことであり

ます。そういう点からいきますと、今回の体協の合併の予算配分等々は今から聞くわけで

すが、それに逆行してるような、言わば文化、芸能という、そういう先人たちの強い思い

がいろいろ伝えられるメッセージを無視するような形ではないかと思います。それで、ま

ず１点目は、１,０００万円の予算の内訳についてお尋ねをいたします。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   １,０００万円補助金の使途ということでよろ

しいでしょうか。 

  まず、この歳出のほうですけど、２２年度の体育協会の決算でいきますと、歳出のほう

が１,０６９万５,７９４円あります。うち、会議費が４万４,０００円ほど。次に、事務

員の賃金が１４５万８,０００円。あと、消耗品等の需用費が１１万７,０００円。事業費

が２６５万円ほど。続いて、委託費１３０万６,０００円ほど、これは各種目協会の大会

ですね、種目大会の１４事業に用意した費用でございます。負担金及び補助金ということ

で、５０８万円。県体協への会費が６万円と、各地域体協への補助金２２０万円。全淡ス

ポーツ大会の予選の補助金が５２万円。各種種目協会の補助金が２３０万円となっており

ます。２３年度への繰越が１３９万７,０００円ほどとなっております。 

 

○熊田 司委員長   阿部議長。 

 

○議長（阿部計一）   今回合併した、これ私も一般質問か何かで質問したと思うんです

が、重複するかもわかりませんが。今回一本化したということで、以前は南淡地区が５９

万円、西淡が３７万円、三原が８１万円、緑が４３万円、そして各種別補助金として金額

はいいませんが、野球、ソフトテニス、硬式テニス、ペタンク、バレー、ソフトバレー、

相撲協会、綱引き協会、卓球、少林寺、トランポロビックス、柔道、グランドゴルフ、ゲ
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ートボール、中体連、水泳、バスケット、サッカー、剣道、約これで２２９万円、先ほど

言われておった２２０万円とそういうような形で、当時は三原のほうが特出して８１万円

と何で多いなというような質問もしましたが、これについては、あとで私もいろいろ話を

聞いて理解をしておりますのでそれはそれでいいんですけども、結局、今、私が言いまし

たことは継続していかれるということなんですか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   ２３年度の方向性、予算付けとしましては、先

の総会で事業計画、予算の承認がされましたところでいきますと、先の２２年度は地域体

協への当然補助金がございましたが、これがなくなってくるというふうなところで、その

分、簡単に申し上げますと、いわゆる地区体協、各小学校区ごとですね。この、地区体協

へのいわゆる事業への助成に回っていくと、このような計画になっておりました。 

 

○熊田 司委員長   阿部議長。 

 

○議長（阿部計一）   これは、また交流センターとは別問題ですけども、交流センター

もそういうことでセンター長をおいて、そして地域は地域、補助金を出して地域は地域で

活性化をしていけというような形にいきよるわけやな。それを、体協が１,０００万円本

部が補助金をいただいて、何で今までどおりの配分をしてやらないのか。阿万は阿万で、

そういうやり方で幾らでも方法があるし、先ほどいろいろ質問があった、特にスポーツも

大きな文化やと思うんですよ。そういうことが疲弊していくということは、地域が疲弊し

ていくと思う、どことも。そやから、体協が１,０００万円握って、例えば地域地域に幾

らずつ出すつもりなんですか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   この２１の地区ごと、こちらへの助成の額につ

いては、それぞれの地区から挙がってきた事業計画、申請によって決められてるようです。

ですので、１地区何ぼというふうなことのはっきりしたところはないようなんです。 

 

○熊田 司委員長   阿部議長。 

 

○議長（阿部計一）   ですから、それは一々事業計画かけてせんでも、少年野球やそこ

らの補助金も今そういうふうな形で、小学校の体育の補助金も事業したら何ぼというよう
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なことやってますけどね、やっぱりそういう割り当てがあってみんないろいろなことを考

えてやるわけであって、何も体協ができたよってそれが全部握ってしもて自由のきかんよ

うな形せんと、それはそれとして、各種補助金はどうなんですか２２９万円、今言いよっ

た約それぞれのスポーツ団体の補助金、多いところでは１６万円、少ないところでは６万

円というこれは計２２９万円、これは現状維持で出されるわけですか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   補助金につきましては、２３年度予算が合計２

７０万円となっております。なおこの内容は、各種目協会への補助金ということになりま

す。 

 

○熊田 司委員長   阿部議長。 

 

○議長（阿部計一）   ですから、今までどおりやっていただけとは言いません。それは、

執行部は執行部のやり方があると思うんですが、 近まではそういう旧南淡５９万円、西

淡３７万円、三原８１万円、緑４３万円というような形で支部へお金を渡して、それで支

部は支部のやり方で、それはニュースポーツもやるところもあるし、あると思うんですよ。

そういう２１団体もあると、それは割った金額というのはしれとると思うけども、やっぱ

り基本的にこの地域には何ぼというような金額を渡して、私はやるべきやと思うんです。

今の体協そうでしょ、今まで体協の組織もない地域もあったわけですよ、４町の中には。

そういう方も一緒になって、今、団体が立ち上がっとんねんな。そやから、特に阿万なん

かはそういう面では全くスポーツという文化が疲弊しとんねん。そういうことは婦人会の

活動とか、子供会の活動とか、社会体育にも影響していきよんねん。やっぱり、教育委員

会もそういうふうなことを考えて、昔どおりの配分せえとは言わんけども、やっぱり基礎

的なことをやってそこでその金額に応じてやる。スポーツ２１も私はやってますけど、ス

ポーツ２１にしてもそうでしょ、何の県からの補助も何もないのに立ち上げて、スポーツ

２１から年間１万円ずつ持っていってそれで会費を運営しようるような現状でしょうが、

はっきり言って。それはもともと八百何十個のスポーツ２１の団体ができて、県からいた

だいた金ですけどもね。そういう基本的な財源がないところに、県の指導か何か知らんけ

どできてやっとると、私はそんな会一回も行ったことありませんけど、もう少し地域住民

のこれまでの歴史というのがあるねん。机の上だけで計算して、そういう何でも大きくし

たらええわというんでなしに、やっぱりそういうきめ細かなところにもう少し配慮しても

らいたいと思う。今、何回も聞くけど、旧４町についての今までいきよった金額について、

今までどおりとは言いませんけども、基礎的な金額を配分するという考えはありませんか。 
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○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   この件に関しましては、市の体育協会で決めら

れたというふうな中で、当然行政は指導するまた相互に協力し合うという立場ではござい

ますが、既に２３年度決定してるというようなところで、次年度２４年度に向けてこうい

った御意見が議会のほうからも出されておるというふうなところは、体育協会、役員さん

方へもお伝えして、一度御検討をいただくようなことを考えたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   阿部議長。 

 

○議長（阿部計一）   体協が主催しとると言うけど、これみんな一生懸命働いて納めた

税金なんですよ。市が指導するの当たり前でしょが。そういうことがあるけどもこういう、

そうでしょ、行政として地域は地域でやっていけと言うとんでしょ。体協だけが何で特出

して特権使うてそんなやり方をするんですか。これは、今までどおり戻せやこと、体協は

体協のめんつもあると思いますわ。そういう基本的な、各地区は地域で全然体協に力のな

い地域もあると思うし、南淡は特にそういう形で昔からやっていたものを急激にそういう

ような形に変えたら、特に阿万はそういうことでもう大きな問題になっとんねん。そやか

ら、今後交流センターをやる、地域は地域でやれや言うたって、体協自身のこの大切な文

化を疲弊させるような行政のやり方で、そんなんついていけるかいな。どうですか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   やはり、議員さんおっしゃるように、これまで

の当然ながら過去の経緯、歴史というものは、当然積み重なって今に至ってるというのは

私もつくづく感じております。いろいろな方法があるわけなんですけども、実際のところ

地区体協ですね、なくなった中で、その地域の一つのまとまりとしての大会がなくなって

いると。当然、そこへ集まる機会がなくなったというふうなことになろうかと思います。

実際こういったスポーツ、健康の接する機会、人口をふやしていくにはやはり場の数をふ

やすべきかと思います。ただ、それに携わる地域の方々、このあたりの十分な協力もなけ

ればいけないのかなと。当然、それをお世話いただいている体育協会の方々、このあたり

にやはり十分御検討をいただくべきなのかなというふうなことも思いました。 

 

○熊田 司委員長   阿部議長。 
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○議長（阿部計一）   皆、子供の体育、スポーツにしても、皆さん無報酬で一生懸命に

子供たちの教育、学校では教えらんような教育を一生懸命やっていただいとんねんな。そ

ういう中で、スポーツというのはすごい文化やと思うし、やっぱりそれを継続していく、

その上で市が１,０００万円ものお金を出してくれとんねんから、その使い道については

組織があるよって組織に任したらというんでなくして、やっぱりそれぞれ地域に応じた状

況、そういう先輩諸氏の方もいろいろおりますし、ただ地域の代表が出てきただけでそう

いうことを決めていくとこういう問題が出てくるということなんですよ。ですから、課長、

この問題については、これは阿万は後へ引きませんので、はっきり言うて、この金額を今

までどおりそんなことやっていくんだったら、阿万は阿万の考えで地域交流センターにし

たって、市が地域は地域でやっていけ言うのなら、それやったらその大事な文化について

も地域にもっとイニシアチブをとれるような方法があるでしょうが。ほなここで、前５９

万円これだけいきよった分全部出せよと言いよんの違うがな。そういうような、基本的な

ことも考えてほしいということを言いよんねん。教育長、答弁してください。せえへんな

ら、せえへんてはっきり言うてください。 

 

○熊田 司委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   今のお話を伺っとって、基本的には旧町の部分については旧の

南淡でなくって、それぞれの地区へ配分されるとこういうお話と思います。ですから、確

かに制度を見直して、今までのやってきたところと一部見直しがなされる。ここには、や

っぱりすぐにはなれてこないところがあろうかと思います。私も、体協の中身というのも、

今までの経過というのも余り承知しておりません。ですから、今、議員のおっしゃってま

す話についても、結果的には旧の町が旧の地区へ配分されるんかなとこういう思いでござ

います。ですから、その辺については改めて確認して、また個人的にはお答えしたいと思

います。 

 

○熊田 司委員長   阿部議長。 

 

○議長（阿部計一）   もう一度確認とりますが、各種別補助金についてはもう金額も言

いますが、野球１４万円、ソフトテニス１１万円、硬式テニス１０万円。ペタンク１２万

円、バレー１８万円、ソフトボール１５万円、相撲協会１６万円、綱引き８万円、卓球１

２万円、少林寺１１万円、トランポロビックス６万円、柔道１１万円、グランドゴルフ１

２万円、ゲートボール１２万円、中体連１０万円、水泳１２万円、バスケット１２万円、

サッカー１６万円、剣道１１万円、計２２９万円については今までどおり配分するという

ことですか。 
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○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   各種目協会への補助金の個々の金額について、

すいません、私、今、持ち合わせておりませんが、予算書におきましては１９の種目協会

がございます。それで、補助金が予算書では２７０万円と、全体で種目協会の補助金をお

いております。 

 

○熊田 司委員長   阿部議長。 

 

○議長（阿部計一）   余り長くなったらいけませんので、今言ったということは、２２

９万円からかなり下がったということは、かなりそういう補助金もカットされているとい

うふうに解釈してよろしいですか。 

  ２７０万円ですか、それは失礼しました。そういうことで、皆さんはたかがスポーツと

思ってますか知りませんけど、私にはされどスポーツやと思ってます。スポーツというの

はすばらしいもんで、これは目に見えない教育としてやはり南あわじ市で延々と続いて、

我々がそれを守っていく義務があると思いますんで、大変厳しいことも申しましたけども、

やはりこの点については早速体協のほうへも申し入れていただいて、４地域への分担金に

ついて考慮していただくように強く要望しまして終わります。 

 

○熊田 司委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   歴史と伝統のある旧町時代の大会を、今回合併した途端に何の許可も

なしに、説明もなしにやめたという、このやめさせたというその大きな力というのはどこ

にあるんですか、これ。やめさせたという。それで、説明全然ないんですね。やめるやっ

たらやめるような、やっぱりそういった地域にも説明し、いろいろ説明するべきやと思う。

それを黙ってやめて、ずっと今日まで音さたないんですよ、これ。それは、今も答弁せえ

たってむりやから、体育協会に言うといてください、だれの責任においてこれをやめたか

と。やめるんやったらやめるような説明をしてもらいたい。それだけは言うといてくださ

い。体育協会に聞いといてください。 

 

○熊田 司委員長   別に答弁よろしいですね。 

  ほかに。 

  印部委員。 
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○印部久信委員   ３０４ページの図書館費について伺いたいと思います。 

  １億１,３００万円余りの予算をして、予算計上がされておるわけですが、このたびこ

の４館ある図書館を一つに集約するという話も出ておるわけですね。ちょっとこの図書館

について順次聞いていきたいと思うんですが。まずこの図書館の利用者ですね、この資料

にも書いてあるわけですが、利用者数延べ６万２,０００人というふうに書いてあるわけ

ですが、この６万２,０００人という人数は、図書館を利用された方を指しておるのか、

またその図書館で本の貸し出しを受けた人の延べ人数を書いてあるのか、この６万２,０

００人の数字はまず説明していただけますか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   この６万２,０００人という数は、実際に図書

を貸し出した人数でございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この、実際図書を貸し出した人数の延べ人数が６万２,０００人とい

うことなんですが、実際にこの延べ人数でなしに、何人ぐらいの方がこれ何回か借りたり

しとるんが累計が６万２,０００人になっとると思うんですが、おおむねどれぐらいの人

が実際利用されてますか。貸し出しに。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   実数をはっきりと出しているわけじゃないんで

すけれども、実際に、いわゆる図書貸し出しカードですね。これを発行している枚数が１

万１,４８６人分でございます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   おおむねこれらの人の何割かの人が年間２６万冊の図書を何回かに分

けて借り入れしておるというような見方でよろしい。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   はい、そうかと思います。南あわじ市の人口５
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万人といたしまして、カードを持っている方が１万１,５００名ほどと。実際、１万人ほ

どの方が図書を借りたというふうなことになりますと、１人２０冊ぐらいかなというふう

なとこになってこようかと思います。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そこで、課長、私の知りたいのは、一般人の方も当然なんですが、実

際、高校生以下の人、数はどれぐらい利用しとるんですかね、これ、図書館を、わかりま

すか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   今、年齢別、小中高生、学生ごとの数字をちょ

っと持ち合わせておりませんので恐縮です。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それで、この図書館が特に学生の場合の利用しているのと大人の方が

利用しているのと、同じ図書館を利用するということでも多少その趣旨が違っているよう

にも思うんですね。今後、図書館を集約するということなんですが、これだけ多くの人が

利用しておるということで、大変これは難しい問題であると思うんですね。やっぱり市の

ステータスというのは、市が図書館も兼ね備えてある、美術館もありーのという、そうい

う結構お金もかかるんですが、そういうものを市が持っておるというのが、市のステータ

スが高いとか低いとかいう一つの目安にもなるわけですね。 

  それで、これ、まず、財政とかいろんなことから出てきてる問題だと思うんですが、こ

の集約化ということについて基本的に、この集約していくというような基本的な考え方は

何ですか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   教育施設の再編基本計画でうたわせていただい

ていますとおり、図書館についても三原図書館をなくして、南淡図書館一館というふうな

集約で案を出させていただいております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   それでね、市は市の思いも当然あると思うんですよ。あると思うんで

すが、やっぱりこういう図書館というようなものは、利用者のニーズということを十分配

慮せんといかんと思うんですね。この決算書を見ておりますとね、図書購入費ということ

で年間１,５００万円ぐらいの予算が計上されて使われておるわけですね。私も図書館を

利用されている方に聞きますとね、利用している方ですから、こういう意見が多いと思う

んですが、とにかく図書館というのはありがたいもんという考えを持っとるんですね。 

  結構利用される方は、こういう本がないので、できたら購入しておいてくださいという

ようなことを要望しますとね。もう何日かしたら図書館から電話かかってきましてね。も

う頼まれていた図書が入りましたよというようなものでね。もう図書館を利用している人

にとったら、もうほんまにありがたい施設なんですよ、これ。私もそんだけ利用しとる人

が言うたら、割と結構簡単に買うてきてくれるやいうようなことをあんまり想像してなか

ったんですがね。これ、１,５００万円の図書購入費があるわけですが、課長、年間、こ

の１,５００万円で、利用者からのニーズに応じて図書を購入するということもあると思

うんですが、図書館自身もこういう本も必要だということで購入していることもあると思

うんですが、この１,５００万円で、まず何冊ぐらいの図書を購入しとるんですか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   ＤＶＤとかそういった視聴覚の部分も含めてで

すけれども、約９,７００冊を全体で購入しております。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ９,７００冊ということは１,０００円のものだったら１万５,０００

冊ですから、それの１,５００円ぐらいが１冊になると思うんですが、それと、これは、

私はようわからんのですが、専門書のたぐいやことも利用者の方がこういう図書が必要な

んですけどという要望があったとき、専門書なんかもある程度は希望に応じて購入されて

おるんですか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   そこまで現場の職員に確認したことはないんで

すけれども、実際、専門書、結構高い金額の図書も購入しております。やはりそういった

利用者の方々の御希望は当然、図書館職員の選択に反映されていると考えております。 
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○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、課長答弁されたように、公的な図書館に利用者の専門的な図書ま

でも買うてくれるんですね。これはもうお願いしとる人にとったら、もうこんなありがた

いことはないと思うんです。私は、それはそれでいいと思うんです。市は、そういう人た

ちに対応してあげているのは、これはもう大いに結構なことだと思うんですよ。ただ、今

言っていますように、今度一つにそういう集約された場合に、学生でも専門図書を必要と

する人もあるかもわかりませんが、そういう人たちの利用する機会がね。機会がどうして

も減ってくるんだよな。やっぱり図書館というのは、本を読むということはもう、これは

もう非常にいいことで、私らもこういう本読んだりするのは苦手なほうなんですが、やっ

ぱり読書家というのは、やっぱり我々もそういう人と話ししてますと、やっぱり人間の深

みがあるというんですかね。深みがある、人間の味があるというんですかね。非常にやっ

ぱり魅力的な人になってくる。やっぱり読書というのはええんやと思います。我々は、あ

んまりそれはあかんのですけどね。 

  そういうことでね、やっぱり図書費というのは全体で１億１,３００万ぐらいの予算で、

それだけ市民の人からありがたられておると。何も一つにしてもないのではないんですが

ね。やっぱり利用する機会をできるだけふやすというか、今までと同様に置いておくとい

うことをやっぱり考えていかんといかんのではないかと思うんですよ。市長、どないです。

この集約化ということについて。 

 

○熊田 司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   これは先ほども話あったとおり、そういう図書館なり、ほかの公

共施設の今後のあり方を十分検討する中で、そういう方向性が出てきているということで

すから、現実にはやはり合併したんですから、そういう方向性も必要やと思います。ただ、

そういう利用者の人がものすごく不便になるとかいうことの代替なりはちゃんとしないと、

せっかく今まで利用していたところのものを全面的に廃止してしまう。そうしたらそこで

仮の話、２万人の人が利用、延べされていたということになると、その人にかなりの不便

を与えると。これはどうするかということをきっちりやはり決めていかないと、ただ改革、

また経費の節減というだけでは少し行政としてもある部分、もうちょっとちゃんとした担

保をするべきやというふうには思います。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   担当者の方も今、市長言われたことを聞かれたと思うんですね。これ

は、やっぱり 後はもうお金の問題になってしもうて、そうしたらその財源はどないする

のや言われたら、これはもう一も二もないことになるんですがね。やっぱりそういう今言

われたことも十分考慮して、やっぱり何かいい考えを出してほしい。ただ単に集約やとい

うだけでなしに、知恵を出すというんですか、そういうことを考えてほしいと、こういう

ことを言いまして終わります。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私も気づかなかったので、ちょっと関連で単純な質問させてもらうの

やけど、今、南淡図書館に一本化すると。それで、これ、利用者数見とったら西淡公民館

やったらもう３,０００人ほどで突出して、えらい利用者が少ないなと。この利用形態と

か利用時間とか、何でこれ西淡だけえらい少ないんかなあというようなちょっと疑問を抱

くわけです。西淡町の人間は私と一緒で、図書館行くの嫌いなのかなというような思いが

あんねんけど、西淡だけこれ、何で少ないんですか、原因は何ですか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   この数字はあくまで西淡公民館の図書室ですね。

ここで借りられた数ということになります。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   西淡公民館が少ないのはなぜ、利用時間がよ。ほかの図書館やったら

時間が長いのですか、西淡は本が少ないんですか。西淡だけ何でこんなに少ないのですか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   まず、施設から原因がどうしてもございます。

図書館は三原図書館と南淡図書館の２館でございます。緑も公民館の図書室という位置づ

けですけれども、緑のほうは、かなり１階スペース大きくとりまして、蔵書数も大きくな

っております。ただ、西淡公民館の図書室については、小ぢんまりした部屋の中の図書室

というところで蔵書数も少ないという中で、やはり貸し出しのほうが少ないということに

なっております。 
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○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私、図書館の利用というのは中高生、小学校らが夏休みの勉強したり

するような光景を見かけるわけですわね。他の旧町単位で、これはまた比較したら私はど

うかと思うんやけど、西淡はスペース的にはないさかいに、ほんなら図書の数も少ないさ

かい利用者も少ないと。西淡の子は、僕は聞いたらかわいそうやなと思う。勉強したくて

も本がないし、南淡図書館なんかでも行っとったらかなり夏休みでも大勢寄ってきて、勉

強するような環境にありますわね。これを１カ所にするというのも私も市長ね、できたら

こういう教育には、それはお金に糸目をつけらんとでもやってほしい。せめて三原と南淡

とはよ、これはもう継続しておいたってほしいなあと。できたら西淡もよ。もうちょっと

せめて本ぐらいはよ、平等に、貸し出し、利用よ。西淡の子がこの本を貸してくれ言うた

ら、それは対応してくれるのけ。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   西淡の方についても西淡公民館の図書室を利用

する際に、三原、または南淡図書館のいわゆる蔵書、これを借りることは可能です。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これをネットで検索したら、この本読みたい言うたら三原図書館にあ

るとかいうことがわかって借りれるいうことやね。わかりました。わかりました。西淡の

ほうも何とか見てやって。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  森上委員。 

 

○森上祐治委員   先ほどの印部議員の図書館の質問に関連して質問させていただきます。 

  図書館費の図書購入費１,４９９万９,５９６円云々ということ質問ありまして、年間９,

７００冊も購入されていると。先ほど非常に温かいサービスの話されていました。私もち

ょくちょくと借りに行ったりするんですけれども、年間何回か、新刊書とか読みたい本を

希望したときは、入り口に希望図書の何かカードありましてね、それに書いてくださいと

言われるんですよ。先ほど聞いたら電話でもぱっと、何日かしたら購入してくださったと。

これは非常にありがたいことやと思うんですけれども、そういうサービスも 近はされて

いるんかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。 
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○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   現在でもしております。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   いや、電話でも申し込んでもええんかということなんです。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   電話の場合は希望の図書が入りましたよという

御案内でして、電話でこういう本を蔵書してくれというのは、ちょっと不適かなと考えま

す。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   この９,７００冊もの新しい書籍をあの南淡図書館、それから三原図

書館の少ないメンバーで選定して購入していくというのは、それだけでも大変な作業だと

思うんですが、どんなシステムで新刊書を購入されているんでしょうか、お尋ねいたしま

す。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   図書の選定につきましては、いわゆる委託業者

がございまして、そこからいわゆるこんな本どうですかという一覧が、カタログが図書館

のほうに送られてきます。当然、実際に選ぶのは図書館職員というふうなことで、なかな

か職場では選べないというふうな中で、実際に自宅へ持ち帰ってじっくりと、どういう本

がいいのかというふうなところも選定を行っているというふうに確認しております。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   それは職員個々で自宅に持って帰って、こんな本がいいなあというの

は、それはわかりますけれども何か定期的に、今だったら南淡図書館、それから三原図書

館、それから緑、西淡の図書室もございますので、そういう関係したメンバーが定期的に
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集まって、何かその選定する会議みたいなのをやっているのかということなんですが。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   館同士相互で、来月はこういう本を購入しよう

という共有の情報をですね、ここまではやっているかというのはちょっと確認できており

ません。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   私もかつて教育委員会に勤めた時代には南淡図書館ございまして、ち

らっと話を聞いた限りでは、やはりその名称を忘れたんですけれども、地域でそういう図

書館運営審議会のメンバーではなしに、別に何かその図書を選定する委員を公募して、そ

んな会をつくっておったような記憶があるんですけれども、合併前です。今は、その辺は

どうなんですか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   現在は、そういった市民の方、民間の方に選定

の協力を得るというようなところは確認できておりません。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   その辺、今は非常に、書籍の出版も非常に膨大になっていますので、

市民にできるだけいい本をというような観点から、書籍の選定も非常に難しくなってくる

と思いますので、その辺もいかに組織的に、いい書籍を選定していくんかということも検

討していただきたいと思います。 

  もう一点、資料の１５１ページに、子供の読書活動についての関心と理解を深めるとと

もに能動的に読書を意識づけるために、「ブックスタート」「読書っ子まつり」「おはな

し会」等を実施しているということが書かれておりますが、これは現在も南淡図書館だけ

でやっていることなんですか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   三原図書館のほうでも「おはなしかい」のボラ



 

－ 299 － 

ンティアの活動がございます。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   「ブックスタート」「読書っ子まつり」というのは、どんな形でやら

れているんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   「ブックスタート」は、ボランティアの方々が

若いお母さん方、幼いお子さんをお連れして、やはり絵本の読み聞かせ等、ここから入っ

ていくというのが基本かと。「読書っ子まつり」につきましては、今、年１回行っておる

わけなんですけれども、南淡、三原交互にいろいろなイベントも組み入れながら、こうい

った読み聞かせ、また、絵本の原画展とかそういったことを織りまぜながら、いわゆる読

書に親しむイベントとして行っております。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   山見課長はまだ着任されて半年たってませんので御存じないかもわか

らんですけど、この「ブックスタート」、もう８年ぐらいになると思うんですが、当初、

できたときに私も参加したことあります。あんまりこれ長続きせんのじゃないかなあとい

うような参加者も少ない印象を持っとったんですけれども、現在も続いているということ

で、これはかなり職員の方もいろんな努力をされているんだなあと思うんですけれども、

課長はごらんになったことございますか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   申しわけございません。「ブックスタート」の

現場に立ち会ったことがございません。 

 

○熊田 司委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   私もその当時、島内の図書館調べたことあるんですけれども、当時の

南淡図書館だけやってましたわ。だから、これ非常に小さな動きなんですけどね。大事な

ことやと思います。職員がいろんな、当時考えて情報を持ってきて始めたことなので、今
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後とも「読書っ子まつり」「おはなし会」それぞれ地域のボランティアが非常に頑張って

くださっているイベントですので、ぜひ継続発展させていくように要望して終わりたいと

思います。 

  以上でございます。 

 

○熊田 司委員長   先ほど、蛭子智彦委員より資料の提出がありました平成２２年、２

１年度淡路人形協会決算書並びに人形座の決算書、書類のほう届いておりますか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   先ほどの資料のことでございますが、市からの２,０００万

円、あるいは６,３００幾らといったようなところの説明をさせていただいただけでは、

それだけでお願いすることはできないんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   こちらのほうは資料を請求させていただいていますので。 

  資料まだ届いていませんか。 

  暫時休憩いたします。 

  再開は１４時とさせていただきます。 

 

（休憩 午後 １時４８分） 

 

（再開 午後 ２時００分） 

 

○熊田 司委員長   それでは、再開をいたします。 

   休憩中に資料請求分について、机上のほうに配付させていただいております。 

   それでは、先ほどに続きまして、教育費について質疑のある方。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今の資料の説明をお願いしたいのですが。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   今、２２年度決算、２１年度決算を配付させていただきまし

た。 

  まず、２１年度の決算の中で、３枚目に一般会計の決算書がございます。それをめくっ
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ていただきますと、市長補助金として、洲本市、淡路市、南あわじ市、合計いたしまして

５４８万８,０００円、これがございます。 

  さらに、淡路人形座の決算報告書の中で、補助金収入２,０００万円がございます。こ

れが南あわじ市からの補助金でございます。 

  そして次に、２２年度の決算でございますが、一般会計の決算書、補助金のところで、

洲本市１２０万８,０００円、淡路市１１８万５,０００円、南あわじ市４,３０９万５,０

００円がございます。これが淡路人形浄瑠璃館基金４,０００万円の取り崩しで、３０９

万５,０００円は一般会計からの補助でございます。 

  さらに、２２年度の淡路人形座の決算書のほうでございますが、補助金収入２,０００

万円、これが一般会計からの補助金でございます。 

  以上でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この２２年度の分ですが、先ほどの説明でいきますと、補助金を市補

助金ということで南あわじ市から４,３０９万５,０００が入で入っております。出のとこ

ろで繰り出しということで、淡路人形座へ４,０００万円を繰り出しということになって

おるようです。出のほうでですね。ちょっと今もらったところで、間違っているかもわか

らないのですが、この特別会計収入の部を見ますと、南あわじ市より今２,０００万円入

っているということは書かれておるわけですが、この４,０００万円の人形座からの繰出

金というのは、どこに入っているのかがちょっとわからないのですが、どこに入っている

のでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   この４,０００万円なんですが、この決算書からいいますと、

補助事業収入３,６０５万とあるわけですが、これが４,０００万円のうちでございまして、

残りの４００万弱につきましては一般会計のほうで預かって、オープンに向けてのいろん

な事業に使うということで人形協会のほうで振り分けて、結果としてやらせていただいて

おります。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この３,６０５万円ということですか。 

 



 

－ 302 － 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   そうでございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この３,６００万円は、巡回公演事業、活性化事業、島外公演、これ

らの合計、いわゆる出張公演というのか、こういうことで事業として行った分であって、

補助金ではないとしか読めないですね。今、説明ちょっとおかしくないですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   申しわけございません。繰入金で２,０００万円、それから

補助金収入２,０００万円。それで２,０００万円、２,０００万円なんですが、今言って

ました文化庁の事業で、収入が非常に未収入になっておりまして、その分が収入がおくれ

ますので、その間、収入がおくれた、文化庁からの補助金がおくれて入りまして、それで

４,０００万円のうち２,０００万円は一般会計に預かっておりました。そういうことで一

般会計に預かっておりましたので、ここには４,０００万円の数字がございません。そう

いうことでございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと休憩とっていただいて。ちょっとわからないです。会計課か

財政課でちょっと説明してもらえませんか。今の説明ではちょっと理解できないんですけ

ど、わかるようにちょっと説明していただけませんか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長のほうでもう一度きちんと答弁のほうを考えていただいて、

後でもう一度説明いただくようにお願いできますか。 

  暫時休憩させていただきますので。 

 

（休憩 午後 ２時０８分） 

 

（再開 午後 ２時１１分） 

 

○熊田 司委員長   それでは、再開をいたします。 
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  市長。 

 

○市長（中田勝久）   ２１年度の人形座の会計のほうをちょっと見てくれますか。表紙

を入れて４枚目の右側、貸借対照表、短期借入金２,０００万。結局、先ほどもお話しし

たとおり、既に２１年度にも精算不足ができてきたということで、２,０００万を借りて

おります。 

  ２２年度のほうを見ていただきたいんですが、経費の１枚目、２枚目の一番下のとこ、

繰出金４,０００万、これは先ほど話のあった人形座の職員が頑張って汗かいて、１億数

千万円ためた基金からこの繰り出しを市のほうが今預かっております。そこから４,００

０万取り崩しております。 

  ５枚目の貸借対照表の右側の一番上、短期借入金、これが２,０００万円ございます。

それで、この２,０００万と要は一番 後のページで真ん中辺、補助金、南あわじ市より

の補助金、これは通常、合併前から出している２,０００万、それで、ここの繰入金、す

なわち４,０００万のうちの２,０００万を、この人形座のほうに２,０００万を入れてお

ります。 

  ですから、繰出金の４,０００万は今、 後のページと、それから貸借対照表のほうの

負債の２,０００万でございまして、３０９万５,０００円、これは３市の分担金の南あわ

じ市が分担しているお金でございまして、トータルで６，３０９万５,０００円になるわ

けです。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この内容についての質疑ということではないんですけれども、資料と

して、やはり売上収入というのは初めて見ましたので、これがやはりちょっと聞いとった

ものと少し違うというか、データとして持っとったものと少し違うので、それについてち

ょっと聞かないといけないなあと思いながら、ちょっと今すぐに出てこないんですけれど

も、確か人形会館の昨年度の入場者数というのは３万８,０００人というふうになってお

りますが、入り込み客というようなのをちょっと以前もらった資料があったんですけれど

も、これはどこから出た資料か、これは商工観光課で以前、ちょっと定かじゃないんです

が、人形浄瑠璃会は３万３,０００人というような数字を一回聞いとったことがあったも

ので、この月別の入場者数というのは、ここでは出てこないんですけれども、それは今、

数字としてはお持ちですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 



 

－ 304 － 

○教育部長（岸上敏之）   ２２年度は３万７,０００人、２１年度は３万８,９００人と

いうのがそうです。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしたら、それで結構です。わかりました。 

  それと、人形座と人形協会とのお金のやりとりは何か入り組んでいるというのか、ちょ

っとわかりにくいというような声もあるわけですけれども、それぞれ独立したものという

ことでいいんですね。これは法人、特別会計と一般会計ということでやっておられるわけ

ですけれども監査とか当然、預金についても人形座と人形協会ということでちゃんと分か

れているということで理解していいんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   財団法人淡路人形協会には一般会計、それから特別会計がご

ざいまして、現金の保管もすべて別々でやっております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   一たん私のほうから、それで終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  それでは、質疑がございませんので、次に款１１。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと待ってくださいね。次行くというのは、ちょっと公民館のこ

とを少し聞きたかったんですけれども、あかんですか。 

 

○熊田 司委員長   では、公民館のことですか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   公民館のこれはちょっと説明資料のほうで１４６ページになるかと思

うんですけれども、決算書では何ページになるのかな。それはちょっと置いておいて、公

民活動事業ということで補助金１,１６０万２,０００円、その内訳というのがこの付属資

料の中に出ています。 

  西淡地区、三原地区、南淡地区という説明ですけれども、これは、これまでも何回か指
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摘されておったわけですが、この事業費が非常に差があると。実際これ、講座活動とかに

対する補助というのか事業費というような受けとめをしておるわけなんですけれども、こ

の差いうのは、もう少し内訳の説明をいただけたらと思うんですけれども、いかがでしょ

うか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   各地区公民館のいわゆる活動費、それから管理

費の部分での補助金でございます。 

  これでいきますと、それぞれ２１の地区がございますけれども、うち１９の地区公民館

のいわゆる活動に係る補助金になります。 

  具体的にその個々を申し上げるんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   平均してみますと、西淡地区は７館で１６３万と。１館当たり２５万

円ぐらいと。それから、三原は５館で６１７万ということですから、平均で大体１２０万

ぐらいになるんでしょうか。それから、南淡は６館で１３４万ということですから、これ

も２０万円ぐらいというようなことになるかと思うんですけれども、非常にこのお金の出

方が違うというのが以前も問題意識を持っとったわけですけれども、この差がなぜ生まれ

るかということは、ちょっとまだ十分理解できておりませんので、そのあたり説明いただ

きたいんですが。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   いわゆる活動交付金というところの部分を議員

さんおっしゃられると思うんですけれども、それぞれ当然ながら、各地区館ごとによって

活動内容も実際に異なっております。それとあと、実際には活動交付金以外にも、いわゆ

る館の運営委託料であったり、例えば、旧西淡地域ですと小学校を利用しておりますので

運動場の管理であったり、清掃の委託であったりというふうな中で、全体としては大体の

均衡は、ある程度はとれているのかなあと感じております。 

  ただ、例えば、西淡地域のほうは活動交付金として、平均しますと２１万で来ておりま

す。それに対して、緑はございませんので、南淡のほうも大体似通った金額になっており

ます。三原地区のほうは少し大きくなっております。ただ、その中に実質、いわゆる事務

補助員さんの賃金的なところ、これを地区に委託して行っているという部分が入っており
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ます。ですので、実際的に活動費にすれば、大きく差はないということになっております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   事務補助員はそれぞれの公民館には置いておると。その事務補助員は、

三原は活動交付金におさまっているが、他の施設は別のところの費目に入っているという

ことですか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   例えば、西淡地区ですと運営委託料、こちらの

ほうに、いわゆる事務補助員さんの賃金部分が含まれてきております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それは何ページに出てくるんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   決算書３０３ページの委託料の一番下にござい

ます。地区公民館管理運営委託料１,０６２万円というところでございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、これは西淡だけ、南淡もこれに入っているということ

ですね。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   南淡の部分は潮美台地区のみでございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしたら西淡の７館と潮美台の１館、８館の事務補助員の費用がこ

の中に入っているということですね。８人ですか。 
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○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   西淡地域が６館と南淡が１館になっております。

それと実際のところ、三原地区の各公民館については館の管理という中で、いわゆる清掃

的な部分、それから館の維持管理ですね。こういったところの部分にも、この委託料のほ

うは行っております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと見た感じではわかりづらいような配分になっておりますので、

できればそのあたり、ここに説明資料では、地域公民館及び地区公民館の管理という部分

と公民館活動事業という部分と２つ分かれていると思うんですね。ですから、やはりこれ

は比較ができるように、わかりやすい説明ということで言えば、この費目のあり方を少し

変えていただいたほうがいいんじゃないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   合併してからこの間、この公民館の予算のつけ

方、これまで、この形で来ておりました。今後、この予算のつけ方いうんですかね、これ

をわかりやすくすべきかなあというふうなところで、今、手がけていっているところでご

ざいます。 

 

○熊田 司委員長   よろしいですか。 

  ほかに質疑。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   ちょっとあれやけども、この人形座の一般会計の２２年４月１日から

の中で聞きたいんですけれども、財産目録、現金、預金、貯金、そのｿｺで、合計で１,６

１４万１,２６２円。この中で、ここずっと書いてあるんですけれども人形座、通帳名よ。

人形座、人形座、記虎、坂東、村居、長尾、木田、松山、近藤、田村、数田、泉、稲井、

原口、興津、松崎、円山、由井と、これ、何でこの個人の名前が通帳名になっとるんです

か。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 
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○教育部長（岸上敏之）   文化庁の関係する事業で、ここへ振り込まれて、それで精算

することに事前の打ち合わせでなっておって、このような管理の仕方をさせていただいて

おります。 

 

○熊田 司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   何か少し理解に苦しむんですけれども、やっぱり人形座の収支決算で

あれば人形座の名義でなければ、個人名義ではおかしいん違います。何か公私混同しとる

ようにとられませんか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   文化庁の事業で謝金として入金する場合に、当然個人でない

とだめなので、それを事前に確認をした上で、このような処置をさせていただいておりま

す。 

 

○熊田 司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   ということは、これは文化庁から個人の謝金として来るわけですか。

今そういうふうな言い方ではなかったでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   そうです。それで、それを人形座として扱うような形をとっ

ておるところでございます。 

 

○熊田 司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   いや、わからんでもないんやで。そやけども、やはり何かもう一つ、

彼らは人形座の職員であって、それで職員として文化庁へ行って、何か知らんけども行っ

て、それの謝金をもらっとるんでしょ。だったら人形座のほうが直接、人形座の職員とし

て行っとるよって、人形座としてもろうてもおかしくないんじゃないですか。 

 

○熊田 司委員長   教育部長。 
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○教育部長（岸上敏之）   このやり方につきましては人形座と文化庁と協議をして、そ

のように進めておりますので、ということで我々は認識しております。 

 

○熊田 司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   何か公私混同しとるような部分が非常に強く思えるんですけれども、

文化庁のほうがそれでいいというふうなことなのであれば、それで理解せざるを得んと思

いますので、終わっときます。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

   ⑨ 災害復旧費、公債費、諸支出金、予備費、実質収入に関する調書 

 

○熊田 司委員長   質疑がございませんので、次に、款１１災害復旧費、款１２公債費、

款１３諸支出金、款１４予備費、実質収入に関する調書、ページは３３８ページから３４

６ページまでの質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

 （３）財産に関する調書 

 

○熊田 司委員長   それでは、質疑がございませんので、次に財産に関する調書、ペー

ジは３４７ページから３５５ページまでの質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   それでは、質疑がございませんので、次に一般会計全般についての

総括的な質疑はございませんか。 

  登里委員。 
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○登里伸一委員   監査の審査意見の２４ページにありますが、「昨年も適正な支払い事

務の執行」というところで、「昨年も指摘しているが、件数は減少しているものの、支払

い遅延、書類の不備等が見受けられる。適正な事務執行が図られるよう努められたい」と

ございますが、これはどういうことを言われておるんでしょうか。このようなところに、

こういうことを書いてあるということは非常に重いと思いますが。 

 

○熊田 司委員長   監査委員事務局長。 

 

○監査委員事務局長（高見雅文）   ただいまの質問でございますけれども、適正な事務

の執行ということで、毎月、例月現金出納検査というのを監査委員が行っております。そ

の中で、去年でございますけれども、適正な事務の執行ということで毎月、その例月出納

検査が終わったときに指摘事項についてそれぞれ、主に歳出について不適切な事務が行わ

れている分について、それぞれ監査委員が指導しているところでございます。それに対し

て、決算審査は例月の出納検査の集大成といった部分がございます。そういった形で毎月、

今申しました指摘事項について再度、そういった書類の不備が見受けられる分については、

適正な事務を執行してくださいといったことの監査委員の意見だということだというふう

に考えております。 

 

○熊田 司委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   ２つ３つでも結構ですけど、具体的にはどんなことなんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   監査委員事務局長。 

 

○監査委員事務局長（高見雅文）   まず、いろいろ２ページにわたってかなり細かく、

各部、各課においての１年間の分でございますので、それぞれ指摘がございます。例えば、

請求書において請求日が記載されていない書類があったり、また、契約にうたっていない

支払いの仕方をしていたりといった、また、リース期間にリースをしているんですけれど

もリース契約が交わされていなかったりとか、そういった指摘がございます。 

 

○熊田 司委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   お聞きしますと間違いなく出すべきものなんでしょうが、書類ができ

ていないぞと、非常に役所としては大事なことでありますので、昨年もということですが、

本年はそういうことのないように、ぜひしっかりお願いしたいということで終わっておき
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ます。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今、人形協会の、あるいは人形座の問題で、我々が考えている以上に

厳しい経営実態というのがようやく明らかになったというふうに思います。それから、指

定管理をしているということでサンライズあるいはサイクリングターミナル、こういった

施設についてもその経営状況というのは非常に厳しいものがあるということが出ておりま

す。 

  そして、南淡路の農業公園、これもなかなか経営実態が、我々がもう知らない間に大き

な紛争が発生をしているというような問題。それから、この人形協会、人形座というのが、

うずのくに南あわじから離れた場合、今後この経営がどうなっていくのかというようなこ

ともいろいろと懸念される部分があると。 

  第三セクターに関する考え方であったり、指定管理をしている団体に対する、ゆだねて

いる団体に対する考え方、その企業の実勢や企業の秘密というようなことを理由として、

経営実態がなかなかわからない間に大変な事態が進行しているというようなことも数多く

今年度は、２２年決算の中では見えてきたのじゃないかというふうに思うわけですが、や

はりこれは情報をしっかりと出しながら、執行部だけではなく議会の調査、あるいはチェ

ック、あるいは提案、こういったものが積極的に活用されるようなシステムが必要ではな

いかというようなことを大変この決算委員会の中で、審議をする中で思ったわけですが、

その点どのようにお考えでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   副市長。 

 

○副市長(川野四朗)   この決算審査を通じて皆さん方からいろいろと御指摘もいただい

ております。そういうものは指摘は指摘として、我々としては事務の適正化に今後も邁進

していくということを申し上げておきたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これまでも事務は邁進してきたと思うんですが、やはり執行部だけの

知恵では足りない、あるいは、そのチェックが足りない。情報が我々市民の前に見えない

中で事態が進行していくということが起こっていると思うんですね。うまくいっている間

は別に問題ないんです。ところが、例えば、先ほどの人形協会の問題、人形会館建設の問
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題では、いろいろ我々の指摘もあり、情報も出すようにというようなこともあったわけで

すが、執行部が任せてくださいというふうなことでやってくる中で、工事のおくれが生ま

れ、そして補助金を返還する一般財政に穴があいてくる、補てんせなあかん。あるいは、

この人形座、人形協会に関しては、今、平成２２年度で４,０００万円という補てんをし

ても、これ来年どうなるのか、再来年どうなるかもわからないというようなことも出てく

ると。やはりこういうことは早くから情報開示という姿勢を持つべきじゃないかというふ

うに思うわけですが、その点いかがでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   副市長。 

 

○副市長(川野四朗)   開示するものは開示はしていっております。第三セクターであろ

うと、９月の議会の皆さん方には決算書等はお配りをさせていただいておりますので、そ

れを見ていただければわかると思います。ただ、人形協会については、まだ市の出資割合

がそこまで至っておりませんので、決算等の報告は義務づけられてはおりませんが、出す

べきものは我々としては出しておるつもりでございますから、皆さん方がチェックをして

いただければいいのではないかというふうに思っております。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   例えば、おとといですか、人権問題の関係で、人権推進団体への補助

金について質問したところ、やはり担当所管は適正であるというようなこと、資料はお持

ちであったと思います。補助金を支出した場合、それについての報告をいただくというこ

とはできるのではないか。例えば、体育協会でありましても、観光協会でありましても、

４,０００万とか２,０００万とかの補助金を出している以上、その事業執行が補助金にふ

さわしい事業執行であったかどうかということは執行部もおつかみやと思うんですが、そ

れを議会に提示するという、こういう習慣、訓練、こういうことは必要じゃないかという

ふうに思っとるわけですが、情報開示ということは、そういうことを求めておるわけなん

ですけれども、その点はどのようにお考えですか。 

 

○熊田 司委員長   副市長。 

 

○副市長(川野四朗)   市のほうが補助金を出しておるものにつきましては補助金等の要

綱できっちりと、我々としてもその活動内容を把握いたしておりますので、そういうもの

は我々としては把握をいたしております。ただし、その中身の活動まで我々がコントロー

ルできるかどうかというのは、これはいかがなものかと思います。やっぱり各団体の自主
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性ということもございます。我々といたしましては、その補助金が適切に使われているか

どうか、その活動が適切かどうかということは毎年毎年チェックをしながら、行政評価も

あわせてやりながら新たな補助、毎年度の補助金という形で執行させていただいておりま

す。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと誤解をいただいたらいかんわけですが、補助金を出している

団体の活動をコントロールせえなどということは、さっきも一言も言うてないんです。活

動状況はどうであるかということを把握しているかどうかということが第１点。そして、

その把握しているものが議会なり市民の目にやはり見えるようにしておく。それがわかる

ようにしておくと。こういうことをどうお考えですか。そういうものは常に公開をする、

開示をするという姿勢をお持ちですかということを聞いておるわけです。誤解をいただか

ないようにしてほしいんですけれども、そういう姿勢を持ってほしい、するべきだという

ことを言っているわけです。 

 

○熊田 司委員長   副市長。 

 

○副市長(川野四朗)   補助金は先ほど言いましたように適切に執行されておると、私ど

もは確信をいたしております。そういうふうな活動内容、補助金の使用状況等については

決算書もいただいておりますので、私どもがいただいた資料でございますから、開示請求

があれば開示するということはやぶさかじゃございません。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それは開示請求ということじゃなくて、一般行政事務の事務調査とい

うことになると思うんですね。ですから、所管の範囲でそういう調査に対してこたえると

いうことでいいと思うんです。開示請求というような手続をするようなものでもないとい

うふうに思うんですが、これは議会と執行部との関係であると思うんですね。これは開示

請求の対象じゃないと思います。事務調査だと思います。 

 

○熊田 司委員長   副市長。 

 

○副市長(川野四朗)   先ほど言いましたように、各団体は自主的な活動をしておるわけ

でございますので、私どもが知り得たものについて皆さん方に、こちらのほうから積極的
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に発信するということはいかがなものかと思います。皆さん方が、要求があれば、先ほど

言いましたように開示請求であろうと、議会のほうで審議の過程で必要だということであ

れば、何ら出すことについてはやぶさかじゃございません。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   議員活動の中での事務調査に対して、やはり資料はお出しいただくと

いうことで理解しておきたいと思います。 

  それは補助金だけではなくて、これは指定管理の問題についてもやはり共通していける

ような話ではないかと。サンライズにしてもサイクリングにしましても担当所管では、も

う早くからその状況についてはつかんでおったということだったろうと思うんですね。と

ころが、それがなかなか見えないというか、指定管理の約束事の中で、かなり先延ばし、

隠すということではなかったんでしょうけれども出てこなかったと。それが問題の発見と

いうか、問題の指摘がおくれることになり、さらに、その問題が進んでいくという状況が

生まれたと思うんですね。ですから今後、指定管理をしていく上で、そういった改善をせ

んとあかんのではないかというふうに思うわけですが、指定管理選考委員会として副市長、

そういうポジションにおられるんですけれども、その点いかがお考えでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   指定管理につきましては、毎年モニタリングというよう

なことで担当課のほうで直接事業者、指定管理者にヒアリングを行って、収支計画、ある

いは運営状況、事細かにモニタリングを行っております。それらを的確にやっておれば事

前にそういう問題も防げるのではないかというように思いますので、今後は、このモニタ

リングも一層、各担当課にお願いをして、強化してまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   モニタリングということですけれども、それが適切に行われているか

どうかということをチェックをし、見ていくのが議会の仕事であろうと思うんですね。で

すから、議会と執行部とのそういう関係は常に適切な関係が必要だと思いますし、緊張感

も必要なんですけれども、共有するという姿勢も必要であろうというふうに思うんですけ

れども、その点いかがですか。 
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○熊田 司委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   今後、モニタリング等もさらに強化をして、議員の皆さ

ん方のお知恵もいろいろおかりをして、指定管理が順調に進むようにやっていきたいと思

っております。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   ちょっと２点聞き漏らしたというか、確認をしたいことがあるんです。

１つは、市民税、固定資産税の前納制度の０.３％の減額なんですが、これは担当部長、

奨励金はなくなるということなんですが、前納制度は残るわけですか。 

 

○熊田 司委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（入谷修司）   前納をいただくのは当然、前納できるということでござ

います。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それはそれで結構なんですが、これはもう冒頭にも申し上げましたよ

うに、中田市政のほんまにいい政策の一つであったと思うんです。これがなくなるという

のは非常に残念。そこでお願いしたいのは、ぜひ委員会、本会議で否決をしていただくよ

うにお願いをしたいということであります。 

  それともう一点、生活保護の受給の関係で、市営住宅、県民住宅に入っている方が２０

０人中２０数人あったかと思うんですが、これは生活保護の受給において、持ち家の方は

受給できないんですか、自宅を持っていても受給できるんですか。その辺ちょっとお願い

します。 

 

○熊田 司委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   持ち家の方で生活保護が受給できるかということで、持ち家

の方ももちろん生活保護は受給できます。 

 

○熊田 司委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   わかりました。終わります。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   まだ特別会計も控えているわけですけれども、一たんの総括いう

ことでお聞きをしたいんですが、行政評価についてお尋ねしたいんですけれども、決算審

査、一般会計いうことでこれまでやってきて、いろいろ意見が出て、これは議会の意見と

して先ほどの副市長の答弁でもありましたように、いろいろと持ち帰って、またいろいろ

検討されると期待をしておりますけれども、一方で行政評価もまだまだ終わりのない課題

であると思います。まず、この行政評価について、今後の日程とかはどんなスケジュール

でされていくんですか。この決算審査を踏まえての行政評価という考え方はあるんですか。 

 

○熊田 司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   今年度の行政評価のスケジュールについて申し上げますと、

実は、もう一次評価をしていただきまして、職員によります二次評価のほうも８月中にも

う済んでございます。 

  今後は９月の下旬に、この二次評価結果をそれぞれの担当課のほうへお示しをしまして、

その後、微調整をいたしまして、 終的には３月の議会のほうに報告をさせていただいて、

その後、公表というような予定になろうかと思います。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   課長、僕、何を言い出すかはようわかっていると思うんですけれ

ども、事業仕分けですよね。もう日本全国ブームは過ぎたように思われている方もいるか

もわかりませんけれども、まだまだ地味に地方の自治体は続けてます。これは別に議会の

審査を放棄するわけではなくて、執行部の中での職員研修のような意味合いを持って続け

ているような自治体もあります。ここまで課長たくさん出られて、答弁一回もせんで済ん

だわと、もしかしたら思われている方もいるかもわかりませんけれども、公開の場で、い

ろんな公開の仕方もあって、別に中継なくてもいいと思うんですよ。市民が外部から議決

権のない賛成反対とかと、いろんな取り組みの仕方があるので、三、四年前から僕もやっ

てはどうですかと提案をしてみたものの、これはもう市長の裁量ということで、どこの自

治体いろいろ勉強もしてきましたけれども、やっぱり市長の思い一つでやられているとい

うこともよく見てきました。現状を市長、どのような認識を持たれておりますか。 
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○熊田 司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   事業仕分けというそういう一時、国のほうで積極的に取り組んだ

ということで市民なり、かなり市民のそういう団体なりが注目をした形ですが、私は、あ

んまり乗り気でございません。というのは、その事業仕分けをする中身をある程度理解が

できて、ただこれはおかしいというだけで、そんなんをまな板の上に乗せられて、わから

ん人が一緒に、ああ、それはええわということになったら果たして、私らがいろいろ考え

ていることが実際できるんか。逆にまた、ちょっと今触れましたが、議員さんがやはり市

民の代表で、十分勉強された皆さん方が予算なりそういう事業の精査をしていただける二

元性代表の形ですから、大きな問題では当然そういうことも必要やと思いますが、ふだん

日常的に通常的に進行している中では、私は余り乗り気ではございません。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   またそういうやじはやめてください。私もそんな別に、いろいろ

とらえ方もあると思います。職員だけで行政評価をされているということで、いろんな目

線で職員同士でやり合っていてほしいなあというような希望も持って提案をさせていただ

いていますので、またいろんな機会で、事業仕分けって一言で言ってますけど、いろんな

やり方があるので、そういうのも含めて、また努力をしていただきたいなあと思っていま

す。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  阿部議長。 

 

○議長（阿部計一）   私、常に職員に厳しいことを言っているわけですが、特に窓口業

務のことについてお尋ねしたいんですが、私も窓口へちょいちょい、特に南淡は地元です

ので行きます。そういう中でやはり職員というか、行政のサービスの原点というのは窓口

業務にあるのではないかなあと思うぐらい、私はそんなふうに感じています。なぜならば、

常に各セクションには、休憩は別として食事の時間なんかは常に節電で電気を消して、今

は休憩の時間なんだなあ、食事の時間なんだなあということはわかるわけですが、窓口に

ついては常に人目にさらされている緊張感の中で仕事をされている。そういうことで各窓

口業務のセンター長にお聞きをしたいんですが、２２年度の総決算の中で窓口業務として、

例えば、私、窓口は南淡のほうへよう行きます。何か非常に忙しそうで、人数的にどこと

もちょっとこれは不足しとるん違うかなというような思いがあるわけですが、その点を含
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めて各センター長から一言、２２年度の決算について、状況を報告していただきたいと思

います。 

 

○熊田 司委員長   緑総合窓口センター所長。 

 

○緑総合窓口センター所長（長尾重信）   遅くなりましたが、緑総合窓口センターの長

尾でございます。よろしくお願いいたします。 

  今、議長さんのほうから御指摘がありました総合窓口での２２年度の総決算的なお話と

いうように受けとめたんですけれども、緑総合窓口では、やはり議長さんも窓口によく来

られるという話もありましたが、来客される市民の方が快くその目的を達成していただく

という意味で一番 初には、あいさつということ、いろいろ市長もよくおっしゃられます

が、あいさつということから初めて住民の方が要望されておるそれぞれの事業といいます

かね、事務を執行させていただいておるというところでございます。 

  やはり住民の方にしましても 初の一言なり、顔を見た瞬間といいますかね、その第一

印象が大変重要かなと思ってございますので、その辺には十分気をつけてと思っておりま

す。もう一つは 後、帰って行かれるときにも、ありがとうという言葉をいただけるよう

な対応をしていくように、課員には日ごろから心がけるようには注意をしてございます。

何人かの方には、２２年度もありがとうという言葉もいただいたようなこともございます。 

  以上でございます。 

 

○熊田 司委員長   西淡総合窓口センター所長。 

 

○西淡総合窓口センター所長（前田和義）   西淡総合窓口センター、前田でございます。 

  私どもも緑の所長が言いましたように、来客があったときのあいさつ、また、お客さん

の達成しようとする目的、これを迅速に済ませようというようには心がけております。ま

た、窓口ということで庁舎の案内もございますので、各部署でどんな業務があるかという

ことも職員にも知らせて、この迅速な対応に心がけているところでございます。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   三原総合窓口センター所長。 

 

○三原総合窓口センター所長（久田三枝子）   三原総合窓口センター、久田でございま

す。よろしくお願いいたします。 

  三原では、緑、西淡同様、迅速に笑顔で対応させていただきます。特に三原は、ほかの

３窓口よりお客様が倍ぐらい多いので、お客様からの不満点とかいうのもね、直接は聞い
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ておりませんが、皆さんも聞かれる場合もあるかと思いますが、職員一同頑張って、大き

な声で「おはようございます」「こんにちは」「ありがとうございます」の徹底をさせて

いただいておりますので、フォロー方またよろしくお願いいたします。 

 

○熊田 司委員長   南淡総合窓口センター所長。 

 

○南淡総合窓口センター所長（山下達也）   南淡総合窓口センターの山下です。どうぞ

よろしくお願いをいたします。 

  南淡総合窓口センターにおきましても各総合窓口と同じように、あいさつをモットーに

現在取り組んでいるところでございます。市民の方々の的確な要望の把握、それから笑顔

等々、非常に少ない人用で毎日緊張した面持ちで努めています。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   阿部議長。 

 

○議長（阿部計一）   完璧な御答弁ありがとうございました。終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   利点として、合併したときには専門職を雇えるというふうなことを言

われておりました。今回、あの人形座等についても非常に専門職がいないがために、いろ

いろと不備も多々あるというふうに私は感じております。今、下水道部は、川上委員の質

問に委託費が多いと。それには、やはり自分らで下水道事業団の分を外して、自分らでや

っているというふうなことも言われておりますけれども、やはりこの委託費が多いのは現

実であって、もう少し今後、市の職員等について、やはりその専門職を雇うべきではない

のかなというふうに思うんですけれども、市長、いかがでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   これは私も合併時にはそういうような旧町の職員なり町民の人に

も、そういうお話をしたことがございます。現実、やはり南あわじ市になってから、いろ

いろ専門職がこの場面におったらなあということも感じることが多ございました。可能な

限り、今、福祉の関係とかはいろいろと専門職がふえておりますが、ただ、今回の人形座

もそうでありますし、人形会館もそうでありますし、また、今進めております庁舎の問題、
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またこれからもいろいろ予想される、そういう大きな事業につけては、やはり職員そのも

の自身が採用ということでなくして、他の設計士の皆さんなり、そういう派遣できる組織

なり、そういうところからの人たちの知恵をかりたり、また、協力を得たりということは、

これからもっと進めていくべきやと思います。そういう場面を感じているわけでございま

すので、なかなか市の職員としてもプロパーを張りつける場面、それをどんどんふやして

いきますと、やはり定員適正化の問題がありますので、そういう事業を展開する場合に、

そういう人たちをお願いして、いわば嘱託職員になるのかどうかわかりませんが、それは

今後必要が増してくるという認識はいたしております。 

 

○熊田 司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   今回の人形会館においても議員のほうから指摘されました。他の専門

家にアドバイス、見てもらえばどうやというふうなことも言った中で、私たちは責任持っ

て積算しておりますと、そういうふうな答弁で、こういう事態が起こっています。私は、

設計士は別として、やはり今はコンピューターの時代なので、やはりコンピューターの維

持管理、保守ですか、そこらの委託費も結構ばかにならん。ですから、特に若い子が今す

ぐれた技術、自分ら個人で持っておるわけですよね。ですから、そういう能力のある子を

雇えて、今後そういうふうな分野で活躍してもらえばというふうなことも含めてお願いし

て、終わっておきます。 

 

○熊田 司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  質疑がございませんので、質疑を終了いたします。 

  これより、採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１号、平成２２年度南あわじ市一般会計決算の認定について、原案のとおり認定

すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○熊田 司委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  以上で、一般会計決算の審査は終了しました。 
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  次に、特別会計の審査に入りますが、説明員入れかえのため、暫時休憩します。 

  再開は１５時２０分といたします。 

 

（休憩 午後 ３時０８分） 

 

（再開 午後 ３時２０分） 

 

 ２．認定第１０号 平成２２年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計決算の認定につ 

          いて 

 

○熊田 司委員長   それでは再開をいたします。 

  認定第１０号 平成２２年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計決算の認定につい

てを議題とします。ページは１９８ページから２１５ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  久米委員。 

 

○久米啓右委員   ２１０ページのこれは財産管理費の需用費の修繕費、修繕料になって

いますけれども１億円、もう少し細かく説明をお願いしたいと思います。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   ここの修繕料１億６６万３,３４２円の内

訳なんですけれども、備品修繕のほうが２３９万４,０００円ほどと、それから公用車４

台分の修繕いうことで、あと３４万、それから設備修繕料ということで９,７９２万８,０

００円、これは主に、設備修繕のほうについては三洋電機のほうへ支払った移転とか電柱

立てかえ分の修繕料でございます。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   移転というのは具体的に地権者とか線下地主とかの要望、あるいは建

築工事に支障になったとかということの移転ですか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 
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○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   ここの移転、移設の部分、ＮＴＴの電柱が

悪くなったので移設しますいうことで移設したり、例えば、お家のほうを建てかえたいう

ことで、その前にある電柱が邪魔になったいうことでの移設、それから公共工事に係る分

で、道路拡幅したときなんかに電柱の移設に伴う移設工事等でございます。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   線路工事の場合、修繕と設備の棲み分けはどういう棲み分けしていま

すか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   ここの修繕料でございますけれども、先ほ

ど申しましたような移設の工事等が主な要因でございます。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   軽易な移設等は修繕で認められると思うんですが、例えば、長期スパ

ンになったりすると設備工事になる場合があると思うんですけれども、そういう工事はあ

ったんですか。それとも全部修繕料でやったんですか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   去年度、大きい部分といたしましては、倭

文土井の道路拡幅による部分のような、これは３００万ほどかかったんですけれども、そ

ういうふうな部分の修繕で、ここで修繕をすべて支払っております。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   ちょっとその辺の仕分けがあいまいのように聞こえるんですが、電柱

の立てかえは、所有者、ＮＴＴとか関西電力の立てかえに伴うものだけですか。それとも

自営柱の立てかえも含んでいるんですか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 
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○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   自営柱の立てかえの部分については、前年

中は聞いておりません。ＮＴＴ柱とか関電柱の立てかえによるものでございます。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   ケーブルの移設の修繕と設備工事の棲み分けですね。その辺がちょっ

とはっきりしていないように思うんですが、修繕ですと単年度で経費として落とせると思

うんですが、その辺はきっちりと処理できているんでしょうね。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   簡易な備品修繕とかもここの修繕料で支払

っておるようなところで、修繕全般については、ここで全般支払っておるようなところで

ございます。 

 

○熊田 司委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   ２３年度もその辺の精査をきっちりして、設備管理を行っていただき

たいと思います。終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   所長、簡単なこと聞くさかい、ちょっと簡単に説明してください。 

  この２０８ページの有料番組ガイド委託料３９９万７,０００円何ぼ、これは、気象情

報というのは、あれ多分１２チャンネルでなしに、気象のやつだと思うのやけど、この有

料番組ガイド委託料というのと２１０ページの有料番組借上料９８１万３,０００円とい

う、これについてちょっと説明お願いできます。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   有料番組ガイド委託料については、議員、

先ほどおっしゃったように、２７チャンネル分のオプション分の部分とか、ＷＯＷＯＷと

か、スターチャンネルの部分の有料ガイド誌の発行するための委託料でございます。 

  有料番組借上料の部分９８１万３,６８９円の部分についてもオプションの２７チャン
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ネルとか、衛星放送とか、グリーンチャンネルの支払いの部分でございます。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ショップ番組いうんけ、反対に宣伝したよるやつは、あれは反対に金

もらえよるのけ。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   ショップチャンネルのほうも２２年度、夜

間にケーブルのほうで放送しております。その部分についてはショップチャンネルのほう

からの配信の手数料ということで、その他雑入のほうに４１万６５６円、２２年度は歳入

されております。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そこで、所長、このケーブルを使って地元のＣＭいうか、地元企業な

り、その辺のあれは別にしても構わんのでしょ。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   そのとおりでございます。２２年度のケー

ブルのＣＭの放送料については、その他雑入のほうに１３万６,５００円が歳入に支払っ

ていただいております。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ちなみに、１３万何ぼやけど、１社で、どれだけのＣＭで、どれぐら

いのＣＭ料というか、取っているのですか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   １件の部分については窯業関係の会社さん

の部分でございますけれども、ここの部分については１５秒で２４週間ということで、１

０万８,５００円、それからあと学習関係のところなんですけれども、３０秒の部分で１
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週間を２回放送、２週間分ですね、放送させていただいております。これが２万８,００

０円分の納入でございます。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   実際、こういうこと言うていいかどうかわからんのやけど、できるだ

け地元の、僕は、メイド・イン・ジャパンで、地元の消費というのは地元でやってほしい

という思いがあるのやね。お金回すのによ。そやから地元のそういうふうな企業のＣＭい

うやつをよ、こんなに高く取らんとよ、安価でＣＭをしてあげていただきたいなあという

ような思いがあるのやけど、洲本のケーブルなんか見とったら、かなり企業のＣＭが、南

あわじ市のケーブルに比べたら多いと思うんやけど、その辺、洲本ケーブルとの価格とい

うか、その辺はどうなんですかね。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   南あわじ市のケーブルのＣＭ料なんですけ

れども、１週間で３５回以上で、放送時間が１５秒なんですけれども、ケーブルテレビの

加入者であれば９,０００円、淡路島テレビジョンの料金は、１週間で４０回以上いうこ

とで２万１,０００円、それから一番大きいところで南あわじ市の部分では２４週間、６

カ月分ですね。これが８４０回以上の放送で３０秒で、ケーブルテレビ加入者であれば、

これだけで１６万８,０００円と。洲本の淡路島テレビジョンの料金だと、６カ月、９６

０回以上で３７万８,０００円というようなところでございます。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そこで、私は市内の業者は９,０００円でええのよ。市外業者やった

ら、それはもっと取っても構わんのやけど、その辺を企業にケーブルでのＣＭをよ、もっ

と積極的にやな、安い値で、市内の業者やったらほんまに９,０００円で放送したっても

うてよ。それで洲本の業者やったら倍ぐらい取って、それで採算合わせてもうてでも、と

にかくそういうＣＭでもある程度の収入得れるようによ、努力していただきたいなあとい

う思いがあるのやけど、所長、どうですか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   今のところ、ケーブルのホームページなど
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でケーブルのＣＭの募集を載せておりますけれども、また自主放送で、こんな、うちのほ

うでコマーシャルやってますよいうふうな番組、お知らせをつくりまして、また、その辺、

周知していきたいと思っております。 

 

○熊田 司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ほんまは民間と同じような、そういう経営感覚を持っていただいて出

向いていってでもよ、そういうふうなＣＭ作成ちゅうかやな、お互いにやはり金もうけで

きるような方法でよ、考えていただきたいということを要望しまして終わります。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   その番組制作を大体、月２０本ぐらいつくっとるっちゅう話だったん

ですけれども、これはもう外部流出コストはなしで、全部内部コストでやっとるんですか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   去年度までは月２０回を超える自主番組を

つくっておりました。ことし４月からなんですけれども、週２回放送いうことで、今のと

ころ月３０回ぐらいの自主番組の放送、それだけ流しております。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   それは全部もう内作でやっとるということ。これで見る限りは、どう

もそういうことでの費用が出ていないようなんですけれども、全部内作でやっとるんです

か。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   放送については自分ところで、ニュースに

ついては自分ところで作成して放送しております。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   お金の件、わかりました。大体、番組制作にスタッフ８人ぐらいとい
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う話だったかと思うんですけれども、その辺の事業とか、大体、月３０本、じゃあ絶対、

毎週毎週流していますよね。「こちら市役所です」とかいろいろコミュニティ放送をやっ

ていますけど、３０本つくって、４週で３０本、そのぐらいあるのかもわからんですな。

それを８人で走り回ってつくっとるというのが実態ですか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   現在のところ、前年度までは週１回のニュ

ースでしたけれども、４月からは週２回、火曜日と金曜日に、新しくまたニュース放送を

しておるようなところでございます。人員についても制作のほうについては今のところ９

名で制作しております。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   わかりました。その件は、私、一般質問でやったんですけど、もっと

もっと見てもらうような努力をしてほしいということは言ったんですけれども、これはあ

んまりその場では合わないと思うので別にしまして、全体では４億５,０００万ぐらいの

年間経費で運用しとるんですけど、一般会計から２,３００万ぐらい繰り入れしている格

好で運用しとる格好ですけど、歳出で見ますと、逆に、これは８,６００万、一般会計に

繰り出している格好になっていますね。この辺の関係、ちょっともう一回、ちょっとわか

りやすく教えてもらえますか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   ケーブルの一般会計からの繰り入れいうこ

とで、この部分については２,３８１万８,６５０円、一般会計へ繰り出した部分がござい

ます。この部分についてはケーブルテレビ使用料の部分の各課からの生活保護世帯の減免

とかの部分のケーブルテレビ使用料の歳入でございます。それから今回、出のほうにつき

ましては一般会計への繰出金ということで、８,６１４万３,０００円ということで一般会

計のほうへは繰り出しを今回もさせていただいたようなところでございます。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   ということは全体の事業として見たときには、６,０００万ぐらいの

要するに収入・支出でいきますと、財産とかは別にして、大体、営業収入で３億何千万あ
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りますけど、どっちかといったら、もう収入で賄えておると。人件費、その他有料番組と

か、いろいろ施設の修繕費も含めて、大体賄えておるというのが今の実態ですか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   ケーブルテレビ会計では賄えておるような

状態なんですけれども、ケーブルテレビ事業するに当たって起債とかございますので、そ

の部分を一般会計へ、その起債の部分の償還金の部分で、その部分があるので、ケーブル

テレビ特会だけを見ると４,０００万円のプラスが出とるというような形だと思います。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   ということは、きちんと収支均衡しながら事業は運営しとると、そん

な感じで今は運営しとるわけですね。もうちょっと努力すれば、もっともっと料金下げれ

るか、そんな話にはなっていくという、事業全体としては、そんな感じでとらえておって

よろしいですか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   事業全体としては今のところ、去年度につ

いては４,０００万円のプラスでしたけれども、今後とも局舎内の部分で老朽化が来てお

る関係上、一般会計への繰り出しもその辺、修繕が上がっていったりしたら、やっぱり一

般会計への繰出金も少なくなる可能性もあるんじゃないかと思います。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   終わります。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   番組のことについて伺いたいんですけど、子ども映画祭の入賞作品と

かを流しとったことがあったと思うんですけど、そういうのは著作権とかいうのは別に問

題なく流せるものなんですかね、番組なんですかね。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 
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○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   私どもで流させていただく部分については、

撮影者の意向とか聞いた上で流させていただいておるような状態でありますので、著作権

については問題ないかとは思っております。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   以前も市民からの投稿ビデオみたいなものとか、高校の放送部なんか

がコンテストに出すような作品とか流せたらいいなあと常々思っているんですけれども、

その辺と著作権とかそういう部分の関係いうのは、どのように考えておられますか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   淡路三原高校の方が全国大会へ行くような

受賞作品もこの前も放送したんですけれども、その部分についても高校の顧問の先生とか

撮影者に許可をいただいて放送しとるような形をとっておりますので、それも著作権につ

いては問題ないかとは思っております。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   ということは写真と同じように、例えば、自分で撮ったものを市民が

持ち込んでとかいうのも扱えるということですかね。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   著作権は問題はないですけれども、そうい

うふうな写真とかの部分であるであれば、肖像権の問題がちょっとひっかかるようなもの

もあるかとは思います。 

 

○熊田 司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   私も以前、その放送部の話したときに肖像権を高校のほうが心配しと

ったのは確かにありまして、以前流れたんですけど、商店街のおかみさんとかをずっとア

ップで映したりしとる分について、その辺の肖像権とかを確認していないと、ちょっとま

ずいんかなあというふうな感じは受けたんですけれども、できるだけ身近な映像が流れて、
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親しみが持てるような、視聴率が上がるようなことに努めていただきたいというふうに思

います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２１年と比べまして、この使用料及び手数料ということで、これは加

入者の使用料ということになると思うんですが、１.５％の伸びと収入が１.５％、合計で

４.８％の伸びということで、歳出のほうが７.７％の伸びというようなことになっている

ようですけれども、これについてどのように考えておられますか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   中身的なことでよかったでしょうか。 

  歳入のほうについては、２１年度と比べて４.８％の増額ということで、金額的には２,

１１０万５,０００円の増額ということでございます。その中で、分担金及び負担金のと

ころが対前年比２８％の増というところでございます。この部分については、加入分担金

が２１年度分については２４６件だったのが、２２年度については５５１件と、件数につ

いては３２０件ほどの増ということに伴う加入分担金の件数が増額した部分での増額と。 

  それから、下の使用料及び手数料の部分については、５４０万４,０００円の前年から

見た増額の部分については、ケーブルの基本使用料の部分、それからインターネットの件

数の増というものでの増額でございます。 

  それと、繰越金が１４７.５％ということで増額しております。この部分については、

前年度の歳入歳出の残がふえたということで、９２７万３,０００円の増額でございます。 

  それから歳出のほうでございますけれども、７.７％対前年比からふえたと。金額にい

たしまして３,１３７万５,０００円の増というものでございます。この部分については主

に一般会計の繰出金、２２年度が８,６１４万３,０００円、２１年度が６,４００万、２,

２１４万３,０００円の増額が主な要因でございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２１年度の決算見ますと、前年に比べて使用料が４割ほどふえたと。

これだけ見えてくれる人がふえたということだろうとは思うんですけれども、ことし２２

年度決算を見ますと、加入者については１万６,８１０で、大体３００世帯ぐらいが加入

増というふうになっておりまして、加入者がふえているという印象は物すごくあるわけな

んですけれども、その使用料としてはあんまりふえていないということは、これはどうい
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うんでしょうか、平成２０年に比べての使用料の伸びは、２０年から２１年の伸びは４割

もあったと。２１年から２２年にかけては加入者はふえて、使用料も１.５％の伸びであ

ったという、このあたりがちょっと、内容がもう少しわかればなあというふうに思ってお

るんですが。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   ケーブルテレビが旧の２町から平成２０年

に４町ということで、旧４町分ということでエリア拡大したことに伴っての対前年のほう

については、それだけふえたというようなことであろうと思います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   使用料の減額処置というようなことがあったのかな、それはなかった

んですかね。それが通常のものになったということではないんですか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   使用料の減免部分については１億２,００

０ぐらいであったんが、今回みたいに２,３００万というような部分の、その差額だと思

います。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ただ、歳入の目標としとったところに比べまして、予算では大体１,

０００万ぐらいが足らなかったというような決算になっとると思うんですけれども、数字

的にはそれで間違いないですね。数字はそうなっているように思うんですが、予算に比べ

て調定したものが約１,０００万近い、足らずというのがあるように思うんですけれども。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   使用料の部分については少し予算的には見

込み過ぎていたのかなあというところのものでございます。 

 

○熊田 司委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   先ほど原口委員も意見をおっしゃっておられましたけれども、それに

あってもやはり加入者ふえている。３００世帯、大方４００世帯近くが努力の中でふえて

いるということで、定着もしてきているし、また、番組の工夫でいろいろとまた伸ばす余

地もあると。先ほどのアジア国際映画祭のほうも、これは主催団体との関係もあろうかと

思うんですけれども、著作権なども注意をしながらも身近な映像を流すとか、あるいはア

ーカイブであったり、オンデマンドであったりというような、こういうようなことも今後

取り組んでいく中で、より加入者をふやしていくということも可能ではないかなというふ

うに思っとるんですが、そのあたりいかがでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   加入者のほうについても去年の３月からこ

としの３月にかけて、３００人ほど加入者がふえておるような状態でございます。今後と

も皆様に見ていただけるような、加入していただけるような番組づくりをつくっていきた

いと考えております。 

 

○熊田 司委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   今、ケーブルテレビにつきましては時々見させていただくんですけど、

これはニュース等、キャスターさんおられると思うんですよね。それのキャスター教育い

うの、アナウンス教育いうたらいいんですか、そういうのはやられておりますか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   キャスターの教育の部分につきましては、

現在２名の女の方にキャスターをしていただいておるようなところでございますけれども、

その者については、ことしに入って兵庫県の神戸のほうにあるＮＨＫで研修を受けたり、

東京にあるＮＨＫのほうには、この１カ月後ぐらいには２人、研修に行かせるような予定

ではございます。 

 

○熊田 司委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   それはそれで田舎らしくていいとこもあるんですけれども、表情とか

しゃべり方とか訓練していただいて、見やすい、聞きやすい放送づくりにしていってほし
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いなあというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   ついでにちょっと１点お聞きします。 

  現下の経済状況やひとり暮らしの人が亡くなるとかいう状況から、契約解除などは件数

あるんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   契約解除のほうについても件数はやはりご

ざいまして、去年、加入者の部分が５００件ほど加入がふえたわけなんですけれども、そ

の部分、３月末では、その５００ふえらんと、３００数名程度の増ということで、あとの

２００については解約というような形でございます。 

 

○熊田 司委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   その場合、例えば、地デジになってＮＨＫなんかも丁寧に契約解除の

案内もしましたが、その手続的には十分に対応されておりますか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   今回、地上デジタルに変わるに当たりまし

て、旧西淡、三原のほうにアナログチューナー配布しておったところの部分について、そ

こでＢＳ関係の部分を、ＢＳのアナログですね、その放送を見られた方については、この

７月２４日に終わるというふうな通知はさせていただいております。 

 

○熊田 司委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   よくわかりましたので、結構でございます。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  柏木委員。 
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○柏木 剛委員   お聞きします。テレビのほうの加入者はわかったんですけど、インタ

ーネットの加入者、これは収入が８,９９０万あるんですけど、これは単価と市場競争力

をどう評価しているか。それから、実際これ何件ぐらい接続しているか。そのあたりちょ

っと、どうなっていますか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   インターネットの加入者につきましては、

平成２３年の３月で２,９１４件でございます。それで今現在、８月末では２,９０１件と

いうようなところでございます。金額については月額２,６２５円という大変お安いよう

な単価になっております。 

 

○熊田 司委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   結構です。わかりました。終わります。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 

  出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   参考資料のほうで正職員１１名とあるんですけれども、ケーブル

テレビの方やったら皆さん一般職になるんでしょうか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   一般の職員については、議員おっしゃられ

たようなとおりでございます。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   これは、ケーブルテレビができて１０年ということで、僕も１０

年間見てきたわけではないですけれども、年齢構成がほかの部署に比べて、かなり若いな

あという印象を受けているのとあわせて、人事異動もわりかし少ない部署なのかなあとい

うふうに思うんですけれども、どういう考え方で運営をされているんですか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 
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○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   人事異動の関係については、総務のほうで

人事は行っておるようなところでございますので、私どものほうについては臨時職員が現

在７名いますので、その臨時職員の７名は専門性を持って、今現在取り組んでいるような

ところでございます。 

  以上です。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   僕の思い込みですかね。あんまり人事異動ないような思い込みで

すかね。 

 

○熊田 司委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   ケーブルネットワーク淡路のみならず、人事異動については

近やはり、かなり小規模になってきていることは事実でございます。ただし、ケーブル

につきましては、合併以前に旧町の２町から立ち上げたときに、プロパーで採用された職

員については現在もほとんど、そのケーブルネットワーク淡路か情報課のほうに配属され

ているというような事実でございます。ただし、それ以降、合併以降につきましては当然、

その職員の希望をとったり、また、適材適所を考えた中での異動でございますので、そう

いうふうな状況でございます。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   その２町時代のプロパーさんというのは何名おられるんですか。 

 

○熊田 司委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   正職員４名でございます。 

 

○熊田 司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   わかりました。 

 

○熊田 司委員長   ほかに。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   御異議ございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１０号、平成２２年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計決算の認定につい

て、原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

 ３．認定第１１号 平成２２年度南あわじ市広田財産区管理会特別会計決算の認定につい 

          て 

 

○熊田 司委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１０号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  次に、認定第１１号、平成２２年度南あわじ市広田財産区管理会特別会計決算の認定に

ついてを議題とします。ページは２１６ページから２２７ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１１号、平成２２年度南あわじ市広田財産区管理会特別会計決算の認定について、

原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 
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 ４．認定第１２号 平成２２年度南あわじ市福良財産区管理会特別会計決算の認定につい 

          て 

 

○熊田 司委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１１号は、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  次に、認定第１２号、平成２２年度南あわじ市福良財産区管理会特別会計決算の認定に

ついてを議題とします。ページは２２８ページから２４１ページまでです。 

  これより質疑を行います。ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１２号、平成２２年度南あわじ市福良財産区管理会特別会計決算の認定について、

原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

 ５．認定第１３号 平成２２年度南あわじ市北阿万財産区管理会特別会計決算の認定につ 

          いて 

 

○熊田 司委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１２号は、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  次に、認定第１３号、平成２２年度南あわじ市北阿万財産区管理会特別会計決算の認定

についてを議題とします。ページは２４２ページから２５３ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○熊田 司委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１３号、平成２２年度南あわじ市北阿万財産区管理会特別会計決算の認定につい

て、原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

 ６．認定第１４号 平成２２年度南あわじ市沼島財産区管理会特別会計決算の認定につい 

          て 

 

○熊田 司委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１３号は、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  次に、認定第１４号、平成２２年度南あわじ市沼島財産区管理会特別会計決算の認定に

ついてを議題とします。ページは２５４ページから２６５ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   質疑ございませんので、質疑を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１４号、平成２２年度南あわじ市沼島財産区管理会特別会計決算の認定について、

原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○熊田 司委員長   挙手多数です。 
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  よって、認定第１４号は、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  お諮りします。 

  審査の途中ですが、本日の審査はこれまでとし、次の審査は、あす９月１５日、午前９

時より開催いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田 司委員長   御異議なしと認めます。 

  よって、本日の審査はこれで終了いたします。 

  本日は、お疲れさまでした。 

 

（閉会 午後 ４時０３分） 
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決 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２３年 ９月１５日 

                           午前 ９時００分 開会 

                           午後 １時３０分 閉会 

                     場 所   南 あ わ じ 市 議 会 議 場 

 

Ⅰ.出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（１６名） 

    委 員 長    熊  田     司 

    副 委 員 長    出  田  裕  重 

    委 員    廣  内  孝  次 

    委 員    谷  口  博  文 

    委 員    久  米  啓  右 

    委 員    原  口  育  大 

    委 員    柏  木     剛 

    委 員    川  上     命 

    委 員    楠     和  廣 

    委 員    印  部  久  信 

    委 員    小  島     一 

    委 員    砂  田  杲  洋 

    委 員    蛭  子  智  彦 

    委 員    登  里  伸  一 

    委 員    長  船  吉  博 

    委 員    森  上  祐  治 

    議 長    阿  部  計  一 

 

  欠席委員（２名） 

    委 員    蓮  池  洋  美 

    委 員    北  村  利  夫 

 

事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    高  川  欣  士 
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    次 長    阿  閉  裕  美 

    課 長    垣     光  弘 

    書 記    川  添  卓  也 

 

  説明のために出席した者の職氏名 

    市 長    中  田  勝  久 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    市 長 公 室 長    中  田  眞 一 郎 

    総 務 部 長    渕  本  幸  男 

    財 務 部 長    土 井 本     環 

    市 民 生 活 部 長    入  谷  修  司 

    健 康 福 祉 部 長    郷     直  也 

    産 業 振 興 部 長    水  田  泰  善 

    農 業 振 興 部 長    奥  野  満  也 

    下 水 道 部 長    道  上  光  明 

    市 長 公 室 次 長    橋  本  浩  嗣 

    総務部次長兼選挙管理委員会書記長    林     光  一 

    財 務 部 次 長    細  川  貴  弘 

    市 民 生 活 部 次 長    原  口  幸  夫 

    健 康 福 祉 部 次 長    藤  本  政  春 

    産 業 振 興 部 次 長    興  津  良  祐 

    農 業 振 興 部 次 長    神  田  拓  治 

    下 水 道 部 次 長    松  下     修 

    会 計 管 理 者    馬  部  総 一 郎 

    次長兼監査委員事務局長    高  見  雅  文 

    市 長 公 室 課 長    田  村  愛  子 

    総 務 部 総 務 課 長    佃     信  夫 

    財 務 部 財 政 課 長    神  代  充  広 

    財 務 部 管 財 課 長    堤     省  司 

    市民生活部税務課長    藤  岡  崇  文 

    市民生活部収税課長    垣  本  義  博 

    市民生活部生活環境課長    高  木  勝  啓 

    健康福祉部長寿福祉課長    小  坂  利  夫 

    健康福祉部保険課長    川  本  眞 須 美 

    産業振興部商工観光課長    阿  部  員  久 
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    産業振興部企業誘致課長    北  川  真 由 美 

    国 民 宿 舎 支 配 人    北  川  満  夫 

    農業振興部農業共済課長    宮  崎  須  次 

    下水道部企業経営課長    江  本  晴  己 

    下水道部下水道課長    小  谷  雅  信 

    下水道部下水道加入促進課長    喜  田  展  弘 



 

－ 344 － 

Ⅱ.会議に付した事件 

 

 付託案件 

 １．認定第 ９号 平成２２年度南あわじ市産業廃棄物 終処分事業特別会計決算の認定 

          について････････････････････････････････････････････････３４５ 

 ２．認定第 ２号 平成２２年度南あわじ市国民健康保険特別会計決算の認定について 

          ････････････････････････････････････････････････････････３４９ 

 ３．認定第 ３号 平成２２年度南あわじ市老人保健特別会計決算の認定について 

          ････････････････････････････････････････････････････････３６８ 

 ４．認定第 ４号 平成２２年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

          ････････････････････････････････････････････････････････３６８ 

 ５．認定第 ５号 平成２２年度南あわじ市介護保険特別会計決算の認定について 

          ････････････････････････････････････････････････････････３７５ 

 ６．認定第 ６号 平成２２年度南あわじ市訪問看護事業特別会計決算の認定について 

          ････････････････････････････････････････････････････････３８４ 

 ７．認定第１５号 平成２２年度南あわじ市下水道事業会計決算の認定について･･３８５ 

 

 ８．認定第１６号 平成２２年度南あわじ市農業共済事業会計決算の認定について 

          ････････････････････････････････････････････････････････４０４ 

 ９．認定第 ７号 平成２２年度南あわじ市慶野松原海水浴場特別会計決算の認定につい 

          て･･････････････････････････････････････････････････････４０５ 

 10．認定第 ８号 平成２２年度南あわじ市土地開発事業特別会計決算の認定について 

          ････････････････････････････････････････････････････････４１１ 

 11．認定第１７号 平成２２年度南あわじ市国民宿舎事業会計決算の認定について 

          ････････････････････････････････････････････････････････４１１ 

 

Ⅲ.会議録 
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決算審査特別委員会        平成２３年９月１５日（木） 

                 （開会 午前 ９時００分） 

                 （閉会 午後 １時３０分） 

 

 １．認定第９号 平成２２年度南あわじ市産業廃棄物 終処分事業特別会計決算の認定に 

         ついて 

 

○熊田司委員長   それでは、おはようございます。 

  昨日に引き続き、決算審査特別委員会を開催します。 

  北村委員より、都合によりおくれる旨の連絡がありましたので報告いたします。 

  認定第９号、平成２２年度南あわじ市産業廃棄物 終処分事業特別会計決算の認定につ

いてを議題とします。ページは１８３ページから１９７ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この処分場に持ち込まれているものですけれども、市内と市外との量

というのはどうなってますでしょうか。 

 

○熊田司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   おはようございます。生活環境課、高木でございます。

よろしくお願いします。 

  この産業廃棄物 終処分場につきましては、市内の廃棄物のみでございます。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   公共事業とかで市外から出たものを受け入れたりしたということはな

かったんですかね。 

 

○熊田司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   これは地元とも約束もございまして、市外のものは受け

取っておりません。 
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○熊田司委員長   ほかにございませんか。 

  久米委員。 

 

○久米啓右委員   決算で歳入がかなり伸びておりますが、この主な要因の分析はされま

したか。 

 

○熊田司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   歳入の分につきましては、２１年度比較といたしまして、

２,１１９万８,３１２円と少なくなっております。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと聞き忘れとったんですが、先ほどの関係なんですけども、市

内のものか市外のものでないかというのは、何によって確認されてるんでしょうか。 

 

○熊田司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   はい、２つございます。 

  産業廃棄物につきましては、マニフェストが徹底されております。 

  それと、あと事前に契約で券を購入しております。そのときにすべてチェックできてお

ります。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   すべて台帳は管理をどこでされてますか。 

 

○熊田司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   これは現場から日々、日報が生活環境課のほうに届いて

おりまして、日々、業務をそこですべて整った形で次の日々ということで、当日で台帳を

完了させております。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   マニフェストの管理をされているということですね。 

 

○熊田司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   マニフェストも閉鎖されるまですべて管理しております。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは閲覧はできるんでしょうか。 

 

○熊田司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   閲覧はできますけれども、すごい膨大な量でございます。 

  また、契約書によりつづってございますので、そちらのほうが閲覧しやすいかと思いま

す。 

 

○熊田司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   もう基本的なことをちょっとお尋ねすんねんけど、これは伊加利の処

分場のことを言うとんのね。ほんで、もちろん、かわらくずとかコンクリート片とか来よ

るわけでしょ。ほんならあと、何年かしたらその処分場が満杯というかや、そのあたりは、

見込みはどうですか。 

 

○熊田司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   説明資料の２７２ページにありますように、ただいまの

埋立率といたしまして、６３.５４パーセント。残りが３６.４６パーセントになっており

ます。それで、過去５年間の平均が４.４パーセント。過去３年間の平均が２.９パーセン

ト。その間を取って３.５パーセントというのが私の見込みでございまして、平成３２年

前後に完了という予定になろうと思います。 

 

○熊田司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ということは、もう１０年したら、その処分場は新たな所をつくらな

いかんということけ。 
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○熊田司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   これは当初２０年の予定で操業してまいりましたけれど

も、 近やはり搬入量が減っておりますので、その辺で少し寿命が延びておるとお考えい

ただきたいと思います。 

 

○熊田司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ほんならフェニックスでやけど、向こうへ行きよるやつの違いっちゅ

うのは何なんですか。 

 

○熊田司委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   まず、産業廃棄物っていうのは、これは品目によって特

定されておりまして、我がほうの管理しとる分につきましては、３品目のみです。つまり

かわらくずと、あとコンクリートがら等の建築廃材、それと残土でございます。 

  フェニックスに行っとんのは、 終処分場としてどうしようもならない埋立ごみと焼却

灰でございます。 

 

○熊田司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第９号、平成２２年度南あわじ市産業廃棄物 終処分事業特別会計決算の認定につ

いて、原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 
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○熊田司委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第９号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  先ほど連絡するのを忘れておりましたが、蓮池委員のほうから欠席の旨の報告をいただ

いておりますので、報告させていただきます。 

 

 ２．認定第２号 平成２２年度南あわじ市国民健康保険特別会計決算の認定について 

 

○熊田司委員長   次に、認定第２号、平成２２年度南あわじ市国民健康保険特別会計決

算の認定についてを議題とします。ページは１ページから５５ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   国保税の算定を収納されたということですけど、ここにも毎年の表が

挙がっておりますが、この滞納の中身なんですけれども、所得階層といいますか、これに

よって随分と違うというか、低所得者に滞納が、件数としてですね、多いのではないか。

金額としても比率が多いのではないかというふうに思っておるわけですが、例えば所得階

層で１５０万円以下、年間所得１５０万円以下の階層での滞納というのはどの程度になっ

ておりますでしょうか。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   １５０万円以下はちょっと資料は集計してないんですけども、

１００万円以下が約７３パーセントございます。それと、２００万円以下ですけれども、

１６パーセントということで、２００万円以下の所得の世帯が約９割ございます。以上で

す。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   滞納になった場合、相談はもちろん、まず相談から入って分納をして

いくということがあって、それでも収納ができない場合に、短期証の発行、資格証明の発

行というようなことになるんでしょうか。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 
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○収税課長（垣本義博）   基本的には分納ということで、国保税も税でございますので、

５年の時効がございます。ですから、分納誓約ということで誓約書を出していただいて、

とりあえず時効をとめると。それで、今の生活状況とかいろんな状況、うちの財産調査も

いろいろしますけども、そういう基礎資料をもとに今幾ら払えるのかという額を、お互い

相談しながら分納の額を出しております。 

  それと、今、国保税には資格証ということがございますので、なるべく短期証、２カ月

のものでつないでいけるような分納の計画書を出していただくようにしております。以上

です。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   何点かあるんですが、仮に分納誓約をしながら分納していってる間に、

現年分が新たに滞納になっていくというようなケースも結構あるのかと思うんですけども、

そういったケースはありますか。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   なかなか現年をカバーして滞納分を分割納付していくという

のはかなり難しいものがございます。 低でも現年分は上回る、過去の分も含めての年間

の分納額を決めております。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   処理としてはこれまで私もケース当たったことがあるんですけども、

分納した場合に、滞納分からまず入れていくというようなやり方をしておった時期もあっ

たかに思うんですけども、そんなことはなかったんですか。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   滞納者につきましては、特段、相手方の申し出がない場合、

基本的に古い税から充当していきます。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、滞納分から入れていくと、新たな滞納が現年で生まれ
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てくるという仕組みになってるということですね。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   だからそこが問題で、滞納が減ってもまた新たに、新たな税

が翌年度に加わるという、悪循環ともいわれる状況にもあります。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これはちょっと以前に調べた資料なんですけども、２００９年度とい

いますから平成２１年のですね、１０月にお聞きした資料なんですが、そのときに南あわ

じ市での短期保険証が３９６、資格証明書が２７３という資料を持っておるんですが、現

状はどのようになっておるでしょうか。 

 

○熊田司委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   平成２３年３月末で資格証が２３３、短期証が４８５でご

ざいます。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   資格証が２３３、短期証が４８５ということですね。これで見ますと、

当時よりも資格証明の発行は４０減り、短期証が９０件ふえていると。 

  この間、学齢児童に対しては、資格証明ではなく短期証ということを無条件にするべき

であるという通達といいますか、行政指導というようなものがあったように思うんですが、

それはいかがでしょうか。 

 

○熊田司委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   資格証の世帯のうち高校生世帯が２６世帯で、そのうち５

１人に発行しております。短期証世帯のうち、高校生のいる世帯が１０２世帯で、１７６

人に６カ月の短期証を発行しております。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   子供たちのためには資格証明じゃなく短期証という原則で臨むという

ふうに理解してよろしいでしょうか。 

 

○熊田司委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   はい、そういうことでございます。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほどの所得階層で、２００万円以下で大体滞納の８９パーセントと

いうことでございます。 

  国保そのものがこれまでいろんな場面で発言といいますか、指摘をさせていただきまし

たように、低所得者を中心にして構成されている保険制度であるということから、医療費

に対してどうしても支払い能力が足りないということになってくるのかと思うんですが、

この所得階層の２００万円以下の方で、その階層の保険税の合計、支払われるべき保険税

の合計というのは計算されてますでしょうか。 

 

○熊田司委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   今、その２００万円以下の世帯での保険料の算出資料、手持

ちございませんので、申しわけございません。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   私のちょっと調べた資料なんですが、南あわじ市、県がつくった資料

なのかとは思うんですけれども、提出しておられると思うんですが、２００万円以下で世

帯数が大体６,０００世帯ぐらいになるのかと思うんですね。大体、ざっとですけれど６,

０００世帯ぐらいになるんじゃないかと思うんですが、いかがですか。違いますか。所得

階層２００万円以下の世帯、資産割とかそういうのは抜きにしてですね、所得階層２００

万円以下が大体６,０００世帯ぐらいになりませんか。ざっとですが。 

 

○熊田司委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   申しわけございません。ただいま委員がおっしゃったデータ、

当課のほうでは持ち合わせておりません。申しわけございません。 
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○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それはね、ぜひ常に持っていただいておきたい資料なんですけども、

国保運営協議会などでも配られるべきような数字かなというふうに思っておるんですが、

それはもうこれは調べた、こちらで調べた範囲ですので、非常に詳しい資料がありますの

で、例えばそれを見ますとですね、先ほどの保険税収入ということで見たときに、これは

平成２１年の資料だとは思うんですけれども、保険税の算定で、合計で基礎課税というこ

とでその合計を見ておるんですが、全体で１７億７,９４１万円が国保税の算定ですね、

決算を見ますと。決算資料は国保税の歳入が１７億７,９４１万４,０００円というふうに

なっておると思うんですけれども、その中で医療分ということであるわけですが、全体の

やはり７割、８割が２００万円以下の先ほどと同じような数字になろうかと思うんです。

例えば、この所得割１００万円以下、８０万円を超え１００万円以下の方での保険税の算

定額というのは、資料として持っておられますか。その階層での。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   収税課は、ある程度この所得では幾らの保険税の、大ざっぱ

な計算なんですけども、今、一人当たり４万５,０００円かかります。それと世帯割３万

５,９００円かかります。所得割が１０パーセントちょっと。資産割が３割ちょっとかか

ります。例えば今言う、委員がおっしゃっているこの１００万円というのは、かなりの所

得、今言う２００万円であれば、２００万円の所得の人は、例えば年金、６５歳以上であ

ればその人の支払い額は３２０万円にもなります。この２００万円というのはかなり高額

所得に当たると思います。例えば今言う１００万円とすれば、今言う年金は６５歳以上で

あれば１２０万円の控除があります。だから、２２０万円の人が年金の支払い者がおりま

すと、奥さんと２人、２人世帯の場合、２２０万円支払いを受けております６５歳以上、

２人世帯でございますと、今言う１００万円の３３万円基礎控除を引きます。ですから６

７万円ですか、６７万円の約１割ちょっとということで、７万円ぐらいの所得割が出てき

ます。その家に例えば１０万円の固定資産税がかかっておれば約３割と。３万円ちょっと。

そやから、資産割と所得割で１０万円、今言う均等割、平等割、２人なんで９万円ですか、

それと世帯割の３万５,９００円、今のやつを全部合わせたやつがこの２人世帯、６５歳

以上の保険税となります。よろしいでしょうか。恐らく２０万円ぐらいになるかとは思う

んですけども。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   大体そういうことなんだろうと思うんですけども、仮に総収入が２２

０万円で、所得算定をした場合１００万円ぐらいになるというような説明だったかに思う

んですが、そういう理解でよろしいですか。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   年金者の場合はそのとおりです。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   年金者以外の場合は、もう少し控除がふえるということですか。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   そやから、年金者以外、例えば農業とかいうのは、もうそう

いう粗利益から経費を引いた部分、残りが１００万円という所得になります。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   実質的な可処分所得というような理解をするわけなんですけれども、

２２０万円に対して平均で２０万円ぐらいという説明でございました。大体１０パーセン

ト少し切るぐらい、前後あると思うんですけども。これがですね、消費税と同じなんです

けども、５００万円収入ある方の１０パーセントという負担感と、２２０万円という収入

の方の１０パーセント負担感ということになると、年間でさまざまな使えるお金というの

は減ってくると。使えるお金がですね、同じような率であったとしても絶対額が小さいと

いうことになるかと思うんですが。 

  例えば、今の協会けんぽというのはよく比較するわけなんですけれども、この協会けん

ぽの場合、個人の負担ですね、例えば２２０万円というのが収入ということで考えた場合

に、一体どれぐらいの税負担になるんでしょうか。個人の負担ですが。 

 

○熊田司委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   平成２３年９月分からの保険料率で計算しますと、ただい

ま２２０万円ということですので、月額にすると２０万円で計算してもよろしいでしょう
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か。月額２０万円の方で本人負担が９,５２０円でございます。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １カ月１万円を切るということで、年間１１万円前後ということです

から、国保に比べると協会けんぽの場合は大体半分ぐらいの負担でいけると。国保の場合

はざっと倍の個人の負担がかかるというような説明だったかに思うんですが、そういうこ

とでしょうか。 

 

○熊田司委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   ただ、おっしゃるとおりなんですけども、協会けんぽの場

合は事業主が同じだけの額を支出しております。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １つの保険を構成するということで、協会けんぽの場合は事業主が負

担してくれる。国保の場合、これ事業主というのはないわけですけれども、考えによれば、

南あわじ市であったりということがあると思うんですけれども、これは市民の中での話で

あるんですが、考え方なんですけどもね。南あわじ市もこれに対しては、負担というのは

現状であれば、昨年は９,０００万円ということで、あといろいろ繰入金ということでし

ていただいてるかに思うんですが、これを仮に事業主負担というような考え方で、仮に置

くんですけども、置くとしましたら、大体この国保税の収入で１７万円、国保税負担が半

分というふうになりますと１８億円ですから、南あわじ市の場合も当然１８億円ぐらいの、

１８億円以上のもの入ってるんでしょうかね。どうなんでしょうか。 

 

○熊田司委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   保険税の軽減分とかその他いろいろございまして、市で負

担しておるものが大体同じ程度ございます。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ですから、市の負担をもってしてもですね、事業主が先ほど負担して

くれる分差し引いたということだったんですけれども、市の負担をもってしても市民の負
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担というのは軽くなっていないというふうに思うんですね。そうなりますよね。個人の負

担は結局１０パーセントかかるわけですから、協会けんぽの場合は、個人の負担は大体そ

の半分でいいということですから、同じような所得にあっても、市も頑張って入れてくれ

るわけですが、これ負担はやっぱり、負担感というのは国保の場合、非常に出てくるとい

うふうに思うわけですよ。保険の仕組みがね、これ随分違うので、当然そういう結果にな

っておるわけですが。 

  ですから、国にあっても県にあっても、そういう低所得向きのということでやっておる

わけですね。所得階層の保険加入者の数を見ましても、先ほど２００万円の所得が非常に

高額所得だというようなことをおっしゃっとったわけですが、これ高額所得と言えるんで

すか。幾らぐらいのイメージをされてますか。高額ということで。２００万円の所得とい

う方の収入は一体どれになるんですか。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   私が申し上げたのは、年金の受給者ということで、なかなか

今の時代、３２０万円の収入を受けられる年金受給者の方はほとんどいないのかなという

感があります。例えば市役所を退職しても二百二、三十万円。２４０万円ぐらいかなと。

多くてもそういう思いがあるので、例えば６５歳で１２０万円引いたとき、市役所の職員

でも所得は１２０万円かなという思いがあります。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今、国保の加入者が１万７,０００人ぐらいだったかに思うんですが、

そのうち年金生活者といわれる方は何人ぐらいおられるんでしょうか。国保で。 

 

○熊田司委員長   執行部、資料はございませんか。 

  保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   承知しておりません。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ですからね、今、説明を伺ったわけですけれども、年金所得の方を例

に出して高くない、高額所得だというような説明であったように思うんですが、ちょっと

説明がちょっと足りないというのか、十分答えていただけてないという印象を持つわけで
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す。 

  私が問題にしてるのは、結局、国保というのは低所得者向けの保険であって、しかも負

担率というのは、協会けんぽに比べて非常に負担があると。行政も頑張ってやっとるけれ

ども、末端は頑張ってやっとるけれども、なかなかこの負担軽減にはなってないという実

態をつかみたかったわけなんですけども。私はそういうふうに思っておるわけですが、は

い。 

 

○熊田司委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（藤本政春）   健康福祉部の藤本でございます。 

  今、蛭子委員のおっしゃる低所得者に対する軽減ですけれども、国保におきましては、

保険税の７割、また５割、２割という低所得者に対する軽減の措置がございます。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それは承知しとるんですが、これは市がつくられた資料だと思うんで

すけれども、介護支援、いろいろあるんで、平成２２年度でですね、こんな資料があるん

です。所得が、世帯主６０歳の方の所得１００万円、妻５８歳の無所得、資産ゼロ。この

方の２割軽減該当というふうにこれはなってます。２割軽減該当。この方の保険税、幾ら

になってるかわかりますか。これ執行部がつくった資料やと思うんですけども。言いまし

ょうか。１３万９,６００円ですよ。２割軽減して１３万９,６００円ってこういう数字が

出てるんですね。これやっぱり、ちょっとやっぱり、もうちょっと今もその説明もですね、

少し違うように思うんですよね。だからちょっとね、やっぱり考え、それ資産が１０万円

あるという方なんですけど、固定資産税がね。ちょっと説明が足らないように思うんです

が、これが７割軽減になってくると負担は非常に少ないです。７割軽減になると、先ほど

の方で、世帯主６０歳で所得ゼロ、資産ゼロということですから、生活保護レベルかなと

いう印象なんですね。こういう方では７割軽減なります。その方は保険税１万６,２００

円ということになるんですけども、ほぼ生活保護レベルやというふうに私は思うんですね。

だからおっしゃってるようなこととはちょっと実態が違っとんではないか、また調べてい

ただいてと思うんですが、これはあくまでもそちらが資料を持ってないということで、私

が持った資料ですので、食い違いがあったらまた反論してもらったら結構なんですけれど

も。反論するだけの資料を今お持ちでないということでしたら、これを事例として申し上

げたいと思います。 

  ですから、以前にも他の委員もいろいろ質問されておられました。平成２２年には９,

０００万円ということで、これまでにない市長の英断の中でやっていただいて、軽減、減
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額にはならなかった、保険税が上がる抑制にはなったというようなことだったですけれど

も、生活の実態やいろいろ国保に取り巻く環境を見れば、やはり税を抑えるというだけじ

ゃ足りないということも思うわけなんですが、その点いかがでしょうか。 

 

○熊田司委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   今の経営状態でございますと、保険税を据え置いていくこ

とが精いっぱいだと考えております。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そら、課長から見たらそうでしょうけれども、実態はもうそういうこ

とでは追いつかない実態になってると。これをやっても水かけ論になると思うので、実態

をもう少しリアルにつかんでいただきたい。まだ十分つかめてないような印象を持ってお

りますので、よろしくお願いいたします。終わります。 

 

○熊田司委員長   ほかに。 

  楠委員。 

 

○楠和廣委員   付属資料の１７７と決算書の３ページの上段の国民健康保険税の収入未

済額、不納欠損収入未済額の数字についてお伺いをいたしますとともに、このように付属

資料の説明では、現年課税世帯が９,５４５世帯で、滞納繰越世帯が１,７０６世帯。この

うち定期分割の納付が５１８世帯という説明をされておるんですが、この不納欠損の後の

収入未済額は、やはり先ほどからも短期証明、資格証明とかいう滞納の金額、年数によっ

て発生してくるということですが、この収入未済額はそういった滞納繰越に発生してけえ

へんかと思うんですが、それは、その数字はいかがですか。わかりませんか。質問の要旨

がわかりませんか。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   ２３年度の現年滞納繰越を合わせて５億４,３００万円とい

うことで、２２年度に比べまして３,５００万円程度減っております。 

 

○熊田司委員長   楠委員。 
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○楠和廣委員   未済額のほうが５００万円ほどふえとるということ、これは滞納、市税

でもそうですが、経済状況にも県下ではそういった税、保険税等も含めて、滞納者が滞納

金額も数字も大きくなり、滞納者もふえてきているんですが、この世帯数が９,５４５世

帯、現年課税分の世帯数で、これは口座振替とかいろいろの納付されとるんですが、その

中で滞納繰り越し分として１,７０６世帯ということは、この１万１,２５１世帯のあれか

らいうたら１４パーセントぐらいになると思うんですが、それだけの滞納世帯が現実にあ

るという理解でよろしいでしょうか。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   決算附属資料１７７ページなんですけども、ことしが１,７

０６、去年２２年度末なんですけども、１,７２５、大体１,７００前後。去年に比べて１

９件滞納世帯は減っておりますが、額はふえております。 

 

○熊田司委員長   楠委員。 

 

○楠和廣委員   パーセントにしたら１４パーセントぐらいになるんですか。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   その率というのは、国保全体加入世帯に対する分母として１,

７００幾らの率をおっしゃってるんですか。 

 

○熊田司委員長   楠委員。 

 

○楠和廣委員   １万１,２５１の１,７０６です。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   そうしたら、加入世帯数で割っていただければ、率はそのと

おりです。 

 

○熊田司委員長   楠委員。 

 

○楠和廣委員   １４パーセントだということやね。 
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○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   そのとおりです。 

 

○熊田司委員長   楠委員。 

 

○楠和廣委員   はい、わかりました。 

 

○熊田司委員長   ほかに。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   ちょっと今の楠委員と言われたことと重複すると思うんですが、この

決算資料とこの資料を突き合わせて見たらですね、まずお聞きしたいのは、この決算書の

収入済み額が１７億円何がしということなんですが、この決算の付属資料を見ますと、１

８億４千何がしという数字が挙がっておるんですが、これは、この違いは何ですか、まず。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   １８億円何がしは、その年の２２年度の調定額です。それか

らこの１８億円のうち国保の現年は、ことしは９１.４４ありました。ですから、その調

定額に９１.４４を掛けていただければ２２年度の収入額となります。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この収入未済額ですけどね、これは今までの過去からの累計であると

思うんですが、２２年度、単年度の収入未済額というのは、国保税に関しての収入未済額

っちゅうのは幾らなんですか。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   １８億円に、調定額に８.５６を掛けていただくと収入未済

が出ます。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   いやいや、もう課長、そんな難しいことを言わんと、とにかく２２年

度に国保加入者に対して国保税を請求しとんでしょ。請求しとんでしょ。２２年度に対し

ての未収額というか未済額は単年度で幾らですか。これはもう。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   単年度で１億５,８００万円です。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そない言うてもうたらええねんな。 

  そうしますとね、これ収入未済額の滞納が、滞納も２２年度分に何ぼかずつ入ってきて

ますわね。入ってきてるんですが、この単年度で１億５,０００万円ということになりま

すとね、いわゆる予算規模、調定額、予算に対してちょっと１割がいわゆる単年度で未収

が起こっておるというように理解してよろしいんでしょう、まず。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   そのとおりです。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それでですね、次、聞いていきたいんですが、まず不納欠損というの

が毎年出ておるんですが、この２,１００万円という欠損はどういうことで不納欠損をさ

れておるんですか。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   不納欠損は税法に基づいて欠損します。国保税をかなり移動

する人が多いんですけども、私、分析する限りでは約３割が行方不明者、不明者がおりま

す。あとの７割について、滞納処分するなり、逆に財産が、財産がある場合は滞納処分す

るんですけれども、財産なしとか、生活困窮であれば、滞納処分の執行停止ということを

しております。それを執行停止、財産調査を経て執行停止した後、不納欠損ということに

しております。 
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○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それで、この１億５,８００万円の未納があるわけなんですが、この

１億５,８００万円の未納者に対して、短期証を発行している場合と、いわゆる資格証を

発行してる場合があると思うんですが、この比率はどないなってますか。いわゆる短期証

が４８５で資格証明が２３３ということなんですが、この未納者に対して、これは短期証

と資格証の割合、数はどないなります。 

 

○熊田司委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（藤本政春）   資格証の発行につきましては、滞納が納付日より１年

以上というようなことでございますので、今言うこの現年に対する収入未済については、

短期証の対象であるというようなことでございます。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これは担当者に聞きたいんですが、これ通常の市税への滞納もなんで

すが、国保の滞納ということになってきますと、それは市税も滞納されたら市政の運営に

支障を来すんですが、これだけの滞納者が出て、この資格証明とか短期証明ということに

なってきますと、病気になった場合の診療ですね、このことについて資格証明の場合は個

人負担、全額負担でしょ、これは。 

 

○熊田司委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   はい、そうでございます。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   私はこれいつも思うんですが、資格証明発行の２３３名という方は、

生活保護を受給された場合には、医療費は市のほうから出してもらって無料になるわけで

すね。ここらの兼ね合いっちゅうのは、健康福祉部、同じ部の中で国保を担当してる部と

生活保護の関係の課とは、これはどんなような協議をされておるんですか。もう本当の行

政の縦割りの中で行政を進めているんか、ここらの調整をどんなようにしたらええかとい

うような話っちゅうのは、部の中ではされておるんですか。 
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○熊田司委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（郷直也）   国保の滞納者の方と生活保護のこの相関関係について、特

に課同士のやりとりであるとかそういうふうなことは今は実際行っておりません。 

  ただ、生活保護の場合は、現時点で生活が困窮している。それで支援してくれる方もい

ない。資産もないか、あるいはあっても相続が非常に難しい。いろんな諸条件を勘案して

生活保護を受ける 低限の金額に、いわゆる憲法２５条の問題なんですけども、必要 低

限の金額にも満たないという方について生活保護を行っているわけで、そこら辺は特に保

険料を、保険税を納付してないから即、生活保護とかそういうふうな形の相関関係という

のは現在ございません。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   市長、ちょっとこれ今聞いてもらったと思うんですが、保険税の支払

いが不納で、資格証明者が２３３名もおると。ここらの生活保護との兼ね合いですね、受

給者と。これ、市長はどんなように思いますか。 

 

○熊田司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   そういう人たちは非常に、こういう一たん病気になったりとかい

うことでは気の毒な立場にあるんですが、なかなかほんなら、それを国保の中で無料にす

るとかいうことは、やはり一つの制度が定められて、それに基づいてこういう運営をしと

んので、状況は、そういう立場は理解してあげたいけど、それを崩していくと、とどめな

く私は制度の崩壊につながっていくと思います。 

  ですから、これはもう事情で、やはりそういう立場になられた人には、今申し上げたと

おり気の毒だという気持ちはありますが、これは日ごろから健康なときに貯蓄をするなり、

働けるときに一生懸命働くなり、これは私は世の中のルールやと思います。 

  ですから、今非常に生活保護を受けてる人が南あわじ市でもふえてきております。これ

はもう全国、全部です。その背景には景気の後退とかいろいろ要因があると言われてます

が、これも病気をしたり大きなとてつもない思いもかけない状況でそうなるという場合は、

これはもう同じ国民ですから支え合うということが大事ですが、中にはどんだけの人があ

るかわかりませんが、ちょくちょく聞くのでは、そういう以外の人も一部あるように聞い

ております。これは私は現実、実態をそこへ行って調べたわけではございませんが、やは

りそういうルールをやはりちゃんとしないと、幾ら全体的な形で理解をしようとしても、
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今申し上げたほんとにどんな立場から見てもほんとにそういう支えをしなきゃいけない。

これはやはり行政であったり、また国保の場合でも相互扶助という基本でございますので、

それは大いに私は対応していくということであろうと思います。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これは担当者にまた同じようなことになると思うんですが、この１割

がたのこの保険料の未納ですね、これで累計５億４,０００万円もの収入未済額っちゅう

ことが挙がっておるんですが、これ担当者としてこの対応ですね、これはもう、なかなか

こういう未収、未納者に対する対応っちゅうのは難しいと思うんですが、どんなようにさ

れておるんですか。 

 

○熊田司委員長   収税課長。 

 

○収税課長（垣本義博）   国保税だけであれば、その税だけをという思いがありますけ

ども、やはり田舎でございますので、あと固定資産税とかいろんな税、うち収税は４税を

集めているんですけども、その中でもやはり国保優先で入れて、資格証、あるいは短期証

の関係があるので、国保税優先ということで、かなり半分ぐらい、一般のほうは６億８,

０００万円ぐらいの滞納があります。国保税は５億、四千、三千万です。比率はそういう

割合なんですけども、約半分が国保税に入っていきます。そういう状況でございます。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この質問はこれで終わります。 

 

○熊田司委員長   はい。 

  ほかに質問、ございませんか。 

  そうしましたら、ここで暫時休憩をしたいと思います。 

  再開は１０時５分からにします。 

 

（休憩 午前 ９時５５分） 

 

（再開 午前１０時０５分） 

 

○熊田司委員長   それでは、再開をいたします。 
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  先ほどに続きまして、認定第２号、平成２２年度南あわじ市国民健康保険特別会計決算

の認定についてを議題といたします。 

  質疑はございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほどの関連、休憩前の質問に関連するんですが、南あわじ市の国保

税、あるいは市民税等々の減免規定、あるいは国保の窓口一部負担金の減免規定というの

があると思うんですが、その中で減免に該当する条件というのはどのようになっています

か。 

 

○熊田司委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   委員、御存じのとおり、国民健康保険税の軽減制度としまし

て、昨年の４月から、特に経済情勢の悪化とか雇用情勢が非常に厳しい状況の中、リスト

ラ等で一方的な解雇等による非自発的な離職等の国民がふえてきたというような状況下で、

まず条例も改正させてもらいましたが、昨年度の４月１日より軽減制度として実施してお

りますのが、前年度のリストラの対象として、雇用保険での受給資格者証等の対象の範囲

もあるわけなんですが、該当しますと前年所得を１００分の３０で計算させてもらいまし

て国保税を算定する制度がまず１つございます。 

  それと、それにあわせまして、当市の国民健康保険税減免規則を全面的に改正させてい

ただきまして、これも昨年の４月より運用をさせていただいております。その内容といい

ますのが、先ほどの雇用情勢の悪化等に伴う一方的なリストラ等による非自発的な離職等

によりまして、所得が激減し、国保の算定につきましては、御存じのとおり、前年度の所

得を基準とした課税というような形になっておりますので、過重な負担となる場合の対策

としまして、被保険者の状況等、総合的に勘案しまして、適正に生活困窮者等に対応する

ということで、これも離職の対象者の内容によるんですけども、それぞれ条例で定めた内

容で減免制度の対応をしているところでございます。 

  この制度の昨年度の実績でございますが、まず条例減免のほうにつきましては、昨年度

４３件の申請がございました。それと軽減制度の適用者につきましては、昨年１３８件の

件数、申請がございました。以上でございます。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは大体共通してるかと思うんですが、減免の対象になる場合は、

これまでのところでいきますと、地震やあるいは風水害による災害による大きな被害、あ
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るいは干ばつやこういう例外などによる収入の激減、３番目には休業やあるいは解雇等々

による失業ですか、これによる収入の著しい低減、それに加えて前３つに類するような事

情がある場合というのは、これまで記述されていた内容であったかに思うんですが、それ

に加えて、先ほど生活保護あるいは解雇というようなことが加えられたというような認識

をしておるわけですが、それでよいでしょうか。 

 

○熊田司委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   従来の規則でございますと、今、委員がおっしゃったとおり、

災害で被災された方への対応でありますとか、生活保護に該当するような方への対応であ

るとか、その辺は明記されておったわけなんですけども、失業等に対する部分に対しまし

ては、具体的な明記がございませんでしたので、昨年度の４月１日からの施行につきまし

ては、その辺を具体的に明記させていただいて、具体的な内容での対応をさせていただい

ているというところでございます。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それで結構なんですが、そういう具体的に収入の低減という、急激な

低減なりいうようなことになるわけですけども、低所得に対しての考え方も、やはりもう

少しこれに類するというような記述もありますので、それも考慮しながらやっていただけ

たらなというふうに思うわけです。 

  先ほど市長がおっしゃっとったように、とめどがないと、やり出したらもうどこまでも

いってしまうというようなお話をちょっと受けたんですけれども、これについて適正にす

るためには、この一部負担金なりあるいは税の減免を受けたものにあって、その理由が不

正な方法というのかですね、やはりちょっとだましたような方法であれば、これは十分取

り消すということも規定も載っとるわけですから、悪質なものに対しては防止策も講じら

れてるというふうに思いますので、やはりそこは冷静に対応していただいて、この市内の

現状、窮状に対しての積極的なアプローチということも必要でないかなというふうに思う

わけですけども。そういう条例になってると思うんで、市長、そういうことを踏まえても

う一度お考えをお聞かせいただけたらと思うんですが。 

 

○熊田司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   今、課長のほうから具体的な中身について報告をしたところでご

ざいますが、まさにそういうふうに対応できる人は、やはりちゃんと遠慮することなくそ
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ういう人たちも申請をしてもらい、私どもも対応はちゃんとしていくということには当た

り前のことでございます。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ちょっと数字的なことを聞きたいんですが、今、南あわじ市の国保医

療費の推移っちゅうのは、どういうふうになってますか。 

 

○熊田司委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   医療費の推移でございますが、前年、平成２１年から比べ

ますと、医療費全体では０.１パーセントの増でございます。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   微増ということなんですが、１件当たりの診療費というのは大体、国

保の場合はどれぐらいですか。 

 

○熊田司委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   申しわけありません、１件当たりでは出しておりません。 

 

○熊田司委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第２号、平成２２年度南あわじ市国民健康保険特別会計決算の認定について、原案

のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 
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（挙手多数） 

 

○熊田司委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第２号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 ３．認定第３号 平成２２年度南あわじ市老人保健特別会計決算の認定について 

 

○熊田司委員長   次に、認定第３号、平成２２年度南あわじ市老人保健特別会計決算の

認定についてを議題とします。ページは５６ページから６７ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第３号、平成２２年度南あわじ市老人保健特別会計決算の認定について、原案のと

おり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○熊田司委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第３号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 ４．認定第４号 平成２２年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

 

○熊田司委員長   次に、認定第４号、平成２２年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計

決算の認定についてを議題とします。ページは６８ページから８１ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   後期高齢者医療というのは、広域議会で具体的な内容についての議論

がされるということで、ここでは保険料の歳入、歳出ということぐらいしか、ちょっと議

論ができないというようなことになっておるわけですので、この状況ですね、県下の状況

などについてもう少し知りたいと思うんですが、これにはやはり議会に出席をしていただ

いた議員である副市長に聞く以外に方法はないわけですけれども、この２２年の決算議会

はもうされたんでしょうか。 

 

○熊田司委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   過日ありました。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そこで、ここに資料として２０８ページに南あわじ市の負担対象見込

み額ということで、７０億１,７８８万円というようなことが出ておるわけですが、この

意味を説明いただけませんでしょうか。 

 

○熊田司委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（藤本政春）   これにつきましては、南あわじ市における７５歳以上

の後期高齢者の方の医療費の給付額でございます。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは実績ですか、見込みですか。また見込みであれば何を根拠にし

ての見込みでしょうか。 

 

○熊田司委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（藤本政春）   これは見込み額でございまして、広域連合のほうで過

去の実績等を勘案いたしましてはじき出した金額でございます。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   この見込みというのは毎年出ておるんでしょうか。 

 

○熊田司委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（藤本政春）   この見込み額をもってそれぞれの市の負担を求めてお

るわけでございますので、当然、毎年出しておるものでございます。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   見込みと実際とのギャップというのはありませんか。 

 

○熊田司委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（藤本政春）   当然、実績に応じて精算というものが伴ってきており

ます。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   精算があった場合の保険料っていうのはどのようになるんでしょうか。 

 

○熊田司委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（藤本政春）   保険料につきましては、その精算があったということ

であっても変わることはございません。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   その他少し検討いただくべきかなと思うんですけど、見込みよりも多

い場合は保険料がふえるわけで、少ない場合は下がるというのが基本になる。それらが通

年、何年かの範囲で上下があるので、保険料に影響しないという考え方でいいのですか。 

 

○熊田司委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（藤本政春）   この保険料につきましては、広域連合のほうで県下の

２年間における全体の医療費の見込みを出しまして、それに必要な保険料額を保険税率と
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して計算をしております。 

  ですから、平成２３年度については、２２、２３年度で２年間において保険料率を決め

ておりまして、来年については新しい保険制度もございますけれども、それに引き継ぐま

での間、新しい保険税率をことしの後半には検討されるものと思っております。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、７０億円ということですが、これを一人当たり医療費

というふうに考えると、一体幾らぐらいになりますか。 

 

○熊田司委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（藤本政春）   この医療の給付費ですけれども、いわゆる自己負担分

を除いた額がこの医療給付費になりまして、医療費といいましたら自己負担額を含めたト

ータルの医療費でございます。ちょっと、その額については今持ち合わせておりませんけ

れども、この給付額につきましては、これの対象者である８,３００人ほどですけれども、

これで割っていただいたら、一人当たりの医療の給付費が出ると思います。 

 

○熊田司委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（藤本政春）   一人当たり年間９３万円でございます。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ９３万円ということですから高額なわけですけれども、さっきの国保

と比べてどうなんですかね。大体。 

 

○熊田司委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（藤本政春）   失礼しました。今９３万円と申しましたけれども、８

４万５,０００円でございました。 

  国保につきましては、一人当たりの、先ほどの国保の決算付属資料の１８８ページにあ

るんですけれども、これについては一人当たりの医療費ということで、２２年度について

は３０万円ということでございます。 

  それと、医療給付費につきましては２１万８,０００円ということになっております。 
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○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いろいろ考えないといけないことがあるんですけれども、この外来医

療と入院医療という区分はできますか。 

 

○熊田司委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   後期高齢者医療の分については、その分に分けておりませ

ん。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは、分けていないというのはなぜですか。 

 

○熊田司委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   この医療費につきましては、広域連合のほうから書類がま

いりますが、そのうちに分けたものがございませんので、一部、南あわじ市の医療費の計

算をする分にのみ使用しております。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いろいろ健康診査とかですね、国保ではやっておると。この後期高齢

者についてもそういう健康診査というか、こういうことも一つやるんだということであっ

て、それはやはり医療費を少しでも減らしたいという思いでいっとるかと思うんですね。

結局、外来の医療費よりも、やはり入院の医療費が非常に高くついてくると。後ほどの介

護保険等々にも関係してくることであるかとは思うんですけれども、そのあたりしっかり

見ておく必要あるんじゃないかと思うんですが、いかがですか。 

 

○熊田司委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   当然、広域連合のほうではそういう分析をしてやっている

と思います。 
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○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   広域連合ではそういう分析をしているということですので、担当は出

ていないですので、議会に出席をされた副市長にお伺いをしたいんですが、その点どうな

っておりますか。 

 

○熊田司委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   広域連合では、県下で統一してやっておりますので、南あわじ

市の分の資料の提出ということにはいかがなものかと思います。事務調整は各担当が出て

行って広域連合でやっておりますので、事務当局のほうでそういう資料を聴取していただ

くほうがいいんではないかなと思います。 

 

○熊田司委員長   何か責任のなすりつけ合いみたいにちょっと聞こえるんですが、それ

はどうなっておるんです。 

 

○熊田司委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   確認して報告いたします。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   あえて申し上げたいんですが、南あわじ市の代表として副市長が行っ

ておられると思うんですね。南あわじ市の代表ですね。ですから、南あわじ市の動向はど

うなってるのかということは、やっぱりこれ当然、関心を持っておられると思ったんです

けども、質問はそういう質問、南あわじ市のことについての代表としての質問というのは

何かしていただけましたか。 

 

○熊田司委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   質問は第１回の議会ではさせていただきました。特に南あわじ

市の 初でございましたから、部分で、田舎の部分と都市部の部分でかなりの差が出てく

るんではないかというような質問をさせていただいたことを覚えておりますけども、トー

タルとしての話になってきておりますので、個々のケースとしては聞いてはおりません。 
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○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   大変失礼なんですが、これ、副市長、議会何回ぐらいこれまでやられ

ておるんですか。広域議会。 

 

○熊田司委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   年に２回だったと思います。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしたら何回出席されてます。これまで。議員になってからですけ

れども。 

 

○熊田司委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   １回欠席しただけだと思いますので、２回か、臨時が１回ぐら

いある場合もありますが、通例は大体２回ぐらいかなと思います。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これも３年になるのかな。だから６回ないし７回かやられてるかと思

うんですけれども、これそういうそれぞれ出て１回しか発言をしていただいてないという

ことで、ちょっと残念なふうに思うんですね。議員ということですから、代表で行ってい

ただいておるわけですから、いろいろ状況について調べ見ていただいて、やっぱり議員と

しての発言、思いだと思うんですよね、やっぱりしていただかないといけないと思うんで

すけども、今後はしっかりやっていただけますか。 

 

○熊田司委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   必要とあればさせていただこうと思っております。 

  ただ、この議会と違いまして、事前に発言を求めて、その趣旨まで報告しておかないと

発言の機会が与えられないということになってございますので、かなり早くから準備をし

ておかないといけないわけなんですが、できるだけ早く議案等のものもいただいて勉強は

してみたいと思います。 
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○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それはもうルールでね、我々も一般質問であれば通告もしないとだめ

ということですので、やはり南あわじ市民の代表ということで行っていただくわけですか

ら、医療費の関心も、この数字が合ってるのか間違えてるのか、間違ってることはないと

思うんですけれども、しっかり説明もいただいて、南あわじ市での特徴なりをつかんでい

ただいて、特に後ほどのほんとに介護保険との関係に非常に深い問題もありますので、発

言もしていただきたいというふうに思います。この点については終わります。 

 

○熊田司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第４号、平成２２年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計決算の認定について、原

案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○熊田司委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第４号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 ５．認定第５号 平成２２年度南あわじ市介護保険特別会計決算の認定について 

 

○熊田司委員長   次に、認定第５号、平成２２年度南あわじ市介護保険特別会計決算の

認定についてを議題とします。ページは８２ページから１３４ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   これも先ほどと同じように、一人当たりの給付額についてお尋ねしま

す。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   平成２２年度の給付費の総額は３８億３,１８３万３,０

００円でございました。これを認定者という形で割りますと、現在、認定者数は２,８１

２人でございます。一人当たり１３６万３,０００円という額になります。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １３６万円ということで、私もそういう計算をしておりますが、施設

介護と在宅介護ということはどのようになってますか。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   施設介護サービス給付費は１６億１,２００万円でござ

いました。これの利用者数５１５人で割りますと、３１３万円になります。これが施設の

ほうです。 

  残り、若干先ほど認定者数で割りましたから１３０万円という額は少し低くなるわけで

すが、ここの決算付属資料の２２１ページ以降の、それぞれの項目ごとで給付費と利用者

数を書いてございます。それぞれで割り算をしますと、それぞれのサービスの給付額が、

１年間の一人当たりの給付額が出てきます。順次申し上げます。 

  居宅介護サービス給付費ですが、１２億９,２００万円の給付費でございました。それ

を利用者数１,１３１人で割りますと、１１４万２,０００円ということで、先ほどの施設

介護サービスに比べたら、かなり差があるというところでございます。 

  あと、たくさん種類がありますので、主なところだけ申し上げました。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   施設介護の中で、施設介護も３つぐらいの分野に分かれるというふう

には理解をしておるわけですが、１つは老人福祉施設。もう１つは老人保健施設。それか

ら療養型医療施設。３つぐらいに分かれるというふうに思ってるわけですが、どうでしょ

うか。そういう類型分けでいいんでしょうか。 
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○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   そのとおりでございます。決算付属資料の２２２ページ

の、施設介護サービス給付費の事業の目的、効果の欄に書いてございます。老人福祉施設、

いわゆる特養でございます。これが２３２人、老健施設が２３３人、療養型医療施設が５

０人、合計５１５人でございます。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これが平成２４年度までに療養型医療施設というのを廃止するという

ようなことは少し出とったようですが、これはどうなっておるんでしょうか。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   国のほうは民主党政権になって、それを撤廃すると、廃

止することを撤廃すると言っておりました。今、廃止することを３年間延長するというこ

とになっております。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   ６年は 初でした。今は６年ということで、６年間延ば

すということにしています。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この療養型医療施設の利用者は５０人というふうになっておるわけで

すが、南あわじ市での療養型医療施設にはどういうものがあるんでしょうか。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   市内には３カ所の療養型医療施設がございます。いずれ

も病院に併設されるという形で設置されております。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 



 

－ 378 － 

○蛭子智彦委員   療養型医療施設の病床数、ベッド数はどれぐらいになってますか。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   以前、平成２１年度までは１０３でしたが、今現在はこ

れが７０床ぐらいに減っております。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それはやはり国の動向に応じて、転換が図られてるというふうに理解

していいんでしょうか。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   定員を減らしたところについては、回復リハビリという

ことで医療のほうのサービスに変えております。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これを廃止するという、廃止した場合の影響、介護なりの影響という

のはどのように考えられますか。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   当然、まず利用者の側に立ちますと、医療にそのまま転

換してそのまま入所、医療のほうの療養型として入所できれば特に問題がないわけですが、

回復リハのような形で、それまでの療養型と条件が異なると、入るための条件が異なると

いうことになれば、行き先を探す必要が出てまいります。昨今、特別養護老人ホームの待

機者がふえた要因の一つにもなっております。 

  一方、この介護の療養型については、一人当たりの単価が高いいうことで、保険料に及

ぼす影響もかなりございます。それら施設が減れば保険料は安くなる。施設がふえれば保

険料が高くなる。こういう相関関係はございます。 

  いずれにしても、状態が非常に重い方ですので、いずれにしてもその方の対応ちゅうの

が、どんな場合であっても難しい面がございます。 
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○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今の話ですと、療養型医療施設から老人保健施設なりに移ったとして

も、総額としてはこの給付費は変わらないという印象もあるんですが、どうでしょうか。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   介護同士で考えますと、そう大きな差はございません。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、療養型医療施設がなくなった場合に、行き先がなくな

る方が出てくる心配があるということだと思うんですけれども、そういう理解でよろしい

でしょうか。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   まさにそのとおりでございまして、昨年６月１日の特別

養護老人ホームの待機者のうち、必要度が高い方が１０７名、市民でいらっしゃいました。

これは重複を除いた数字です。ことしは１０７名から１５１名にふえております。やはり

療養型の影響もあるのかと思っておりますし、全体的に状態が、介護度が高くなっている

方が多いのかなと思っております。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いずれにしても、療養型という施設が減るとか、施設がなくなれば保

険給付費が減り、保険料は下がるけれども、結局、介護難民とでもいいますか、行き先の

ない人がふえてくるという大きな問題が出てくるという説明だったと思います。 

  ですから、なかなか難しい話ではあると思うんですけれども、やはり、病院医療費との

関係も大いに出てくるわけですが、それが老人病院なりにもし入れば、今度は保険料にも

はね返ってくるというような、いろいろ問題が多様であるというふうにも理解ができまし

た。 

  しかし、この給付費そのものが非常に今後も毎年見直しもされ、恐らくは介護保険料も

今後引き上げていかざるを得ないというような見通しを持っておるわけですが、その点い

かがでしょうか。 
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○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   国が第５期介護保険事業計画の期間、つまり平成２４年

度から２６年度までの介護保険料について、５,２００円、１月という基準額になるんち

ゃうかというふうな試算をしております。南あわじ市は現在３,９００円です。今現在の

３,９００円ですが、国は４,１６０円でしたか、割と近いところにあるわけです、国平均

と。つまり、南あわじ市も国平均に近い線で推計されると思われます。 

  ただ、これについては、今から計算を起こします。試算をしながら特養の待機者の解消

をいかに進めるか、保険料との兼ね合いを見ながら施設整備については進めていきたい。

いずれにしても、１５１名をどうするのかというのが大きなテーマでございます。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   非常に厳しい状況ということは思います。 

  ただ、その中で、例えばこれは介護従事者の処遇改善ということで、２１年、２２年と

いうことでいろいろと努力もいただいたということですが、その結果については、長寿福

祉課ではわからない、つかみようがないというようなお話だったわけですけれども、実際、

介護現場での就職、離職というような状況ということもわからないのでしょうか。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   就職、離職の状況についてはつかんでおりません。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   処遇改善の効果ということについてはいかがでしょうか。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   以前、市が指定管理をしておりました、どんぐりの里及

びすいせんホームの状況については、２１年度分ということで報告させていただいたこと

がございます。２２年度の状況についても両施設に聞きました。その平均としては、改善

額としては、２１年度と同じような月額平均にしますと１万５,９６２円の賃金改善を行

ったということでございました。１９万６,８８１円の賃金を２１万２,８４２円に引き上
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げたということでございます。 

 

○熊田司委員長   よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   １１１ページに権利擁護事業費というのがあるんですけども、相談件

数を見てますと、２２年度６件、２１年度８件があるんですけども、これはどういうふう

な活動をされておるんでしょうか。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   もう一度、どの相談でしたか。 

 

○熊田司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   権利擁護で相談件数が６件とか８件とかあるんですけど、どういうふ

うなシステムで、どういうふうに運営されてるのか。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   この権利擁護の相談については、主に虐待につながるよ

うな相談というふうなことで分類をしております。平成２２年度は６件の相談がありまし

た。そのうち虐待と判断したのが２人いらっしゃいました。あと成年後見とかの相談も受

けております。 

 

○熊田司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   この対象となる事例を、例えばこれは本人が何かそういう求めてくる

とか、家族が求めてくるとか、近所の人が求めてくるとか、何かそういうケースというの

はどういうふうにして把握して、どういうふうに対処されとるんでしょうか。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   相談、第一報というのはいろいろな方から相談がござい
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ます。家族の方であったり本人であったり、あるいは介護にかかわっている方であったり、

ほんとにさまざまでございます。第一報が地域包括支援センターに入りますと、まず状況

確認から入りまして、具体的な状況、中身を検証いたします。 

 

○熊田司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   成年後見の話もあったんですけど、それの今、必要性とか状況という

のはどういうふうな、どういうふうになってるんでしょうか。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   昨今、認知症とかで自分の意思が表現、きちんと言えな

いというふうな方もふえてきております。そういう意味で、施設あたりから身寄りがない

方について、成年後見とかの相談があったりします。成年後見制度については、やはり財

産をどうするんかということが一番大きなことになってきますので、その制度の普及も進

めておりますけども、自分が意思決定できる段階で、任意の成年後見人を選んでいただけ

ればありがたいとは思っております。 

 

○熊田司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そこら辺の数とかいうのは、何か数字として持ってるんでしょうか。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   市のほうで具体的に成年後見制度といいますか、市のほ

うが成年後見人を立てたということは今までございませんが、今現在、一人、相談があっ

て、その適否について調査はしております。 

 

○熊田司委員長   ほかに。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   基本的なことなんですなんですが、介護認定者数が２,８１２名、ほ

んで７段階に分かれておって、要支援から要介護５まで、要介護の４はいうたら多分寝た

きりに近い人やと思うんですけどよ、この辺の階級によってサービス、例えば給食とか入

浴とか手すりがあるとかいうサービスを受けると思うねんけどよ、それぞれ個々のランク
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によってサービスの限度額というのはあるんですか。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   それぞれの段階に応じて限度額が設定されております。

金額で設定されているところでございます。要介護５で１カ月の限度額が３５万８,３０

０円、一番軽い要支援１で４万９,７００円が限度額でございます。 

 

○熊田司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これは１カ月３５万円というやつの１割を負担すればいいわけという

理解でよろしい。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   そのとおりでございます。 

 

○熊田司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   その限度を超えたときは、やはり受益者負担ですか。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   利用者の１００パーセント負担でございます。 

 

○熊田司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   例えば要支援１の方がですよ、手すりをつけてほしいというような要

望があった、例えばの話やけどよ、その手すりが、これを見とったら手すりでも何ぼや、

１０万円か、一人何か十何万円のあれになると思うねんけんどよ、そのときは１割負担と

いうて書いてあるねんけんど、その辺はどないなんのけ。 

 

○熊田司委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（小坂利夫）   先ほど少し説明が足りませんでした。住宅改修について
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は２０万円まで限度額が設けられております。これは介護度に関係なく２０万円まで住宅

改修ができます。その１割、個人負担は１割ということになります。 

 

○熊田司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第５号、平成２２年度南あわじ市介護保険特別会計決算の認定について、原案のと

おり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○熊田司委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第５号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 ６．認定第６号 平成２２年度南あわじ市訪問看護事業特別会計決算の認定について 

 

○熊田司委員長   次に、認定第６号、平成２２年度南あわじ市訪問看護事業特別会計決

算の認定についてを議題とします。ページは１３５ページから１４７ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 



 

－ 385 － 

○熊田司委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第６号、平成２２年度南あわじ市訪問看護事業特別会計決算の認定について、原案

のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○熊田司委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第６号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  説明員入れかえのため、暫時休憩します。 

  再開は１１時５分とします。 

 

（休憩 午前１０時５３分） 

 

（再開 午前１１時０５分） 

 

○熊田司委員長   それでは、再開をいたします。 

 

 ７．認定第１５号 平成２２年度南あわじ市下水道事業会計決算の認定について 

 

○熊田司委員長   認定第１５号、平成２２年度南あわじ市下水道事業会計決算の認定に

ついてを議題とします。決算書は別冊となっております。 

  これより質疑を行います。 

  楠委員。 

 

○楠和廣委員   ページ数が１７ページに該当の部分でお尋ねいたします。この下水道関

係には農集、漁集、公共、コミプラとあって、４会計で他会計から１４億７,３００万円

が補助されておりますが、この一般会計からの繰り出しに対して交付税算入は何％される

んですか。 

 

○熊田司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   ちょっと正確な数字は調べないとわからないんですが、約５

０パーセント程度でございます。 

 

○熊田司委員長   楠委員。 
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○楠和廣委員   ちょっと調べさせてもらったんですけど、５５と４５というような比率

もあるんですが、これは事業とか形態とか、それとか下水料金とか加味して算入される分

かと思いますが、それで間違いございませんか。 

 

○熊田司委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   今、委員おっしゃいましたのは、起債の元利償還金の部分の

ことであろうかと思います。４５パーセント交付税算入される分と５５パーセントという

ことかと思います。 

 

○熊田司委員長   楠委員。 

 

○楠和廣委員   この企業債償還金の給付金額９億３,８００万円の部分が、そういった

比率ですか。 

 

○熊田司委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（江本晴己）   一般会計補助金につきましては、先ほど言われました１

４億７,３２１万円につきましては、収益収支のほうの補助金になってまして、その部分

のうち８億２,１７９万５,０００円が基準内繰入金になってます。その部分が交付税対象

の分でありまして、その中には臨時財政特例債等々が１００パーセント交付税算入される

もの、あと、高資本費対策経費とかの分とかいうのがあるんですけれども、そういうこと

でよろしいですか。 

 

○熊田司委員長   楠委員。 

 

○楠和廣委員   そんな１４億円の中の８億１,０００万円から１００パーセント交付税

算入される部分と、いろいろと算入率が違うという解釈でよろしいでしょうか。 

 

○熊田司委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（江本晴己）   はい、そのとおりでございます。 

 

○熊田司委員長   楠委員。 
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○楠和廣委員   あと先般も松帆、湊が供用開始で、２４の処理場が供用しとるんですが、

この下水道事業の合理化ということで答弁されとったんですが、この合理化の、合理化に

対する取り組み、中身を教えてほしいんです。 

 

○熊田司委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（小谷雅信）   合理化ということでお答えさせていただきます。 

  統廃合ということで、２４の処理場を効率よく集約できるところは集約するということ

で、統廃合の基本計画ということで今年度から取り組んでおります。 

  それとあわせまして、長寿命化対策ということで、少しでも機器を長持ちさせるという、

効率よく将来的にわたって使えるようにということで、それについても近いうちには統廃

合とあわせて計画したいと考えております。 

 

○熊田司委員長   楠委員。 

 

○楠和廣委員   合理化もなかなか難しいようで、せんだっても質問させていただいたん

ですが、例えば今、松帆、湊の下水の事業が進んでおりますが、松帆、湊は江尻のとこで

処理場があるのはもう御案内のとおりであって、例えば松帆の脇田、戒旦寺、高屋辺は三

原町の幡多の処理場ですか、下水処理場ですか、あっちに接続するためのも合理化の一つ

かなと思って聞いたんですが、これが事業認可受ける段階でそういうエリアを踏んでなか

ったら、事業変更せんならんというような、処理が難しいところがあるように思うんです

が、簡単に合理化といっても、近い所につなぐというような簡単なわけにいかへんように

思うんですが、その点についてお伺いいたします。 

 

○熊田司委員長   下水道部長。 

 

○下水道部長（道上光明）   委員がおっしゃいますように、一応、合理化という中では、

処理区の効率化による処理区の変更ですね、入れるところの。今おっしゃいましたのは、

市榎列、それから松帆、湊の処理区の境のことやろうと思うんですけれども、これは今言

いました統合、それから長寿命化、それをあわせまして、そちらのほうに取り組みたいと

は今思っておるんですけれども、今おっしゃいましたように、認可変更、それからやっぱ

り地区のいろいろな処理区の説明をしておりますので、それに地区の住民が説明、その他

を要してちょっと認可を変更しなければならない、そういうようなことが伴ってくると思

います。 
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  しかしながら、統合するということで、費用の効率化、それが削減に向けてそういうふ

うに取り組んでいきたいと思っています。 

 

○熊田司委員長   楠委員。 

 

○楠和廣委員   今、部長に答弁いただいたんですが、現実的にはなかなか国なりの事業

認可を受ける中で、そういった計画性の中で認可を受けとるんで、今、近いさかい合理化

のためにつなぐということは、現実的に無理な部分があるんかなと思うし、また時間もか

かるんかなと思うんですけど、この事業進捗とあわせて松帆、湊が接続が進捗していくん

ですが、それまでにはなかなか時間が間に合わへんように思うんですけど、どうですか。 

 

○熊田司委員長   下水道部長。 

 

○下水道部長（道上光明）   今、委員さんのおっしゃいましたように、確かに時間がか

かります。恐らく認可変更を伴いますので。 

  しかしながら、無理というわけではございませんので、そういうふうに国からのほうも

統合、それから進めなあかんという中で、やっぱりそれはやっていかないかんと思います

ので、それに力を注ぎたいと思ってます。なるべく早くできるようにはやっていきたいと

思いますので。 

  ただし、おっしゃいましたように時間がかかります。 

 

○熊田司委員長   楠委員。 

 

○楠和廣委員   合理化の一環として、時間はかかってもそういった取り組みも考える必

要があるんじゃないかと思うんで、ひとつよろしくお願いします。 

 

○熊田司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほどの他会計からの繰入金ということで、一般財源からの繰入金１

４億７,３００万円の説明のうちの基準内繰り入れという説明がありましたが、これの説

明を再度お願いしたいと思います。 

 

○熊田司委員長   企業経営課長。 
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○企業経営課長（江本晴己）   一般会計補助金でございますが、平成２２年度の一般会

計の補助金がトータルで１６億６,３１０万円となっております。そのうち基準内繰り入

れのほうが１４億７,３２１万円。これは総務省の通達にあります地方公営企業繰出金に

基づいて、他会計から、一般会計からいただいております。そして基準内繰り入れ以外の

もの、それが基準外繰り入れとなりまして、７億６１２万８,０００円となっております。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   基準内と基準外の縦分けの根拠ですね、これはどういうことで内、外、

分けられるわけですか。 

 

○熊田司委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（江本晴己）   基準内繰り入れのほうなんですが、これは先ほども言い

ましたように、総務省通達の繰り入れ基準の中で、分流式水道に要する経費っていうのと、

高度処理費、高資本費、臨時財政特例債等があります。それに基づいて基準内繰り入れを

いただいております。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと勉強不足で申しわけないですが、分流、その意味をちょっと

説明いただきたいんですけれども。 

 

○熊田司委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（江本晴己）   分流式水道に要する資本費っていいますのは、雨水と一

般家庭から出る汚水と別々に、都会であれば一緒に処理するということなんですが、南あ

わじ市は別になっております。その積算には償還金元利利息への繰り出しということで、

その部分に交付税が５０パーセント程度算入されていると私どもでは認識しております。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それにしますと、都会と田舎とではやり方が違うと。分流式にした場

合は費用が高くなるというような意味合いでついてくるわけでしょうか。それとも何か違

う理由があるんでしょうか。 
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○熊田司委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（江本晴己）   基本的に田舎では排水路のほうへ雨水は流れてまして、

町でしたら排水溝のほうから下水道へ同じように流れておりますが。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この間ちょっと同僚委員の質問の趣旨は、企業会計であるのであるか

ら、下水道の費用というのは独立採算というのが基本になっとるので、一般会計から入れ

るというのはおかしいんだというような質問が多かったと思うんですけれども、今のお話

を加味すれば、費用負担がなかなか加入者での独立採算が難しい面、福祉的な面があると

いうような意味合いの中で、高資本対策、つまり下水道料金が資本回収できないぐらいの

収益しか上がらないと。商品が回収できないぐらいの収益性しかないというようなことで、

総務省からの加算的、国からの繰り出しがあったり、あるいは下水道の集水方式で別の費

用がかかるから、独立採算では間に合わないから総務省から資金の支援があるというよう

な、そんな受けとめ方をしてればいいのかなと思いながらも聞いとったわけなんですけど

も、そのあたりの説明をもう少ししていただければと思うんですが。 

 

○熊田司委員長   下水道部次長。 

 

○下水道部次長（松下修）   下水道部次長の松下でございます。よろしくお願いします。 

  もともと水道事業というのは、企業会計でせなならんというふうな義務化されておりま

した。 

  下水道については今、市町村によって選択できるような状態でございますけれども、こ

こ 近、地方自治体でも夕張市のようないろいろ大変なことと、特別会計とかあっこら辺

でいろいろ大変なことになっておるんですけれども、ちょうど平成１９年に中期経営計画

を下水道部のほうで策定しました。まず、そのときの条件としまして、県のほうは企業債

の発行の同意条件とかで、中期経営計画の中に公営企業法の適用を反映させるようにとい

う、そういうふうな指導もございました。それと総務省のほうも法適をしているところと

してないところとの差別化を考えておるというふうなことで、交付税処置についてなんで

すけれども、そういう指示もございまして、企業会計を推進しておりました。そして総務

省は企業会計移行のための補助といいますか、交付税での補助であったんですけれども、

２分の１の交付税を出して企業会計に移行するような措置を求めてきました。 

  下水道事業というのは 初、多額な資本が要って、供用開始してからぼちぼちと使用料
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が入ってくるような事業でございまして、実際は先ほども言っておられましたように、企

業会計、使用料で賄うというような事業には実際はそぐわないんでございますけれども、

今でも国、県、国交省においても、やっぱり企業会計の移行を推進しております。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これまでの同僚委員の質問もそこに集約されとるわけですが、なじま

ない費用会計に何でせなあかんのやと。非常に何か欺瞞的なものであるというような印象

を受けたわけですね。 

  当然、下水道料金で賄い切れない事業であると。福祉的な側面もあるんだから、特別会

計としてやっていかざるを得ないのでないかというような趣旨だったかと思うんですが、

この企業会計にすることによるメリット、結局は赤字補てんをしていくわけですから、そ

の実態というのは企業会計の名にはなかなか赤字企業という、不採算企業というような印

象になってしまうわけなんですけども、その点いかがでしょうか。 

 

○熊田司委員長   下水道部次長。 

 

○下水道部次長（松下修）   要は、国も県も企業会計にすることによって、今の自分ら

の使ってる事業の内容について、収益的収支とか資本的収支、それぞれ今の複式簿記とか

を使って、結局、自分らの事業の将来性を分析しなさいというようなこともあって、当時

この企業会計へ移行するに当たっても、今までの全部の設計書を拾い込んで資本的減価償

却とかそういうふうなものを全部算定するのに１年以上を費やして、こういう資料を得て

今の企業会計への移行となったわけでございます。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   事業や企業というのは利益を出すという究極目標を持ってくるとした

らですね、結局、料金を上げないとどうしようもないという話になってくるんじゃないん

ですか。これをつなげていくと。その点いかがですか。 

 

○熊田司委員長   下水道部次長。 

 

○下水道部次長（松下修）   料金の、どれぐらいに料金を持っていくかというようなこ

とを決めるための資料としましても、やはり収益的収支、また資本的収支のほうもあるん

ですけど、ここら辺の資料をそろえながら、料金を決めていくための材料をそろえるため
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の企業会計移行じゃないかと思っております。 

  それと、現在まだ接続率でいいますと、南あわじ市全体から見ますとまだ半分程度とい

う状況の中で、料金の値上げというのはまだまだ難しいんじゃないかなと思っております。 

  それと、使用料収入だけでなしに、先ほど下水道課長も言っておりましたけれども、経

費節減のための考え、それと今も調査しております統廃合、そういうことも兼ねそろえて

終的に金額は幾らかというふうに持っていかんと、今の経営を持たすために今、料金を

値上げするんやと、そういうふうな状況でやったら、ますます加入率も伸び悩むんじゃな

いかと思っております。 

 

○熊田司委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   要は、料金値上げに誘導するような企業会計であったらいかんという

ことなんですよ。余りこの企業会計ばっかしで補助金をもらっておるのはおかしいみたい

なことになっていくとですね、そうするともうこれ利用料でしか見られなくなると思うん

ですね。そうした場合は、もうつないである限りはこれを払わなあかんわけですから、い

やもうもないと、もう全部つないでから料金を上げると、手足を縛ってからお金を出せと

いうような、こんなことにならんように経営の中身というのを考えていただきたいという

ふうに思います。 

  だから、そういう企業会計そのものの原則というのは、結局、企業というのは利益を追

求するというような印象が強いのでね、公営企業というのはそうじゃないんだというよう

なことをちょっと説明していただきたいんですが、いかがでしょうか。 

 

○熊田司委員長   下水道部次長。 

 

○下水道部次長（松下修）   まさしく今、委員がおっしゃっていましたように、公営企

業というのは利益を追求するのでなく、市民へのサービスをまず重点として置いてある企

業でございます。 

 

○熊田司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   この下水道事業というのは物すごいお金がかかっておるというように

思うんですが、ちょっとこれ、参考も兼ねて聞きたいんですが、今の課長の説明ですと、

今、下水の工事、事業の大体半分ぐらいができているということなんですか。 
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○熊田司委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（小谷雅信）   整備率で申しますと、２３年の３月末で７５.７パーセン

トというふうなことになってございます。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この７５、４分の３ですね、今までの下水に関する総事業費っちゅう

のは幾らかかっとるんですか。 

 

○熊田司委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（小谷雅信）   現在までに６７０億円。約６７０億円でございます。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この６７０億円で起債の残が今のところ３００億円、当初、起債発行

額が３４０億円で現在、起債の残が３００億円ということなんですが、 終的に事業費の

総額がどれぐらいになるんですか。 

 

○熊田司委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（小谷雅信）   将来のことですのである程度前後するかとは思うんですが、

今現在の予測では、ちょっと先ほど言いかけました８００億円程度かというふうに考えて

おります。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この８００億円、先のことで多少の数字の変動があると思うんですが、

この８００億円のうち起債が結局幾ら発行するようになりますか。起債は幾ら出るように

なりますか。 

 

○熊田司委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（江本晴己）   起債といいますと、 終３７年に工事が終わるころの起
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債ですか。今の試算の中では平成３９年に 大のピークを迎えまして、２３億円程度の元

利償還金になりまして、起債トータルのほうは２３１億円程度になると思います、ここで。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   いやいや、今現在起債残が３００億円あるでしょ。結局この事業に対

しての起債総額が、償還は別ですよ、８００億円の事業費のうち起債っちゅうのはどれぐ

らいの金額になるんですかと言っています。 

 

○熊田司委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（江本晴己）   起債は今残高、一番ピークでも２３年度が起債残高のピ

ークでございまして、今からずっと右肩下がりに下がっていきます。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   私が言いよんのは、今現在６７０億円の事業費に対して３４０億円の

当初の起債があったわけでしょ。何ぼ減ったんですか。この８００億円の総事業費が終わ

った時点のこの起債の総額というものは幾らになるんですか。今現在３４０億円の起債か

ら、起債あったんでしょ。今減額して３００億円になってますけれども、起債っちゅうも

のはトータル的に何ぼになるんですかということ。８００億円の事業をしたときに。 

 

○熊田司委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（江本晴己）   現在試算しておりますのが、平成２８年度で２９５億円、

そこまでの試算しております。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   残高じゃなしに、事業費に対して起債っちゅうのは何ぼ。今６７０億

円で起債がいわゆる 初３４０億円あったんやから、あと１００億円か１５０億円ふえる

んでしょ。それを聞きたい。 

 

○熊田司委員長   もし計算が今から必要なのでしたら。 

  企業経営課長。 



 

－ 395 － 

 

○企業経営課長（江本晴己）   済みません、ちょっとお待ちいただけますか。後ほど報

告させていただきます。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   委員長、そんで結構です。 

  とにかく、今６７０億円の事業に対して３４０億円の起債を持って事業をやって、今も

償還して今残っとんのが３００億円ですから、それでええんですが、８００億円の事業を

したときに起債が幾らになってる、天井が幾らでやったかということを聞いてる。 

  それと、この今までの事業において繰入金は幾らトータルで入っとるんですか。この事

業に対しての繰入金は。市の一般からも当然入っとるし、もろもろの繰入金の額っちゅう

のは何ぼ入っとるんですか。 

 

○熊田司委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（江本晴己）   １７年度、合併時からの金額、２２年度までで７７億２,

０４９万１,０００円となっております。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そこでですね、これだけの大きな事業費を持ってやっておるんですね。

ほんで、完成した暁には下水道利用料金だけでこれらの運営費とか起債の償還っちゅうこ

とが、果たしてできていけるんかどうかっちゅうのを私どもは心配するんですけどね。そ

の辺はどんなように下水道部では思っておりますか。 

 

○熊田司委員長   下水道部長。 

 

○下水道部長（道上光明）   今、１００パーセントに整備も終わり、それから接続も１

００パーセントに達した場合なんですけれども、やはり使用料収入がこの維持管理費とい

ろいろあるんですけれども、その経費を今の約の試算をいたしましたところ、この使用料

収入が維持管理経費を約８,０００万円ほど上回るかなというところでございますけれど

も、これ農集、漁集、またコミプラのような小規模なこの施設におきましては、この維持

管理費だけでは使用料収入は賄えない。 

  そういう中で、全体的に申しましても、使用料収入が維持管理費を上回る額は今の推定
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で約二、三千万円ぐらいだなと思うのでございまして、まだまだそういうふうな借金です

とか公債費、戻すお金に関してはまだまだ続いていくものと思います。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは部長、これ、しばらくの間、一般会計から毎年どれぐら

いの繰り入れが必要なんですか。 

 

○熊田司委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（江本晴己）   一番ピークの平成３８年で２１億８,０００万円ぐらい

になると思います。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   いやいや、２１億８,０００万円、それは一般からの繰り入れがです

か。一般からの繰り入れが。 

 

○熊田司委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（江本晴己）   そうでございます。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、毎年庁舎が１つ建つぐらいの繰り入れが要るわけです

か。そういうように今、数字的に簡単にこれぐらい要りますと、要りますと言いましたけ

れども、果たしてこの財源の手当てっちゅうものができていけるんですか。 

 

○熊田司委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（江本晴己）   まず、やはり下水道会計の健全化を進めていくにつけて

は、やはり使用料収入の増収が不可欠でございますが、先ほども次長が言いましたように、

接続率が低い中で使用料改定をすると言いましても、やはり増収効果は少なく、むしろ加

入促進のほうに悪影響を及ぼすおそれがあると思います。二次中期経営計画の中では、平

成２７年から２８年ぐらいには検討していく計画を挙げてはございますが、やはり社会情



 

－ 397 － 

勢とかを考慮して、適当な時期に適当で妥当な使用料の改定を検討していく予定にはして

ございます。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ部長、すべての事業が完了して１００パーセントの接続になった

場合に、現在の利用料金でやったら幾らになるんですか。 

 

○熊田司委員長   下水道部長。 

 

○下水道部長（道上光明）   これ、そのときにどれぐらい上げたらええかというのは。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   いやいや、現在の利用料金。 

 

○熊田司委員長   下水道部長。 

 

○下水道部長（道上光明）   試算は、内部のほうでは１０パーセント上げたらこれぐら

いになる、２０パーセント上げたらこれくらいになるというようなシミュレーションは起

こしてはおるんですけれども、まだ１０パーセント、２０パーセント程度ではまだまだ追

いつかないというのが現状で、今シミュレーションしております。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   先ほど言われましたように、ピークのときには一般会計から二十数億

円も繰り入れせんといかんやいう状況の中で、仮に１００パーセント接続して料金１０パ

ーセントぐらい上げて、この収支決算、賄いつくんですか。 

 

○熊田司委員長   下水道部長。 

 

○下水道部長（道上光明）   先ほどから申し上げましたように、その中の中期経営計画

をもちまして、公営企業、その他、今の現状、この公営企業の中味、市民の皆様にこうい

うふうな現状であるということを透明感をもってわかっていただいて、その中で今、使用

料収入を上げるために、独自のお金をいただくために、接続率、それから先ほど申した工
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事の効率化、それからまた国の支援を受ける、高資本、そういうようなものをもっていた

だけるように、幾らかでも何とか進めたいように思っております。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   一般会計のほうでは２５０億円の予算の中で、もう執行部は絞るとこ

ろはもうできるだけ絞り、人件費まで下げ、あらゆるところを削減して捻出しとるんです

がね、さっきも言いましたように、二十数億円も単年度でそんなこと要るやいうようにな

ってきたら、もうこっちで一生懸命、財政削減して改革しながらやりよんのが、まさに水

泡に帰すような大きな金が一般会計から要るという事業をやっとるんですね。将来大きな

財政負担になると思うんですが、市長、この辺の兼ね合いは市長自身どんなように考えて

ますか。 

 

○熊田司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   先ほど来、担当課長なり部長、次長からも説明させていただいて

ますが、確かに私自身も中期経営計画も一部見させていただいてます。もう非常にこの会

計の先行き、市民に対しての負担、当然、市の全体的な市政の財政の中の負担、大きいわ

けでございまして、先ほど来、担当部からお話ありましたとおり、今コミプラ、農集、漁

集、それと公共下水があって、それも結構、旧町のときに計画した処理施設がそのままで

ございます。この辺をいち早く国のほうも大分、当時はかなりな支援をできるというよう

な、私も町のときからかかわっていたものですから、そういうような各自治体に対しては

そう大きな負担にはならんと。交付税なり後々の処置によって。ところが初めの仮に１つ

三原町を取りましても、１５０億円まであれば全部整備ができるというような、この数字

自身がもう既にかなりアップしてきております。全市になると。 

  ですから、そういう支援も初めの約束どおりはなかなかいってないように思うし、具体

的にそんならどうしたらいいんかなという話が今も出ておりますが、先ほど部長も言った

ように、早く私は公共下水の施設統合、また農集あたりでも近くにそういう統合ができる

ものがあれば、やはりそこに少しはお金はかかりますが、後々のランニングコストがやは

り変わってきます。ここらを早急に国のほうに具体的に積極的に取り組んでいく。これも

一つ早くしなきゃいかんと思います。 

  それから、やはり使用料、これは市民の方々に御無理を言わないと、今の使用料、加入

に対しての一つの言えば逆になる部分もあるんですが、といって、そのままいくわけにも

いきません。ですから必要なときにこの見直しもする。それには事前にかなり説明責任を

していかないと、急に勝手に上げる、これはもう絶対だめやと思いますので。その辺を今
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申し上げた努力をすれば、ある程度の部分は改善できるんかなと。 

  しかし、いずれにしてもそう簡単な会計内容にはならない、収支バランスにはならない

というふうには思っております。 

 

○熊田司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   加入促進の際にですね、利用料、使用料というか、そこら辺を市民の

方が入ったほうが得やと感じなあかんと思うんですけど、浄化槽の場合との比較というの

はどういうふうになるんでしょう。 

 

○熊田司委員長   下水道加入促進課長。 

 

○下水道加入促進課長（喜田展弘）   推進の際に、まず、そこの家族構成とか形態の把

握をしたりして、下水につないだ場合の使用料の計算、料金表を持って推進をしておりま

す。浄化槽の諸経費につきましても、１年間５万円とか６万円とかいう経費がかかってき

ますので、そこら辺の計算をしまして、 初工事費がかなり要りますが、ぜひともつない

でくださいというふうな推進を行っております。 

 

○熊田司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   個々のケースで割安かどうかいうのも違うかと思うんですけど、浄化

槽の場合、法定検査とか定期検査みたいな形で、所管が違うんですけど、あってですね、

それ結構きちっと受けたらかなりの金額になると思うんですけど、通常で今言うた金額あ

たりはですね、年間経費としてもうちょっと詳しくわかりますか。きちっとした検査を受

けてきちっとしたことをすれば幾らかかるかと。 

 

○熊田司委員長   下水道部次長。 

 

○下水道部次長（松下修）   例えば５人槽でございますと、年間、電気代、法定検査、

保守点検等全部合計しますと６万５,０００円ぐらいの計算になってきます。 

  下水道に例えばつないでいただきますと、日本の平均的なというのは月２０トンで計算

しておりますので、２０トンの１２カ月で３万１,４９０円という下水道料金となってま

いりますので、当初は接続等の設備投資が必要ですけれども、長い目で見ますと、今の料

金体系でいきますと、６万５,０００円に対して３万１,０００円程度の金額で済むという

ようなことになっております。 
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○熊田司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   以前、検査のはがきみたいなのが浄化槽の家庭には来ると。ただ、そ

れを無視しとっても何もペナルティーがないというふうなうわさが広がったことがあって

ですね、苦情も聞いたことがあるんですけど、そこら辺、部署は違うんですけど、仮に検

査を受けて不合格になるとかいうことは通知されとると思うんです。ほんで市役所にも連

絡が来とると思う。そういう関係部署との連携というか、そういう情報を持ってやはり推

進とかの参考にせないかんと思うんですけど、そういう連携はできておりますか。 

 

○熊田司委員長   下水道加入促進課長。 

 

○下水道加入促進課長（喜田展弘）   この浄化槽の検査に関しましては、浄化槽法第１

１条とかで１年に１回水質検査を受けなさいということになっております。それで県のほ

うの事業でございまして、水質検査の結果、不適正とかそういうふうな情報データに関し

ましては市のほうにも回ってきてございます。それを参考にしまして、そういった家庭訪

問したり、そういうことは推進につなげております。 

 

○熊田司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   もう１点、道路の舗装の復旧関係でちょっと参考に聞きたいんですけ

ども、東日本の大震災で下水道も大きな被害を受けたと思うんですけど、そこら辺で現場

からも派遣されたかと思うんですけど、何かこういう点が問題になりそうやとかですね、

南あわじでどこが地震があった場合に、どういう部分が心配やというふうなことというの

は何か得ていますか。 

 

○熊田司委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（小谷雅信）   管渠、管路のほうについては基準的には耐えられるという

ふうな構造になっておるというふうに理解はしておるんですけども、東日本の震災のよう

に津波とかの対応になってきますと、当然何カ所かの処理場が浸水するという、その懸念

は当然持ってございます。液状化とかそういったところについては、一部あるのかもわか

りませんが、恐らく大抵のところではないのかなというふうな感触は持ってございます。 

 

○熊田司委員長   原口委員。 
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○原口育大委員   そういう心配をされる点についてはシミュレーションというか何かさ

れとると思うんで、そこら辺も備えておいていただかなあかんのかなというふうに思って

ます。 

  あと工事全体がですね、財政の関係でかなりおくれとるような感じを受けるんですけど

も、今まで合併以降というか合併時でもいいんですけど、地元説明とかで大体この辺はい

つごろまでにできますよと言うてて、かなりおくれてると思うんですけど、 大でおくれ

てる年数というのは、今のとこどれぐらいのおくれが発生しとるんでしょうか。 

 

○熊田司委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（小谷雅信）   合併前の旧町時に説明させていただいておりまして、その

ときからもうおくれてきたということで、合併時にまた改めて住民の皆様に説明させてい

ただきました。それ以降５年、６年たちまして、全体的に申しますと、 大３年程度かな

と。予定どおり説明させていただいたとおりの処理区もございますし、何年かおくれてお

る処理区もございます。 

 

○熊田司委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   私の周りでも市なら市でいうと、一番遅いところというのはまだ何年

か先になるということで、もう新築するのにしようがないんで、待っとれんということで、

新築したところもあるんですけども。地元としてですね、例えば消火栓とかが欲しいとい

うときは、それぞれ補助金なりもらいながら設置すると思うんですけど、やはり道路を割

る工事費が一番高いと思うんですけど、やはりそれにこうひっかけてできればその分は低

減されるんかなと思うんですけども、そこら辺、かなりおくれていきよるということから

するとですね、やはり地元がそういうニーズとかがあったら、そういうことも含めて対応

したるほうが地元にとってはありがたいなと思うんですけども、我慢しとるからというた

らちょっと語弊がありますけども、やっぱり消火栓に必要な分もあったりすると思うんで

すけど、そこら辺というのは下水道として何か、舗装の復旧工事に関係してですね、そう

いう地元要望とかいうことについては、ほかにもいろいろあると思うんですけど、どうい

うふうな処理をされておるか。 

 

○熊田司委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（小谷雅信）   処理区のそれぞれの整備計画っていうのも、町内で他の関
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係機関と十分協力して情報の共有をしていくということの中で、地元でそういう要望があ

ったときには、消火栓であれば担当課のほうと私どものほうの下水道課と十分協議をして、

同時にできるのか、またあるいはもっと先に早急に消火栓は必要であるということであれ

ば、担当課のほうで処理ができるというふうに考えております。 

 

○熊田司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   今、先ほど国保等についても低所得者、そういうふうな人たちの今後、

税、また上下水道料金等々、かなり今後負担になってくると思うんですよね。それで下水

道の加入促進というふうなことでも、それもなかなか進まないのが現状かなというふうに

思うんですけども、市長公室は、新しい庁舎をするには全室ＬＥＤにしょうかとか、それ

から、もしくは有機ＥＬ照明にしようとか、そういう省エネのことも考えておると思うん

ですね。 

  今、水洗トイレで物すごい節水型のトイレが出てきておるんですね。通常、仮に１０年

ほど前の水洗トイレと今の超節水型とはどのぐらい違うか御存じでしょうか。 

 

○熊田司委員長   下水道部次長。 

 

○下水道部次長（松下修）   ２、３年前の水洗トイレでは、１２リットル程度の１回で

の大便のときの排水があったように聞いておりますが、今現在、テレビのコマーシャルと

か聞きますと、４.３リットルとかいうふうなトイレも出てきております。そういうこと

によって水道の使用量というのは右肩上がりであったのが、ここ２、３年の間に上限が見

えて今下がり始めたと。ということは下水道料金にも響くかなというふうに思っておりま

す。 

 

○熊田司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   今言われるとおり、３分の１程度で済むと。当然、水道料金にもかか

わってくるわけでございまして、それに変えるのにね、市長、やはりある程度、十数万円

要るわけですわ、変えるのに。そういうふうなことに今後一つ市の補助金なり、そういう

ふうなことも一つ考えていってあげればなというふうな思いもあるんですよ。どうでしょ

うか。 

 

○熊田司委員長   市長。 



 

－ 403 － 

 

○市長（中田勝久）   そういう施策によって、加入率なりまたそういう加入された方が

今後メリットが出てくる要素もあると思うんで、全体的なことで一遍検討はさせてみます。 

 

○熊田司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   下水道部長、今、市長が前向きな答弁していただきました。やはり、

こういう超節水型の水洗トイレがありますよっていう住民に知らせてあげる、また、そう

いう今後、将来的なことも踏まえた中での宣伝っていうか、そこらも一つ考えてやっても

らえんかなという、将来を見据えた中でですけども、いかがでしょうか。 

 

○熊田司委員長   下水道部長。 

 

○下水道部長（道上光明）   今、頑張って加入促進する中で、いろんな方策を今何がえ

えか、何がええか、これ以上のものは何がええかと考えてちょっとやっておるんですけれ

ども、それも今、一つの方法だと思いますので、こちらでも検討させていただいて、そう

いうふうな方向に持っていきたいと思います。 

 

○熊田司委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   検討じゃなしに、体当たりして実行していっていただくようにお願い

して終わっときます。 

 

○熊田司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  企業経営課長。 

 

○企業経営課長（江本晴己）   先ほどの印部委員の質問の中、企業債の発行総数ですが、

平成３７年で４７０億円前後になると思います。 

 

○熊田司委員長   質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   ございませんので、質疑を終結いたします。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１５号、平成２２年度南あわじ市下水道事業会計決算の認定について、原案のと

おり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○熊田司委員長   挙手多数であります。 

  よって、認定第１５号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  それでは、ここで暫時休憩を取りたいと思います。 

  再開は１３時とさせていただきます。 

 

（休憩 午前１１時５８分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○熊田司委員長   それでは、再開をいたします。 

  午前中に引き続き、決算審査特別委員会を開催します。 

 

 ８．認定第１６号 平成２２年度南あわじ市農業共済事業会計決算の認定について 

 

○熊田司委員長   認定第１６号、平成２２年度南あわじ市農業共済事業会計決算の認定

についてを議題とします。決算書は別冊となっております。 

  これより質疑を行います。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   決算書について聞くところは別にないんですが、この２６ページの水

稲共済損害防止事業費助成金１８９万円とあるわけですが、これはこの水稲共済の損害防

止事業というのは具体的にどんなことをやっておるんですか。 

 

○熊田司委員長   農業共済課長。 

 

○農業共済課長（宮崎須次）   農業共済課、宮崎でございます。どうぞよろしくお願い
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いたします。 

  ただいまの質問でございますが、水稲共済損害防止事業と申しますのは、捕獲穴のおり

を助成している形でございます。 

 

○熊田司委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これはいわゆる以前、水稲の損害防止に農薬配布とかそういうような

たぐいのことがあったかと思うんですが、もう 近はそういうような農薬配布とかという

損害防止事業はなくなっとるんですか。 

 

○熊田司委員長   農業共済課長。 

 

○農業共済課長（宮崎須次）   現在のところはございません。 

 

○熊田司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１６号、平成２２年度南あわじ市農業共済事業会計決算の認定について、原案の

とおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○熊田司委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１６号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 ９．認定第７号 平成２２年度南あわじ市慶野松原海水浴場特別会計決算の認定について 

 

○熊田司委員長   次に、認定第７号、平成２２年度南あわじ市慶野松原海水浴場特別会
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計決算の認定についてを議題とします。ページは１４８ページから１６０ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この海水浴場のことについてお尋ねするわけですが、歳入歳出差し引

き残額が３９０万円何がしの収支、いうたら要はもうけとんねんけんど、この辺のこの３

９０万円何がしの金っちゅうのはどこへいかれとるのですか。 

 

○熊田司委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   国民宿舎の北川です。よろしくお願いします。 

  今の繰り越ししてくる３９０万円程度の金については、特別会計で会計課の中で残って

おります。 

 

○熊田司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これ支配人、毎年、駐車料金であったり、キャンプ場のさまざまな収

益で金もうけとるわけですわな。ほんで、この近年の海水浴客の入れ込みが、私自身の認

識としては、減少の傾向にあんねんけど、収支的にはもうけとるいうことだけど、実際の

夏場の海水浴客の入れ込み数は、支配人の感覚としてどうですか。 

 

○熊田司委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   昨年につきましては、利用者も多かったわけですけど、

海水浴場というのは特に天気が問題でございまして、去年のようにずっと晴天が続いたと、

営業ができたということになると、駐車場収入とか利用収入が上がってくる。雨が多いと

きでしたら全く収入がない日もありますんで、そういう関係が多く関与していると思って

おります。 

 

○熊田司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   支配人が来られてからね、結構、海水浴客の声を私もちょっと西淡の

おふろ場なんかでよう聞くんやけど、結構まあまあ海がきれいとか、かなりまあまあごみ

に関してはかなり清掃していただいておると思うんですわ。 

  そこで、私自身はやはりこの南あわじ市の観光の、夏場の入れ込みの増を図るためには、
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海水浴場の、もっとこう来られる方が快適に、帰っていただくには、ある程度整備をして

あげてほしいと思うんやね。それで、この例えばこの３９０万円何がしを海水浴場の上に

もっとこう休憩所というか、さまざまなことをしてあげてですよ、海水浴客が市内への海

水浴場に、多数お越しになるような何かある程度の整備をしてほしいと思うねんけんどよ、

支配人、この辺どうですか。 

 

○熊田司委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   海水浴場の整備、資本的な投資につきましては私の範

疇ではございませんけど、海水浴場の特会の中で３００万円が残っとるいうことになりま

すと、その中である程度の整備をできるかと思います。 

 

○熊田司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私はね、やはりシャワー室であったりとかトイレであったりとか、そ

れと海でちょっとこう泳いで来たらこうあれするようなところをもっとふやしたるとかや

な、何かこうして、市内に来る人、とにかく自然の景観がええいうことで来てくれよんね

んさかい、その自然の景観をよりよくするために、今後、そういうものがほんまにこの須

磨の海水浴場でもかなり２７万人ぐらい年間、阪神間から来よると。ほんなら慶野海岸は、

また多賀の浜なんかやったら、もう芝生を張ってきれいにすることによって若干そういう

ふうな海水浴客の利用があると。ほんなら慶野はね、私はほんま南あわじ市の誇るべき海

水浴場やと思っとるわけですわな。ほんなら、あそこはこう慶野観光の方々にお聞きをし

ても、やはりこう入れ込みが若干減っとるというようなことが、よく、ことしなんかでも

慶野観光の方からそういうお声も聞いとんねやね。 

  ほんで、もうちょっとこう何か来るような施策っちゅうのが出らんもんかと思うんやけ

んど、支配人、どないしたら来てくれるというような支配人思いがありますか。これ支配

人に聞くか、だれに、市長にはあとで聞こうと思っとうねんけんど、支配人とりあえずよ。 

 

○熊田司委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   慶野松原については古津路のさくから、駐車場側から

北の慶野側については、文化財と防風保安林、２つの規制がかかっております。それで昭

和６０年ごろに一たんあの中を整理しまして、遊歩道もつくっておりますけど、便所もあ

の中に３カ所あるんです。そやけど、もうキャンプ客がそこまで入らなくなってますので、

あの便所も全く無駄な建物になっております。そういうことで、そこを何とか利用する方
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法を考えなければ、結局、松原荘の前の海岸だけではどうにもならないと思っております。 

 

○熊田司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   支配人、とにかくこの３９０万円何がしの利益を得とんねんけんど、

一方ね、よく聞く分が７００円の駐車料金が高いというような声も耳にするわけです。ほ

んなら、これをやっぱり軽減したるっちゅうのも利用者がふえる可能性もあるだろうしよ、

ほんで、もうけとんのんだったらもうけとんのでそこへ投資をしてほしいと思うねんけん

ど、市長、どうですか。 

 

○熊田司委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   特会の金ですので、当然残っとる分については処分は

特会の中でできると思います。 

 

○熊田司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ということは、支配人の権限で３０９万円何がしを、慶野海岸なり阿

万の海水浴場に使うっちゅうのは権限にあるのけ。 

 

○熊田司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   あそこの駐車場に関係する収入やというふうに私は認識しとんの

で、あの地域の人がこれをいわばそういう事業をしてくれてるということで、私が今、支

配人に聞いたんは、そういうところで利益上げたお金やから、そういう人たちの意見も聞

かないかんのかなというふうに思ったんでしたんですが、今聞くと、特会ですので、執行

者側でできるということでございます。 

  近はほとんど行ってないんですが、２年ほど前まではよくあそこ、ちょうどウオーキ

ングするのにええんで、よう行ってたら、やっぱしええ時期にはキャンプの若い人が来て

るんですね。そやからあの辺をね、もう少し何か魅力のあるものを取り入れて、そして来

ていただくのがにぎわいにもなるし、またにぎわいができれば人が寄ってくるし、そやか

らそういうところで何かまたお知恵をかしてもうて、一度検討はしたいなと思います。 

 

○熊田司委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   支配人ね、あそこジェットスキーはかなりしに来よんのよの。ジェッ

トスキーよ。あの辺をこうジェットスキーの方がずっと海岸までレールをしたるとかやな、

ほんで、かわら工場のつぶれたところの倉庫を保管場所に、あれ毎年引っ張ってって毎日

のように来よんねんの。ほんなら空き倉庫というか、もうそれを貸し艇庫というかジェッ

トスキーの保管場所で金を取ってでも、銭もうけさしたろかいうようなことは、私ちょう

ど消防の一番 初にジェットスキーを、南あわじ市でやりたいねんという相談が来たとき

によ、全面的に協力しよう、私はある程度自負しとんのは、ジェットスキーの大会っちゅ

うのは私がある程度全面的に協力したという一つのステップになっとるというような私も

自負を持っとるわけですわ。ほんでそのときにジェットスキーがあちこちで締め出しをく

ろとると。そやけんど、上げおろしするだけでも３,０００円、５,０００円取れんのよの。

船のよ。 

  だから、何かそんなようなことをして、夏場のヤングビーチとはいわんねんけんど、そ

ういうふうな施設整備も、今後考えていただいて、とにかく年中を通じてああいう海水浴

場に人が訪れてくれるような何かもしてほしいし、なおかつやっぱり自然というかそうい

うふうな当然、松くいの対策であったり景観、やはりそういうこともしっかりとやってい

ただいて、ビーチバレーもしておるし、あの辺特徴あるところなので、この３９０万円の

何がしっちゅうのを支配人、どんどんどんどん要望してもうて、海水浴客が来ていただく

ようなことにある程度投資をしていただきたいという思いがありますんで、それだけ言う

て終わりますわ。 

 

○熊田司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   谷口委員の許可も得らないかんのですけども、数年前に私もライ

フセーバーを置けらんかということで、一般質問でも取り上げさせていただきました。当

時、神戸の須磨海岸とかの関係者の人に話を聞くと、もうぶっちゃけ言いますけども、１

日２万円ぐらいあれば、淡路島の中でそういう免許を持ってる人、ほんで土日だけでも常

駐できるような人もいなかったので、須磨から来たら１日２万円は要りますけども、呼ば

れれば行きますよというような声も聞いてたんですけども。なぜこういうことを言うかと

いうと、谷口委員、先ほどからかなり熱く語っておられますけども、私もこのライフセー

バーがおる海水浴場っていうのは、一つのやっぱりステータスみたいにやっぱり見られて

るみたいで、やっぱりそういうところも含めて、今後の検討にぜひ忘れらんように頭の中

に置いといていただきたいなと思うんですけども、いかがですか。 

 

○熊田司委員長   国民宿舎支配人。 
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○国民宿舎支配人（北川満夫）   ライフセーバー自体は雇用しておりませんけど、監視

員として、必ず上で監視しとるということがわかるという状況をつくっておけというふう

にことしは指示しております。 

  それと、ジェットスキーにつきましては、８月は兵庫県条例の中で海水浴場には遊泳区

域を設定し絶対入らさないということを告示しておりますんで、海水浴場開設期間以外に

ついては、ジェットスキーの方がおろすことについても何ら差し支えありません。 

 

○熊田司委員長   出田副委員長。 

 

○出田裕重副委員長   もうこれ以上は言いませんけども、ああいうライフセーバーが常

駐されてる海水浴場、僕も見に行ったこともあるんですけども、非常に夏の雰囲気という

か周辺の雰囲気の中に溶け込んで、なおかつ皆さんの命を完璧には守ってくれないですけ

ども、安心感も与えてくれるような、都会からどんどんいろんな情報もいろんな人脈も引

っ張ってきてくれるんかなというような淡い期待も持って考えてますので、また御検討く

ださい。 

 

○熊田司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第７号、平成２２年度南あわじ市慶野松原海水浴場特別会計決算の認定について、

原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○熊田司委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第７号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 
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 １０．認定第８号 平成２２年度南あわじ市土地開発事業特別会計決算の認定について 

 

○熊田司委員長   次に、認定第８号、平成２２年度南あわじ市土地開発事業特別会計決

算の認定についてを議題といたします。ページは１６１ページから１８２ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第８号、平成２２年度南あわじ市土地開発事業特別会計決算の認定について、原案

のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○熊田司委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第８号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 １１．認定第１７号 平成２２年度南あわじ市国民宿舎事業会計決算の認定について 

 

○熊田司委員長   次に、認定第１７号、平成２２年度南あわじ市国民宿舎事業会計決算

の認定についてを議題とします。決算書は別冊となっております。 

  これより質疑を行います。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この収支を見とったら、２２年度は２,３００万円何がしの損失にな

っとんねんけど、これの原因について支配人、支配人はもうね、確かによくやっていただ

いとんねん。ほんであなたが行ったら松原の経営黒字に改善すると私は大きな期待を持っ

とんねんけど、この２２年度のこの差し引き損失２,３００万円何がしっちゅうのは、ど

ういう理由が考えられますか。 
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○熊田司委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   付属資料の一番しまいのページを見ていただいたらよ

くわかるかと思うんですけど、１８年から２２年度の宿泊者数と休憩、会議等の利用人数

を掲げております。当然、１９年ぐらいからずっと右肩下がりになってきております。そ

の影響が特に出たんが、平成２２年度だったと思います。 

  それで、よく見ていただきたいのが、平成２２年度の宿泊についてですけど、これの９

月段階では全くこれ、調子の悪い状況でした。それである程度固定した宿泊を取るために

３月、１２月の学生のアルバイトを獲得するよう営業を１０月ごろからさせたわけですけ

ど、３月、１２月でほんとを言えば去年の１万５,５７９ぐらいの予定でしたが、２月に

２００人程度のキャンセルがありましたので、それを入れておりましたら大体、前年度並

みを確保するかと思うように思っておりました。 

  しかしながら、休憩についてはもう全然ふえることはありません。今のところ。宴会の

取り方がどうのこうのいうのでなしに、個人単価、消費単価も多分下がっておると思いま

す。 

  それと、まだことしのほうが極端にまだ悪いような状況です。いろいろ考えてみるんで

すけど、トータルしてこの人員体制では３億円の売り上げが、国民宿舎だけで３億円の売

り上げがなかったら損益分岐が図られないと。それで月単位でしたら２,４００万円ぐら

いの平均でいかんと、損益分岐で減価償却まで含めてとんとんというとこにはいかないと

確信しております。そういうことで、今からのことしについてのほうがまだ心配な面を持

っております。 

 

○熊田司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これ支配人、ちょっと耳の痛い話すんねんけどよ、先般、国民宿舎慶

野松原荘で食中毒ということで３日間ほどの営業停止をしたと。ほんでその食材に出した

のがヒラメがある程度、確たる、どうかわからんねんけど、ヒラメが原因でなかろうかと

いうような話がされとったと思うんです。 

  ほんでね、私はもうてっきり地産地消ということではないんやけど、やはり地元のヒラ

メの養殖業者からのやつを購入しとんのかと思ったら、ルートいうかちょうど私自身あれ

しとったら、違う水産会社やけど、メイドインチャイナじゃないけど韓国からのやつが来

て、韓国産のヒラメを慶野松原荘で食わせて、私はもうそういうことをちょっと耳にした

ときにね、やはり食材の提供ちゅうことは、観光客もそうやけど、やはり来たときには、

やっぱり地元のそういうふうなやつを消費してあげるっちゅうのが、これはコスト、コス
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トいうて経営改善を図るべくコスト意識ばっかし持ってきて、食うもんをやはり手抜きに

したら、食事に来られる方も宿泊客も減少するっていうのは私は当たり前や思うねん。 

  ほんで、サービス的なことを、もう当然、笑顔にまさるサービスなしいうような言葉が

あるし、接客も重々大切なんやけんど、やっぱり食材っちゅうのは、やっぱり地産地消型

でやっていただきたいというような思いがあるわけですが、支配人、そのあたりはどうで

すか。 

 

○熊田司委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   食材については地産地消をするということで、米につ

いてはあわじ島農協の伊加利米のコシヒカリを見積もりしてますし、多分、隣でしている

ヒラメの業者のことだと思うんですけど、ヒラメのあのヒラメはほとんどが生活協同組合

名指し、神戸の生活協同組合のところへ入っておりました。うちは入れた時期もあるんで

すけど、どういうわけか、そういう今のところへ。それで、もう一つのヒラメはほとんど

は福良の養殖、福良のヒラメ養殖している業者がおります。そこからほとんど入っとった

んですけど、そのとき使う具材としての個体が小さ過ぎると、身の歩どまりが悪いという

ことで、福良の水産会社から別の水産会社から購入して、約３０キロほどだと思います。

そういうことで、調理師もコストというものを考えて調理法も簡単なほうを取りますんで、

そのときはそっから入っとったとは全然私も思ってませんでした。いつもヒラメの養殖し

とる福良の水産会社のほうから入ってると思ってました。 

 

○熊田司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   支配人はほんまようやってくれるいうのは僕はようわかんねん。ほん

でね、これ支配人よ、将来的に、これ、これはもう支配人に聞くでなしに、市長にお尋ね

をするわけですが、将来的に松原荘なんかも指定管理の方向でいこうというような計画は

あるんですか、ないんですか。 

 

○熊田司委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   今のところ順調にこれまで来てたんですが、やはり昨今の状況を

見ると非常に厳しい面もあると。ですから、一つの考え方としては、指定管理も考えてい

かないかん時期もあるのかなと。これはあそこだけでなしに、総体的な市の方針としては

そういう方向性を持っておりますんで。これはすぐ来年というわけではなくして、そうい

う考えも持たないかんのかなと思ってます。 
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○熊田司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   支配人ね、あそこのほんま露天ぶろから見るあの慶野の夕日がすばら

しいというような宿泊客からのお声も聞くわけですわな。ほんで、私もちょっとたまに利

用させてもらうねんけんど、ちょっと若干こうやっぱりこうリフォームっちゅうか、浴槽

へ行くようなアプローチのとこら辺なんかのああいうカーペットであったり、壁画であっ

たりとかいうようなリフォームもすべきや思うねんけんど、その辺は支配人、どういうよ

うなお考えですか。 

 

○熊田司委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   予算のときに説明したかどうかわからないんですけど、

ことしは資本的支出の中で約５,０００万円ほど修繕費等を組んでます。その中でどこで

使えるのか決まっとるのは、エレベーターの改修、耐震エレベーター、それと耐震用のエ

レベーターで開く、地震が起こったとき次の階でまででとまるようにするプログラム変更

とか、剥離したところの修繕、それに防水、この前の雨でも４カ所ぐらい雨漏りがしてま

すんで、防水を、３階屋上の防水、それと２階の食堂の上の防水、それらを挙げておりま

す。そのほか、ふろについてもボイラーの熱交換器がどうも詰まって温度が上がらないと

いう、温泉の性質上、そういう性質の温泉ですので、そこらを改善していきたいなと、そ

の予算の中でやっていきたいと思ってます。 

 

○熊田司委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   あそこのおふろもな、ほんまにこう伊加利温泉ちゅうか、あっこから

来よるさかいほんまええんよの、支配人。ほんで、源泉がやっぱりええんだと思うし、あ

の辺も売りや思うしな、やっぱり観光客っちゅうのは、やっぱり温泉であったりとかおい

しいもんであったりとかいうことなので、支配人、今後とも頑張って、これは南あわじ市

のほんま観光の一つの宿泊施設としての地形的にもええところやさかい、支配人、頑張っ

てやってください。終わります。 

 

○熊田司委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○熊田司委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１７号、平成２２年度南あわじ市国民宿舎事業会計決算の認定について、原案の

とおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○熊田司委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１７号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  以上で、本特別委員会に付託されました案件の審査はすべて終了しました。 

  お諮りいたします。 

  ９月２７日の本会議における委員会審査報告について、どのようにしたらいいでしょう

か。 

 

（「委員長、副委員長に一任」の声あり） 

 

○出田裕重委員長   それでは、委員長、副委員長に一任ということですので、そのよう

に取り計らいをさせていただきます。 

  なお、委員会審査報告については、昨年と同様に、本特別委員会は議会選出の監査委員

を除く全議員で設置しておりますので、質疑と答弁についての報告とせず、委員会審議に

おいて出された主な意見、提言等について、取りまとめて報告を行いたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○熊田司委員長   異議がございませんので、委員会審議において出された主な意見、提

言等についての報告とします。 

  これをもちまして、決算審査特別委員会を閉会いたします。 

  後に副委員長よりあいさつお願いします。 

 

○出田裕重副委員長   ４日間、委員の皆様、執行部の皆様、お疲れさまでした。 



 

－ 416 － 

  以上で、決算審査特別委員会を終わらせていただきます。御協力ありがとうございまし

た。 

 

○熊田司委員長   ありがとうございました。 

 

（閉会 午後 １時３０分） 

 



 

－ 417 － 

 

 

  委員会条例第３０条の規定により、ここに署名する。 

 

   平成２３年 ９月１５日 

 

 

 

 

                  南あわじ市議会決算審査特別委員会 

 

                   委員長  熊 田   司 
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